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報告第５号 専決処分の報告について 
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○議長 與那覇朝輝 皆さん、おはようござい

ます。ただいまより平成28年第１回中城村議会

定例会を開会いたします。 

 これから本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 休憩します。 

休 憩（１０時００分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０２分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第

120条の規定により、12番 新垣博正議員及び

13番 仲座 勇議員を指名します。 

 日程第２ 会期の決定の件を議題といたしま

す。 

 お諮りします。本定例会の会期は本日３月７

日から３月29日までの23日間にしたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、本議会の会期は本日３月７日より

３月29日までの23日間に決定いたしました。 

 日程第３ 諸般の報告を行います。 

諸般の報告について 

 平成27年12月４日より、平成28年３月６日ま

での諸般の報告を下記のとおり行います。 

記 

１ 例月現金出納検査の報告について 

 村監査委員より、平成27年12月、平成28年

１月、２月の例月現金出納検査の結果報告が

ありました。お手元に結果報告書をお配りし

てありますのでご参照下さい。また、11月９

日から19日までの間実施された平成27年度定

期監査報告書が１月25日に提出されておりま

す。 

２ 一部事務組合議会、介護保険広域連合議会、

後期高齢者医療広域連合議会の報告につい

て 

 それぞれの議会議員より、各議会における

議事の経過及び結果の報告がありました。お

手元に報告書をお配りしてありますのでご参

照下さい。 

３ 請願・陳情等の処理について 

 期間中に受理した請願・陳情等は５件受理

し、３月４日の議会運営委員会で協議した結

果、 

『軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予

防、その危険性や予後の相談の出来る窓口な

どの設置を求める陳情』は文教社会常任委員

会に付託します。他４件は資料配布にとどめ

ることにします。 

４ 沖縄県町村議会議長会関係について 

○１月22日（金）町村議会広報研修会が自治

会館で開催されております。 

○２月15日（月）沖縄県議会議員及び市町村

議会議員交流会が自治会館で開催され、議

長、副議長が参加しております。 

○２月16日（火）定例理事会及び定期総会が

自治会館で開催され、議長、事務局長が出

席しております。 

○２月18日（木）町村議会議員・事務局職員

研修会が那覇市で開催されております。 

 この中におきまして、２月16日の件を２点ほ

ど報告したいと思います。この町村議会議長会

の明細、議案案件がついていますけれども、こ

の２月16日の議案第１号、真ん中よりちょっと

下のほうですが、（１）日米地位協定の見直し

に関する要望決議、（２）沖縄県の道路網の整

備促進に関する要望決議、その他決議がありま

したけれども、この２点に関しまして改めて県

の町村議会議長会より、これは前回でほとんど

決議は済んでおりますが、去年の11月に全国議

長大会において特別決議ということで、この地

位協定に関する決議の件ですけれども、九州の

議長会の審査を経て東京の全国大会で発表され
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ております。これは全国で今回が初めてという

ことで、特筆すべきもので、これをさらに再度

議決していただいて、一歩でも二歩でも前進さ

せたいという意向がありまして、再度、各市町

村に決議をお願いしておりますので、よろしく

お願いいたします。それから道路網整備に関す

る決議も、ＭＩＣＥ（マイス）関係で西原町、

中城村も関連が出てきております。内容的には

まだ詰めるところがありますので、後日、全協

で協議して文言は決めていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ４番目にもう１点、２月18日に飯綱町の議会

における議会改革と議員報酬・議員定数につい

てという研修、皆さん全員受講しておりますが。

その中で非常に斬新な、新しい議会改革という

ことであわせて全協で諮って、議員等の申し合

わせ事項を作成し、執行部とこれを調整してい

きたいと思います。内容的には、一般会計の予

算・決算は款別に質疑するという向こうからの

アドバイスがありまして、このほうが質疑はや

りやすいんじゃないかということで議員同士で

話し合いをしております。中身をまとめて執行

部と調整したいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 

５ 中部町村議会議長会関係について 

○１月22日（金）１月定例会が読谷村で開催

され、議長と事務局長が出席しております。 

 詳細については別紙をご参照下さい。 

６ その他 

 その他の日程等については別紙をご参照下

さい。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 日程第４ 行政報告を行います。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは行政報告を行いま

す。まず最初に１枚ずりのほうを御参照いただ

きたいと思います。行政報告、平成27年12月か

ら平成28年２月にかけてを抜粋して御報告いた

します。 

 まず12月１日、子どもの貧困に関する内閣府

との意見交換会に参加をして、これも昨今、新

聞等で取り沙汰されております子どもの貧困に

関する問題を全市町村で解決をしていこうとい

うことで、会議が行われております。 

 12月５日には、中城産業まつりが行われてお

ります。５日と６日にかけてでございます。 

 12月19日、クリスマス音楽花火フェスティバ

ルがマインパークのほうで行われました。これ

は初めての試みで、東海岸サンライズ協議会と

して参加をしております。 

 12月20日には、わかてぃだを見る集いが城跡

で行われております。 

 12月23日にも、城跡にてツワブキまつりが開

催されております。 

 １月に入りまして、４日から10日にかけまし

てはそれぞれハチウクシー（初興し）、出初式、

新春の集い、成人式と参加をしております。 

 １月18日、ガンバ大阪の歓迎式。ことしはガ

ンバ大阪、川崎フロンターレ、横浜マリノス、

Ｊ１の３チーム。それとなでしこジャパン、そ

して２月までの間にそれぞれ歓迎式を行ってお

ります。 

 １月22日には、子ども・子育て会議。これは

県の町村会の代表として参加をしております。 

 ２月に入りまして、２月１日には、沖縄振興

会議及び市町村協議会。これも全41市町村がそ

ろいまして、平成28年度の一括交付金の割り振

りと、その説明の協議が行われました。本村に

とりましても例年どおりの、多少の小さな数字

の変動はありますが、例年どおりでございます。 

 ２月12日には、ＡＥＤ覚書締結式を行いまし

た。これは本村内のコンビニエンスストア、そ

れプラス北上原の新栄石油が協力をしていただ

きまして、ＡＥＤ設置の覚書締結式が行われて

おります。 

 ２月２日、沖縄のヤギ振興における６次産業
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化への期待ということで、総合事務局において

シンポジウムが開かれて参加をしております。

はごろも牧場を中心としたヤギの６次産業化に

ついての議論が交わされております。同じく22

日は、火葬場首長会議、これは宜野湾市役所に

おきまして、新聞等でも報道がありましたとお

りですが、本村も含めて５市町村の協議会の解

散という結論に至っております。 

 ２月25日には、20数年ぶりに本村の社会福祉

大会が開催をされまして、参加をしております。 

 ２月28日、これはグスクの響き、北中城と中

城の青年会を中心とした中城城跡におけるイベ

ントでございますが、5,000人以上の方が見え

られて、大いに盛り上がっていたところでござ

います。 

 以上、行政報告を終わります。 

 続きまして、主要施策の執行状況調書（第

４・四半期分）でございます。読み上げて御報

告をいたします。 

 まず１ページのほうから。１ページ、総務課。

事業名、契約年月日、契約方法、契約金額、契

約の相手方の順に御報告いたします。11節、平

成27年度災害対策本部消耗品整備事業、平成28

年１月14日、随意契約、55万4,500円、株式会

社トーエイ。13節、平成27年度災害関係表示板

作成業務、平成28年１月27日、随意契約、66万

9,600円、株式会社リック。18節、平成27年度

ＡＥＤ購入事業、平成27年12月28日、指名競争

入札、688万9,320円（99.4％）、株式会社プロ

アライアンス。 

 続いて企画課のほうでございます。11節、村

勢要覧増刷業務、平成28年２月18日、随意契約、

92万6,100円、有限会社サン印刷。18節、総合

行政ネットワーク関連機器更改業務、平成28年

２月10日、指名競争入札、291万6,000円

（73％）、株式会社富士通エフサス。18節、

バックアップＮＡＳ機器更改業務、平成28年２

月17日、随意契約、60万2,640円（84.9％）、株

式会社オキジム。19節、中間サーバー・プラッ

トフォーム負担金、平成28年２月10日、補助金、

558万6,000円、これは100％でございます。地

方公共団体情報システム機構。 

 続いて税務課でございます。13節、土地シス

テム評価委託業務、平成27年12月１日、随意契

約、358万9,704円、協同組合沖縄県システム評

価センター。 

 農林水産課。13節、中城農業振興地域整備計

画基礎調査委託業務、平成27年12月９日、随意

契約、540万円（89.9％）、株式会社リック。15

節、中城村緑化推進施設整備事業（肥料小屋整

備）でございます。平成28年２月18日、指名競

争入札、561万6,000円（95.4％）、三善建設株

式会社。16節、中城村緑化推進施設整備事業

（原材料購入）でございます。平成28年２月15

日、指名競争入札、117万6,120円（99％）、有

限会社ピース造園土木。 

 企業立地・観光推進課。19節、中城村歴史文

化振興発信事業実行委員会補助金、平成28年１

月７日、補助金、1,700万円、中城村歴史文化

振興発信事業実行委員会。同じく19節、中城村

グスクの響き実行委員会補助金、平成28年１月

19日、補助金、804万円、中城村グスクの響き

実行委員会。 

 都市建設課。13節、平成27年度市町村道未買

収用地測量業務委託、平成27年12月11日、指名

競争入札、81万円（98.6％）、株式会社双葉測

量設計。13節、道路反射鏡・防犯灯設置工事、

平成27年12月11日、指名競争入札、127万4,400

円（65.5％）、沖縄道路興業株式会社。同じく

13節、久場前浜原線調査業務、平成28年１月15

日、指名競争入札、85万3,200円（97.5％）、株

式会社沖縄ランドコンサルタント。13節、平成

27年度調査業務（その５）、平成27年12月８日、

随意契約、583万2,000円（89.1％）、株式会社

与那嶺測量設計。同じく13節、平成27年度調査

業務（その６）、平成27年12月15日、随意契約、
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677万1,600円（90.2％）、有限会社ＭＵＩ景画。 

 13節、平成27年度南上原地区出来形確定測量

委託業務、平成28年２月１日、随意契約、577

万8,000円（89.9％）、株式会社与那嶺測量設計。

13節、平成27年度南上原産業廃棄物収集運搬処

理委託業務（その３）、平成28年２月19日、随

意契約、73万80円（96.6％）、裕起リサイクル。

15節、南上原地区築造（27－５工区）、平成27

年12月22日、指名競争入札、3,571万7,760円

（92.9％）、喜舎場石材。15節、南上原地区築

造（27－６工区）、平成28年１月25日、指名競

争入札、4,055万4,000円（92.9％）、株式会社

内間土建。15節、南上原地区築造（27－７工

区）、平成28年２月26日、指名競争入札、3,483

万円（93.4％）、有限会社仲真設備工業。 

 17節、久場前浜原線用建設事業用地費、平成

27年12月15日他、これは随意契約で3,795万509

円、６筆でございます。22節、物件補償、平成

27年12月24日他、随意契約、2,773万7,200円、

これは６件でございます。 

 教育総務課。15節、普天間飛行場周辺中城村

立中城南小学校防音工事（除湿換気）でござい

ます。平成28年１月８日、指名競争入札、

1,857万6,000円（97.9％）、株式会社沖縄エン

ジニヤ。18節、平成27年度中城中学校デジタル

教科書購入、平成28年２月10日、随意契約、

155万3,000円、沖縄県教科書供給株式会社。18

節、平成27年度小学校用デジタル教科書購入業

務、平成28年２月18日、指名競争入札、197万

5,860円（92.4％）、有限会社沖縄教育サイエン

ス。18節、平成27年度中城南小学校校舎増築に

伴う備品購入業務、平成28年２月18日、指名競

争入札、270万円（92.6％）、株式会社オキジム。 

 生涯学習課。13節、平成27年度中城城跡出土

金属製品保存処理委託業務、平成27年12月８日、

随意契約、86万4,000円（91.2％）、株式会社文

化財サービス沖縄営業所。13節、平成27年度中

城城跡岩盤動態状況解析委託業務、平成27年12

月９日、随意契約、81万円（88.8％）、株式会

社真南風。13節、平成27年度中城城跡測量図化

委託業務、平成28年１月28日、指名競争入札、

1,300万3,200円（99.5％）、株式会社琉球サー

ベイ。13節、平成27年度歴史の道整備工事監理

委託業務、平成27年12月22日、随意契約、118

万8,000円（95.7％）、株式会社真南風。15節、

平成27年度中城城跡整備工事、平成28年１月28

日、指名競争入札、324万円（83.3％）、有限会

社ピース造園土木。 

 15節、平成27年度歴史の道整備工事、平成27

年12月22日、指名競争入札、1,627万200円

（94.7％）、喜舎場石材。18節、中城村郷土図

書購入、平成27年12月１日、指名競争入札、

1,109万4,624円（81.5％）、株式会社紀伊國屋

書店九州営業部。18節、中城村郷土ＡＶ資料購

入、平成28年２月１日、指名競争入札、139万

9,680円（88.8％）、株式会社図書館流通セン

ター。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 続いて教育行政報告を行

います。 

 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 おはようございます。平

成27年12月から平成28年２月までの教育行政報

告をいたします。 

 12月５日、中城村産業まつりに参加。ＪＡを

初め、多くの村内産業から出品があり、賑わっ

ておりました。 

 13日、海外短期留学実行委員会とアメリカの

コミュニティカレッジとの調印式に参加。将来

の留学先ワシントン州、ショーライン・コミュ

ニティカレッジの学長と南城市、東村、中城村、

北中城村間で調印式がありました。 

 18日、定例教育委員会会議。成人式及びＣＧ

Ｇ運動について話し合っております。 

 20日、わかてだを見る集いに参加。特別企画

として、結婚誓いの議が行われました。参加者
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は約1,000名と報告を受けております。同じ日、

ＣＧＧ運動に参加。その運動は字行事と一体の

ため、参加者が1,493名との報告を受けており

ます。 

 22日、イルミネーション並びに点灯式に参加。

電照文字「結」点灯で歓声があり、子供たちへ

のプレゼントもありました。 

 １月４日、中城村ハチウクシー（初興し）に

参加。村長の挨拶の後、全課長から抱負の発言

がありました。 

 ６日、中北消防出初式に参加。管理者訓示後、

人命救助功労及び永年勤続表彰、それから消防

訓練がありました。 

 ７日、新春の集いに参加。商工会員事業所、

それから行政等が会し、夢や希望を語り合う集

いでした。 

 10日、中城村成人式に参加。中城ジュニア

オーケストラによる演奏、お祝いの演奏、それ

から祝辞、新成人の恩師のビデオレター、津覇

の獅子舞の演舞がありました。 

 15日、海外短期留学実行委員会総会に参加。

大宜味村がこれまで参加しておりましたけれど

も、大宜味村が脱会するということで、１市３

村になっております。 

 17日、ごさまるトリムマラソン大会開会式に

参加。体育振興により、健康づくり、生きがい

づくりを図るための事業であります。 

 22日、第１回定例教育委員会会議。新しい交

通モデル事業（中型バス購入）及び郷土図書購

入契約等について話し合っております。 

 ２月３日、文化財防災訓練に参加。文化財を

火災から守る訓練で、中村家及び中城城跡で行

われております。 

 ８日、市町村教育委員及び教育長研修会に参

加。県教育委員会と市町村教育委員会の共通理

解を図ることにより、教育行政運営に資するの

が目的であります。 

 13日、中頭地区学力向上実践推進大会に参加。

10市町村の児童生徒の学力や学習状況を把握、

分析し、教育委員会の成果等を検証し、その改

善に努めるのが目的であります。 

 19日、教職員の定期人事異動内示がありまし

て、教諭の人事異動内示がありまして、本村で

は本務の転出教諭が16名、転入教諭が20名です。 

 21日、おきなわマラソン大会に参加。県ス

ポーツ振興に貢献するとともに、中部圏域の地

域活性化に寄与するのが趣旨であります。 

 22日、第２回定例教育委員会会議に参加。平

成28年度管理職の人事異動内示についてありま

した。 

 25日、中城村社会福祉大会に参加。住民が支

え合えるまちづくりのため、村民や行政等が地

域福祉に取り組む確認大会でありました。 

 以上です。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１０時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時３８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 以上で行政報告を終わります。 

 日程第５ 平成28年度 施政方針を行います。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは平成28年度 施政

方針を行います。 

 

平成28年度 施 政 方 針 

 

１．はじめに 

 本定例会は、平成28年度一般会計予算をは

じめとする議案をご審議いただきますが、諸

議案の説明に先立ちまして、村長としての施

政方針を申し上げ、議員各位並びに村民の皆

様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。 

 早いもので、村長就任２期目も最終年度を

迎えておりますが、これまで村民の皆様の思

いを胸に各種施策や事業に取り組んでまいり
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ました。 

 昨年２月の日本経済新聞に掲載されました、

人口増加率、合計特殊出生率などのデータを

もとにした、子育てしやすいまちランキング

で全国第２位の称号をいただきました。 

 一丁目一番地の政策として就任から一貫し

て掲げております子育てに優しい村づくりが、

花開いたことを実感するとともに喜びを感じ

ております。 

 新年度は、これまで取り組んでまいりまし

た８年間の集大成の年として「住みたい村・

住みよい村・住み続けたい村」づくりに邁進

してまいります。 

 さて、我が国の状況は、本格的な人口減少

時代を迎え、今後、さらなる少子高齢化が進

み人口減少に向かうことが予測されておりま

す。 

 加えて、地方と大都市圏の経済格差の拡大

が、若い世代の地方から大都市への流出へと

繋がり、さらなる地方の人口減少を招いてお

ります。 

 地方の人口減少は、地域経済に消費市場の

規模縮小や人手不足を生み出し、さらには地

域住民の経済力の低下と地域社会の様々な基

盤の維持を困難にしており、地方の衰退へと

繋がっております。 

 地方衰退の連鎖は、いずれ大都市圏へと展

開し、国の競争力が弱まることは必至である

ことから、国はこれまでにない危機感を持っ

て、人口減少克服と地方創生に取り組んでお

ります。 

 全国各地方自治体においても地方版総合戦

略を策定して、人口減少克服と地方への好循

環拡大に向けた取り込みが行われております。 

 本村におきましては、平成27年国勢調査と

して、平成28年２月26日付第１回速報値では

ございますが、平成22年10月１日国勢調査人

口17,680人（確定値）から平成27年10月１日

国勢調査人口19,452人（速報値）と人口で

1,772人の増加、全国20位の人口増減率10％

として公表されております。 

 全国平均のマイナス0.7％、県平均の３％

の増加率と比較してもわかる著しい人口増加

は、これまでの本村の取り組みとして南上原

区画整理事業をはじめとする、各種施策の事

業展開が成功している結果だと認識しており

ます。 

 現在、本村においても、人口増加が南上原

へ集中している現状と人口構成や人口動向の

分析を行い、目指すべき人口推計をまとめた

「中城村人口ビジョン」と、その計画人口の

達成へ向けた今後５年間で行うべき施策をま

とめた「中城村総合戦略」の策定に取り組ん

でおります。 

 これからも継続した人口増加を維持するた

めに中城村の魅力と個性を飛躍させ、さらな

る村の繁栄・発展へ導く中城村の創生に取り

組んでまいります。 

 昨年の取り組みとして、村のポテンシャル

と地名度のさらなる向上を目指し、世界遺産

「中城城跡」や「護佐丸公」の歴史文化遺産

と観光資源を活用した「プロジェクション

マッピング」など様々なイベントを継続して

実施いたしました。 

 引き続き３月には、「世界遺産劇場」とし

て歌舞伎の特別公演、４月にも若者を集客出

来るイベントを立て続けに誘致しております。 

 ごさまる陸上競技場においては、国内トッ

プクラスのガンバ大阪をはじめとしたＪ１の

３チームの他、なでしこジャパンのキャンプ

を誘致し、１万８千人余の観戦者が訪れてお

ります。 

 イベント、キャンプとも全国ネットのテレ

ビ放映をはじめ、各種メディアにて取り上げ

ていただきましたおかげで、話題の絶えない

活気と魅力あふれるまちづくり事業として展
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開する事ができました。 

 昨年の９月からは護佐丸バスの本格運行も

スタートし、１月末現在の累積利用者数とし

て11,771人の方が乗車され、村民の新たな生

活支援交通として定着しはじめております。 

 また、本村の念願でありました護佐丸歴史

資料図書館の建設工事も完了し、平成28年５

月30日（護佐丸の日）の開館に向けた最終準

備に取り組んでおります。 

 開館後は、沖縄や中城村の歴史、文化、世

界遺産をはじめとして、村民が学び憩える快

適な施設として、利用しやすく愛される施設

運営に取り組んでまいります。 

 平和行政への取り組みとしては、昨年の戦

後70年の節目にあたり、犠牲となった多くの

命と失ったものの大きさを考えたとき、改め

て平和の大切さを痛感した年でした。 

 これまでも沖縄戦の尊い犠牲の上に、私た

ちは平和の歩みを進めてまいりましたが、先

の大戦で犠牲になられた方々の御霊を慰める

とともに世界の恒久平和を願い、平成27年11

月７日に村として平和宣言を行いました。 

 これからも、戦争のない平和な社会に暮ら

せるよう、平和なむらづくりの一環として、

「建白書を実現する中城村民会議」と連帯し

て翁長知事の取り組みへの支援を行い、知事

と連携した辺野古の新基地建設反対と普天間

飛行場の県外移設を訴え続けてまいります。 

 子育て支援の政策として「第３子以降保育

料無料化事業」、「第３子以降給食費助成事

業」、「待機児童世帯助成事業」、「ひとり親家

庭学童クラブ利用料助成事業」、「母子及び父

子家庭等医療費助成事業」、「ファミリーサ

ポートセンター事業」、「病児病後児保育委託

事業」と様々な施策を展開してまいりました

が、本村においても、全国的に問題となって

おります子どもの貧困問題を喫緊の最重要課

題と位置づけ取り組んでいかなければなりま

せん。 

 国、県の施策と連携した支援策として、家

庭や学校及び地域との情報共有を図りながら、

貧困の実態調査や相談事業を行う子ども支援

専門嘱託員を配置します。 

 小学校へは、子どもに寄り添う支援として、

放課後の行き場がない子どもたちのための居

場所づくりと食事の提供を実施し、問題を抱

えている児童への支援を行ってまいります。 

 中学校へは、学校支援員を配置し、授業に

臨めない課題のある生徒に学習環境の提供を

行います。同時に放課後学習支援として、手

厚い学習指導を実施し学力向上につとめてま

いります。 

 すべての子どもたちが、自分で思い描く理

想の未来を持てるよう、子どもを取り巻く環

境の改善を図ってまいります。 

 また、不妊に悩む夫婦への助成事業も継続

し「妊娠・出産・子育て・教育」を包括的政

策として展開し、子育て世代に最適な環境構

築につとめてまいります。 

 

２．本年度の重点施策 

○ 子どもの貧困対策 

沖縄県の子ども貧困率は、全国平均の２倍

を超す現状から、喫緊の最重要課題として、

子ども支援専門嘱託員を配置し実態調査及

び相談事業を実施、子どもに寄り添う支援

として、対象の子どもの居場所づくりと食

事の提供を行い、子どもの貧困対策に取り

組んでまいります。 

○ 準要保護児童生徒援助費の拡充 

経済的な理由により就学困難な児童生徒に

対し、教育の機会均等の精神に基づき、す

べての児童生徒が義務教育を円滑に受ける

ことができるように、準要保護児童生徒就

学援助事業の拡充を行います。 

○ 40歳記念総合がん検診及びがん検査助成 
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働き盛り世代の生活習慣病予防、がん予防

並びに健康に対する意識の啓発を目的に、

平成28年度から特定健診とがん検診を組み

合わせた「40歳記念総合がん検診」及び身

体に負担の少ない血液検査によるがん検診

「アミノインデックスがん検診助成」を新

たに実施いたします。 

○ 東海岸地域サンライズ推進協議会 

ＭＩＣＥ施設の建設決定を受け、平成28年

度は県と４町村で連携し、交通体系の拡充

及び（仮称）ＭＩＣＥ街づくりビジョンな

ど土地利用の基本計画の策定業務を実施い

たします。 

○ 第12回中城護佐丸まつり事業 

村民意識の高揚と親睦による地域活性化及

び観光の振興と伝統文化・芸能の振興を目

的として「第12回中城護佐丸まつり」を開

催いたします。 

○ 農業振興地域整備計画策定業務 

優良農地の確保・有効利用及び土地需要の

動向を勘案し、調和のとれた農業振興地域

整備計画の策定に取り組んでまいります。 

○ 中城村第四次総合計画後期基本計画の策

定業務 

村の最上位計画である、第四次総合計画の

前期基本計画が最終年度を迎えており、こ

れまで前期基本計画の検証、評価を行うと

ともに、地域及び社会情勢の変化を踏まえ、

各施策を総合的かつ体系的に整理した後期

基本計画の策定に取り組んでまいります。 

○ 護佐丸歴史資料図書館の活用推進 

歴史展示室、資料図書室、防災施設の３つ

の機能を有する護佐丸歴史資料図書館を村

民の学び舎として利用しやすい施設運営に

取り組んでまいります。 

○ 観光振興地基盤強化整備事業 

中城城跡を中心とした各種イベントの充実

に伴う、さらなる観光客誘客のため、公営

駐車場の整備を検討してまいります。 

 

３．部門別主要施策 

（１）教育・文化の振興 

幼児教育と学校教育の充実 

 幼児・学校教育においては、幼稚園教育

要領や小学校及び中学校学習指導要領を踏

まえ、幼児・児童・生徒に「生きる力」の

構成要素である「確かな学力」「豊かな心」

「健やかな体」をバランスよく育成するた

め、家庭や地域と連携を密に取り学校の教

育力の向上を図り、信頼される学校づくり

につとめてまいります。 

 学力向上推進の一環として、対米請求権

地域振興助成事業を活用し、小中学校にお

ける「学力向上推進事業」及び中学校にお

ける「学習支援事業」を継続し、児童生徒

の「確かな学力」の向上を目指してまいり

ます。 

 また、「外国語指導助手」を引き続き小

中学校に配置し、国際理解教育の推進とこ

れからの教育に不可欠なＩＣＴについても

専門員を配置し、情報教育の推進も図って

まいります。 

 個性豊かな児童生徒の育成のため、人材

育成基金を活用した児童生徒の活動支援も

継続して実施いたします。 

 子ども・子育て支援制度のスタートに伴

い、幼稚園では一時預かりの時間延長、土

曜日預かりを引き続き継続し、安心して子

どもを育てられる環境づくりにつとめてま

いります。 

 地域特性を活かした教育の推進として、

本年度も各小学校にて、教育課程特例校の

認可を受けました「中城ごさまる科」の授

業を実施し、郷土の歴史・文化の授業をと

おして、幼児児童が自然や地域を愛し大切

にする心を育ててまいります。中学校にお
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いては、地域・歴史を学ぶ探求的な学習を

想定した副読本が作成され、総合的学習の

時間や社会科の中でその活用を図ってまい

ります。 

 学校給食は、児童生徒の心身の健全な発

達のために、新鮮で安心安全な食材の確保

と使用につとめ、積極的に地域の特産物を

生かした献立を増やし、子どもたちが地元

で取れた農産物を食べることをとおして、

郷土に対する愛着、誇りを持つことを目指

す情操教育を推進してまいります。 

 平成28年度は地産地消コーディネーター

を調理場に配置し生産者や農林水産課と連

携し、地産地消を推進してまいります。 

教育に係わる各種支援の充実 

 経済的な理由により、就学困難な児童生

徒に対し、教育の機会均等の精神に基づき、

すべての児童生徒が義務教育を円滑に受け

ることができるように、要保護及び準要保

護児童生徒就学援助事業を継続して実施す

るとともに、平成28年度から、準要保護児

童生徒就学援助事業を拡充いたします。 

 さらに、村内に住所を有する世帯で、小

学校１年生から中学３年生までの範囲に３

名以上の児童生徒が在籍している世帯に対

し、３人目以降の給食費を５割助成する給

食費助成事業も継続実施いたします。 

 また、平成28年度より貧困対策事業で中

学校に学校支援員を配置し、高校への進学

率アップ、学力の向上につとめてまいりま

す。 

 中城小学校のグランドと民地との境界に

擁壁及びフェンスを設置するハブの侵入防

止工事を実施し教育環境の充実を図ります。 

生涯学習・人材育成の推進 

 住民の自発的な学習活動の援助と社会教

育行政の企画・実施の強化を行い、村婦人

連合会や村青年連合会、村ＰＴＡ連合会な

どの各種団体並びに村子ども育成連絡協議

会の諸活動を支援し、育成を図ってまいり

ます。 

 住民ニーズが高い生涯学習教室・講座も

継続して開催してまいります。 

 近年の少子化や核家族化、就労形態の多

様化、家庭や地域の子育て機能の低下など、

子どもを取り巻く環境の変化を踏まえ、平

成28年度から「子どもの居場所の確保（貧

困対策支援事業）」を実施し、今後必要と

されている子どもへの支援策として実施い

たします。また、これまでの「放課後子ど

も教室推進事業」、「学校支援地域本部事

業」、「中城ジュニアオーケストラ育成支援

事業」も継続して実施いたします。 

 中高校生を対象とした、「海外短期留学

派遣事業」、「小・中学生ＥＳＬキャンプ事

業」も引き続き派遣し、「福岡県福智町子

ども交流事業」、「千葉県旭市交流事業」に

つきましても事業の継続を図り人材育成に

つとめます。 

護佐丸歴史資料図書館の活用推進 

 歴史展示室、資料図書室、防災施設の３

つの機能を有する護佐丸歴史資料図書館は、

平成28年５月30日の開館に向け準備を進め

ております。 

 歴史展示室では、護佐丸が活躍した時代

を中心に小中学生にも分かり易い琉球史や

中城村の歴史に関する展示を行っており、

資料図書室では郷土資料を中心とした図書

を配架し、学習スペースを設けることで、

より郷土の歴史を学習できる環境の整備と

なり、ニーズに沿った構成となっておりま

す。 

 今後は郷土資料の充実を図りながら、同

施設を学力向上と人材育成を推進する施設

として活用してまいります。 

 また、災害発生時の避難所としての目的
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も有していることから、防災物資の備蓄も

行ってまいります。 

スポーツ・レクリエーション活動 

 スポーツ・レクリエーション活動は、単

に体力や健康の増進に限らず、地域や家族

のコミュニケーションを深め、子どもたち

の健全育成にも役立つものです。誰でも、

いつでも、気軽にスポーツが行える環境整

備につとめるとともに、村民のライフスタ

イルに応じたスポーツ・レクリエーション

活動の推進を図るため、各種団体・スポー

ツ推進委員・中学校部活動指導者への支援

を継続し、スポーツ・レクリエーション活

動の振興を図ってまいります。 

 平成27年度においても、サッカーＪ１の

ガンバ大阪などプロ３チームとなでしこ

ジャパンがキャンプを実施し、今後、ベガ

ルタ仙台レディースもキャンプを予定して

おります。 

 継続してごさまる陸上競技場の適正な芝

管理を行ってきたことと、クラブハウスを

開設したことで県内屈指のサッカー仕様の

キャンプ地として好評価を得ており、今後

も適正な芝管理を行い受入体制の強化を図

り、引き続きスポーツキャンプの誘致を行

なってまいります。 

 また、シーズンオフには村民、村内各種

育成団体に開放し健康づくりや交流の場と

して多様な利用方法を検討してまいります。 

中城城跡等文化財整備事業の推進・文化

振興 

 世界遺産『中城城跡』は現在、国・県の

補助を受け、保存整備を行っており、平成

28年度も引き続き、修復工事、発掘調査を

行ってまいります。 

 また、村内外の方々が平和教育に活用で

きるよう村指定文化財である「161.8高地

陣地（戦争遺跡）」の整備事業を平成28年

度から行ってまいります。 

 平成25年度から実施している村内文化財

悉皆調査事業では、各字の拝所や戦前の各

集落の姿を民俗調査員が調査を行い、これ

までに泊・屋宜・奥間・添石・和宇慶・新

垣・伊舎堂の文化財パンフレットを発刊す

ることができました。平成28年度は、伊

集・津覇・当間の調査とパンフレットの発

刊を行います。 

 また、悉皆調査事業と並行して、新たに

村内の沖縄戦に関する調査事業も行ってま

いります。 

 文化振興の面では、中城村文化協会や文

化団体への助成、児童生徒への文化芸術公

演の公募、さらに中城村文化協会やグスク

の会の協力を得て、毎年12月の冬至の日前

後に開催している「わかてぃだを見る集い」

も継続して実施いたします。 

（２）保健・福祉の充実 

母子保健の充実 

 安心して子どもを産み、健やかに育てる

ことができるよう、妊娠初期から専門職に

よる保健相談や助産師による出産後の家庭

訪問、母子保健推進員によるこんにちは赤

ちゃん訪問事業の育児支援並びに乳幼児の

健康診査事業を引き続き実施し、妊産婦期

からの切れ目のない支援の充実を図ってま

いります。 

 また、平成28年度はこんにちは赤ちゃん

訪問事業及び健康診査未受診者対策を強化

し、母と子の健康管理、支援が必要な家庭

の把握につとめ、子育てしやすい環境整備

に取り組んでまいります。さらに「個別歯

科健康診査事業」を新たに実施し、保護者

への虫歯予防に対する意識啓発及び歯磨き

の習慣化並びに虫歯の早期発見・早期治療

へ繋げ、虫歯のある子の減少、将来に向け

た虫歯予防へ取り組みます。 
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成人保健の充実 

 高齢者の健康寿命を伸ばすことはもちろ

んのこと、若い働き盛りの世代の受診率向

上及び健康意識の啓発が必要となります。

平成28年度は特定健診とがん検診を組み合

わせた「40歳記念総合がん検診」及び身体

に負担の少ない血液検査によるがん検診

「アミノインデックスがん検診助成」を新

たに実施し、生活習慣病予防、がん予防並

びに健康に対する意識の啓発を図ることに

より、病気の早期発見につとめ、医療費の

抑制へ繋げていきます。 

 また、集団健診及び婦人健診の回数を増

やし受診しやすい体制の整備を行うととも

に、特定健康診査の未受診者に対しては、

個別ハガキによる再受診勧奨を行い、受診

率向上を図ってまいります。 

 生活習慣病の予防においては、健診結果

により改善が必要な方々へ保健師及び管理

栄養士による保健指導、栄養教室、二次健

診の実施により重症化予防につとめます。 

高齢者福祉・介護保険の充実 

 現在、人口の年齢構成は大きく変化して

おり、老年人口の割合も高く、超高齢化社

会が進行しております。 

 平成28年４月から要支援認定者の訪問介

護、通所介護が総合事業へ移行することに

より、介護予防事業の重要性が高まってお

ります。村民に対し介護予防の知識普及を

行い、介護予防教室「とよむちょ筋教室、

ちゃーがんじゅう教室及び認知症予防教室」

を拡充し各公民館や吉の浦会館で実施する

とともに、村老人クラブ事業とのタイアッ

プによる「ヨガ教室」、脳トレとなる「大

正琴サ－クル」を実施し、要介護にならな

いような取り組みを推進してまいります。 

 また、未利用の要介護認定者へは、訪問

指導でサービスの利用を周知し、本人や家

族の負担軽減を図ります。 

 認知症サポーターキャラバンメイト事務

局の設置に伴い、認知症サポーター養成講

座、認知症予防講演会を実施し、認知症サ

ポーターの育成につとめます。 

 また、地域における高齢者支援として、

老人クラブ活動補助金や地域敬老会事業補

助金、敬老祝い金や記念品の支給を継続し

てまいります。 

 さらに地域と連携し実施している「ふれ

あい事業」は、新たに北浜自治会が加わり、

13地区となります。村としては保健師によ

る保健相談を継続するとともに、平成28年

度から補助金の算定方法の見直しを行い、

地域及び参加者の負担軽減を図り、住み慣

れた地域の中で安心して暮らせるよう連携

強化を図ってまいります。 

こころの健康づくりの推進 

 社会環境がめまぐるしく変化する中、

「健康問題」や「経済・生活問題」、「家族

問題」が原因で心の病を引き起こし苦しむ

方々が多くなっております。その原因に

よってうつ症状を発症するケースも全国的

に増加しています。 

 予防対策事業として、相談員の配置、い

のちの電話の周知を行い、心のケア支援に

取り組んでまいります。 

障がい児（者）福祉の充実 

 障がい児（者）数は、年々増加傾向にあ

り、障がいの内容も様々で、ニーズも多様

化しています。サービス利用計画作成の基

盤整備を強化し、障がい福祉制度に関する

知識の普及を図りつつ相談支援体制の充実

につとめます。 

 障がい児とその家族への支援の取組とし

て、障がい福祉サービスによる支援及びご

さまるキッズ事業を継続し、地域で安心し

て楽しく過ごせるよう取り組んでまいりま
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す。また、障がい者地域活動支援センター

事業を充実させ、障がい者が地域で自立し

た生活を送るための支援を進めていきます。 

 発達が気になる子の支援については、引

き続き相談員を配置し、未就学児からの早

期の支援を実施いたします。 

国民健康保険・後期高齢者医療の充実 

 国民健康保険及び後期高齢者医療制度は、

安心して医療が受けられる国民皆保険制度

の根幹を担う、社会保障及び国民保険の向

上に欠かせない重要な制度であります。し

かし、少子高齢化の進展、医療技術の進歩

に伴う医療費の増加により厳しい財政状況

が続いております。今後は、特定健康診査

の受診率向上を図るとともに、健診データ

を活用したデータヘルス計画を策定し、生

活習慣病の発症予防・重症化予防のための

保健指導を強化し、医療費の削減と制度の

健全な運営に取り組んでまいります。さら

に安定した事業運営を行っていくため、口

座振替の推進及びコンビニ納付による納期

内納付を促し、保険税（料）の収納向上に

つとめてまいります。 

国民年金の充実 

 年金受給者は年々増加傾向にあり、村民

生活の安定と福祉の向上に大きく貢献して

おります。年金受給権の確保は村民の経済

的な支えであるという観点から極めて重要

であるため、関係機関と協力連携のもと、

ねんきんネットや村広報紙を活用した保険

料免除勧奨、無年金者対策につとめてまい

ります。 

子育て支援の充実 

 平成27年４月にスタートした「中城村子

ども・子育て支援事業計画書」を基本に、

子育て支援の拡充や質の向上を進めてまい

ります。 

 安心して子育てができる環境づくりとし

て、村立保育所、法人認可保育園、認定こ

ども園、小規模保育事業、放課後子どもプ

ラン推進事業、病児病後児保育事業に加え、

法人認可保育園の移転による定員増、新た

に事業所内保育事業をスタートさせ、待機

児童対策、子育てしやすい環境整備に取り

組んでまいります。 

 法人認可保育園においても、特別に支援

を要する保育の実施及び延長保育事業、運

営補助金の支援も継続してまいります。 

 ３箇所の地域子育て支援センターでは、

多くの子育て中の親子を支援するとともに、

毎月１回のわくわくクラブを継続し、発達

面で気になる子への支援も継続してまいり

ます。 

 児童生徒の健全な遊びの場を提供するな

かよし児童館は、児童生徒の利用も増加し

ており、さらなる内容の充実を図ります。 

 また、平成28年度も待機児童世帯助成事

業、第３子以降保育料無料化事業を継続し、

認可外保育施設への安全対策事業、すこや

か保育事業に加え、ファミリーサポートセ

ンター事業の一時的な預かりや送迎ができ

る育児支援も継続してまいります。 

 社会問題化している児童虐待の件数は毎

年増加しています。 

 防止策につきましては、継続して要保護

児童対策協議会を設置し、家庭環境に支援

の必要な児童のために、生活相談や指導及

び支援策を行いながら、関連機関と連携し

て早期発見・早期対応につとめるとともに、

児童相談員の増員を図り、通報への対処、

訪問、検診未受診児への対応、関係機関及

び民生委員児童委員との対策会議への対応

による要保護児童やその家族の支援を行

なってまいります。 

 安心して医療が受けられるようにこども

医療費助成事業及び未熟児養育医療事業を
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継続して実施し、こどもの医療費による経

済的負担の軽減を図る育児支援を行ってま

いります。 

 平成27年度より実施しました「特定不妊

治療費助成事業」については、少子化対策

並びに不妊治療による妊娠を望む夫婦の経

済的負担の軽減を支援するため継続して実

施いたします。 

地域支え合い活動の推進 

 村民の地域福祉に対する意識の高揚や取

り組みは、集落コミュニティにおける安心

して暮らせる地域づくりになります。 

 多様な福祉ニーズや地域防災、要配慮者

支援は、民生委員や社会福祉協議会、福祉

団体に加え、地域が自主的に取り組む自治

会活動とも連携を密にして取り組みながら、

災害時要配慮者については、引き続き状況

把握の充実を図り、民生委員など関係者と

の連携体制の強化につとめてまいります。 

保険・福祉に係わる各種支援の充実 

 沖縄の子どもの貧困率が、全国平均の

2.7倍と深刻な状況が改めて浮き彫りとな

りました。 

 子どもの貧困対策に対応するため子ども

支援専門嘱託員を配置し、家庭・地域及び

学校・学習支援施設との情報共有を図りな

がら、貧困の実態調査や相談事業を行い、

安心して過ごせる子どもの居場所の確保や、

食事の提供及び共同での調理、生活指導、

学習支援を行い児童生徒やその家族の支援

を図ってまいります。 

 また、中学校においては、学校支援員を

配置し、授業に臨めない課題のある生徒に

学習環境を提供するとともに、高校受験対

策を図るために放課後の時間を活用した学

習支援に取り組むなど、庁内を横断した包

括的施策として子どもの貧困対策に取り組

んでまいります。 

 ひとり親家庭は、児童の養育や健康面の

不安など生活の中に多くの問題を抱え、経

済的支援や生活の様々な相談支援を必要と

していると考えられます。 

 母子及び父子家庭等医療費助成事業の支

援や児童扶養手当制度の活用促進、母子家

庭の母の就業支援、ひとり親家庭学童クラ

ブ利用料助成事業、ひとり親家庭認可外保

育施設利用料補助事業も継続し、母子寡婦

福祉貸付金など生活相談の充実を図ってま

いります。 

 近年の経済構造や雇用環境の変化は、生

活や将来への不安を増すとともに、生活困

窮世帯の増加を招いております。 

 平成27年度より生活困窮者自立支援法が

施行され、生活保護に至る前の段階で早期

の支援を進めるなど早期対策に努めており

ますが、失業などにより経済面や健康面か

らの生活保護制度の活用を余儀なくされる

世帯に対して、最低限の生活を営むために

も制度の周知と申請などの相談も進めてま

いります。 

 また、村民税が課税されていない者に対

して臨時福祉給付金支給事業を実施いたし

ます。 

（３）産業の振興 

農業の振興 

 農業の振興を図るため、生産施設の導入

推進による生産の安定化及び機械化体系の

整備による農作業の省力化、生産組織育成

への支援、国の農業政策である「人・農地

プラン」の積極的な活用により、農業の担

い手の確保と育成、新規就農者への青年就

農給付金による支援につとめてまいります。 

 また、農業指導員の配置により、農業経

営の改善及び栽培技術向上の指導を行い、

農業経営の安定化につとめてまいります。 

 基幹作物であるさとうきびについては、
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病害虫防除、優良種苗の安定確保及び普及

による生産の確保を図り、伝統野菜である

島にんじん、島大根の品質向上に向けた研

究及び生産促進や出荷体制の強化に取り組

み、特産品としてのブランド化を目指して

まいります。また、新たな特産品について

も継続して検討するとともに、地域で生産

される農産物を学校給食で活用する地産地

消の推進にも取り組んでまいります。 

 農業用水確保のための水利施設（井戸、

ボーリング施設）の設置者に対し補助金を

交付し支援いたします。 

 農業用廃プラスチックの処理費用の補助

を行い、プラスチックの不法投棄の防止や

リサイクルの促進と環境保全に取り組みま

す。 

 耕作放棄地対策として、土地所有者へ働

きかけ、農地貸し手の確保を行い、農地中

間管理事業を活用することにより、担い手

への農地利用集積につとめてまいります。 

 優良農地の確保・有効利用及び土地需要

の動向を勘案し、調和のとれた整備計画と

して、農業振興地域整備計画の見直しに取

り組んでまいります。 

 新垣地区の土砂崩壊防止事業につきまし

ては、新規事業採択に向けて、土地改良法

に基づく受益者同意作業につとめてまいり

ます。 

水産業の振興 

 水産業の振興を図るため、漁業者への支

援として、漁業組合育成補助金とともに、

漁具購入費の補助を実施いたします。また、

安全な漁業活動のために漁港の維持管理に

つとめるとともに、水産資源の保全、確保

のため稚貝の放流など、漁業組合や関係機

関と連携した取り組みを行ってまいります。 

畜産業の振興 

 家畜の伝染性疫病の予防及びまん延を防

ぐため、家畜飼養箇所の把握、ワクチン注

射、検査の予防を行い、畜産の振興を図り

ます。 

商工業の振興 

 多種多様な産業が調和を図りながら発展

し、豊かに暮らせる村づくりの実現を目指

し、村内の中小企業の経営基盤強化、創業

者の育成、女性の起業を総合的に支援する

ため、中城村商工会に補助金を交付いたし

ます。 

 また、沖縄県が実施する地域ビジネス力

強化支援事業、商工会員が各支援事業を活

用しやすくするため、村商工会と連携を図

ります。 

 中小企業で働く勤労者及び事業主を支援

するため、財団法人沖縄中部勤労者福祉

サービスセンターが提供する総合的な福祉

事業が受けられる環境を整えたことにより、

中小企業勤労者の福利厚生の向上を図ると

ともに、生活の安定と勤労意欲の向上及び

中小企業の振興、地域社会の活性化につと

めてまいります。 

観光の振興 

 平成27年の沖縄県入域観光客数は776万

3,000人で対前年度比70万4,700人増、率に

して10％の増加（沖縄県文化観光スポーツ

部観光政策課、平成28年１月発表）となり

３年連続で過去最高を更新しました。 

 中城城跡入客数は、各種イベントの開催

により、対前年比２％増の121,978人に上

り、来場者が初めて12万人を超えました。 

 これは主要事業である「世界遺産中城城

跡プロジェクションマッピング事業」が２

年連続来場者数１万人を超えたことが要因

であることから、引き続き開催いたします。 

 中城城跡の課題であった中高年者及び交

通弱者対策として、コミュニティービーク

ル電気自動車を導入し、バリアフリーやユ
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ニバーサルデザイン化した人に優しい安

全・安心で快適な観光地づくりに取り組ん

でまいります。 

 今後とも県内観光市場は堅調に推移して

いくことが見込まれる中、那覇空港滑走路

増設事業、海外航空路線の拡充、大型ク

ルーズ船の寄港回数の増、さらには大型Ｍ

ＩＣＥ施設の建設による外国人観光客の増

加が期待されることから、ＩＣＴを活用し

たアプリケーションの利用促進と外国語版

観光パンフレットを増刷し外国人に対する

案内サービスの充実を図ってまいります。 

 平成28年度も、各種補助事業を活用して

観光客誘客に向けたイベント事業の開催や

ごさまる陸上競技場を活用したプロスポー

ツキャンプ誘致と連動した観光客誘致、ま

た、新たな取り組みとして、世界遺産中城

城跡に民間主催のイベント開催の誘致活動

を展開してまいります。 

特産品の開発・販売 

 好評を得ました島人参ドーナツのように、

今後も村内の食材を利用した新たな商品開

発につとめるとともに、特産品開発に取り

組む個人や組織に対して継続的なサポート

を行ってまいります。 

 また、マスコットキャラクター「護佐丸」

を活用し、特産品の普及販売活動につとめ

てまいります。 

企業誘致の促進 

 沖縄電力吉の浦火力発電所の立地に伴い、

発電所の維持管理のため電力関連会社の進

出が図られております。今後も電力関連の

事業所や新たな企業の進出が期待できるこ

とから、これからの土地利用の動向を踏ま

え、企業誘致に取り組んでまいります。 

 また、税制上の優遇措置が受けられる

「産業イノベーション制度」の地域指定や

「沖縄中南圏域産業活性化基本計画」に基

づき、観光リゾート・物流関連・情報関

連・地域資源の活用関連産業の誘致につと

めてまいります。 

雇用対策 

 県経済は、入域観光客数の好調な推移に

より、観光リゾート産業の伸びや個人消費

が対前年を上回る数値になっています。ま

た、平成27年12月の月間有効求人倍率が復

帰後最高値を示しております。 

 しかし、県内の完全失業率は依然として

全国平均より高く、若年者を中心に厳しい

状況が続いております。 

 そのため、平成28年度も沖縄県や関係機

関と連携し、「みんなでグッジョブ運動」

の展開や就業機会創出を図るための広報啓

発活動に取り組んでまいります。 

 また、定年退職後の高年齢者に対して、

地域に密着した仕事を提供し、高年齢者の

生きがいの充実や高年齢者の社会参加の促

進を図るため、「中城村シルバー人材セン

ター」の運営を支援します。 

吉の浦火力発電所との連携 

 吉の浦火力発電所の運営においては、地

域住民の安全対策を最優先に考えるととも

に、地元企業の活用と地域雇用の創出を図

るよう、沖縄電力及び関連会社に要請して

まいります。 

 また、地元住民の安全・安心な生活環境

が図られるよう、村・地元・沖縄電力にお

いて円滑な連絡体制の構築を図ってまいり

ます。 

（４）都市基盤・生活環境の整備 

南上原土地区画整理事業の推進 

 南上原土地区画整理事業は、平成４年か

ら事業を開始し、補助幹線（３路線）が供

用開始されております。平成28年度は、琉

球大学側の既成市街地の築造工事、物件の

移転補償など約６億円の事業を予定してお
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ります。 

 現在の土地利用としては70％が利活用さ

れており、人口については、6,620人と既

に事業計画人口の6,300人を上回っており

ます。 

 残りの未利用地も住宅建築が予定されて

いることから事業完了までには、さらなる

人口増加が見込まれます。 

 保留地処分状況については平成28年２月

現在、全体の90％、56億６千万円を処分し、

販売状況は良好に推移しております。平成

29年度内には保留地処分を終えて、平成30

年度からは換地計画・換地処分業務を進め

てまいります。 

観光振興地基盤強化整備 

 近年、中城城跡を中心とした各種イベン

トや吉の浦周辺でのイベントが充実してき

ておりますが、イベント来場者（観光客集

客）専用の大型駐車場がないため、複数の

近隣施設の駐車場を利用または、借用して

いる状況ではあるものの、必要台数の確保

が出来ない状況や来場者への利便性の悪さ

の問題を抱えておりました。これらの課題

を解決し、観光客のさらなる受入体制強化

のため、観光誘客駐車場の整備を検討して

まいります。 

住宅政策 

 本村は地形的に台地地域と平坦地域に分

断されており、台地地域におきましては南

上原土地区画整理事業により人口が増加し

ております。 

 一方、南上原以外の地域は全てが市街化

調整区域となっており、人口増加が鈍化し

ていましたが、都市計画法第34条第11号及

び第12号による緩和区域が拡大することに

よって大幅に住宅建築が可能となり人口増

加が見込まれます。 

 また、様々な周辺環境、土地利用の変化

を見据え、村の都市計画のマスタープラン

の策定に取り組んでまいります。 

公園の整備 

 吉の浦公園をはじめ、村内の都市公園施

設を公園長寿命化計画に基づき維持、管理

につとめてまいります。 

 新たに形成される居住環境の向上、地域

コミュニティの憩いの場として、南上原土

地区画整理地内の街区公園７ヶ所中、未整

備の２ヶ所を整備してまいります。 

道路、河川、排水路の整備 

 道路や集落環境の整備は、年次的に進め

ておりますが、平成28年度につきましても、

引き続き登又地内における村道中城城跡線

改良事業の用地買収、物件補償を実施いた

します。平成28年度２月末現在での用地買

収及び物件補償につきましては約93％、工

事につきましては約80％の進捗となってお

り、平成30年度事業完了を目指してまいり

ます。 

 道路整備として、久場前浜原線整備事業、

村道中城城跡線道路改良舗装事業、村道若

南線道路改良整備事業を引き続き取り組ん

でまいります。 

 村道、農道、河川、排水路の維持管理、

安全で快適な環境づくりにつとめるため、

集落内の道路・排水路など地域が共同で整

備できる部分に資材を提供する地域支援事

業も継続して行ってまいります。 

 農道、農業用排水路の整備につきまして

は、平成25年度に採択しました農業基盤整

備促進事業により、平成28年度も継続して

当間土地改良地区の農道舗装整備及び新た

に久場地区の農業用排水路の整備を実施い

たします。 

上水道の整備 

 上水道の整備につきましては、南上原土

地区画整理事業の進捗状況に合わせ、配水
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管布設工事を実施いたします。また、中城

城跡線の道路整備工事に伴う配水管新設工

事や配水管老朽化に対応した更新工事を実

施いたします。 

 配水管の整備による水回りの改善や老朽

管の更新による有収率向上により、安心、

安全で安定した水道水を供給することにつ

とめてまいります。 

下水道の整備 

 下水道の整備につきましては引き続き、

南上原土地区画整理地区の下水道管布設工

事を実施いたします。 

 現在の下水道接続可能区域は、字伊集か

ら字添石及び南上原土地区画整理の一部区

域156㏊が供用開始を行っており、使用可

能世帯数3,156世帯に対して使用世帯が

1,212世帯と使用世帯は増加しております

が、接続率は39.3％と依然県内でも低い接

続率となっております。 

 接続可能区域においては、下水道接続が

住民の義務であります。 

 今後も、下水道法及び中城村下水道条例

に基づいた、下水道接続への働きかけを強

め、また、公共用水域の水質保全及び公衆

衛生の向上の観点から、下水道の必要性に

ついて周知を図るとともに、「中城村公共

下水道接続促進補助金制度」、「中城村排水

設備の設置等資金の融資制度」の周知も併

せて行い、接続率の向上につとめてまいり

ます。 

緑化の推進 

 森林は、村土の保全や地下水の保水機能

や大気の浄化作用を有し、人間生活と密接

な関係にあることから、今後も保全につと

めてまいります。 

 沖縄の県花であるデイゴの保全のため病

害虫対策の実施や地域の緑化活動団体に花

木の苗を配布し、地域の良好な景観形成が

図れるよう緑化の推進につとめてまいりま

す。 

公共交通の充実 

 平成27年９月より、護佐丸バスの本格運

行を開始いたしました。 

 今後も高齢者や児童・生徒などの交通弱

者への生活支援の足として、継続運行を実

施し、さらなる公共交通の充実を図ってま

いります。 

交通安全対策の推進 

 本村においては、年々の人口増加に伴い、

国道329号及び県道29号線、村道潮垣線の

村を縦断する幹線道路は、特に交通量の増

大、集落内の交通安全確保が課題となって

おります。そのため、春・夏・秋・年末年

始の４回の交通安全運動に加え、飲酒運転

の危険性・反社会性を周知する飲酒運転根

絶運動を展開しながら、広報紙やポスター、

防災無線を活用して、これまで以上に地域

や関係団体との協力・連携のもと、児童生

徒への安全指導やドライバーの安全運転意

識の涵養につとめてまいります。 

 また、交通安全対策特別交付金を活用し

反射鏡、街灯、ガードレールなど交通安全

施設を設置し危険箇所の改善に取り組んで

まいります。 

ごみ対策と環境衛生の向上 

 近年の著しい人口増加及び商業施設の増

加といった産業構造の変化に伴い、ごみの

排出総量は増加傾向にあることから、生ご

み処理機の普及促進や分別の徹底による再

資源化の推進により、ごみ減量化及びごみ

処理の効率化につとめ、生活環境の保全を

図ってまいります。 

 中城村・北中城村ともに未だ発展が著し

く、ごみの排出量の急激な増加が見込まれ、

近い将来には現在のごみ処理施設「青葉苑」

の処理能力を超えることが予測されており
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ます。 

 このため、中城村・北中城村・浦添市に

よるごみ処理の広域化及び処理施設の浦添

市への建設を検討しており、ごみ処理能力

の向上や効率化、経費削減が期待されます。

平成28年度において協議会を設置し、施設

規模や処理方法、経費負担といった本格的

な協議を行っていく予定であります。 

 また、豊かな自然と農地に恵まれている

本村ですが、山野や農道といった人目につ

きにくい場所への不法投棄が後を絶ちませ

ん。不法投棄場所が散在化傾向にあり、ま

た家庭から排出されたとみられるごみが大

半を占めることから、職員による継続的な

パトロール、多発する場所への監視カメラ

や警告看板の設置、啓発活動など地域と連

携をとりながら対策を強化してまいります。 

 生活排水に関しては、快適な住環境の確

保、公衆衛生の向上及び河川・海岸の水質

保全を図るため、公共下水道の整備や住宅

用合併処理浄化槽設置者への補助事業を進

めているところであり、生活排水の適正処

理を推進いたします。 

リサイクルの推進 

 限りある資源の有効利用と自然環境への

負荷軽減による永続可能な循環型社会の形

成は私たちの生活全体の課題であります。 

 ごみを減らす（リデュース）・繰り返し

使う（リユース）・再資源化する（リサイ

クル）の３Ｒ及び適正処理を基本理念とし、

「混ぜればごみ・分ければ資源」を合言葉

に、ごみの分別の徹底指導で循環型社会の

形成に向けた意識啓発につとめてまいりま

す。 

し尿処理の広域化 

 し尿処理について、これまで処理を行っ

てまいりました中城村北中城村清掃事務組

合し尿処理施設「青海苑」が老朽化により

廃止となりました。これに伴い平成27年１

月より「東部清掃施設組合汚泥再生処理セ

ンター」へ処理を移管いたしました。今後

とも下水道の普及促進及び合併処理浄化槽

の設置推進と併せて、広域処理によるし尿

処理のさらなる適正化・効率化に取り組ん

でまいります。 

墓地対策 

 墓地の設置には許可が必要であり、原則

的には市町村・宗教法人・公益法人のみ許

可の対象となっておりますが、沖縄県にお

いては風習上の理由から個人による設置も

例外的に認められております。 

 平成23年度から許可権限が市町村へ移譲

され、これに伴い「村墓地基本計画」を策

定し、村内における基本指針及び墓地区域

の設定により墓地の乱立を制限しておりま

す。しかし、墓地の無許可経営や本来禁止

されている墓地の分譲販売と見受けられる

ケースが課題となっております。 

 今後も村墓地基本計画に基づき、墓地の

無秩序な散在化による土地利用及び景観へ

の影響に配慮し、墓地立地の適正な指導に

つとめてまいります。 

基地対策 

 普天間飛行場を離発着する米軍機により

昼夜構わず騒音被害を受け、村民の日常生

活は脅されている現状があります。 

 恒常化している騒音被害の解消に向け、

沖縄防衛局への抗議や改善要求、航空機騒

音測定調査の依頼や騒音測定器の設置を要

望するとともに、１日も早い普天間飛行場

の「県外移設」を訴えてまいります。 

 また、本村は地上における米軍基地は所

在しないものの、米軍機の通過ポイントで

あるキロ、タンゴ・ポイントがあるために、

米軍基地の所在する市町村となんら変わら

ない同様の基地関連被害を受けている状況
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から、「防衛施設周辺の生活環境の整備に

関する法律」第９条で定める『特定防衛施

設関連市町村』の指定を引き続き要請して

まいります。 

その他の都市基盤・生活環境の整備の推進 

 東海岸地域サンライズ推進協議会にて誘

致に取り組んでまいりました、大型ＭＩＣ

Ｅ建設が、昨年５月にマリンタウン地区に

決定いたしました。 

 推進協議会として、平成28年度は、県と

連携して交通体系の拡充及び（仮称）ＭＩ

ＣＥ街づくりビジョンなど土地利用の基本

計画策定にむけ取り組んでまいります。 

 また、西原バイパス道延伸に向けた取り

組みも南部国道事務所と継続的に検討して

まいります。 

（５）防災危機管理体制の推進 

防災対策の推進 

 平成25年度より毎年３月11日に地震・津

波避難訓練及び防災講演会の実施、６月に

は土砂災害の防災訓練を実施して村民の防

災意識の向上に取り組んでまいりましたが、

引き続き自主防災組織、各自治会と連携し、

より充実した訓練の実施につとめてまいり

ます。 

 また、自主防災組織の設立を積極的に支

援していくとともに、防災拠点施設の整備

や、災害時に自力で避難することが困難な

方々への支援のため、災害時要援護者支援

システムの機能強化を図り、地域一体と

なった防災意識の向上を目指してまいりま

す。 

 さらに、防災基盤整備の一環として、災

害時の避難経路の表示板を設置するととも

に、防災情報を迅速かつ確実に村民に伝達

できるよう、防災行政無線のデジタル化に

向けた整備も継続して実施いたします。 

防犯対策の強化 

 地域防犯については、村内各種団体や事

業所をはじめ地域住民との協働による公園

や通学路の見廻り、児童生徒・高齢者への

声掛け「ちゅらさん運動」を推進している

ところです。 

 平成27年度より中城村・宜野湾市・宜野

湾警察署による定期連絡会を開催し、情報

共有と対応体制を強化しており、今後とも

警察と連携したパトロール、詐欺事件・不

審者情報の広報など、地域への啓発活動に

よる安全意識の高揚を図り、より安全安心

な暮らしの確保につとめてまいります。 

消防救急業務の確立 

 消防・救急・救助活動は火災の警戒・鎮

圧の警防活動をはじめ、火災予防広報・予

防査察、防火管理者の指導・育成及び救急

業務の高度化、消防施設の消防力の充実強

化を推進するとともに実践的実効性のある

教育訓練をとおし住民福祉の充実に取り組

んできたところであります。 

 また、村内コンビニエンスストアなどに

設置した自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を

より多くの方が使用できるよう、消防と協

力し救急救命講習を実施することにより、

人命を救う「時間」と「場所」のさらなる

拡充に取り組みます。 

 庁内の防災危機管理におきましては、各

種訓練や防災講演会をとおし、職員の防災

意識の向上につとめるとともに、職員を対

象とした防災研修に取り組んでまいります。 

（６）平和行政・交流事業の推進 

平和行政の推進 

 戦争の風化が懸念される中、戦争の実態、

悲惨さは忘れてはならない歴史であり、

1985年に宣言した「中城村非核宣言」、昨

年の11月の「平和宣言」のもと、核兵器の

廃絶と世界の恒久平和を願ってまいります。

あわせて、本村戦没者の冥福を祈るため
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「中城村全戦没者慰霊祭」も継続して実施

いたします。 

 平和教育におきましては、戦争の実態・

悲惨さを次の世代へと受け継ぎ、平和の尊

さを学ぶため、被爆地長崎県で開催される

平和記念式典と青少年ピースフォーラムに

平和学習交流団として村内の中学生を派遣

いたします。 

 また、護佐丸歴史資料図書館において、

広く村民の皆様に平和意識を啓発すること

を目的に、沖縄戦に関する貴重な写真・資

料を展示する平和企画展を予定しておりま

す。 

国際交流・地域間交流の推進 

 平成８年度から実施しております海外移

住者子弟研修生受入事業につきましては、

平成27年度までに58名の研修生を受け入れ

てまいりました。研修をとおし、沖縄の文

化、伝統芸能を習得し、自己のルーツを確

認することにより、ウチナーンチュとして

のアイデンティティを形成し、帰国後は各

国の村人会等の組織で中心的に活躍してお

ります。移民県、移民村として研修制度の

果たす役割と重要性を改めて認識している

ところであります。 

 南米、ハワイ各国の村人会と中城村との

友好交流の架け橋となる人材を育成し、さ

らなる発展のため、平成28年度も引き続き

受入事業を継続いたします。 

 また、平成28年10月に開催される「第６

回世界のウチナーンチュ大会」において各

国の中城村出身者と村民との国際交流を図

ります。 

 千葉県旭市とは平成24年より姉妹都市提

携、福岡県福智町とは一昨日の３月５日に

兄弟都市を提携いたしました。 

 これからも両市町との友好親善を図るた

めに、多岐にわたる交流に取り組んでまい

ります。 

男女共同参画社会の実現・人権啓発活動 

 男女共同参画社会の実現を推進するため、

女性活躍推進法及びこれに基づく基本方針

を踏まえ、継続して役場内及び関係機関に

おける意識の高揚を図ってまいります。 

 また、生活様式の多様化や、社会の変化

にあわせ、互いに尊重し合い、協力して生

活できる社会の実現へ向け取り組んでまい

ります。 

 人権啓発活動においては、平成25年度か

ら人権相談所の名称を親しみのある「困り

ごと相談所」とし、年６回開設しています。

人権擁護委員だけではなく、弁護士や司法

書士、行政相談員との合同相談を行うなど、

より地域住民が活用しやすい相談所づくり

に努めております。平成28年度は、「人権

の花」運動を津覇小学校で行います。今後

も「みんなで築こう 人権の世紀 考えよ

う相手の気持ち 育てよう思いやりの心」

を目標に人権尊重意識の高揚を図ってまい

ります。 

（７）行財政運営の確立 

行政組織の強化 

 社会環境の変化に伴う行政課題を的確に

把握し、多様化する村民ニーズに柔軟に対

応できる行政組織を構築するため、行政運

営から行政経営への意識改革をさらに推進

するため、職員の資質向上と能力開発の強

化に取り組みます。 

 主な取り組みとして、組織内の横断的連

携及び協力体制強化のための職場内研修の

実施や、専門的知識と実践力を高める研修

に加え、女性職員の職業生活における活躍

の推進に関する法律に基づく女性リーダー

育成のため、育成研修への派遣を計画的に

実施いたします。 

庁舎建設の推進 
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 現庁舎の施設・設備の老朽化や、耐震性

の低さ、バリヤフリーの実現が困難である

ことから、新庁舎の建設は喫緊の課題であ

ります。庁舎は、村民の生命と財産を守り、

危機管理機能を備えた防災拠点として、ま

た災害発生時にはいち早く復旧・復興を図

るための拠点として重要な役目があること

から、早急に整備する必要があります。 

 平成27年の建設検討委員会からの答申を

踏まえ、村の第四次総合計画、新庁舎建設

基本計画に基づき、候補地の選定を進めて

いるとこであります。 

 平成28年２月に、中城村行政組織規則を

一部改正し、中城村プロジェクトチーム設

置規定を制定していることから、早期に新

庁舎建設に係るプロジェクトチームを立ち

上げまして、基本設計、実施設計に着手で

きるようつとめるとともに、次年度以降の

着工を目指して取り組みを強化してまいり

ます。 

各種団体の創設と活動強化の推進 

 地域づくりを進めるには、村民が主体と

なって、自主的に諸活動に参加し、信頼と

連帯感に満ちたコミュニティの形成が大切

です。より住みよい地域の形成に向けて、

各自治会の自主的な地域活動を促進します。 

 また、災害時における「自助」、「共助」

を促進するため、自主防災組織の設立を積

極的に支援していくとともに、組織設立に

必要な資機材の整備に係る財政的支援も実

施いたします。 

 平成25年度より補助を行ってまいりまし

た自治会活動活性化補助事業は、既に半数

の自治会が地域の活性化に繋がる事業を

行っております。平成28年度も引き続き補

助をとおして地域の活性化支援に取り組ん

でまいります。 

 平成26年度より地域づくりの一環として

中城村自治会長会へ支援を行っております。

平成28年度も引き続き、自治会活動の振興

発展と自治会長の資質向上に向けた事業に

ついて、支援を行ってまいります。 

 また、地域の各種団体の活動強化には、

活動拠点施設の整備も必要です。地域の資

源となる人材の育成を図りながらよりよい

地域づくりに繋がる施設づくりとして世代

間交流人材育成・防災拠点施設の整備に向

け取り組んでまいります。 

広報・広聴の充実 

 広報伝達につきましては、広報紙、ホー

ムページ、各種チラシ、防災行政無線など

を活用し、村民への伝達をしておりますが、

今後も災害及び緊急時の情報を迅速かつ正

確に伝達するようつとめてまいります。 

 本村の広報紙である広報なかぐすくは、

毎月発行し村内全世帯に配布しております。

行政と住民の暮らしを繋ぐコミュニケー

ションツールとして、わかりやすく見やす

い紙面づくりを心がけ、魅力ある中城村情

報を発信してまいります。 

 中城村の概要や、第四次総合計画におけ

る本村の将来像である「心豊かな暮らし～

住みたい村 とよむ中城～」の実現に向け

た村政運営の情勢を村内外に紹介し、本村

をＰＲすることを目的として、新たな中城

村村勢要覧を発行いたします。 

 村ホームページは、村の行政情報を分か

りやすく掲載しながら、様々なイベントや

旬な実施事業の周知を目的に、見やすく展

開しやすい画面構成での情報発信につとめ

てまいります。 

 広聴については、各種事業毎に地域の各

種団体への意見聴取や意見交換の実施を行

い、各種委員会や住民会議の委員の公募制

を活用した住民参画を図ってまいります。 

 また、情報公開制度の活用、窓口相談、
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ホームページでの意見募集を推進しながら、

各種団体との対話を積極的に実施いたし

ます。 

情報化の推進と情報保護の強化 

 昨年10月から社会保障・税番号制度（マ

イナンバー制度）が施行されました。 

 一昨年は、国の特殊法人がサイバー攻撃

を受け、情報漏えい事故が発生し情報セ

キュリティへの関心が高まっております。

これを受けて、全国的に情報セキュリティ

対策の見直しが行われておりますが、本村

においても平成28年度は、村民の個人情報

やプラバシーの情報資産を守るための抜本

的な情報システムのネットワーク強化を行

います。本村情報システムのさらなるセ

キュリティ向上を行うため気密性、完全性

及び可用性の維持につとめ、村民が安心で

きる情報セキュリティ対策を行ってまいり

ます。 

 また、職員へのＩＣＴスキルアップの取

り組みとしましては、中城村情報セキュリ

ティ管理委員会をとおして、講習会やｅ

ラーニングを実施し、十分な教育を行って

まいります。 

 今後も、政府が策定した世界最先端ＩＴ

国家創造宣言や沖縄県が策定したおきなわ

ＩＣＴ総合戦略に基づき、電子行政の推進

に取り組んでまいります。 

村税の徴収強化 

 自主財源の根幹である村税を確保するこ

とは、村政の安定的な運営を図るために必

要不可欠であります。 

 先行き不透明な経済情勢の中、平成29年

４月からの消費税増税や近年の税制改革に

よる納税者の負担感は、増すばかりだと考

えます。そのような中、納税者の皆様へは、

税の趣旨をご理解いただきながら、公正な

課税と納期内納付に向けた取り組みを実施

いたします。 

 納税環境の充実を図るため、納税者の利

便性の向上と収納確保として、引き続き口

座振替の推進及びコンビニ収納を円滑に運

用してまいります。 

 村税徴収対策としまして、国税事務所、

県税事務所と連携を密にし、徹底した実態

調査、財産調査等を実施し、効率・効果的

な滞納処分を行い、それでも納付に至らな

い納税者には、不動産合同公売やタイヤ

ロック、ミラーズロックなどを実施し、滞

納整理を一層強化することで、徴収率の向

上と滞納繰越額の縮減につとめてまいりま

す。 

ふるさと納税制度推進 

 地方創生の流れを受け、国においてもふ

るさと納税制度推進を図るため、税控除額

の拡充や確定申告を簡素化するワンストッ

プ特例制度の創設が行われました。 

 その影響もあり、各自治体においても取

り組みへの必要性が増しております。 

 地方においては、積極的な展開と活用を

図り地域の活性化に繋がっている事例も多

くみられていることから、本村においても、

民間力を活用したポータルサイトを構築し

て、効率的な実施体制を強化するとともに、

新たな特産品開発等を含め、ふるさと納税

の推進を図り、地域の活性化を目指してま

いります 

財政運営の効率化 

 現在、本村は人口増を維持し税収などの

歳入も若干伸びてはおりますが、生産年齢

人口の割合は若干減少しており、今後の人

口構造や財政状況は変化していくものと考

えます。 

 本村財政においては、歳入面では、地方

交付税・国庫支出金及び県支出金・地方債

などに依存した構造になっており自主財源



― 25 ― 

の確保は最重要課題であります。 

 歳出においては、平成28年度からの護佐

丸歴史資料図書館の運営費や社会保障関連

経費の大幅な増加、役場庁舎の建設費用や

老朽化した公共施設の維持管理コストの増

も見込まれております。 

 高齢化の進行や低所得世帯の増加に伴う

各種サービス給付費、認可保育園に係る運

営補助金、子育て支援に係る扶助費が高い

水準で推移しており極めて厳しい状況にあ

ります。 

 今後も厳しい財政状況が続きますが、徹

底した行財政改革に取り組み、事務事業の

見直し、効率的な予算執行を図りながら歳

出抑制につとめ、財政体質の健全化の確保

に留意しつつ、村全体の創造性・自律性を

高め、活力ある施策の展開が可能となるよ

う、限られた財源の中で、最大限の効果が

得られるよう財政運営につとめてまいりま

す。 

 

４．おわりに 

 このような状況に基づき編成しました一般

会計予算案並びに特別会計予算案は次のとお

りであります。 

 

 

会 計 名 予 算 額 

一般会計予算（案）             6,621,442千円 

国民健康保険特別会計予算（案）             2,868,436千円 

後期高齢者医療特別会計予算（案）              123,080千円 

土地区画整理事業特別会計予算（案）              601,305千円 

公共下水道特別会計予算（案）              366,320千円 

汚水処理施設管理事業特別会計予算（案）               2,307千円 

水道事業会計予算（案） 収益的収入        501,068千円 

収益的支出        485,206千円 

 

資本的収入        38,001千円 

資本的支出        177,530千円 

 

資本的収入が資本的支出に対し不足する

額については、損益勘定留保資金等で補

てんいたします。 
 

 

 以上、平成28年度の施政方針について所信

を申し述べてまいりましたが、ご提案しまし

た諸施策が完全執行できるよう組織の総力を

結集して取り組む所存でございます。議員各

位並びに、村民の皆様のご理解とご協力をお

願い申し上げます。 

   平成28年３月７日 

中城村長 浜 田 京 介 

 

○議長 與那覇朝輝 以上で施政方針を終わり

ます。 

 休憩します。 
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休 憩（１１時５２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 午前中に引き続き午後の議会を開催いたしま

す。 

 日程第６ 議案第１号 中城村行政不服審査

会条例を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第１号 中城村行政不

服審査会条例について御提案申し上げます。 

 

議案第１号 

 

   中城村行政不服審査会条例 

 

 中城村行政不服審査会条例を別紙の通り改正したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第96条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

平成26年６月13日に公布された「行政不服審査法（平成26年法律第68号）」の施行（平成28年

４月１日）に伴い、中城村行政不服審査会を設置しなければならないため、条例を制定する必

要がある。 

 

中城村行政不服審査会条例 

 

（設置） 

第１条 行政不服審査法（平成26年法律第68号。以下「法」という。）第81条第１項の規定に基

づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、村長の附属機関とし

て、中城村行政不服審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

（組織） 

第２条 審査会は、５名以内の委員で組織する。 

（委員） 

第３条 審査会の委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、か

つ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。 

  ２ 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

  ３ 委員は、再任されることができる。 

  ４ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務 
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   を行うものとする。 

  ５ 村長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務

上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免す

ることができる。 

  ６ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

  ７ 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をして

はならない。 

  ８ 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。 

（会長） 

第４条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。 

  ２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

  ３ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。 

（専門委員） 

第５条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

  ２ 専門委員は、学識経験のある者のうちから、村長が選任する。 

  ３ 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任

されるものとする。 

  ４ 専門委員は、非常勤とする。 

  ５ 第３条第６項の規定は、専門委員について準用する。 

（会議） 

第６条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。 

  ２ 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

  ３ 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 

（庶務） 

第７条 審査会の庶務は、総務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。 

 

附 則 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第７ 議案第２号 特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 
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○村長 浜田京介 特別職の職員で非常勤のも

のの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について御提案申し上げます。 

 

 

議案第２号 

 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和47年中城村条例第16号）

の一部を別紙の通り改正したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定に

より議会の議決を求める。 

 

平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

平成26年６月13日に公布された「行政不服審査法（平成26年法律第68号）」の施行に伴い、

中城村行政不服審査会の委員報酬を定めるためこの条例の一部を改正する必要がある。 

 

 

  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和47年中城村条例第16号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表１（第２条関係） 

職名 報酬の額 旅費の額（県内） 

（略）   

中城村情報公開及び個人情報

保護制度運営審議会委員 

（略）  

中城村行政不服審査会委員 日額 7,000円  

（略）   

  

別表１（第２条関係） 

職名 報酬の額 旅費の額（県内） 

（略）   

中城村情報公開及び個人情報

保護制度運営審議会委員 

（略）  

（略）   

  

   附 則 

  （施行期日） 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第８ 議案第３号 中城村行政不服審査

法の規定による提出資料等の写し等の交付に係

る手数料に関する条例を議題とします。 
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 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第３号 中城村行政不

服審査法の規定による提出資料等の写し等の交

付に係る手数料に関する条例について御提案申

し上げます。 

 

議案第３号 

 

 中城村行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例 

 

 中城村行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例を別

紙の通り制定したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により議会の

議決を求める。 

 

平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

平成26年６月13日に公布された「行政不服審査法（平成26年法律第68号）」の施行（平成28年

４月１日）に伴い、この条例を制定する必要がある。 

 

 中城村行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数料に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成26年法律第68号。以下「法」という。）の規定によ

る提出資料等の写し等の交付に係る手数料（地方自治法（昭和22年法律第67号）第227条の規

定により徴収する手数料をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

（提出書類等の写し等の交付に係る手数料の額） 

第２条 法第38条第１項（法第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の

規定において準用する場合を含む。第４条第１項において同じ。）の規定による交付を受ける

者は、その交付を求める時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならな

い。 

（提出資料の写し等の交付に係る手数料の額） 

第３条 法第81条第３項において準用する法第78条第１項の規定による交付を受ける審査請求人

または参加人は、その交付を求める時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなけ

ればならない。 

（手数料の減免） 

第４条 審理員は、法第38条第１項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第２条に規 
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 定する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め１件につき2000円を限度とし

て、手数料を減額し、又は免除することができる。 

２ 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて

当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならな

い。 

３ 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法（昭和25年法律第

144号）第11条第１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶

助を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を

証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。 

４ 法第９条第３項の規定により読み替えて法第38条第１項の規定を適用する場合又は他の法律

の規定において同項の規定を準用する場合であって法第９条第１項の規定による審理員の指名

を要しない場合においては、第１項及び第２項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替え

るものとする。 

５ 第１項から第３項までの規定は、法第81条第３項において準用する法第78条第１項の規定に

よる交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第１項及び第

２項の規定中「審理員」とあるのは「中城村行政不服審査会」と読み替えるものとする。 

附 則 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条・第３条関係） 

交付の方法 手数料の額 

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 １枚10円 

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 １枚50円 

電磁的記録に記録された事項を白黒で出力したものの交付 １枚10円 

電磁的記録に記録された事項をカラーで出力したものの交付 １枚50円 

その他の場合 実費相当額 

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を１枚として手数料の額を算

定する。 

（注） 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列３版以内とする。 

 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第９ 議案第４号 行政不服審査法の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題と

します。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第４号 行政不服審査

法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に

ついて御提案申し上げます。 
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議案第４号 

 

   行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙の通り制定したいので、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

平成26年６月13日に公布された「行政不服審査法（平成26年法律第68号）」の施行（平成28年

４月１日）に伴い、関係条例の整備を行う必要が生じたため、整備条例を制定し一括で改正す

る。 

 

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

（中城村固定資産評価審査委員会条例の一部改正） 

第１条 中城村固定資産評価審査委員会条例（昭和47年中城村条例第53号）の一部を次のように

改正する。 

 

第４条第２項第１号中「住所」の次に「又は居所」を加え、同項中第４号を第５号とし、第３号

を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加える。 

(２) 審査の申出に係る処分の内容 

第４条第３項中「住所」の次に「又は居所」を加え、「行政不服審査法（昭和37年法律第160号）

第13条第１項」を「行政不服審査法施行令（平成27年政令第391号）第３条第１項」に、「添

附」を「添付」に改め、同条第５項中「添附」を「添付」に改め、同条に次の１項を加える。 

６ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面で

その旨を委員会に届け出なければならない。 

第６条第３項中「時」を「とき」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項ただし書を削り、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成14

年法律第151号。第10条第１項第２号及び第２項第３号において「情報通信技術利用法」とい

う。）第３条第１項の規定により同行に規定する電子情報処理組織を使用して弁明がされた場

合には、前項の規定に従って弁明書が提出されたものとみなす。 

第６条に次の１項を加える。 
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５ 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを村長に送付しなければなら

ない。 

第８条第４項中「市町」を削る。 

第11条第１項中「委員長」を「委員会」に改め、「場合においては、」の次に「次に掲げる事項を

記載し、委員会が記名押印した」を加え、同項に次の各号を加える。 

(１) 主文 

(２) 事案の概要 

(３) 審査申出人及び村長の主張の要旨 

(４) 理由 

 

（中城村情報公開条例の一部改正） 

第２条 中城村情報公開条例（平成14年中城村条例第19号）の一部を次のように改正する。 

 

第13条第３項中「意見を」を「意思を」に、「第17条」を「第18条」に改める。 

第24条を第25条とし、第20条から第23条までを１条ずつ繰り下げる。 

第19条第１項中「17条」を「18条第１項」に、「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第５

項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め、「諮問庁」の

次に「（以下「審査請求人等」という。）」を加え、同条を第20条とし、同条の次に次の１条を

加える。 

（提出資料の閲覧等） 

第20条の２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された資料（前条第２項により提出

された公文書及び当該公文書の写し並びに同条第４項の資料を除く。）の閲覧（電磁的記録に

あっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧）又は当該資料の

写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。

この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当

な理由があるときでなければ、その閲覧又は交付を拒むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするとき

は、当該閲覧又は交付に係る資料の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会

が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

３ 審査会は、第１項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。 

４ 審査請求人及び参加人が第１項の規定による交付を受ける場合は、当該交付に要する費用を

負担しなければならない。 

第18条の見出し中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条中「又は決定」を削り、同条第１

号中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第２号中「不服申立て」を「審査請求」に改

め、「係る公開決定等」の次に「（公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。）」

を加え、「公開決定等に」を「審査請求に」に改め、同条を第19条とする。 

第17条第１項各号列記以外の部分中「決定等」の次に「又は公開請求に係る不作為」を加え、同 

 



― 33 ― 

 項中「行政不服審査法（昭和37年法律第160号）による不服申立てがあったとき」を「審査請

求があった場合」に改め、同項各号列記以外の部分中「不服申立てに」を「審査請求に」に改

め、同項中「又は決定」を削り、「機関は」の次に「、」を加え、同項第１号中「不服申立て」

を「審査請求」に、「とき。」を「場合」に改め、同項第２号中「不服申立てに係る公開決定等

（公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第18条において同

じ。）を取り消し又は変更し、当該不服申立てに係る公文書の全部を公開することとすると

き。」を「審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る公文書を公開することとする場合

（当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。）」に改め、同号ただし

書を削り、同条第２項中「前項」を「第１項」に改め、同項第１号中「不服申立人」を「審査

請求人」に改め、「参加人」の次に「（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。

以下同じ。）」を加え、同項第２号中「不服申立人」を「審査請求人」に改め、同項第３号中

「不服申立て」を「審査請求」に、「公開決定等」を「公文書の公開」に、「不服申立人」を

「審査請求人」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法第

29条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

第17条を第18条とし、第16条の次に次の１条を加える。 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法（平

成26年法律第68号）第９条第１項本文の規定は、適用しない。 

 

（中城村個人情報保護条例の一部改正） 

第３条 中城村個人情報保護条例（平成15年中城村条例第22号）の一部を次のように改正する。 

 

 目次中「第34条」を「第33条の２」に改める。 

 第７条第３号中「村長が」の次に「中城村」を加え、「第20条」を「第21条」に改める。 

 第４章中第34条の前に次の１条を加える。 

 （審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第33条の２ 開示決定等、訂正決定等（第29条において準用する場合を含む。）、中止決定等若

しくは利用停止等決定等（以下これらを「開示・訂正決定等」という。）又は開示請求、訂

正請求、削除請求、中止請求、若しくは利用停止等請求に係る不作為に係る審査請求につい

ては、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条第１項本文の規定は、適用しない。 

 第34条中「開示決定等、訂正決定等（第29条において準用する場合を含む。）又は中止決定

等（以下これらを「開示・訂正決定等」という。）」を「開示・訂正決定等又は開示請求、訂正

請求、削除請求、中止請求若しくは利用停止等請求に係る不作為」に、「行政不服審査法（昭

和37年法律第160号）による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条各号列記以外の部分中

「不服申立てに」を「審査請求に」に改め、同条中「又は決定」を削り、「除き、」の次に「中

城村」を加え、「第19条」を「第20条」に改め、同条第１号中「不服申立てが」を「審査請求 
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が」に、「とき。」を「場合」に改め、同条第２号中「不服申立てに係る開示・訂正決定等（開

示請求に係る個人情報の全部を開示する決定、訂正請求に係る個人情報を訂正する決定、削除

請求に係る個人情報を削除する決定及び中止請求に係る個人情報の目的外利用等を中止する決

定を除く。）を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部を開示し、訂正

し、削除し、又は目的外利用等を中止するとき。」を「審査請求の全部を容認し、当該審査請

求に係る個人情報を開示することとする場合（第三者から当該個人情報の開示について反対の

意見を表示した書面が提出されている場合を除く。）」に改め、同条に次の４号を加える。 

(３) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとす

る場合 

(４) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る個人情報の削除をすることとす

る場合 

(５) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る個人情報の中止をすることとす

る場合 

(６) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る特定個人情報の利用停止等をす

ることとする場合 

 第34条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第９条第３項において読み替えて適用する同法

第29条第２項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

 第35条中「前条」の次に「第１項」を加え、同条第１号を次のように改める。 

(１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以下同

じ。） 

 第35条第２号中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 

 第36条第４項中「不服申立て」を「審査請求」に、「不服申立人」を「審査請求人」に改め

る。 

 

 （中城村特定個人情報保護条例の一部改正） 

第４条 中城村特定個人情報保護条例（平成27年中城村条例第16号）の一部を次のように改正す

る。 

 

 目次中第４節「不服申立て」を「審査請求」に、「第36条」を「第35条の２」に改める。 

 第４節「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

 第４章中第36条の前に次の１条を加える。 

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外） 

第35条の２ 開示決定等、訂正決定等、若しくは利用停止等決定等（以下これらを「開示・訂

正決定等」という。）又は開示請求、訂正請求、若しくは利用停止等請求に係る不作為に係

る審査請求については、行政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条第１項本文の規定

は、適用しない。 
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 第36条中「開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等」を「開示・訂正決定等又は開示請

求、訂正請求若しくは利用停止等請求に係る不作為」に、「行政不服審査法（昭和37年法律第

160号）による不服申立て」を「審査請求」に改め、同条各号列記以外の部分中「不服申立て

に」を「審査請求に」に改め、同条中「又は決定」を削り、「中城村情報公開及び個人情報保

護審査会」の前に「中城村情報公開条例に規定する」を加え、同条第１号中「不服申立てが」

を「審査請求が」に、「とき。」を「場合」に改める。 

 同条第２号から第４号中「不服申立てに」を「審査請求に」に改める。 

 第37条第１号から第３号中「不服申立人」を「審査請求人」に改める。 

 同条第３号中「不服申立てに」を「審査請求に」に改める。 

 第38条見出し部「不服申立て」を「審査請求」に改める。 

 同条中「不服申立て」を「審査請求」に改め、同条第３号中「または決定」を削る。 

 

（中城村行政手続条例の一部改正） 

第５条 中城村行政手続条例（平成27年中城村条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 

 第３条第10号中「異議申立て、」を削る。 

 第19条第２項第４号中「ことのある」を削る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

（経過措置の原則） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にさ

れた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係

るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

（中城村固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 改正後の中城村固定資産評価審査委員会条例第４条第２項、第３項及び第６項、第６条第２

項、第３項及び第５項、第10条、第11条並びに第13条第１項の規定は、平成28年度以降の年度

分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出

について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登

録された価格に係る審査の申出（申出期間の初日が平成28年４月１日以降である審査の申出を

除く。）については、なお従前の例による。 
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中城村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例（行政不服審査法の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例） 

 中城村固定資産評価審査委員会条例（平成47年中城村条例第53号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （審査の申出） 

第４条 （略） 

２ 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記

載しなければならない。 

(１) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居

所 

(２) 審査の申出に係る処分の内容 

(３) （略） 

(４) （略） 

(５) （略） 

３ 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財

団であるとき、総代を互選したとき、又は代理

人によって審査の申出をするときは、審査申出

書には前項各号に掲げる事項のほか、その代表

者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び

住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令

（平成27年政令第391号）第３条第１項に規定

する書面を添付しなければならない。 

４ （略） 

５ 審査申出人は、審査申出書（添付書類を含

む。）の提出後、その記載事項に変更を生じた

場合においては、直ちに当該変更に係る事項を

書面で委員会に届け出なければならない。 

６ 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代

又は代理人がその資格を失ったときは、書面で

その旨を委員会に届け出なければならない。 

 

 （書面審理） 

第６条 （略） 

２ 前項の規定にかかわらず、行政手続等におけ

る情報通信の技術の利用に関する法律（平成14

年法律第151号。第10条第１項第２号及び第２

項第３号において「情報通信技術利用法」とい 

 （審査の申出） 

第４条 （略） 

２ 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記

載しなければならない。 

(１) 審査申出人の氏名又は名称及び住所 

 

 

(２) （略） 

(３) （略） 

(４) （略） 

３ 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財

団であるとき、総代を互選したとき、又は代理

人によって審査の申出をするときは、審査申出

書には前項各号に掲げる事項のほか、その代表

者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び

住所を記載し、行政不服審査法（昭和37年法律

第160号）第13条第１項に規定する書面を添附

しなければならない。 

４ （略） 

５ 審査申出人は、審査申出書（添附書類を含

む。）の提出後、その記載事項に変更を生じた

場合においては、直ちに当該変更に係る事項を

書面で委員会に届け出なければならない。 

 

 

 

 

 （書面審理） 

第６条 （略） 
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改正後 改正前 

 う。）第３条第１項の規定により同項に規定す

る電子情報処理組織を使用して弁明がされた場

合には、前項の規定に従って弁明書が提出され

たものとみなす。 

３ 委員会は、弁明書の提出があった場合におい

ては、審査申出人に対しその副本及び必要と認

める資料の概要を記載した文書を送付しなけれ

ばならない。 

 

４ 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けた

ときは、これに対する反論書を提出することが

できる。この場合においては、委員会が定めた

期間内にこれを提出しなければならない。 

５ 委員会は、審査申出人から反論書の提出が

あったときは、これを村長に送付しなければな

らない。 

 

 （口頭審理） 

第８条 （略）  

２・３ （略） 

４ 委員会は、関係者（審査申出人及び村長を除

く。）に対し、その請求により、口頭による証

言に代えて口述書の提出を許すことができる。 

 

５～８ （略） 

 

 （決定書の作成） 

第11条 委員会は、審査の決定をする場合におい

ては、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名

押印した決定書を作成しなければならない。 

(１) 主文 

(２) 事案の概要 

(３) 審査申出人及び村長の主張の要旨 

(４) 理由 

２ （略） 

 

 

 

 

２ 委員会は、弁明書の提出があった場合におい

ては、審査申出人に対しその副本及び必要と認

める資料の概要を記載した文書を送付しなけれ

ばならない。ただし、審査の申出の全部を容認

すべきときは、この限りでない。 

３ 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けた

時は、これに対する反論書を提出することがで

きる。この場合においては、委員会が定めた期

間内にこれを提出しなければならない。 

 

 

 

 

（口頭審理） 

第８条 （略）  

２・３ （略） 

４ 委員会は、関係者（審査申出人及び市町村長

を除く。）に対し、その請求により、口頭によ

る証言に代えて口述書の提出を許すことができ

る。 

５～８ （略） 

 

 （決定書の作成） 

第11条 委員長は、審査の決定をする場合におい

ては、決定書を作成しなければならない。 

 

 

 

 

 

２ （略） 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 （経過措置の原則） 

２ 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行

政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものにつ

いては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。 

 （中城村固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 改正後の中城村固定資産評価審査委員会条例第４条第２項、第３項及び第６項、第６条第２項、第

３項及び第５項、第10条、第11条並びに第13条第１項の規定は、平成28年度以降の年度分の固定資

産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、

平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審

査の申出（申出期間の初日が平成28年４月１日以降である審査の申出を除く。）については、なお従

前の例による。 

 

 

中城村情報公開条例の一部を改正する条例（行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例） 

 中城村情報公開条例（平成14年中城村条例第19号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第13条 （略） 

２ （略） 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提

出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公

開に反対の意思を表示した意見書を提出した場

合において、公開決定をするときは、公開決定

の日と公開を実施する日との間に少なくとも15

日間を置かなければならない。この場合におい

て、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見

書（第18条において「反対意見書」という。）

を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及

びその理由並びに公開を実施する日を書面によ

り通知しなければならない。 

 

 （審理員による審理手続に関する規定の適用除

外） 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第13条 （略） 

２ （略） 

３ 実施機関は、前２項の規定により意見書の提

出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公

開に反対の意見を表示した意見書を提出した場

合において、公開決定をするときは、公開決定

の日と公開を実施する日との間に少なくとも15

日間を置かなければならない。この場合におい

て、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見

書（第17条において「反対意見書」という。）

を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及

びその理由並びに公開を実施する日を書面によ

り通知しなければならない。 
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改正後 改正前 

第17条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に

係る審査請求については、行政不服審査法（平

成26年法律第68号）第９条第１項本文の規定

は、適用しない。 

 

 （審査会への諮問等） 

第18条 公開決定等又は公開請求に係る不作為に

ついて審査請求があった場合は、当該審査請求

に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号の

いずれかに該当する場合を除き、中城村情報公

開及び個人情報保護審査会に諮問しなければな

らない。 

(１) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

 

(２) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審

査請求に係る公文書を公開することとする場合

（当該公文書の公開について反対意見書が提出

されている場合を除く。） 

 

 

 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第

９条第３項において読み替えて適用する同法第

29条第２項の弁明書の写しを添えてしなければ

ならない。 

３ 第１項の規定により諮問をした実施機関（以

下「諮問庁」という。）は、次に掲げる者に対

し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第

13条第４項に規定する参加人をいう。以下同

じ。） 

(２) 公開請求者（公開請求者が審査請求人又は

参加人である場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る公文書の公開について

反対意見書を提出した第三者（当該第三者が審

査請求人又は参加人である場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 （審査会への諮問等） 

第17条 公開決定等について行政不服審査法（昭

和37年法律第160号）による不服申立てがあっ

たときは、当該不服申立てに対する裁決又は決

定をすべき実施機関は次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、中城村情報公開及び個人情

報保護審査会に諮問しなければならない。 

(１) 不服申立てが不適法であり、却下すると

き。 

(２) 裁決又は決定で、不服申立てに係る公開決

定等（公開請求に係る公文書の全部を公開する

旨の決定を除く。以下この号及び第18条におい

て同じ。）を取り消し又は変更し、当該不服申

立てに係る公文書の全部を公開することとする

とき。ただし、当該公開決定等について反対意

見書が提出されているときを除く。 

 

 

 

 

２ 前項の規定により諮問をした実施機関（以下

「諮問庁」という。）は、次に掲げる者に対

し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

(１) 不服申立人及び参加人 

 

 

(２) 公開請求者（公開請求者が不服申立人又は

参加人である場合を除く。） 

(３) 当該不服申立てに係る公開決定等について

反対意見書を提出した第三者（当該第三者が不

服申立人又は参加人である場合を除く。） 
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改正後 改正前 

 （第三者からの審査請求を棄却する場合等にお

ける手続） 

第19条 第13条第３項の規定は、次の各号のいず

れかに該当する裁決をする場合について準用す

る。 

(１) 公開決定に対する第三者からの審査請求を

却下し、又は棄却する裁決 

(２) 審査請求に係る公開決定等（公開請求に係

る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。）

を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開す

る旨の裁決（第三者である参加人が当該公文書

の公開に反対の意思を表示している場合に限

る。） 

 

 （情報公開及び個人情報保護審査会） 

第20条 第18条第１項の規定による諮問に応じ審

査請求について調査審議するため、中城村情報

公開及び個人情報保護審査会（以下「審査会」

という。）を置く。 

２～４ （略） 

５ 第２項及び前項に定めるもののほか、審査会

は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、

参加人又は諮問庁（以下「審査請求人等」とい

う。）に意見書又は資料の提出を求めること、

適当と認める者にその知っている事実を陳述さ

せ、又は鑑定を求めることその他必要な調査を

することができる。 

６ （略） 

 

 （提出資料の閲覧等） 

第20条の２ 審査請求人等は、審査会に対し、審

査会に提出された資料（前条第２項により提出

された公文書及び当該公文書の写し並びに同条

第４項の資料を除く。）の閲覧（電磁的記録に

あっては、記録された事項を審査会が定める方

法により表示したものの閲覧）又は当該資料の 

 （第三者からの不服申立てを棄却する場合等に

おける手続） 

第18条 第13条第３項の規定は、次の各号のいず

れかに該当する裁決又は決定をする場合につい

て準用する。 

(１) 公開決定に対する第三者からの不服申立て

を却下し、又は棄却する裁決又は決定 

(２) 不服申立てに係る公開決定等を変更し、当

該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決

又は決定（第三者である参加人が当該公文書の

公開に反対の意思を表示している場合に限

る。） 

 

 

 （情報公開及び個人情報保護審査会） 

第19条 第17条の規定による諮問に応じ不服申立

てについて調査審議するため、中城村情報公開

及び個人情報保護審査会（以下「審査会」とい

う。）を置く。 

２～４ （略） 

５ 第２項及び前項に定めるもののほか、審査会

は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立

人、参加人又は諮問庁に意見書又は資料の提出

を求めること、適当と認める者にその知ってい

る事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその

他必要な調査をすることができる。 

 

６ （略） 
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改正後 改正前 

 写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項

を記載した書面の交付を求めることができる。

この場合において、審査会は、第三者の利益を

害するおそれがあると認めるとき、その他正当

な理由があるときでなければ、その閲覧又は交

付を拒むことができない。 

２ 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又

は同項の規定による交付をしようとするとき

は、当該閲覧又は交付に係る資料の提出人の意

見を聴かなければならない。ただし、審査会

が、その必要がないと認めるときは、この限り

でない。 

３ 審査会は、第１項の規定による閲覧につい

て、日時及び場所を指定することができる。 

４ 審査請求人及び参加人が第１項の規定による

交付を受ける場合は、当該交付に要する費用を

負担しなければならない。 

 

 （情報公開及び個人情報保護制度運営審議会） 

第21条 （略） 

２ （略） 

 

 （情報公開の総合的な推進） 

第22条 （略） 

２ （略） 

 

 （公文書目録の作成及び閲覧） 

第23条 （略） 

 

 （運用状況の公表） 

第24条 （略） 

 

 （委任） 

第25条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （情報公開及び個人情報保護制度運営審議会） 

第20条 （略） 

２ （略） 

 

 （情報公開の総合的な推進） 

第21条 （略） 

２ （略） 

 

 （公文書目録の作成及び閲覧） 

第22条 （略） 

 

 （運用状況の公表） 

第23条 （略） 

 

 （委任） 

第24条 （略） 

   附 則 

 （施行期日） 
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 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

中城村個人情報保護条例の一部を改正する条例（行政不服審査法の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例） 

 中城村個人情報保護条例（平成15年中城村条例第22号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 個人情報の取扱い（第６条―第13条） 

第３章 個人情報の開示請求等の権利（第14条

―第33条） 

第４章 救済の手続（第33条の２―第36条） 

第５章 制度運営審議会（第37条） 

第６章 受託者の義務（第38条・第39条） 

第７章 補則（第40条―第45条） 

附則 

 

第７条 実施機関は、次に掲げる事項に係る個人

情報を収集してはならない。ただし、法令によ

り個人情報の収集等を認めているとき、又は当

該個人（以下「本人」という。）の生命、身

体、健康若しくはその財産に対する危機を避け

るためにやむを得ないと認められるときは、こ

の限りでない。 

(１)・(２) （略） 

(３) その他村長が中城村情報公開条例第21条第

１項に規定する中城村情報公開及び個人情報保

護制度運営審議会（以下「審議会」という。）

の意見を聴いて、個人の基本的人権が侵害され

るおそれがあると認めた事項 

 

 （審理員による審理手続に関する規定の適用除

外） 

第33条の２ 開示決定等、訂正決定等（第29条に

おいて準用する場合を含む。）、中止決定等若し

くは利用停止等決定等（以下これらを「開示・ 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 個人情報の取扱い（第６条―第13条） 

第３章 個人情報の開示請求等の権利（第14条

―第33条） 

第４章 救済の手続（第34条―第36条） 

第５章 制度運営審議会（第37条） 

第６章 受託者の義務（第38条・第39条） 

第７章 補則（第40条―第45条） 

附則 

 

第７条 実施機関は、次に掲げる事項に係る個人

情報を収集してはならない。ただし、法令によ

り個人情報の収集等を認めているとき、又は当

該個人（以下「本人」という。）の生命、身

体、健康若しくはその財産に対する危機を避け

るためにやむを得ないと認められるときは、こ

の限りでない。 

(１)・(２) （略） 

(３) その他村長が情報公開条例第20条第１項に

規定する中城村情報公開及び個人情報保護制度

運営審議会（以下「審議会」という。）の意見

を聴いて、個人の基本的人権が侵害されるおそ

れがあると認めた事項 
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改正後 改正前 

 訂正決定等」という。）又は開示請求、訂正請

求、削除請求、中止請求、若しくは利用停止等

請求に係る不作為に係る審査請求については、

行政不服審査法（平成26年法律第68号）第９条

第１項本文の規定は、適用しない。 

 

 （審査会への諮問） 

第34条 開示・訂正決定等又は開示請求、訂正請

求、削除請求、中止請求若しくは利用停止等請

求に係る不作為について審査請求があったとき

は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機

関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除

き、中城村情報公開条例第20条に規定する中城

村情報公開及び個人情報保護審査会（以下「審

査会」という。）に諮問しなければならない。 

 

 

(１) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

 

(２) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審

査請求に係る個人情報を開示することとする場

合（第三者から当該個人情報の開示について反

対の意見を表示した書面が提出されている場合

を除く。） 

 

 

 

 

(３) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審

査請求に係る個人情報の訂正をすることとする

場合 

(４) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審

査請求に係る個人情報の削除をすることとする

場合 

(５) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審

査請求に係る個人情報の中止をすることとする 

 

 

 

 

 

 

 （審査会への諮問） 

第34条 開示決定等、訂正決定等（第29条におい

て準用する場合を含む。）又は中止決定等（以

下これらを「開示・訂正決定等」という。）に

ついて行政不服審査法（昭和37年法律第160

号）による不服申立てがあったときは、当該不

服申立てに対する裁決又は決定をすべき実施機

関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除

き、情報公開条例第19条に規定する中城村情報

公開及び個人情報保護審査会（以下「審査会」

という。）に諮問しなければならない。 

(１) 不服申立てが不適法であり、却下すると

き。 

(２) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示・

訂正決定等（開示請求に係る個人情報の全部を

開示する決定、訂正請求に係る個人情報を訂正

する決定、削除請求に係る個人情報を削除する

決定及び中止請求に係る個人情報の目的外利用

等を中止する決定を除く。）を取り消し、又は

変更し、当該不服申立てに係る個人情報の全部

を開示し、訂正し、削除し、又は目的外利用等

を中止するとき。 
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改正後 改正前 

 場合 

(６) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審

査請求に係る特定個人情報の利用停止等をする

こととする場合 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第

９条第３項において読み替えて適用する同法第

29条第２項の弁明書の写しを添えてしなければ

ならない。 

 

 （諮問をした旨の通知） 

第35条 前条第１項の規定により諮問をした実施

機関（以下「諮問庁」という。）は、次に掲げ

る者に対し、諮問をした旨の通知をしなければ

ならない。 

(１) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第

13条第４項に規定する参加人をいう。以下同

じ。） 

(２) 開示請求者、訂正請求者、削除請求をした

者（以下「削除請求者」という。）及び中止請

求者（開示請求者、訂正請求者、削除請求者及

び中止請求者が審査請求人及び参加人である場

合を除く。） 

 

 （審査会の権限） 

第36条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会

は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、

参加人又は諮問庁に意見書又は資料の提出を求

めること、適当と認める者にその知っている事

実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要

な調査をすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （諮問をした旨の通知） 

第35条 前条の規定により諮問をした実施機関

（以下「諮問庁」という。）は、次に掲げる者

に対し、諮問をした旨の通知をしなければなら

ない。 

(１) 不服申立人及び参加人 

 

 

(２) 開示請求者、訂正請求者、削除請求をした

者（以下「削除請求者」という。）及び中止請

求者（開示請求者、訂正請求者、削除請求者及

び中止請求者が不服申立人及び参加人である場

合を除く。） 

 

 （審査会の権限） 

第36条 （略） 

２・３ （略） 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会

は、不服申立てに係る事件に関し、不服申立

人、参加人又は諮問庁に意見書又は資料の提出

を求めること、適当と認める者にその知ってい

る事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他

必要な調査をすることができる。 

   附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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中城村特定個人情報保護条例の一部を改正する条例（行政不服審査法の施行に伴う関係条

例の整備に関する条例） 

 中城村特定個人情報保護条例（平成27年中城村条例第16号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 

（略） 

第４節 審査請求（第35条の２―第38条） 

第４章 （略） 

（略） 

 

第４節 審査請求 

 

 （審理員による審理手続に関する規定の適用除

外） 

第35条の２ 開示決定等、訂正決定等若しくは利

用停止決定等（以下これらを「開示・訂正決定

等」という。）又は開示請求、訂正請求若しく

は利用停止等請求に係る不作為に係る審査請求

については、行政不服審査法（平成26年法律第

68号）第９条第１項本文の規定は、適用しな

い。 

 

 （審査会への諮問） 

第36条 開示・訂正決定等又は開示請求、訂正請

求若しくは利用停止等請求に係る不作為につい

て審査請求があったときは、当該審査請求に対

する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいず

れかに該当する場合を除き、中城村情報公開条

例に規定する中城村情報公開及び個人情報保護

審査会（以下「審査会」という。）に諮問しな

ければならない。 

(１) 審査請求が不適法であり、却下する場合 

 

(２) 裁決で、審査請求に係る開示決定等（開示

請求に係る保有特定個人情報の全部を開示する 

目次 

第１章 総則（第１条・第２条） 

第２章 （略） 

（略） 

第４節 不服申立て（第36条―第38条） 

第４章 （略） 

（略） 

 

第４節 不服申立て 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （審査会への諮問） 

第36条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決

定等について行政不服審査法（昭和37年法律第

160号）による不服申立てがあったときは、当

該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき実

施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合

を除き、中城村情報公開及び個人情報保護審査

会（以下「審査会」という。）に諮問しなけれ

ばならない。 

(１) 不服申立てが不適法であり、却下すると

き。 

(２) 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決

定等（開示請求に係る保有特定個人情報の全部 
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改正後 改正前 

 旨の決定を除く。以下この号及び第38条におい

て同じ。）を取り消し、又は変更し、当該審査

請求に係る保有特定個人情報の全部を開示しす

ることとするとき。ただし、当該開示決定等に

ついて反対意見書が提出されている時を除く。 

 

(３) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等（訂正

請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除

く。）を取り消し、又は変更し、当該審査請求

に係る訂正請求の全部を容認して訂正すること

とするとき 

(４) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等

（利用停止請求の全部を容認して利用停止等を

する旨の決定を除く。）を取り消し、又は変更

し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を

容認して利用停止をすることとするとき 

 

 （諮問をした旨の通知） 

第37条 前条の規定により諮問をした実施機関

は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知

しなければならない。 

(１) 審査請求人及び参加人 

(２) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求

者（これらの者が審査請求人又は参加人である

場合を除く。） 

(３) 当該審査請求に係る開示決定等について反

対意見書を提出した第三者（当該第三者が審査

請求人又は参加人である場合を除く。） 

 （第三者からの審査請求を棄却する場合等にお

ける手続等） 

第38条 第20条第３項の規定は、次の各号のいず

れかに該当する裁決をする場合について準用す

る。 

(１) 開示決定に対する第三者からの審査請求を

却下し、又は棄却する裁決 

(２) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該 

 を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第

38条において同じ。）を取り消し、又は変更

し、当該不服申立てに係る保有特定個人情報の

全部を開示しすることとするとき。ただし、当

該開示決定等について反対意見書が提出されて

いる時を除く。 

(３) 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決

定等（訂正請求の全部を容認して訂正をする旨

の決定を除く。）を取り消し、又は変更し、当

該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して

訂正することとするとき 

(４) 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停

止決定等（利用停止請求の全部を容認して利用

停止等をする旨の決定を除く。）を取り消し、

又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請

求の全部を容認して利用停止をすることとする

とき 

 （諮問をした旨の通知） 

第37条 前条の規定により諮問をした実施機関

は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知

しなければならない。 

(１) 不服申立人及び参加人 

(２) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求

者（これらの者が不服申立人又は参加人である

場合を除く。） 

(３) 当該不服申立てに係る開示決定等について

反対意見書を提出した第三者（当該第三者が不

服申立人又は参加人である場合を除く。） 

 （第三者からの不服申立てを棄却する場合等に

おける手続等） 

第38条 第20条第３項の規定は、次の各号のいず

れかに該当する裁決又は決定をする場合につい

て準用する。 

(１) 開示決定に対する第三者からの不服申立て

を却下し、又は棄却する裁決又は決定 

(２) 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当 
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改正後 改正前 

 開示決定等に係る保有特定個人情報を開示する

旨の裁決（第三者である参加人が当該第三者に

関する情報の開示に反対する意思を表示してい

る場合に限る。） 

 該開示決定等に係る保有特定個人情報を開示す

る旨の裁決又は決定（第三者である参加人が当

該第三者に関する情報の開示に反対する意思を

表示している場合に限る。） 

   附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

中城村行政手続条例の一部改正（行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例） 

中城村行政手続条例（平成27年中城村条例第９号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （適用除外） 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導について

は、次章から第４章の２までの規定は、適用し

ない。 

(１)～(９) （略） 

(10) 審査請求、その他の不服申立てに対する行

政庁の裁決、決定その他の処分又は聴聞若しく

は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述の

ための手続において法令に基づいてされる処分

及び行政指導 

(11) （略） 

 

 （聴聞の主宰） 

第19条 （略）  

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を

主宰することができない。 

(１)～(３) （略） 

(４) 前３号に規定する者であった者 

(５)・(６) （略） 

 （適用除外） 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導について

は、次章から第４章の２までの規定は、適用し

ない。 

(１)～(９) （略） 

(10) 審査請求、異議申立て、その他の不服申立

てに対する行政庁の裁決、決定その他の処分又

は聴聞若しくは弁明の機会の付与の手続その他

の意見陳述のための手続において法令に基づい

てされる処分及び行政指導 

(11) （略） 

 

 （聴聞の主宰） 

第19条 （略）  

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を

主宰することができない。 

(１)～(３) （略） 

(４) 前３号に規定する者であったことのある者 

(５)・(６) （略） 

附 則 

（施行期日） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１３時４２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時４３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 日程第10 議案第５号 中城村特別職の職員

で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第５号 中城村特別職

の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条

例の一部を改正する条例について御提案申し上

げます。 

 

議案第５号 

 

中城村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

 中城村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和47年中城村条例第18号）

の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定

により議会の議決を求める。 

 

  平成28年３月７日 提出 

中 城 村 長  浜 田  京 介 

 

提 案 理 由 

 期末手当の支給割合を引上げ改定する中城村の一般職員との均衡を考慮し、特別職で常勤のも

のの期末手当の支給割合を引上げ改定する必要がある。 

 

 

中城村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

 中城村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（昭和47年中城村条例第18号）の一部

を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （期末手当） 

第４条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、その特別職の職員の

受ける給料月額に給料月額の100分の10を乗じ

て得た額を加算した額に、６月10日は100分の

150、12月10日は100分の165乗じて得た額とす 

 （期末手当） 

第４条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、その特別職の職員の

受ける給料月額に給料月額の100分の10を乗じ

て得た額を加算した額に、６月10日は100分の

147.5、12月10日は100分の162.5を乗じて得た 
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改正後 改正前 

 る。  額とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （期末手当に関する経過措置） 

２ 改正後の中城村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例（以下「改正後の給与条例」

という。）第４条第２項の規定の適用については、平成27年度分に限り、「100分の150」を「100分の

147.5」に、「100分の165」を「100分の167.5」とする。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例の適用を行う場合には、改正前の中城村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅

費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例による内払とみなす。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第11 議案第６号 中城村教育長の給与、

勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第６号 中城村教育長

の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例

の一部を改正する条例について御提案申し上げ

ます。 

 

議案第６号 

 

中城村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

 中城村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和47年中城村条例第42号）

の一部を別紙のとおり改正したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定

により議会の議決を求める。 

 

  平成28年３月７日 提出 

中 城 村 長  浜 田  京 介 

 

提 案 理 由 

 期末手当の支給割合を引上げ改定する中城村の一般職員との均衡を考慮し、教育長の期末手当

の支給割合を引上げ改定する必要がある。 
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   中城村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例について 

 中城村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和47年条例第42号）の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

 （期末手当） 

第４条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、その特別職の職員の

受ける給料月額に給料月額の100分の10を乗じ

て得た額を加算した額に、６月10日は100分の

150、12月10日は100分の165を乗じて得た額と

する。 

 （期末手当） 

第４条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は、その特別職の職員の

受ける給料月額に給料月額の100分の10を乗じ

て得た額を加算した額に、６月10日は100分の

147.5、12月10日は100分の162.5を乗じて得た

額とする。 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の目から施行する。 

（期末手当に関する経過措置） 

２ 改正後の中城村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（以下「改正後の給与条例」

という。）第４条第２項の規定の適用については、平成27年度分に限り、「100分の150」を「100分の

147.5」に、「100分の165」を「100分の167.5」とする。 

（給与の内払） 

３ 改正後の給与条例の適用を行う場合には、改正前の中城村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条

件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例による内払とみなす。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第12 議案第７号 中城村議会の議員の

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第７号 中城村議会の

議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

を改正する条例について御提案申し上げます。 

 

 

議案第７号 

 

中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例について 

 

 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和47年中城村条例第８号）の一部を

別紙のとおり改正したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により議 

 



― 51 ― 

会の議決を求める。 

 

平成28年３月７日 提出 

中 城 村 長  浜 田  京 介 

 

提 案 理 由 

 期末手当の支給割合を引上げ改定する中城村の一般職員との均衡を考慮し、中城村議会の議員

の期末手当の支給割合を引上げ改定する必要がある。 

 

 

   中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について 

 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和47年中城村条例第８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

 （期末手当） 

第５条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は議員の受ける報酬月額

に報酬月額の100分の10を乗じて得た額を加算

した額に、６月10日は100分の150、12月10日は

100分の165を乗じて得た額とする。 

 （期末手当） 

第５条 （略） 

２ 前項の期末手当の額は議員の受ける報酬月額

に報酬月額の100分の10を乗じて得た額を加算

した額に、６月10日は100分の145、12月10日は

100分の165を乗じて得た額とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （期末手当に関する経過措置） 

２ 改正後の中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（以下「改正後の報酬条例」とい

う。）第５条第２項の規定の適用については、平成27年度に限り、「100分の150」を「100分の145」

に「100分の165」を「100分の170」とする。 

 （期末手当の内払） 

３ 改正後の報酬条例の適用を行う場合には、改正前の中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関す

る条例に基づいて支払われた期末手当は、改正後の報酬条例の内払とみなす。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第13 議案第８号 中城村職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第８号 中城村職員の

給与に関する条例の一部を改正する条例につい
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て御提案申し上げます。  

 

議案第８号 

 

中城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

 

 中城村職員の給与に関する条例（昭和59年中城村条例第13号）の一部を別紙のとおり改正した

いので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成28年３月７日 提出 

中 城 村 長  浜 田  京 介 

 

提 案 理 由 

 沖縄県人事委員会の給与勧告等を考慮し、村職員の給与を改定する必要がある。 

 地方公務員法（昭和25年法律第261号）及び行政不服審査法（平成26年法律第68号）の改正に

より、本条例の根拠となる条文に異動等が生じたため、所要の改正を行う。 

 

 

   中城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

 中城村職員の給与に関する条例（昭和59年条例第13号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号。以下「法」という。）第24条第５項

の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定

めることを目的とする。 

 

 （職務の分類） 

第５条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任

の度に基づき、これを次条の給料表に定める級

に分類するものとし、その分類の基準となるべ

き標準的な職務の内容は、等級別基準職務表

（別表第１）に定めるとおりとする。 

 

 （給料表） 

第６条 この条例で定める給料表は、別表第２の 

 （この条例の目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号。以下「法」という。）第24条第６項

の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定

めることを目的とする。 

 

 （職務の分類） 

第５条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任

の度に基づき、これを次条の給料表に定める級

に分類するものとし、その分類の基準となるべ

き標準的な職務の内容は、規則で定める。 

 

 

 （給料表） 

第６条 この条例で定める給料表は、別表第１の 
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改正後 改正前 

 とおりとする。 

２ （略） 

 

 （特殊勤務手当） 

第15条 （略） 

２ 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範

囲、及び支給額は別表第３によるものとし、支

給に関し必要な事項は、規則で定める。 

３ （略） 

 

第21条の３ （略） 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し

止める処分（以下「一時差止処分」という。）

を受けた者は、行政不服審査法（平成26年法律

第68号）第18条第１項に規定する期間が経過し

た後においては、当該一時差止処分後の事情の

変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対

し、その取消しを申し立てることができる。 

 

３～６ （略） 

 

 （勤勉手当） 

第22条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権

者が規則で定める基準にしたがって定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、任

命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額

は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはな

らない。 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員  

 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞ

れその基準日現在（退職し、若しくは失職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、若しく

は失職し、又は死亡した日現在。次項において

同じ。）において受けるべき扶養手当の月額を 

 とおりとする。 

２ （略） 

 

 （特殊勤務手当） 

第15条 （略） 

２ 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範

囲、及び支給額は別表第２によるものとし、支

給に関し必要な事項は、規則で定める。 

３ （略） 

 

第21条の３ （略） 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し

止める処分（以下「一時差止処分」という。）

を受けた者は、行政不服審査法（昭和37年法律

第160号）第14条又は第45条に規定する期間が

経過した後においては、当該一時差止処分後の

事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした

者に対し、その取消しを申し立てることができ

る。 

３～６ （略） 

 

 （勤勉手当） 

第22条 （略） 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権

者が規則で定める基準にしたがって定める割合

を乗じて得た額とする。この場合において、任

命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所

属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額

は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはな

らない。 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員  

 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞ

れその基準日現在（退職し、若しくは失職し、

又は死亡した職員にあっては、退職し、若しく

は失職し、又は死亡した日現在。次項において

同じ。）において受けるべき扶養手当の月額を 
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改正後 改正前 

 加算した額に100分の80を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用

職員の勤勉手当基礎額に100分の37.5を乗じて

得た額の総額 

３～５ （略） 

 

   附 則 

１～５ （略） 

６ 平成30年３月31日までの間、別表第２に掲げ

る給料表の適用を受ける職員（再任用職員を除

く。）のうち、その職務の級が同表の６級であ

るもの（その号給がその職務の級における最低

の号給である職員を除く。以下「特定職員」と

いう。）に対する次に掲げる給与の支給に当

たっては、次の各号に掲げる給与の額から、そ

れぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ず

る。 

(１)～(４) （略） 

７・８ （略） 

 

別表第１（第５条関係） 

職務の級 基準となる職務 

１級 定型的な業務を行う職務 

２級 高度の知識又は経験を必要とする業務を行

う職務 

３級 主査、技査その他これらに相当する業務 

４級 係長、所長及び教頭の職務 

困難な業務を行う主査、技査その他これら

に相当する職務 

５級 課長補佐、室長補佐又は副主幹の職務 

６級 課長、室長、事務局長又は主幹の職務 

 

別表第２（第６条関係） 

行 政 職 給 料 表 

職務 
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 円 円 円 

1 140,100 190,200 226,400 259,900 286,200 317,000 

  

 加算した額に100分の75を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用

職員の勤勉手当基礎額に100分の35を乗じて得

た額の総額 

３～５ （略） 

 

   附 則 

１～５ （略） 

６ 平成30年３月31日までの間、別表第１に掲げ

る給料表の適用を受ける職員（再任用職員を除

く。）のうち、その職務の級が同表の６級であ

るもの（その号給がその職務の級における最低

の号給である職員を除く。以下「特定職員」と

いう。）に対する次に掲げる給与の支給に当

たっては、次の各号に掲げる給与の額から、そ

れぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ず

る。 

(１)～(４) （略） 

７・８ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

別表第１（第６条関係） 

行 政 職 給 料 表 

職務 
の級 １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 円 円 円 円 円 円 

1 137,600 187,700 223,900 258,300 285,000 315,800 
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改正後 改正前 

  
2 141,200 192,000 228,000 261,900 288,400 319,200 

3 142,400 193,800 229,500 263,700 290,700 321,500 

4 143,500 195,600 231,100 265,800 292,900 323,700 

       

5 144,600 197,200 232,600 267,700 294,900 326,000 

6 145,700 199,000 234,300 269,600 297,200 328,000 

7 146,800 200,800 235,800 271,600 299,500 330,200 

8 147,900 202,600 237,400 273,700 301,800 332,400 

       

9 149,000 204,300 238,900 275,800 303,900 334,500 

10 150,400 206,100 240,400 277,800 306,200 336,700 

11 151,700 207,900 242,000 279,900 308,400 338,800 

12 153,000 209,700 243,500 282,000 310,700 341,000 

       

13 154,300 211,100 245,000 284,000 312,900 343,000 

14 155,800 212,900 246,500 286,100 315,000 345,000 

15 157,300 214,600 247,900 288,100 317,200 347,100 

16 158,900 216,400 249,300 290,200 319,300 349,100 

       

17 160,200 218,100 250,800 292,200 321,400 351,000 

18 161,700 219,800 252,600 294,200 323,400 353,000 

19 163,200 221,400 254,300 296,300 325,500 354,800 

20 164,700 223,000 256,100 298,300 327,500 356,700 

       

21 166,100 224,500 257,800 300,400 329,500 358,700 

22 168,800 226,200 259,600 302,500 331,600 360,600 

23 171,400 227,800 261,400 304,500 333,600 362,600 

24 174,000 229,400 263,100 306,600 335,700 364,500 

       

25 176,700 230,800 265,100 308,400 337,300 366,500 

26 178,400 232,300 267,000 310,500 339,200 368,400 

27 180,100 233,800 268,800 312,600 341,100 370,400 

28 181,800 235,100 270,700 314,600 343,000 372,400 

       

29 183,300 236,400 272,400 316,600 344,700 373,900 

30 185,100 237,600 274,300 318,600 346,600 375,700 

31 186,900 238,700 276,200 320,700 348,500 377,500 

32 188,600 239,900 278,000 322,800 350,300 379,100 

       

33 190,200 241,200 279,700 324,300 352,200 380,900 

34 191,700 242,500 281,600 326,300 354,000 382,300 

35 193,200 243,700 283,400 328,200 355,800 383,800 

36 194,700 245,000 285,300 330,300 357,500 385,400 

       

37 196,000 246,000 287,000 332,200 358,900 386,800 

38 197,300 247,400 288,700 334,100 360,200 388,000 

39 198,600 248,900 290,500 336,100 361,600 389,200 

40 199,900 250,400 292,300 338,000 363,000 390,300 

       

41 201,200 251,800 294,000 339,900 364,300 391,400 

  

  
2 138,700 189,500 225,500 260,400 287,200 318,000 

3 139,900 191,300 227,100 262,300 289,500 320,300 

4 141,000 193,100 228,700 264,400 291,700 322,500 

       

5 142,100 194,700 230,300 266,300 293,700 324,800 

6 143,200 196,500 232,000 268,300 296,000 326,800 

7 144,300 198,300 233,600 270,400 298,300 329,000 

8 145,400 200,100 235,200 272,500 300,600 331,200 

       

9 146,500 201,800 236,800 274,600 302,700 333,300 

10 147,900 203,600 238,400 276,600 305,000 335,500 

11 149,200 205,400 240,000 278,700 307,200 337,600 

12 150,500 207,200 241,600 280,800 309,500 339,800 

       

13 151,800 208,600 243,200 282,800 311,700 341,800 

14 153,300 210,400 244,700 284,900 313,800 343,800 

15 154,800 212,100 246,200 286,900 316,000 345,900 

16 156,400 213,900 247,700 289,000 318,100 347,900 

       

17 157,700 215,600 249,200 291,000 320,200 349,800 

18 159,200 217,300 251,100 293,000 322,200 351,800 

19 160,700 219,000 252,900 295,100 324,300 353,700 

20 162,200 220,600 254,700 297,100 326,300 355,600 

       

21 163,600 222,200 256,400 299,200 328,300 357,600 

22 166,300 223,900 258,300 301,300 330,400 359,500 

23 168,900 225,600 260,200 303,300 332,400 361,500 

24 171,500 227,200 261,900 305,400 334,500 363,400 

       

25 174,200 228,700 263,900 307,200 336,100 365,400 

26 175,900 230,300 265,800 309,300 338,000 367,300 

27 177,600 231,800 267,600 311,400 340,000 369,300 

28 179,300 233,200 269,500 313,400 341,900 371,300 

       

29 180,800 234,600 271,200 315,400 343,600 372,800 

30 182,600 235,800 273,100 317,400 345,500 374,600 

31 184,400 237,000 275,000 319,500 347,400 376,400 

32 186,100 238,300 276,800 321,600 349,200 378,000 

       

33 187,700 239,600 278,500 323,100 351,100 379,800 

34 189,200 241,000 280,400 325,100 352,900 381,200 

35 190,700 242,300 282,200 327,100 354,700 382,700 

36 192,200 243,600 284,100 329,200 356,400 384,300 

       

37 193,500 244,600 285,800 331,100 357,800 385,700 

38 194,800 246,100 287,500 333,000 359,100 386,900 

39 196,100 247,700 289,300 335,000 360,500 388,100 

40 197,400 249,200 291,100 336,900 361,900 389,200 

       

41 198,700 250,600 292,800 338,800 363,200 390,300 

  

 



― 56 ― 

改正後 改正前 

  
42 202,500 253,200 295,700 341,800 365,200 392,600 

43 203,800 254,600 297,400 343,600 366,300 393,800 

44 205,100 256,000 299,000 345,500 367,400 394,900 

       

45 206,300 257,200 300,700 347,000 368,200 395,600 

46 207,600 258,500 302,400 348,400 369,100 396,300 

47 208,900 259,900 304,000 349,900 370,000 397,000 

48 210,200 261,300 305,700 351,400 370,900 397,700 

       

49 211,300 262,600 306,900 353,000 371,800 398,300 

50 212,400 263,700 308,400 353,800 372,600 398,900 

51 213,400 265,000 309,900 355,000 373,400 399,400 

52 214,500 266,300 311,500 356,000 374,200 399,800 

       

53 215,600 267,400 313,100 356,900 374,900 400,200 

54 216,600 268,500 314,700 358,000 375,600 400,500 

55 217,500 269,800 316,300 358,900 376,300 400,800 

56 218,500 271,100 317,800 360,000 377,000 401,100 

       

57 219,200 272,200 319,300 360,900 377,500 401,400 

58 220,100 273,200 320,500 361,600 378,100 401,700 

59 221,000 274,300 321,700 362,300 378,700 402,000 

60 221,900 275,400 322,900 363,000 379,400 402,300 

       

61 222,600 276,600 323,600 363,400 379,800 402,600 

62 223,600 277,600 324,500 364,000 380,500 402,900 

63 224,500 278,500 325,300 364,700 381,100 403,200 

64 225,400 279,500 326,100 365,400 381,700 403,500 

       

65 226,100 280,300 327,000 365,700 382,100 403,800 

66 227,000 281,200 327,400 366,400 382,700 404,100 

67 227,900 281,900 328,100 367,100 383,300 404,400 

68 229,000 282,800 328,900 367,800 383,900 404,700 

       

69 229,800 283,800 329,700 368,100 384,300 404,900 

70 230,500 284,600 330,400 368,700 384,800 405,200 

71 231,200 285,400 331,100 369,400 385,300 405,500 

72 232,000 286,200 331,800 370,000 385,900 405,800 

       

73 232,800 287,000 332,300 370,300 386,200 406,000 

74 233,500 287,500 332,900 370,900 386,600 406,300 

75 234,200 287,900 333,400 371,600 387,000 406,600 

76 234,900 288,400 334,000 372,200 387,400 406,800 

       

77 235,600 288,500 334,300 372,600 387,700 407,000 

78 236,400 288,900 334,800 373,100 388,000 406,200 

79 237,200 289,100 335,200 373,700 388,300 406,500 

80 238,000 289,500 335,700 374,200 388,600 406,700 

       

81 238,700 289,700 336,100 374,700 388,800 406,900 

  

  
42 200,000 252,000 294,500 340,700 364,100 391,500 

43 201,300 253,400 296,200 342,500 365,200 392,700 

44 202,600 254,800 297,800 344,400 366,300 393,800 

       

45 203,800 256,000 299,500 345,900 367,100 394,500 

46 205,100 257,300 301,200 347,300 368,000 395,200 

47 206,400 258,700 302,800 348,800 368,900 395,900 

48 207,700 260,100 304,500 350,300 369,800 396,600 

       

49 208,800 261,400 305,700 351,900 370,700 397,200 

50 209,900 262,500 307,200 352,700 371,500 397,800 

51 211,000 263,800 308,800 353,900 372,300 398,300 

52 212,100 265,100 310,400 354,900 373,100 398,700 

       

53 213,300 266,200 312,000 355,800 373,800 399,100 

54 214,300 267,300 313,600 356,900 374,500 399,400 

55 215,300 268,600 315,200 357,800 375,200 399,700 

56 216,300 269,900 316,700 358,900 375,900 400,000 

       

57 217,100 271,000 318,200 359,800 376,400 400,300 

58 218,100 272,000 319,400 360,500 377,000 400,600 

59 219,000 273,100 320,600 361,200 377,600 400,900 

60 220,000 274,200 321,800 361,900 378,300 401,200 

       

61 220,800 275,400 322,500 362,300 378,700 401,500 

62 221,800 276,400 323,400 362,900 379,400 401,800 

63 222,800 277,300 324,200 363,600 380,000 402,100 

64 223,800 278,300 325,000 364,300 380,600 402,400 

       

65 224,500 279,100 325,900 364,600 381,000 402,700 

66 225,500 280,000 326,300 365,300 381,600 403,000 

67 226,500 280,800 327,000 366,000 382,200 403,300 

68 227,600 281,700 327,800 366,700 382,800 403,600 

       

69 228,400 282,700 328,600 367,000 383,200 403,800 

70 229,200 283,500 329,300 367,600 383,700 404,100 

71 230,000 284,300 330,000 368,300 384,200 404,400 

72 230,800 285,100 330,700 368,900 384,800 404,700 

       

73 231,600 285,900 331,200 369,200 385,100 404,900 

74 232,300 286,400 331,800 369,800 385,500 405,200 

75 233,000 286,800 332,300 370,500 385,900 405,500 

76 233,700 287,300 332,900 371,100 386,300 405,700 

       

77 234,400 287,400 333,200 371,500 386,600 405,900 

78 235,200 287,800 333,700 372,000 386,900 406,200 

79 236,000 288,000 334,100 372,600 387,200 406,500 

80 236,800 288,400 334,600 373,100 387,500 406,700 

       

81 237,500 288,600 335,000 373,600 387,700 406,900 
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改正後 改正前 

  
82 239,400 289,900 336,600 375,300 389,100 407,200 

83 240,100 290,300 337,100 375,800 389,400 407,500 

84 240,800 290,600 337,600 376,100 389,600 407,700 

       

85 241,500 290,900 337,900 376,500 389,800 407,900 

86 242,200 291,200 338,300 377,000 390,100  

87 242,900 291,500 338,800 377,400 390,400  

88 243,600 291,900 339,200 377,800 390,600  

       

89 244,300 292,200 339,500 378,200 390,800  

90 244,800 292,600 339,900 378,700 391,100  

91 245,300 292,900 340,400 379,100 391,400  

92 245,800 293,300 340,800 379,500 391,600  

       

93 246,100 293,400 341,000 379,800 391,800  

94  293,600 341,400    

95  294,000 341,900    

96  294,400 342,300    

       

97  294,600 342,400    

98  294,900 342,900    

99  295,300 343,300    

100  295,700 343,600    

       

101  295,900 343,900    

102  296,200 344,300    

103  296,600 344,700    

104  296,900 345,100    

       

105  297,100 345,600    

106  297,400 346,000    

107  297,800 346,400    

108  298,100 346,800    

       

109  298,300 347,300    

110  298,700 347,700    

111  299,100 348,000    

112  299,400 348,300    

       

113  299,500 348,800    

114  299,800     

115  300,100     

116  300,500     

       

117  300,700     

118  300,900     

119  301,200     

120  301,500     

       

121  301,900     

  

  
82 238,200 288,800 335,500 374,200 388,000 407,200 

83 238,900 289,200 336,000 374,700 388,300 407,500 

84 239,600 289,500 336,500 375,000 388,500 407,700 

       

85 240,300 289,800 336,800 375,400 388,700 407,900 

86 241,000 290,100 337,200 375,900 389,000  

87 241,700 290,400 337,700 376,300 389,300  

88 242,400 290,800 338,100 376,700 389,500  

       

89 243,100 291,100 338,400 377,100 389,700  

90 243,600 291,500 338,800 377,600 390,000  

91 244,100 291,800 339,300 378,000 390,300  

92 244,600 292,200 339,700 378,400 390,500  

       

93 244,900 292,300 339,900 378,700 390,700  

94  292,500 340,300    

95  292,900 340,800    

96  293,300 341,200    

       

97  293,500 341,300    

98  293,800 341,800    

99  294,200 342,200    

100  294,600 342,500    

       

101  294,800 342,800    

102  295,100 343,200    

103  295,500 343,600    

104  295,800 344,000    

       

105  296,000 344,500    

106  296,300 344,900    

107  296,700 345,300    

108  297,000 345,700    

       

109  297,200 346,200    

110  297,600 346,600    

111  298,000 346,900    

112  298,300 347,200    

       

113  298,400 347,700    

114  298,700     

115  299,000     

116  299,400     

       

117  299,600     

118  299,800     

119  300,100     

120  300,400     

       

121  300,800     
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改正後 改正前 

  
122  302,100     

123  302,400     

124  302,700     

       

125  303,000     

再任用
職員 186,500 214,000 254,000 273,400 288,500 313,900 

 

 備考 この表は、他の給料表の適用を受けない

全ての職員に適用する。ただし、第24条に規定

する職員を除く。 

 

別表第３（第15条関係） 

 特殊勤務手当 

（略） 

  

  
122  301,000     

123  301,300     

124  301,600     

       

125  301,900     

再任用
職員 185,400 212,900 252,900 272,300 287,400 312,800 

 

 備考 この表は、他の給料表の適用を受けない

すべての職員に適用する。ただし、第24条に規

定する職員を除く。 

 

別表第２（第15条関係） 

 特殊勤務手当 

（略） 

  

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条、第５条及び第21条の３第２項の規定並びに

別表第１及び別表第２を別表第２及び別表第３はに改め別表第２の前に１表を加える規定について

は、平成28年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の中城村職員の給与に関する条例（以下「改正後の給与条例」という。）の

第６条規程は、平成27年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の中城村職員の給与に関する条例の規

定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

（勤勉手当に関する経過措置） 

４ 改正後の給与条例第22条中の規定について、平成27年12月期に限り、同条第２項第１号の「100分

の75」とあるのは「100分の85」とし、同条第２項第２号の「100分の35」とあるのは、「100分の40」

とする。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第14 議案第９号 中城村職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第９号 中城村職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す

る条例について御提案申し上げます。 
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議案第９号 

 

中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年中城村条例第７号）の一部を別紙のと

おり改正したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により議会の議決

を求める。 

 

  平成28年３月７日 提出 

中 城 村 長  浜 田  京 介 

 

提 案 理 由 

 地方公務員法（昭和25年法律第261号）の改正により、本条例の根拠となる条文に移動が生じ

たため、所要の改正を行う。 

 

 

   中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

 中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年中城村条例第７号）の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第24条第５項の規定に基づき、職

員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項

を定めることを目的とする。 

 （目的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和25年法

律第261号）第24条第６項の規定に基づき、職

員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項

を定めることを目的とする。 

   附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第15 議案第10号 中城村職員の旅費に

関する条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第10号 中城村職員の

旅費に関する条例の一部を改正する条例につい

て御提案申し上げます。 
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議案第10号 

 

中城村職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 中城村職員の旅費に関する条例（昭和47年中城村条例第19号）の一部を改正したいので、地方

自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

  平成28年３月７日 提出 

中 城 村 長  浜 田  京 介 

 

提 案 理 由 

 地方公務員法（昭和25年法律第261号）の改正により、本条例の根拠となる条文に移動が生じ

たため、所要の改正を行う。 

 

 

   中城村職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 中城村職員の旅費に関する条例（昭和47年中城村条例第19号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （目的） 

第１条 この条例は地方自治法（昭和22年法律第

67号）第204条第３項及び地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第24条第５項の規定に基づ

き、公務のために旅行する職員等に対し支給す

る旅費に関し、必要な事項を定めることを目的

とする。 

 （目的） 

第１条 この条例は地方自治法（昭和22年法律第

67号）第204条第３項及び地方公務員法（昭和

25年法律第261号）第24条第６項の規定に基づ

き、公務のために旅行する職員等に対し支給す

る旅費に閑し、必要な事項を定めることを目的

とする。 

   附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第16 議案第11号 中城村人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第11号 中城村人事行

政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を

改正する条例について御提案申し上げます。 
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議案第11号 

 

中城村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例について 

 

 中城村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成18年中城村条例第２号）の一部を別

紙のとおり改正したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項の規定により議会

の議決を求める。 

 

  平成28年３月７日 提出 

中 城 村 長  浜 田  京 介 

 

提 案 理 由 

 地方公務員法（昭和25年法律第261号）の改正により、人事行政の運営等の状況の公表に関す

る報告事項について改正が生じたため、所要の改正を行う。 

 

 

   中城村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 

 中城村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成18年条例第２号）の一部を次のように改正

する。 

改正後 改正前 

 （報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況

に関し、任命権者が報告しなければならない事

項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常

勤職員（地方公務員法第28条の５第１項に規定

する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を

除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とす

る。 

(１) （略） 

(２) 職員の人事評価の状況 

(３) （略） 

(４) （略） 

(５) （略） 

(６) 職員の退職管理の状況 

(７) （略） 

(８) 職員の研修の状況 

 （報告事項） 

第３条 前条の規定により人事行政の運営の状況

に関し、任命権者が報告しなければならない事

項は、職員（臨時的に任用された職員及び非常

勤職員（地方公務員法第28条の５第１項に規定

する短時間勤務の職を占める職員を除く。）を

除く。以下同じ。）に係る次に掲げる事項とす

る。 

(１) （略） 

 

(２) （略） 

(３) （略） 

(４) （略） 

 

(５) （略） 

(６) 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 
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改正後 改正前 

(９) （略） 

(10) （略） 

(７) （略） 

(８) （略） 

   附 則 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第17 議案第12号 沖縄県介護保険広域

連合を組織する地方公共団体の増加及び規約の

変更を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第12号 沖縄県介護保

険広域連合を組織する地方公共団体の増加及び

規約の変更について御提案申し上げます。 

 

 

議案第12号 

 

沖縄県介護保険広域連合を組織する地方公共団体の 

増加及び規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第291条の３第１項の規定により、平成29年２月１日から

沖縄県介護保険広域連合に西原町を加入させること及び同広域連合規約を別紙のとおり変更する

ことについて、同法第291条の11の規定に基づき議会の議決を求める。 

 

平成28年３月７日提出 

中城村長  浜 田  京 介 

 

提 案 理 由 

 沖縄県介護保険広域連合に西原町を加入させること及び同広域連合規約を変更することについ

て、地方自治法第291条の11の規定により本案を提出する。 

 

 

沖縄県介護保険広域連合規約（平成14年県指令企第363号）新旧対照表   （下線部分が変更部分） 

改正後（案） 現行 

 （広域連合の議会の組織） 

第７条 広域連合の議会の議員（以下「広域連合

議員」という。）の定数は、29人とする。 

 （広域連合の議会の組織） 

第７条 広域連合の議会の議員（以下「広域連合

議員」という。）の定数は、28人とする。 
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改正後（案） 現行 

別表第１（第２条関係） 

 関係市町村 

市 豊見城市、南城市 

町 本部町、金武町、嘉手納町、北谷町、与那原町、

南風原町、久米島町、八重瀬町、西原町 

村 国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、恩納村、宜

野座村、伊江村、読谷村、北中城村、中城村、渡

嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東

村、北大東村、伊平屋村、伊是名村 

 

別表第２（第４条関係） 

区分 関係市町村において処理する事務 

ア 被保険者の資

格の管理に関す

る事務 

・資格の異動の届出に関するこ

と。 

・再発行に係る被保険者証の交付

に関すること。 

イ 要介護認定及

び要支援認定に

関する事務 

・認定申請の受付及び資格者証の

交付に関すること。 

・認定情報の開示に関すること。 

・収納状況による給付制限等の説

明に関すること。 

ウ 保険給付に関

する事務 

・給付申請の受付に関すること。 

エ 介護保険事業

計画の策定に関

する事務 

・計画の策定に必要な資料の提供

に関すること。 

オ 保険料の賦課

及び徴収に関す

る事務 

・納付通知書及び納入告知書の再

発行に係る交付に関すること。 

カ 地域支援事業

に関する事務 

・地域支援事業の実施に関するこ

と。（ただし、広域連合による

実施により事業効果が発揮でき

ると認められる事業を除く。） 

キ その他介護保

険制度の施行に

関する事務 

・介護保険事業に係る相談及び受

付に関すること。 

ク ア―キの事務

に附帯する事務 

・利用者負担額減免申請の受付に

関すること。 

・補助事業等の実施調整に関する

こと。 

  

別表第１（第２条関係） 

 関係市町村 

市 豊見城市、南城市 

町 本部町、金武町、嘉手納町、北谷町、与那原町、

南風原町、久米島町、八重瀬町 

村 国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、恩納村、宜

野座村、伊江村、読谷村、北中城村、中城村、渡

嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、南大東

村、北大東村、伊平屋村、伊是名村 

 

別表第２（第４条関係） 

区分 関係市町村において処理する事務 

ア 被保険者の資

格の管理に関す

る事務 

・資格の異動の届出に関するこ

と。 

・再発行に係る被保険者証の交付

に関すること。 

イ 要介護認定及

び要支援認定に

関する事務 

・認定申請の受付及び資格者証の

交付に関すること。 

・認定情報の開示に関すること。 

・収納状況による給付制限等の説

明に関すること。 

ウ 保険給付に関

する事務 

・給付申請の受付に関すること。 

エ 介護保険事業

計画の策定に関

する事務 

・計画の策定に必要な資料の提供

に関すること。 

オ 保険料の賦課

及び徴収に関す

る事務 

・納付通知書及び納入告知書の再

発行に係る交付に関すること。 

キ その他介護保

険制度の施行に

関する事務 

・介護保険事業に係る相談及び受

付に関すること。 

ク ア―キの事務

に附帯する事務 

・利用者負担額減免申請の受付に

関すること。 

・補助事業等の実施調整に関する

こと。 
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 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第18 議案第13号 中城村汚水処理施設

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第13号 中城村汚水処

理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について御提案申し上げます。 

 

 

議案第13号 

 

   中城村汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 

 中城村汚水処理施設の設置及び管理に関する条例（平成24年中城村条例第10号）の一部を別紙

のとおり改正したいので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条１項の規定により議会の議

決を求める。 

 

平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提 案 理 由 

現行汚水処理使用料金である月額2,000円を改め、中城村下水道料金同一方法の料金制度を

適用するため、中城村汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する必要があ

る。 

 

 

中城村汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 中城村汚水処理施設の設置及び管理に関する条例（平成24年中城村条例第10号）の一部を次のように

改正する。 

改正後 改正前 

別表第２（第13条関係） 

 施設の使用料 

１ 世帯主（一般家庭） 

本村の下水道料金の例による。 

２ 事業所 

本村の下水道料金の例による。 

  

別表第２（第13条関係） 

 施設の使用料 

１ 世帯主（一般家庭） 

１箇月１世帯につき2,000円 

２ 事業所 

１箇月１事業所につき2,000円 
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  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行し、同年４月調定分から適用する。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第19 議案第14号 中城村護佐丸歴史資

料図書館の設置及び管理に関する条例を議題と

します。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第14号 中城村護佐丸

歴史資料図書館の設置及び管理に関する条例に

ついて御提案申し上げます。 

 

 

議案第14号 

 

   中城村護佐丸歴史資料図書館の設置及び管理に関する条例 

 

 中城村護佐丸歴史資料館の設置及び管理に関する条例を制定したいので、地方自治法（昭和22

年法律第67号）第96条第１項の規定により議会の議決を求める。 

 

平成28年３月７日提出 

中 城 村 長  浜 田 京 介 

 

提 案 理 由 

 中城村護佐丸歴史資料図書館を設置するにあたり、施設の管理条例を制定する必要がある。 

 

 中城村護佐丸歴史資料図書館の設置及び管理に関する条例 

 

 （設置・目的） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の規定及び地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第30条の規定に基づき、歴史資料図書館を

設置し、村民の歴史的文化財を活かした学習の支援を促進すると共に、災害時の緊急避難場所

機能を併設することで、村民の安全性の向上と教育、文化の振興に寄与することを目的とす

る。 

 （名称及び位置） 

第２条 歴史資料図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

   名称 中城村護佐丸歴史資料図書館 

   位置 中城村字安里215番地 
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 （施設） 

第３条 中城村護佐丸歴史資料図書館は次に掲げる施設で構成する。 

（１）中城村護佐丸歴史展示室（以下「展示室」という。） 

（２）中城村護佐丸歴史資料図書室（以下「資料図書室」という。） 

 （管理） 

第４条 村長は、中城村護佐丸歴史資料図書館の管理運営を中城村教育委員会（以下「教育委員

会」という。）に委任する。 

 （職員） 

第５条 中城村護佐丸歴史資料図書館に、館長、専門的職員、事務職員、その他必要な職員を置

く。 

 （利用者の秘密を守る義務） 

第６条 中城村護佐丸歴史資料図書館に従事する職員は、資料の提供活動を通じて知り得た利用

者の個人又は団体に関する情報を漏らしてはならない。 

 （観覧料） 

第７条 展示室に特別な展示等をしたときには、実費相当額の範囲において、観覧料を徴収する

ことができる。 

 （使用の手続） 

第８条 資料図書室の施設のうち、別表１に掲げるものを使用する者は、あらかじめ教育委員会

の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。 

２ 教育委員会は、前項の許可をするに当たって、管理上特に必要と認める場合は条件を付する

ことができる。 

 （使用料） 

第９条 使用料は、別表１に定めるとおりとし、指定する期日までに納入しなければならない。 

２ 教育委員会は、特に必要と認めるときには使用料を減免することができる。 

 （使用料の返還） 

第10条 既納の使用料は返還しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、

その全部又は一部を返還することができる。 

 （運営協議会） 

第11条 中城村護佐丸歴史資料図書館に運営協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

２ 協議会の委員は、学校教育法及び社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並

びに学識経験者のある者から、教育委員会が委嘱する。 

３ 協議会の委員は５人以内で組織する。 

４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の

残留期間とする。 

５ 委員に特別な事情が生じた場合には、その任期中であってもこれを解嘱することができる。 

 （委任） 

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で 
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 定める。 

   附 則 

  （施行期日） 

 この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

 

別表１（第８条・９条関係） 

種別 区分 使 用 料  

展示室（１階ロビー） 村内 2,000円 

（１日につき） 

 

 村外 3,000円 

（１日につき） 

 

企画展示室（集会室） 村内 1,000円 

（１時間につき） 
＊30分を超えた

場合は１時間と

みなす。 
 村外 1,500円 

（１時間につき） 

１ 冷房使用料 １時間につき、集会室 1,000円、その他500円とする。 

２ 入場料を徴する使用については、使用料の50％を加算する。 

３ 部分使用の場合は、使用状況に応じて金額を徴収する。 

  

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第20 議案第15号 中城村道路線の認定

についてを議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第15号 中城村道路線

の認定について御提案申し上げます。 

 

 

議案第15号 

 

中城村道路線の認定について 

 

 中城村道路線を下記のとおり認定したく、道路法第８条第２項の規定により議会の議決を求め

ます。 

 

記 
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整理番号 路 線 名 起  点 終  点 摘 要 

395 サンヒルズ 

８号線 

中城村字新垣 

岡武座原 

1344－７地先 

中城村字登又 

屋宜後原 

88－14地先 

 

  

平成28年３月７日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 都市計画法第40条（公共用施設の用に供する土地の帰属）に基づき中城村への所有権及び管理

の移転による。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第21 議案第16号 中部広域市町村圏事

務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴

う規約の変更を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第16号 中部広域市町

村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこ

れに伴う規約の変更について御提案申し上げま

す。 

 

議案第16号 

 

中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴

う規約の変更について 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第286条第１項の規定により、中部広域市町村圏事務組合

の共同処理する事務にクルーズ船の受入に関する事務を加えるとともに、同組合規約を別紙のと

おり変更することについて、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める｡ 

 

  平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提案理由 

 中部広域市町村圏事務組合で共同処理する事務にクルーズ船の受入に関する事務を加えると

ともに、同組合規約を変更することについて協議したいので、地方自治法第290条の規定によ

り、この案を提出するものである。 
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（別紙） 

 

   中部広域市町村圏事務組合規約の一部を変更する規約 

 

 中部広域市町村圏事務組合規約（平成元年10月26日県指令総第946号許可）の一部を次のよう

に変更する。 

 

第３条に次の１号を加える。 

（５）クルーズ船の受入に関する事務 

 

第16条を第17条とし、第８条から第15条までを１条ずつ繰り下げ、第７条の次に次の１条を加

える。 

 

（特別議決） 

第８条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町村の一部に係るものの事件について

は、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席

議員の過半数でこれを決する。 

 

 別表第１中 

「 

第３条第４号に関する事務 沖縄市 うるま市 宜野湾市 

                               」 

を 

「 

第３条第４号に関する事務 沖縄市 うるま市 宜野湾市 

第３条第５号に関する事務 沖縄市 うるま市 北中城村 

                               」 

に改める。 

 別表第２及び別表第３中「（第９条関係）」を「（第10条関係）」に改める。 

 別表第４中「（第16条関係）」を「（第17条関係）」に改め、同表中 

「 

第３条第４号に係る負担金 沖縄市 うるま市 宜野湾市 均等割  5% 

件数割 95% 

                                      」 

を 
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「 

第３条第４号に係る負担金 沖縄市 うるま市 宜野湾市 均等割  5% 

件数割 95% 

第３条第５号に係る負担金 沖縄市 うるま市 北中城村 均等割 20% 

人口割 80% 

                                      」 

 に改める。 

 

  附 則 

 この規約は、平成28年４月１日から施行する。 

 

 

中部広域市町村圏事務組合規約新旧対照表 

改 正 案 現 行 

第１条及び第２条 （略） 

 

 （共同処理する事務） 

第３条 組合は、別表第１に掲げる市町村の次の

事務を共同処理する。 

(１)～(４) （略） 

(５) クルーズ船の受入に関する事務 

 

第４条～第７条まで （略） 

 

 （特別議決） 

第８条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関

係市町村の一部に係るものの事件については、

当該事件に関係する市町村から選出されている

議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の

過半数でこれを決する。 

 

 （基金の設置及び目的） 

第９条 （略） 

 （出資の割合及び額） 

第10条 （略） 

 （基金の処分の制限） 

第１条及び第２条 （略） 

 

 （共同処理する事務） 

第３条 組合は、別表第１に掲げる市町村の次の

事務を共同処理する。 

(１)～(４) （略） 

 

 

第４条～第７条まで （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （基金の設置及び目的） 

第８条 （略） 

 （出資の割合及び額） 

第９条 （略） 

 （基金の処分の制限） 
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改 正 案 現 行 

第11条 （略） 

 （関係市町村の権利） 

第12条 （略） 

 （理事会） 

第13条 （略） 

 （会計管理者） 

第14条 （略） 

 （監査委員） 

第15条 （略） 

 （事務局） 

第16条 （略） 

 （経費の支弁方法） 

第17条 （略） 

 

別表第１（第３条関係） 

共同処理 

する事務 
市町村 

第３条第１

号から第３

号までに関

する事務 

沖縄市 うるま市 宜野湾市 北谷町 

嘉手納町 西原町 読谷村 北中城村 

中城村 

第３条第４

号に関する

事務 

沖縄市 うるま市 宜野湾市 

第３条第５

号に関する

事務 

沖縄市 うるま市 北中城村 

 

別表第２（第10条関係） 

ふるさと市町村圏基金出資額 

関 係 

市 町 

村 名 

人 口 
人口比率 

（％） 

平成元年度 平成２年度 

出 資 

総 額 

均 

等 

割 

人 

口 

割 

計 

均 

等 

割 

人 

口 

割 

計 

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

 

別表第３（第10条関係） 

関 係 

市 町 

村 名 

人 口 

平成３年度 
出 資 

総 額 均等割 人口割 計 

略 略 略 略 略 略 

  

第10条 （略） 

 （関係市町村の権利） 

第11条 （略） 

 （理事会） 

第12条 （略） 

 （会計管理者） 

第13条 （略） 

 （監査委員） 

第14条 （略） 

 （事務局） 

第15条 （略） 

 （経費の支弁方法） 

第16条 （略） 

 

別表第１（第３条関係） 

共同処理 

する事務 
市町村 

第３条第１

号から第３

号までに関

する事務 

沖縄市 うるま市 宜野湾市 北谷町  

嘉手納町 西原町 読谷村 北中城村  

中城村 

第３条第４

号に関する

事務 

沖縄市 うるま市 宜野湾市 

 

 

 

 

 

別表第２（第９条関係） 

ふるさと市町村圏基金出資額 

関 係 

市 町 

村 名 

人 口 
人口比率 

（％） 

平成元年度 平成２年度 

出 資 

総 額 

均 

等 

割 

人 

口 

割 

計 

均 

等 

割 

人 

口 

割 

計 

略 略 略 略 略 略 略 略 略 略 

 

別表第３（第９条関係） 

関 係 

市 町 

村 名 

人 口 

平成３年度 
出 資 

総 額 均等割 人口割 計 

略 略 略 略 略 略 
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改 正 案 現 行 

別表第４（第17条関係） 

区分 市町村 負担割合 

第３条第１号

から第３号に

係る負担金 

沖縄市  うるま市 

宜野湾市 北谷町 

嘉手納町 西原町 

読谷村  北中城村 

中城村 

均等割 20% 

人口割 80% 

第３条第４号

に係る負担金 

沖縄市  うるま市 

宜野湾市 

均等割  5% 

件数割 95% 

第３条第５号

に係る負担金 

沖縄市  うるま市 

北中城村 

均等割 20% 

人口割 80% 

  

別表第４（第16条関係） 

区分 市町村 負担割合 

第３条第１号

から第３号に

係る負担金 

沖縄市  うるま市 

宜野湾市 北谷町 

嘉手納町 西原町 

読谷村  北中城村 

中城村 

均等割 20% 

人口割 80% 

第３条第４号

に係る負担金 

沖縄市  うるま市 

宜野湾市 

均等割  5% 

件数割 95% 

 

 

  

  

 

中部広域市町村圏事務組合規約の変更を必要とするに至った理由 

 

 平成28年４月より、中城湾港にて国内及び国外クルーズ船の寄港が予定されている。中城湾

港は、特に国外クルーズ船の入港における訪日外国人旅行者にとって、我が国に入国するため

の玄関に相当する施設となることから、受け入れの環境整備や広域にわたる観光の取り組みが

必要である。 

 そのため、沖縄市、うるま市、北中城村で、国内及び国外クルーズ船寄港による受け入れ環

境整備や本広域圏における連携した観光の取組みについて議論を行い、平成28年４月から「ク

ルーズ船の受入に関する事務」を共同処理することとした。 

 中部広域市町村圏事務組合は、組合を組織する市町村のうち、一部の市町村のみに係る事務

の共同処理も行う複合的一部事務組合である。複合的一部事務組合の場合、地方自治法第287

条の３第１項に基づき、議決方法の特例として、一部の市町村のみに係る事務に関する議決に

ついては、関係市町村の意向がより反映されるような特例を定めることができる。中部広域市

町村圏事務組合においても、一部の市町村のみに係る事務に関する議決について、関係市町村

の意向が組合議会の裁決に十分反映されるようにするため、議決方法の特例を定めることとし

た。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第22 報告第１号 平成28年度沖縄県町

村土地開発公社事業計画の報告についてを議題

といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第１号 平成28年度沖

縄県町村土地開発公社事業計画の報告について

御報告いたします。 
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報告第１号 

 

   平成28年度沖縄県町村土地開発公社事業計画の報告について 

 

 地方自治法第243条の３第２項の規定により、平成28年度沖縄県町村土地開発公社事業計画を

別冊のとおり報告します。 

 

  平成28年３月７日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

 別冊がございますので御参照いただきたいと

思いますが、本村においては借り入れ等はござ

いませんので、御報告いたします。以上でござ

います。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第23 報告第２号 専決処分の報告「議

会の議決を経た工事請負契約（護佐丸歴史資料

図書館新築工事（建築附帯外構工事））の改定

契約」についてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第２号 専決処分の報

告について御報告申し上げます。 

 

報告第２号 

 

専決処分の報告について 

 

 護佐丸歴史資料図書館新築工事（建築附帯外構工事）の改定契約について、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第180条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によりこれ

を報告する。 

 

   平成28年３月７日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

理由 

 地方自治法180条第１項議会の委任による専決処分の規定により、護佐丸歴史資料図書館新

築工事（建築附帯外構工事）改定契約について専決処分しました。 

 

 改定契約書の中で御説明いたしますが、当初

の工期の変更でございます。５月11日から12月

21日の225日間であったものが、変更後は同じ

く５月11日から平成28年１月８日まで、243日

間でございます。元の契約額に対する変更金額

が149万円でございます。変更後の工事請負代
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金が5,446万4,400円となった次第でございます。

以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第24 報告第３号 専決処分の報告「議

会の議決を経た備品購入契約（護佐丸歴史資料

図書館備品購入事業）の改定契約」についてを

議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第３号 専決処分の報

告について御報告申し上げます。 

 

報告第３号 

 

専決処分の報告について 

 

 護佐丸歴史資料図書館備品購入事業の改定契約について、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第180条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

 平成28年３月７日提出 

中城村長 浜田 京介 

 

理 由 

 地方自治法第180条第１項議会の委任による専決処分の規定により、護佐丸歴史資料図書館備

品購入事業の改定契約について専決処分しました。 

 

 同じくこれの改定契約書がございます。この

中で変更となるのが、元の契約金額が１億

6,869万6,000円から、改定後の契約金額が１億

7,056万3,387円に契約が変わってございます。

以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時１３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時１３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 日程第25 報告第４号 専決処分の報告「議

会の議決を経た工事請負契約（護佐丸歴史資料

図書館展示工事）の改定契約」についてを議題

とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第４号 専決処分の報

告について御報告申し上げます。 

 

報告第４号 

 

専決処分の報告について 
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 護佐丸歴史資料図書館展示工事の改定契約について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

180条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

 平成28年３月７日提出 

中城村長 浜田 京介 

 

理 由 

 地方自治法第180条第１項議会の委任による専決処分の規定により、護佐丸歴史資料図書館展

示工事の改定契約について専決処分しました。 

 

 改定契約書のコピーがございますが、その中

で元になる工事請負代金が6,289万200円が、改

定後には6,397万9,200円になりました。元にな

る契約の完了年月日が平成28年２月29日から、

改定後の完了年月日が平成28年３月22日になり

ました。以上、御報告申し上げます。以上でご

ざいます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第26 報告第５号 専決処分の報告「議

会の議決を経た工事請負契約（中城南小学校校

舎増築（建築）工事）の改定契約」についてを

議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 報告第５号 専決処分の報

告について御報告申し上げます。 

 

 

報告第５号 

 

専決処分の報告について 

 

 中城南小学校校舎増築（建築）工事の改定契約について、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第180条第１項の規定により専決処分したので、同条第２項の規定によりこれを報告する。 

 

   平成28年３月７日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

理由 

 地方自治法180条第１項議会の委任による専決処分の規定により、中城南小学校校舎増築

（建築）工事改定契約について専決処分しました。 

 

 同じく改定契約書がございます。当初の金額

の請負金額が8,874万4,680円から、変更後は

8,879万2,200円でございます。増額分は記載の

とおり４万7,520円。それと当初の工期が平成
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27年７月28日から平成28年２月22日でありまし

たが、変更後は同じく７月28日から平成28年３

月25日に変更をされております。以上、御報告

申し上げます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

  散 会（１４時１８分） 
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平成28年第１回中城村議会定例会（第２日目） 

招 集 年 月 日 平成28年３月７日（月） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  議 平成28年３月８日  （午前10時00分） 

散  会 平成28年３月８日  （午前11時14分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 石 原 昌 雄 ９ 番 新 垣 德 正 

２ 番 外 間 博 則 10 番 安 里 ヨシ子 

３ 番 大 城 常 良 11 番 新 垣 光 栄 

４ 番 欠   員 12 番 新 垣 博 正 

５ 番 仲 松 正 敏 13 番 仲 座   勇 

６ 番 新 垣 貞 則 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 金 城   章 15 番 宮 城 重 夫 

８ 番 伊 佐 則 勝 16 番 與那覇 朝 輝 

欠 席 議 員     

会議録署名議員 12 番 新 垣 博 正 13 番 仲 座   勇 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 知 名   勉 議 事 係 長 比 嘉   保 

地方自治法第121 

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 企 画 課 長 與 儀   忍 

副 村 長 比 嘉 正 豊 
企 業 立 地 ・ 
観光推進課長 屋 良 朝 次 

教 育 長 呉 屋 之 雄 
農 林 水 産 課 長 兼 
農業委員会事務局長 津 覇 盛 之 

総 務 課 長 新 垣 親 裕 上下水道課長 仲 村 武 宏 

住民生活課長 仲 村 盛 和 教育総務課長 名 幸   孝 

会計管理者 比 嘉 義 人 
生涯学習課長兼 
生涯学習係長 新 垣 一 弘 

税 務 課 長 稲 嶺 盛 昌 
教 育 総 務 課 
主 幹 伊 波 正 明 

福 祉 課 長 仲 松 範 三   

健康保険課長 比 嘉 健 治   
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議 事 日 程 第 ２ 号 

日 程 件 名 

第 １ 

第 ２ 

第 ３ 

第 ４ 

第 ５ 

第 ６ 

第 ７ 

第 ８ 

 

議案第17号 平成27年度中城村一般会計補正予算（第６号） 

議案第18号 平成27年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第19号 平成27年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

議案第20号 平成27年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第21号 平成27年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

同意第１号 監査委員の選任について 

同意第２号 教育委員会委員の任命について 

承認第１号 専決処分の承認を求めることについて（中城村税条例の一部を改正する条

例の一部を改正する条例） 
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○議長 與那覇朝輝 皆さん、おはようござい

ます。これより本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 日程第１ 議案第17号 平成27年度中城村一

般会計補正予算（第６号）を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは議案第17号 平成

27年度中城村一般会計補正予算（第６号）につ

いて御提案申し上げます。 

 

議案第17号 

 

平成27年度中城村一般会計補正予算（第６号） 

 

 平成27年度中城村一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30,463千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ8,436,395千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経

費は、「第２表 繰越明許費」による。 

（地方債の補正） 

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 

   平成28年３月７日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 村税   1,911,022 5,600 1,916,622 

  １ 村民税 770,169 5,600 775,769 

３ 利子割交付金   3,056 △349 2,707 

  １ 利子割交付金 3,056 △349 2,707 

４ 配当割交付金   3,840 1,404 5,244 

  １ 配当割交付金 3,840 1,404 5,244 
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款 項 補正前の額 補正額 計 

５ 株式等譲渡所得割交付金   4,583 △354 4,229 

  １ 株式等譲渡所得割交付金 4,583 △354 4,229 

６ 地方消費税交付金   239,466 39,769 279,235 

  １ 地方消費税交付金 239,466 39,769 279,235 

７ ゴルフ場利用税交付金   26,625 696 27,321 

  １ ゴルフ場利用税交付金 26,625 696 27,321 

８ 自動車取得税交付金   3,686 3,881 7,567 

  １ 自動車取得税交付金 3,686 3,881 7,567 

10 地方交付税   1,605,647 3,713 1,609,360 

  １ 地方交付税 1,605,647 3,713 1,609,360 

12 分担金及び負担金   2,244 0 2,244 

  ２ 負担金 2,244 0 2,244 

13 使用料及び手数料   131,006 △4,445 126,561 

  １ 使用料 101,461 △4,445 97,016 

14 国庫支出金   1,335,212 9,887 1,345,099 

  １ 国庫負担金 747,279 △24,161 723,118 

  ２ 国庫補助金 583,770 34,048 617,818 

15 県支出金   1,497,831 △23,720 1,474,111 

  １ 県負担金 371,161 △12,530 358,631 

  ２ 県補助金 1,087,549 △11,690 1,075,859 

  ３ 委託金 39,121 500 39,621 

17 寄附金   780,002 3,930 783,932 

  １ 寄附金 780,002 3,930 783,932 

20 諸収入   190,535 4,251 194,786 

  ４ 雑入 186,836 4,251 191,087 

21 村債   380,417 △13,800 366,617 

  １ 村債 380,417 △13,800 366,617 

歳 入 合 計 8,405,932 30,463 8,436,395 
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（歳 出） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 議会費   100,245 △246 109,999 

  １ 議会費 100,245 △246 109,999 

２ 総務費   1,855,881 11,716 1,867,597 

  １ 総務管理費 1,699,607 13,134 1,712,741 

  ２ 徴税費 91,410 58 91,468 

  ３ 戸籍住民基本台帳費 52,039 △1,019 51,020 

  ５ 統計調査費 7,425 △457 6,968 

３ 民生費   2,338,830 133,590 2,472,420 

  １ 社会福祉費 1,103,542 245,388 1,348,930 

  ２ 児童福祉費 1,235,288 △111,798 1,123,490 

４ 衛生費   765,468 10,186 775,654 

  １ 保健衛生費 381,874 8,268 390,142 

  ２ 清掃費 383,594 1,918 385,512 

５ 労働費   4,019 △170 3,849 

  １ 労働諸費 4,019 △170 3,849 

６ 農林水産業費   191,539 △27,238 164,301 

  １ 農業費 167,519 △27,075 140,444 

  ２ 林業費 9,615 △36 9,579 

  ３ 水産業費 14,405 △127 14,278 

７ 商工費   114,636 △1,074 113,562 

  １ 商工費 114,636 △1,074 113,562 

８ 土木費   519,879 8,469 528,348 

  １ 土木管理費 14,753 △37 14,716 

  ２ 道路橋梁費 352,196 13,534 365,730 

  ４ 都市計画費 34,555 △1,475 33,080 

  ５ 下水道費 114,400 △3,553 110,847 

９ 消防費   247,679 △1,601 246,078 

  １ 消防費 247,679 △1,601 246,078 

10 教育費   1,679,825 △103,169 1,576,656 

  １ 教育総務費 155,373 △5,975 149,398 

  ２ 小学校費 303,307 △47,624 255,683 
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款 項 補正前の額 補正額 計 

10 教育費 ３ 中学校費 43,568 △1,301 42,267 

  ４ 幼稚園費 99,605 △19,266 80,339 

  ５ 社会教育費 977,309 △27,468 949,841 

  ６ 保健体育費 100,663 △1,535 99,128 

歳 出 合 計 8,405,932 30,463 8,436,395 

 

 第２表  繰 越 明 許 費   

款 項 事  業  名 金 額 

２ 総務費 １ 総務管理費 

 

公共施設等総合管理計画策定業務委託料 

千円 
 

1,620 

ＬＧＷＡＮ系インターネット系改修事業 6,773 

自治体情報セキュリティ強化対策事業 15,062 

３ 民生費 

１ 社会福祉費 
低所得の高齢者向けの年金生活者等支援

臨時福祉給付金給付事業 
60,136 

２ 児童福祉費 

保育所等の利用者軽減措置システム改修

事業 
840 

事業所内保育設置促進事業 20,000 

６ 農林水産業費 
１ 農業費 

農業振興地域整備計画基礎調査事業 5,400 

久場地区土砂崩壊防止事業 13,460 

２ 林業費 中城村緑化推進施設整備事業 6,720 

７ 商工費 １ 商工費 護佐丸観光資源制作事業 7,425 

８ 土木費 ２ 道路橋梁費 

村道中城城跡線改良舗装事業 19,862 

村道久場前浜原線建設事業 115,424 

村道若南線建設事業 34,287 

10 教育費 １ 教育総務費 新しい公共交通モデル事業 36,000 
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第３表 地 方 債 補 正 

起債の目的 
補  正  前 補  正  後 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

地方公共団体情

報セキュリティ

強化対策事業債 

千円 
 

0 

証書借入 

 

又は 

 

証券発行 

年５％以内 

 

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる政府資

金及び公営企業

金融公庫につい

て、利率見直し

を行った後にお

いては当該見直

し後の利率） 

 特別の融資条件

のあるものを除

き、償還期限は、

据置期間を含め40

年以内、償還方法

は、元金均等又は

元利均等による。 

 ただし、財政の

都合により据置期

間及び償還期間を

短縮し、もしくは

繰上げ償還又は低

利に借換えするこ

とができる。 

千円 
 

8,500 

同じ 同じ 同じ 

基地対策整備事

業債 
12,100 14,300 

村道若南線道路

整備事業債 
0 8,800 

歴史資料図書館

整備事業債 
100,100 83,500 

学校施設整備事

業債 
29,900 13,200 

 

 

 それでは歳入歳出読み上げて御提案申し上げ

ます。第１表歳入歳出予算補正。まず歳入の１

款村税、１項村民税、補正前の額７億7,016万

9,000円、補正額560万円、合計で７億7,576万

9,000円。 

 ３款利子割交付金、１項利子割交付金、補正

前の額305万6,000円、補正額34万9,000円の減

額補正、合計で270万7,000円。 

 ４款配当割交付金、１項配当割交付金、補正

前の額384万円、補正額140万4,000円、合計で

524万4,000円。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲

渡所得割交付金、補正前の額458万3,000円、補

正額35万4,000円の減額補正、合計で422万

9,000円。 

 ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付

金、補正前の額２億3,946万6,000円、補正額

3,976万9,000円、合計で２億78,923万5,000円。 

 ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利

用税交付金、補正前の額2,662万5,000円、補正

額69万6,000円、合計で2,732万1,000円。 

 ８款自動車取得税交付金、１項自動車取得税

交付金、補正前の額368万6,000円、補正額388

万1,000円、合計で756万7,000円。 

 10款地方交付税、１項地方交付税、補正前の

額16億564万7,000円、補正額371万3,000円、合

計で16億936万円。 

 12款分担金及び負担金、２項負担金、補正前

の額224万4,000円、補正額ゼロ、合計も同じで

ございます。 

 13款使用料及び手数料、１項使用料、補正前

の額１億146万1,000円、補正額444万5,000円の

減額補正、合計で9,701万6,000円。 

 14款国庫支出金、１項国庫負担金、補正前の

額７億4,727万9,000円、補正額2,416万1,000円

の減額補正、合計で７億2,311万8,000円。２項

国庫補助金、補正前の額５億8,377万円、補正

額3,404万8,000円、合計で６億1,781万8,000円。 

 15款県支出金、１項県負担金、補正前の額３

億7,116万1,000円、補正額1,253万円の減額補



― 84 ― 

正、合計で３億5,863万1,000円。２項県補助金、

補正前の額10億8,754万9,000円、補正額1,169

万円の減額補正、合計で10億7,585万9,000円。

３項委託金、補正前の額3,912万1,000円、補正

額50万円、合計で3,962万1,000円。 

 17款寄附金、１項寄附金、補正前の額７億

8,000万2,000円、補正額393万円、合計で７億

8,393万2,000円。 

 20款諸収入、４項雑入、補正前の額１億

8,683万6,000円、補正額425万1,000円、合計で

１億9,108万7,000円。 

 21款村債、１項村債、補正前の額３億8,041

万7,000円、補正額1,380万円の減額補正、合計

で３億6,661万7,000円。 

 歳入合計、補正前の額84億593万2,000円、補

正額3,046万3,000円、合計で84億3,639万5,000

円。 

 続いて歳出でございます。歳出、１款議会費、

１項議会費、補正前の額１億1,024万5,000円、

補正額24万6,000円の減額補正、合計で１億999

万9,000円。 

 ２款総務費、１項総務管理費、補正前の額16

億9,960万7,000円、補正額1,313万4,000円、合

計で17億1,274万1,000円。２項徴税費、補正前

の額9,141万円、補正額５万8,000円、合計で

9,146万8,000円。３項戸籍住民基本台帳費、補

正前の額5,203万9,000円、補正額101万9,000円

の減額補正、合計で5,102万円。５項統計調査

費、補正前の額742万5,000円、補正額45万

7,000円の減額補正、合計で696万8,000円。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、補正前の額11

億354万2,000円、補正額２億4,538万8,000円、

合計で13億4,893万円。２項児童福祉費、補正

前の額12億3,528万8,000円、補正額１億1,179

万8,000円の減額補正、合計で11億2,349万円。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、補正前の額３

億8,187万4,000円、補正額826万8,000円、合計

で３億9,014万2,000円。２項清掃費、補正前の

額３億8,359万4,000円、補正額191万8,000円、

合計で３億8,551万2,000円。 

 ５款労働費、１項労働諸費、補正前の額401

万9,000円、補正額17万円の減額補正、合計で

384万9,000円。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、補正前の額

１億6,751万9,000円、補正額2,707万5,000円の

減額補正、合計で１億4,044万4,000円。２項林

業費、補正前の額961万5,000円、補正額３万

6,000円の減額補正、合計で957万9,000円。３

項水産業費、補正前の額1,440万5,000円、補正

額12万7,000円の減額補正、合計で1,427万

8,000円。 

 ７款商工費、１項商工費、補正前の額１億

1,463万6,000円、補正額107万4,000円の減額補

正、合計で１億1,356万2,000円。 

 ８款土木費、１項土木管理費、補正前の額

1,475万3,000円、補正額３万7,000円の減額補

正、合計で1,471万6,000円。２項道路橋梁費、

補正前の額３億5,219万6,000円、補正額1,353

万4,000円、合計で３億6,573万円。４項都市計

画費、補正前の額3,455万5,000円、補正額147

万5,000円の減額補正、合計で3,308万円。５項

下水道費、補正前の額１億1,440万円、補正額

355万3,000円の減額補正、合計で１億1,084万

7,000円。 

 ９款消防費、１項消防費、補正前の額２億

4,767万9,000円、補正額160万1,000円の減額補

正、合計で２億4,607万8,000円。 

 10款教育費、１項教育総務費、補正前の額１

億5,537万3,000円、補正額597万5,000円の減額

補正、合計で１億4,939万8,000円。２項小学校

費、補正前の額３億330万7,000円、補正額

4,762万4,000円の減額補正、合計で２億5,568

万3,000円。３項中学校費、補正前の額4,356万

8,000円、補正額130万1,000円の減額補正、合

計で4,226万7,000円。４項幼稚園費、補正前の

額9,960万5,000円、補正額1,926万6,000円の減
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額補正、合計で8,033万9,000円。５項社会教育

費、補正前の額９億7,730万9,000円、補正額

2,746万8,000円の減額補正、合計で９億4,984

万1,000円。６項保健体育費、補正前の額１億

66万3,000円、補正額153万5,000円の減額補正、

合計で9,912万8,000円。 

 歳出合計、補正前の額84億593万2,000円、補

正額3,046万3,000円、合計で84億3,639万5,000

円でございます。 

 続いて第２表繰越明許費、読み上げて御提案

申し上げます。２款総務費、１項総務管理費、

事業名といたしまして、公共施設等総合管理計

画策定業務委託料162万円。ＬＧＷＡＮ系イン

ターネット系改修事業677万3,000円。自治体情

報セキュリティ強化対策事業1,506万2,000円。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、低所得の高齢

者向けの年金生活者等支援臨時福祉給付金給付

事業6,013万6,000円。２項児童福祉費、保育所

等の利用者軽減措置システム改修事業84万円。

事業所内保育設置促進事業2,000万円。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、農業振興地

域整備計画基礎調査事業540万円、久場地区土

砂崩壊防止事業1,346万円。２項林業費、中城

村緑化推進施設整備事業672万円。 

 ７款商工費、１項商工費、護佐丸観光資源制

作事業742万5,000円。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費、村道中城城跡

線改良舗装事業1,986万2,000円、村道久場前浜

原線建設事業１億1,542万4,000円、村道若南線

建設事業3,428万7,000円。 

 10款教育費、１項教育総務費、新しい公共交

通モデル事業3,600万円。 

 続いて第３表地方債補正でございます。目的、

補正前、補正後で読み上げて御提案申し上げま

す。 

 まず起債の目的、地方公共団体情報セキュリ

ティ強化対策事業債、これは限度額はゼロでご

ざいましたが、補正前の限度額です。補正後の

限度額には850万円となります。なお、起債の

方法、利率、償還の方法は補正前、補正後、同

じでございます。割愛させていただきます。基

地対策整備事業債、地方債補正、補正前の限度

額が1,210万円、補正後の限度額が1,430万円と

なります。それと村道若南線道路整備事業債、

これは限度額ゼロが880万円でございます。歴

史資料図書館整備事業債、これは補正前の限度

額が１億10万円、補正後の限度額が8,350万円。

学校施設整備事業債、補正前の限度額が2,990

万円、補正後の限度額が1,320万円。おのおの

全て起債の方法は証書借入又は証券発行。利率

は年５％以内（ただし、利率見直し方式で借り

入れる政府資金及び公営企業金融公庫について、

利率見直しを行った後においては当該見直し後

の利率）。償還の方法が、特別の融資条件のあ

るものを除き、償還期限は、据置期間を含め40

年以内、償還方法は、元金均等又は元利均等に

よる。ただし、財政の都合により据置期間及び

償還期間を短縮し、もしくは繰上げ償還又は低

利に借換えすることができる。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１０時１７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 日程第２ 議案第18号 平成27年度中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）を議題

といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第18号 平成27年度中

城村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

について御提案申し上げます。 
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議案第18号 

 

平成27年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

 平成27年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32,918千円を追加し､歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ2,876,501千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（一時借入金の補正） 

第２条 一時借入金の借入の最高額に200,000千円を追加し、一時借入金の借入の最高額を

500,000千円とする。 

 

   平成28年３月７日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 国民健康保険税   359,065 △7,934 351,131 

  １ 国民健康保険税 359,065 △7,934 351,131 

４ 国庫支出金   1,025,094 △34,020 991,074 

  １ 国庫負担金 625,094 △43,555 581,539 

  ２ 国庫補助金 400,000 9,535 409,535 

５ 療養給付費交付金   78,171 △46,300 31,871 

  １ 療養給付費交付金 78,171 △46,300 31,871 

７ 県支出金   196,739 △39,511 157,228 

  １ 県負担金 21,739 △1,423 20,316 

  ２ 県補助金 175,000 △38,088 136,912 

８ 共同事業交付金   881,371 △36,742 844,629 

  １ 共同事業交付金 881,371 △36,742 844,629 

 



― 87 ― 

款 項 補正前の額 補正額 計 

10 繰入金   202,520 198,673 401,193 

  １ 他会計繰入金 202,519 198,673 401,192 

12 諸収入   6,309 △1,248 5,061 

  １ 延滞金・加算金及び過料 3,002 △1,700 1,302 

  ４ 雑入 3,305 452 3,757 

歳 入 合 計 2,843,583 32,918 2,876,501 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 総務費   40,292 △156 40,136 

  １ 総務管理費 31,599 385 31,984 

  ２ 徴税費 8,645 △541 8,104 

２ 保険給付費   1,497,124 35,578 1,532,702 

  １ 療養諸費 1,267,300 31,074 1,298,374 

  ２ 高額療養費 209,150 7,084 216,234 

  ４ 出産育児諸費 20,172 △2,520 17,652 

  ５ 葬祭諸費 500 △60 440 

３ 後期高齢者支援金等   304,631 0 304,631 

  １ 後期高齢者支援金等 304,631 0 304,631 

６ 介護納付金   148,887 0 148,887 

  １ 介護納付金 148,887 0 148,887 

７ 共同事業拠出金   803,456 △35,203 768,253 

  １ 共同事業拠出金 803,456 △35,203 768,253 

８ 保健事業費   35,242 △1,016 34,226 

  １ 特定健康診査等事業費 15,181 164 15,345 

  ２ 保健事業費 20,061 △1,180 18,881 

11 諸支出金   5,458 33,715 39,173 

  １ 償還金及び還付加算金 5,457 33,715 39,172 

歳 出 合 計 2,843,583 32,918 2,876,501 

 

 

 歳入から読み上げて御提案申し上げます。第

１表歳入歳出予算補正。まず歳入のほうからで

す。１款国民健康保険税、１項国民健康保険税、

補正前の額３億5,906万5,000円、補正額793万
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4,000円の減額補正、合計で３億5,113万1,000

円。 

 ４款国庫支出金、１項国庫負担金、補正前の

額６億2,509万4,000円、補正額4,355万5,000円

の減額補正、合計で５億8,153万9,000円。２項

国庫補助金、補正前の額４億円、補正額953万

5,000円、合計で４億953万5,000円。 

 ６款療養給付費交付金、１項療養給付費交付

金、補正前の額7,817万1,000円、補正額4,630

万円の減額補正、合計で3,187万1,000円。 

 ７款県支出金、１項県負担金、補正前の額

2,173万9,000円、補正額142万3,000円の減額補

正、合計で2,031万6,000円。２項県補助金、補

正前の額１億7,500万円、補正額3,808万8,000

円の減額補正、合計で１億3,691万2,000円。 

 ８款共同事業交付金、１項共同事業交付金、

補正前の額８億8,137万1,000円、補正額3,674

万2,000円の減額補正、合計で８億4,462万

9,000円。 

 10款繰入金、１項他会計繰入金、補正前の額

２億251万9,000円、補正額１億9,867万3,000円、

合計で４億119万2,000円。 

 12款諸収入、１項延滞金・加算金及び過料、

補正前の額300万2,000円、補正額170万円の減

額補正、合計で130万2,000円。４項雑入、補正

前の額330万5,000円、補正額45万2,000円、合

計で375万7,000円。 

 歳入合計、補正前の額28億4,358万3,000円、

補正額3,291万8,000円、合計で28億7,650万

1,000円。 

 続いて歳出でございます。歳出、１款総務費、

１項総務管理費、補正前の額3,159万9,000円、

補正額38万5,000円、合計で3,198万4,000円。

２項徴税費、補正前の額864万5,000円、補正額

54万1,000円の減額補正、合計で810万4,000円。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、補正前の額

12億6,730万円、補正前の額3,107万4,000円、

合計で12億9,837万4,000円。２項高額療養費、

補正前の額２億915万円、補正額708万4,000円、

合計で２億1,623万4,000円。４項出産育児諸費、

補正前の額2,017万2,000円、補正額252万円の

減額補正、合計で1,765万2,000円。５項葬祭諸

費、補正前の額50万円、補正額６万円の減額補

正、合計で44万円。 

 ３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支

援金等、補正前の額３億463万1,000円、補正額

はゼロで同額でございます。 

 ６款介護納付金、１項介護納付金。補正前の

額１億4,888万7,000円、補正額ゼロで同額でご

ざいます。 

 ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、

補正前の額８億345万6,000円、補正額3,520万

3,000円の減額補正、合計で７億6,825万3,000

円。 

 ８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、

補正前の額1,518万1,000円、補正額16万4,000

円、合計で1,534万5,000円。２項保健事業費、

補正前の額2,006万1,000円、補正額118万円の

減額補正、合計で1,888万1,000円。 

 11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

補正前の額545万7,000円、補正額3,371万5,000

円、合計で3,917万2,000円。 

 歳出合計、補正前の額28億4,358万3,000円、

補正額3,291万8,000円、合計で28億7,650万

1,000円。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第３ 議案第19号 平成27年度中城村後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第19号 平成27年度中

城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

について御提案申し上げます。 
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議案第19号 

 

平成27年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成27年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,714千円を追加し､歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ125,199千円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

   平成28年３月７日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 後期高齢者医療保険料   77,191 709 77,900 

  １ 後期高齢者医療保険料 77,191 709 77,900 

２ 使用料及び手数料   2 15 17 

  １ 手数料 2 15 17 

４ 繰入金   41,911 1,105 43,016 

  １ 一般会計繰入金 41,910 1,105 43,015 

６ 諸収入   2,645 △115 2,530 

  １ 延滞金、加算金及び過料 2 9 11 

  ２ 償還金及び還付加算金 1,224 60 1,284 

  ４ 雑入 1,418 △184 1,234 

歳 入 合 計 123,485 1,714 125,199 
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（歳 出） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 総務費   3,962 △177 3,785 

  １ 総務管理費 2,057 △183 1,874 

  ２ 徴収費 1,905 6 1,911 

２ 後期高齢者医療広域連合納付金   117,687 1,906 119,593 

  １ 後期高齢者医療広域連合納付金 117,687 1,906 119,593 

３ 諸支出金   1,225 △15 1,210 

  １ 償還金及び還付加算金 1,224 △15 1,209 

歳 出 合 計 123,485 1,714 125,199 

 

 

 同じく歳入から読み上げて御提案申し上げま

す。第１表歳入歳出予算補正。まず歳入の１款

後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保

険料、補正前の額7,719万1,000円、補正額70万

9,000円、合計で7,790万円。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、補正前

の額2,000円、補正額１万5,000円、合計で１万

7,000円。 

 ４款繰入金、１項一般会計繰入金、補正前の

額4,191万円、補正額110万5,000円、合計で

4,301万5,000円。 

 ６款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、

補正前の額2,000円、補正額9,000円、合計で１

万1,000円。２項償還金及び還付加算金、補正

前の額122万4,000円、補正額６万円、合計で

128万4,000円。４項雑入、補正前の額141万

8,000円、補正額18万4,000円の減額補正、合計

で123万4,000円。 

 歳入合計、補正前の額１億2,348万5,000円、

補正額171万4,000円、合計で１億2,519万9,000

円。 

 続いて歳出でございます。歳出、１款総務費、

１項総務管理費、補正前の額205万7,000円、補

正額18万3,000円の減額補正、合計で187万

4,000円。２項徴収費、補正前の額190万5,000

円、補正額6,000円、合計で191万1,000円。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後

期高齢者医療広域連合納付金、補正前の額１億

1,768万7,000円、補正額190万6,000円、合計で

１億1,959万3,000円。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

補正前の額122万4,000円、補正額１万5,000円

の減額補正、合計で120万9,000円。 

 歳出合計、補正前の額１億2,348万5,000円、

補正額171万4,000円、合計で１億2,519万9,000

円でございます。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第４ 議案第20号 平成27年度中城村土

地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）を

議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第20号 平成27年度中

城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第３

号）について御提案申し上げます。 
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議案第20号 

 

平成27年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成27年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによ

る。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ40,000千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ587,076千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰越して使用することができる経費は、

「第２表繰越明許費」による。 

 

平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

２ 繰入金   230,000 △230,000 0 

  １ 基金繰入金 230,000 △230,000 0 

５ 保留地処分金   330,000 190,000 520,000 

  １ 南上原区画整理事業保留地処分金 330,000 190,000 520,000 

歳 入 合 計 627,076 △40,000 587,076 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 土地区画整理事業費   627,074 △40,000 587,074 

  １ 南上原土地区画整理事業費 627,074 △40,000 587,074 

歳 出 合 計 627,076 △40,000 587,076 
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 歳入のほうから読み上げて御提案申し上げま

す。第１表歳入歳出予算補正。歳入、２款繰入

金、１項基金繰入金、補正前の額２億3,000万

円、補正額２億3,000万円の減額でございます。

合計はゼロになります。 

 ５款保留地処分金、１項南上原区画整理事業

保留地処分金、補正前の額３億3,000万円、補

正額１億9,000万円、合計で５億2,000万円。 

 歳入合計、補正前の額６億2,707万6,000円、

補正額4,000万円の減額補正、合計で５億8,707

万6,000円。 

 続いて歳出、１款土地区画整理事業費、１項

南上原土地区画整理事業費、補正前の額６億

2,707万4,000円、補正額4,000万円の減額補正、

合計で５億8,707万4,000円。 

 歳出合計、補正前の額６億2,707万6,000円、

補正額4,000万円の減額補正、合計で５億8,707

万6,000円でございます。 

 続いて第２表繰越明許費。１款土地区画整理

事業費、１項南上原土地区画整理事業費、事業

名も同じく南上原土地区画整理事業、金額が１

億6,339万7,000円でございます。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第５ 議案第21号 平成27年度中城村公

共下水道事業特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第21号 平成27年度中

城村公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）

について御提案申し上げます。 

 

 

議案第21号 

 

平成27年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 

 

 平成27年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,853千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ358,936千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は「第２表地方債補正」による。 

 

平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 補 正 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

３ 繰入金   114,400 △3,553 110,847 

  １ 一般会計繰入金 114,400 △3,553 110,847 

６ 村債   99,100 △1,300 97,800 

  １ 村債 99,100 △1,300 97,800 

歳 入 合 計 363,789 △4,853 358,936 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 補正前の額 補正額 計 

１ 公共下水道費   252,312 △4,853 247,459 

  １ 公共下水道費 252,312 △4,853 247,459 

歳 出 合 計 363,789 △4,853 358,936 

 

第２表  地方債補正   

起債の目的 
補  正  前 補  正  後 

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

 

 

 

 

下水道整備事業 

千円 
 

 

 

 

99,100 

 

証書借入 

又は 

証券発行 

 

 

 

 

年５％以内 

 特別の融資条件のあ

るものを除き、償還期

限は、据置期間を含め

40年以内、償還方法

は、元金均等又は元利

均等による。 

 ただし、財政の都合

により据置期間及び償

還期間を短縮し、もし

くは繰上げ償還又は低

利に借換えすることが

できる。 

千円 
 

 

 

 

97,800 

 

 

 

 

同じ 

 

 

 

 

同じ 

 

 

 

 

同じ 

 
 

 同じく、また歳入から読み上げて御提案申し

上げます。第１表歳入歳出予算補正。歳入、３

款繰入金、１項一般会計繰入金、補正前の額１

億1,440万円、補正額355万3,000円の減額補正、

合計で１億1,084万7,000円。 

 ６款村債、１項村債、補正前の額9,910万円、

補正額130万円の減額補正、合計で9,780万円。 

 歳入合計、補正前の額３億6,378万9,000円、

補正額485万3,000円の減額補正、合計で３億

5,893万6,000円。 
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 続いて歳出、１款公共下水道費、１項公共下

水道費、補正前の額２億5,231万2,000円、補正

額485万3,000円の減額補正、合計で２億4,745

万9,000円。 

 歳出合計、補正前の額３億6,378万9,000円、

補正額485万3,000円の減額補正、合計で３億

5,893万6,000円でございます。 

 続いて第２表地方債補正。起債の目的が下水

道整備事業。補正前の限度額が9,910万円、補

正後の限度額が9,780万円になります。補正前、

補正後ともに起債の方法は証書借入又は証券発

行。利率が年５％以内。償還の方法が、特別の

融資条件のあるものを除き、償還期限は、据置

期間を含め40年以内、償還方法は、元金均等又

は元利均等による。ただし、財政の都合により

据置期間及び償還期間を短縮し、もしくは繰上

げ償還又は、低利に借換えすることができる。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第６ 同意第１号 監査委員の選任につ

いてを議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 同意第１号 監査委員の選

任について御提案申し上げます。 

 

同意第１号 

 

監査委員の選任について 

 

 下記の者を監査委員に選任したいから、地方自治法（昭和22年法律第67号）第196条第１項の

規定により議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所   中城村字伊集 

氏  名   與 儀 正 明 

生年月日   昭和25年生 

 

  平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提 案 理 由 

 監査委員の辞職により、新たに監査委員を選任する必要がある。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 休憩します。 

休 憩（１０時４７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時４８分） 
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○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す同意第１号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、同意第１号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから同意第１号 監査委員の選任につい

てを採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり同意する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、同意第１号 監査委員の選任につ

いては原案のとおり同意することに決定いたし

ました。 

 日程第７ 同意第２号 教育委員会委員の任

命についてを議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 同意第２号 教育委員会委

員の任命について御提案申し上げます。 

 

同意第２号 

 

教育委員会委員の任命について 

 

 下記の者を教育委員会委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和31年法律第162号）第４条第１項の規定により議会の同意を求める。 

 

記 

 

住  所  中城村字当間 

氏  名  平 敷 善 盛 

生年月日  昭和24年生 

 

平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

提 案 理 由 

 教育委員会委員の任期満了により、新たに教育委員会委員を任命する必要がある。 
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 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１０時５１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す同意第２号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、同意第２号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから同意第２号 教育委員会委員の任命

についてを採決いたします。 

（退席者あり） 

○議長 與那覇朝輝 お諮りします。本案は原

案のとおり同意することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、同意第２号 教育委員会委員の任

命については原案のとおり同意することに決定

されました。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時０５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 日程第８ 承認第１号 専決処分の承認を求

めることについて（中城村税条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例）を議題としま

す。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 承認第１号 専決処分の承

認を求めることについて御提案申し上げます。 

 

承認第１号 

 

    専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したの

で、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

平成28年３月７日提出 

中 城 村 長   浜 田 京 介 

 

提 案 理 由 

 平成28年度与党税制改正大綱（平成27年12月16日決定）において、地方税分野の一部の手続 
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における個人番号の利用の取扱いを見直す方針が示されたことに伴い、中城村税条例の一部を

改正する条例（平成27年中城村条例第17号）についても所要の改正が必要となり、改正適用日

が平成28年１月１日からとなっているため専決処分しましたので報告します。 

 

中城村告示第55号 

 

専 決 処 分 書 

 

 中城村税条例の一部を改正する条例（平成27年中城村条例第17号）の一部を改正する条例につ

いて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき別紙のとおり専決処分

する。 

 

平成27年12月28日 

中城村長 浜 田 京 介 

 

 

中城村税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について 

 中城村税条例の一部を改正する条例（平成27年中城村条例第17号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（村民税の減免） 

第51条 （略） 

２ （略） 

(１) 納税義務者の氏名及び住所又は居所（法人

にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地

及び法人番号） 

 

 

（中略） 

 

（特別土地保有税の減免） 

第139条の３ （略） 

２ （略） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法人

番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第２条第15項 

（村民税の減免） 

第51条 （略） 

２ （略） 

(１) 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは

居所又は事務所若しくは事業所の所在地及び個

人番号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第２条第５

項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号 

（中略） 

 

（特別土地保有税の減免） 

第139条の３ （略） 

２ （略） 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号（行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律第２条第５項 
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 に規定する法人番号をいう。以下この号におい

て同じ。）（法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称） 

 

 

（後略） 

 に規定する個人番号をいう。以下この号におい

て同じ。）又は法人番号（同条第15項に規定す

る法人番号をいう。以下この号において同じ。）

（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所及び氏名又は名称） 

（後略） 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時１２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 これで提案理由の説明を終わります。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す承認第１号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第１号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから承認第１号 専決処分の承認を求め

ることについて（中城村税条例の一部を改正す

る条例の一部を改正する条例）を採決いたしま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり承認する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、承認第１号 専決処分の承認を求

めることについて（中城村税条例の一部を改正

する条例の一部を改正する条例）は原案のとお

り承認することに決定いたしました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 これで本日は散会いたします。御苦労さまで

した。 

  散 会（１１時１４分） 
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議 事 日 程 第 ３ 号 

日 程 件 名 

第 １ 

第 ２ 

第 ３ 

第 ４ 

第 ５ 

第 ６ 

第 ７ 

 

議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算 

議案第23号 平成28年度中城村国民健康保険特別会計予算 

議案第24号 平成28年度中城村後期高齢者医療特別会計予算 
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議案第27号 平成28年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計予算 

議案第28号 平成28年度中城村水道事業会計予算 
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○議長 與那覇朝輝 おはようございます。こ

れより本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 日程第１ 議案第22号 平成28年度中城村一

般会計予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは議案第22号 平成

28年度中城村一般会計予算について御提案申し

上げます。 

 

議案第22号 

 

平成28年度中城村一般会計予算 

 

 平成28年度中城村一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ6,621,442千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は

「第２表 債務負担行為」による。 

（地方債） 

第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,200,000

千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

   平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 
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第１表  歳 入 歳 出 予 算 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 村税   1,950,265 

  １ 村民税 793,264 

  ２ 固定資産税 1,006,655 

  ３ 軽自動車税 57,682 

  ４ 村たばこ税 92,663 

  ５ 特別土地保有税 1 

２ 地方譲与税   42,701 

  １ 地方揮発油譲与税 11,882 

  ２ 自動車重量譲与税 28,818 

  ３ 特別とん譲与税 2,000 

  ４ 地方道路譲与税 1 

３ 利子割交付金   2,479 

  １ 利子割交付金 2,479 

４ 配当割交付金   5,199 

  １ 配当割交付金 5,199 

５ 株式等譲渡所得割交付金   4,578 

  １ 株式等譲渡所得割交付金 4,578 

６ 地方消費税交付金   289,426 

  １ 地方消費税交付金 289,426 

７ ゴルフ場利用税交付金   27,622 

  １ ゴルフ場利用税交付金 27,622 

８ 自動車取得税交付金   6,684 

  １ 自動車取得税交付金 6,684 

９ 地方特例交付金   8,054 

  １ 地方特例交付金 8,054 

10 地方交付税   1,550,000 

  １ 地方交付税 1,550,000 

11 交通安全対策特別交付金   1,800 

  １ 交通安全対策特別交付金 1,800 
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款 項 金   額 

12 分担金及び負担金   2,260 

  ２ 負担金 2,260 

13 使用料及び手数料   128,742 

  １ 使用料 98,353 

  ２ 手数料 30,389 

14 国庫支出金   1,004,732 

  １ 国庫負担金 786,861 

  ２ 国庫補助金 213,161 

  ３ 委託金 4,710 

15 県支出金   1,141,788 

  １ 県負担金 387,301 

  ２ 県補助金 711,252 

  ３ 委託金 43,235 

16 財産収入   11,802 

  １ 財産運用収入 11,801 

  ２ 財産売払収入 1 

17 寄附金   2 

  １ 寄附金 2 

18 繰入金   138,348 

  １ 特別会計繰入金 1 

  ２ 基金繰入金 138,347 

19 繰越金   30,000 

  １ 繰越金 30,000 

20 諸収入   84,560 

  １ 延滞金、加算金及び過料 4,328 

  ２ 村預金利子 1 

  ３ 貸付金元利収入 1 

  ４ 雑入 80,230 

21 村債   190,400 

  １ 村債 190,400 

歳 入 合 計 6,621,442 
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（歳 出） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 議会費   100,615 

  １ 議会費 100,615 

２ 総務費   929,816 

  １ 総務管理費 760,209 

  ２ 徴税費 95,408 

  ３ 戸籍住民基本台帳費 45,878 

  ４ 選挙費 25,989 

  ５ 統計調査費 829 

  ６ 監査委員費 1,503 

３ 民生費   2,602,728 

  １ 社会福祉費 1,113,383 

  ２ 児童福祉費 1,489,345 

４ 衛生費   801,546 

  １ 保健衛生費 400,671 

  ２ 清掃費 400,875 

５ 労働費   3,781 

  １ 労働諸費 3,781 

６ 農林水産業費   114,258 

  １ 農業費 102,488 

  ２ 林業費 859 

  ３ 水産業費 10,911 

７ 商工費   108,483 

  １ 商工費 108,483 

８ 土木費   425,670 

  １ 土木管理費 16,411 

  ２ 道路橋梁費 250,964 

  ３ 河川費 4,176 

  ４ 都市計画費 33,932 

  ５ 下水道費 120,187 

９ 消防費   249,684 

  １ 消防費 249,684 
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款 項 金   額 

10 教育費   690,834 

  １ 教育総務費 108,692 

  ２ 小学校費 156,324 

  ３ 中学校費 43,577 

  ４ 幼稚園費 91,587 

  ５ 社会教育費 187,432 

  ６ 保健体育費 103,222 

11 災害復旧費   2 

  ２ 土木施設災害復旧費 2 

12 公債費   574,024 

  １ 公債費 574,024 

13 諸支出金   1 

  １ 普通財産取得費 1 

14 予備費   20,000 

  １ 予備費 20,000 

歳 出 合 計 66,521,442 

 

 

第２表 債 務 負 担 行 為 

（単位：千円） 

事  項 期  間 限 度 額 

（仮称）中部市町村会館取得事業 平成29年度から平成37年度まで 10,765 

電算システム賃借料 平成29年度から平成31年度まで 79,833 
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第３表  地 方 債 

起 債 の 目 的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法  

 千円 

証書借入 

 

 

又は 

 

 

証券発行 

年５％以内 

（ただし、利率見直し

方式で借り入れる政府

資金及び公営企業金融

公庫資金について、利

率の見直しを行った後

においては当該見直し

後の利率） 

 特別の融資条件のあ

るものを除き、償還期

限は、据置期間を含め

40年以内、償還方法

は、元金均等又は元利

均等による。 

 ただし、財政の都合

により据置期間及び償

還期間を短縮し、もし

くは繰上げ償還又は低

利に借換えすることが

できる。 

臨時財政対策債 164,000 

施設整備債 14,800 

防災施設整備債 1,900 

道路整備事業債 9,700 

計 190,400 

 

 それでは第１表の歳入歳出予算のほう、歳入

から読み上げて御提案申し上げます。 

 歳入、１款村税、１款村民税、金額が７億

9,326万4,000円。２項固定資産税、10億665万

5,000円。３項軽自動車税、5,768万2,000円。

４項村たばこ税、9,266万3,000円。５項特別土

地保有税は費目存置でございます。 

 ２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税、金

額が1,188万2,000円。２項自動車重量譲与税、

2,881万8,000円。３項特別とん譲与税、200万

円。４項地方道路譲与税は費目存置でございま

す。 

 ３款利子割交付金、１項利子割交付金、247

万9,000円。 

 ４款配当割交付金、１項配当割交付金、519

万9,000円。 

 ５款株式等譲渡所得割交付金、１項株式等譲

渡所得割交付金、457万8,000円。 

 ６款地方消費税交付金、１項地方消費税交付

金、２億8,942万6,000円。 

 ７款ゴルフ場利用税交付金、１項ゴルフ場利

用税交付金、2,762万2,000円。 

 ８款自動車取得税交付金、１項自動車取得税

交付金、668万4,000円。 

 ９款地方特例交付金、１項地方特例交付金、

805万4,000円。 

 10款地方交付税、１項地方交付税、15億

5,000万円。 

 11款交通安全対策特別交付金、１項交通安全

対策特別交付金、180万円。 

 12款分担金及び負担金、２項負担金、226万

円。 

 13款使用料及び手数料、１項使用料、9,835

万3,000円。２項手数料、3,038万9,000円。 

 14款国庫支出金、１項国庫負担金、７億

8,686万1,000円。２項国庫補助金、２億1,316

万1,000円。３項委託金、471万円。 

 15款県支出金、１項県負担金、３億8,730万

1,000円。２項県補助金、７億1,125万2,000円。

３項委託金、4,323万5,000円。 

 16款財産収入、１項財産運用収入、1,180万

1,000円。２項財産売払収入は費目存置でござ

います。 

 17款寄附金も同じく費目存置でございます。 

 18款繰入金、１項特別会計繰入金も費目存置

でございます。２項基金繰入金、１億3,834万
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7,000円。 

 19款繰越金、１項繰越金は3,000万円でござ

います。 

 20款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、

432万8,000円。２項村預金利子、３項貸付金元

利収入は費目存置でございます。４項雑入、

8,023万円。 

 21款村債、１項村債、１億9,040万円でござ

います。 

 歳入合計66億2,144万2,000円でございます。 

 続いて歳出でございます。１款議会費、１項

議会費、１億61万5,000円。 

 ２款総務費、１項総務管理費、７億6,020万

9,000円。２項徴税費、9,540万8,000円。３項

戸籍住民基本台帳費、4,587万8,000円。４項選

挙費、2,598万9,000円。５項統計調査費、82万

9,000円。６項監査委員費、150万3,000円。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、11億1,338万

3,000円。２項児童福祉費、14億8,934万5,000

円。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、４億67万

1,000円。２項清掃費、４億87万5,000円。 

 ５款労働費、１項労働諸費、378万1,000円。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、１億248万

8,000円。２項林業費、85万9,000円。３項水産

業費、1,091万1,000円。 

 ７款商工費、１項商工費、１億848万3,000円。 

 ８款土木費、１項土木管理費、1,641万1,000

円。２項道路橋梁費、２億5,096万4,000円。３

項河川費、417万6,000円。４項都市計画費、

3,393万2,000円。５項下水道費、１億2,018万

7,000円。 

 ９款消防費、１項消防費、２億4,968万4,000

円。 

 10款教育費、１項教育総務費、１億869万

2,000円。２項小学校費、１億5,632万4,000円。

３項中学校費、4,357万7,000円。４項幼稚園費、

9,158万7,000円。５項社会教育費、１億8,743

万2,000円。６項保健体育費、１億322万2,000

円。 

 11款災害復旧費、２項土木施設災害復旧費は

2,000円の費目存置。 

 12款公債費、１項公債費、５億7,402万4,000

円。 

 13款諸支出金、１項普通財産取得費は1,000

円の費目存置。 

 14款予備費、１項予備費、2,000万円。 

 歳出合計、66億2,144万2,000円でございます。 

 続いて第２表債務負担行為。事項は、まず

（仮称）中部市町村会館取得事業、期間が平成

29年度から平成37年度まで。限度額が1,076万

5,000円。次に電算システム賃借料、平成29年

度から平成31年度まで、7,983万3,000円。 

 続いて第３表地方債。起債の目的、限度額、

起債の方法、利率、償還の方法で読み上げて提

案します。まず臨時財政対策債、限度額が１億

6,400万円。施設整備債、1,480万円。防災施設

整備債、190万円。道路整備事業債、970万円。

合計で１億9,040万円。全て起債の方法は証書

借入又は証券発行。利率が年５％以内（ただし、

利率見直し方式で借り入れる政府資金及び公営

企業金融公庫資金について、利率の見直しを

行った後においては当該見直し後の利率）。償

還の方法、特別の融資条件のあるものを除き、

償還期限は、据置期間を含め40年以内、償還方

法は、元金均等又は元利均等による。ただし、

財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮

し、もしくは繰上げ償還又は低利に借換えする

ことができる。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１０時１１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時４０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 これで提案理由の説明を終わります。 
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 日程第２ 議案第23号 平成28年度中城村国

民健康保険特別会計予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第23号 平成28年度中

城村国民健康保険特別会計予算について御提案

申し上げます。 

 

 

議案第23号 

 

平成28年度中城村国民健康保険特別会計予算 

 

 平成28年度中城村国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,868,436千円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の最高額は、500,000千円と定め

る。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１） 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合にお

ける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 （２） 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足が生じた場合における同一款内でのこ

れらの経費の各項の間の流用。 

 

   平成28年３月７日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 国民健康保険税   361,336 

  １ 国民健康保険税 361,336 

２ 一部負担金   2 

  １ 一部負担金 2 
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款 項 金   額 

３ 使用料及び手数料   430 

  １ 手数料 430 

４ 国庫支出金   1,064,849 

  １ 国庫負担金 627,399 

  ２ 国庫補助金 437,450 

５ 療養給付費交付金   16,464 

  １ 療養給付費交付金 16,464 

６ 前期高齢者交付金   123,909 

  １ 前期高齢者交付金 123,909 

７ 県支出金   194,314 

  １ 県負担金 24,546 

  ２ 県補助金 169,768 

８ 共同事業交付金   844,629 

  １ 共同事業交付金 844,629 

９ 財産収入   1 

  １ 財産運用収入 1 

10 繰入金   256,191 

  １ 他会計繰入金 256,190 

  ２ 基金繰入金 1 

11 繰越金   2 

  １ 繰越金 2 

12 諸収入   6,309 

  １ 延滞金・加算金及び過料 3,002 

  ２ 預金利子 1 

  ３ 受託事業収入 1 

  ４ 雑入 3,305 

歳 入 合 計 2,868,436 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 総務費   38,667 

  １ 総務管理費 31,781 
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款 項 金   額 

１ 総務費 ２ 徴税費 6,838 

  ３ 運営協議会費 48 

２ 保険給付費   1,516,474 

  １ 療養諸費 1,283,150 

  ２ 高額療養費 212,650 

  ３ 移送費 2 

  ４ 出産育児諸費 20,172 

  ５ 葬祭諸費 500 

３ 後期高齢者支援金等   296,523 

  １ 後期高齢者支援金等 296,523 

４ 前期高齢者納付金等   156 

  １ 前期高齢者納付金等 156 

５ 老人保健拠出金   11 

  １ 老人保健拠出金 11 

６ 介護納付金   147,494 

  １ 介護納付金 147,494 

７ 共同事業拠出金   821,276 

  １ 共同事業拠出金 821,276 

８ 保健事業費   36,181 

  １ 特定健康診査等事業費 16,201 

  ２ 保健事業費 19,980 

９ 基金積立金   1 

  １ 基金積立金 1 

10 公債費   50 

  １ 公債費 50 

11 諸支出金   1,603 

  １ 償還金及び還付加算金 1,602 

  ２ 延滞金 1 

12 予備費   10,000 

  １ 予備費 10,000 

歳 出 合 計 2,868,436 
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 それでは第１表歳入歳出予算の歳入歳出を読

み上げて御提案申し上げます。 

 まず歳入、１款国民健康保険税、１項国民健

康保険税、３億6,133万6,000円。 

 ２款一部負担金は費目存置でございます。 

 ３款使用料及び手数料、１項手数料は43万円。 

 ４款国庫支出金、１項国庫負担金、６億

2,739万9,000円。２項国庫補助金、４億3,745

万円。 

 ５款療養給付費交付金、１項療養給付費交付

金、1,646万4,000円。 

 ６款前期高齢者交付金、１項前期高齢者交付

金、１億2,390万9,000円。 

 ７款県支出金、１項県負担金、2,454万6,000

円。２項県補助金、１億6,976万8,000円。 

 ８款共同事業交付金、１項共同事業交付金、

８億4,462万9,000円。 

 ９款財産収入は費目存置でございます。 

 10款繰入金、１項他会計繰入金、２億5,619

万円。２項基金繰入金は費目存置。 

 11款繰越金、１項繰越金も費目存置。 

 12款諸収入、１項延滞金・加算金及び過料、

300万2,000円。２項預金利子、３項受託事業収

入は費目存置でございます。４項雑入、330万

5,000円。 

 歳入合計、28億6,843万6,000円。 

 続いて歳出でございます。歳出、１款総務費、

１項総務管理費、3,178万1,000円。２項徴税費、

683万8,000円。３項運営協議会費、４万8,000

円。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費、12億8,315

万円。２項高額療養費、２億1,265万円。３項

移送費は費目存置。４項出産育児諸費、2,017

万2,000円。５項総裁諸費、50万円。 

 ３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支

援金等、２億9,652万3,000円。 

 ４款前期高齢者納付金等、１項前期高齢者納

付金等、15万6,000円。 

 ５款老人保健拠出金、１項老人保健拠出金、

１万1,000円。 

 ６款介護納付金、１項介護納付金、１億

4,749万4,000円。 

 ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金、

８億2,127万6,000円。 

 ８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、

1,620万1,000円。２項保健事業費、1,998万円。 

 ９款基金積立金は費目存置。 

 10款公債費、１項公債費は５万円でございま

す。 

 11款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

160万2,000円。２項延滞金は費目存置。 

 12款予備費、１項予備費、1,000万円。 

 歳出合計、28億6,843万6,000円。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第３ 議案第24号 平成28年度中城村後

期高齢者医療特別会計予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第24号 平成28年度中

城村後期高齢者医療特別会計予算について御提

案申し上げます。 

 

 

議案第24号 

 

平成28年度中城村後期高齢者医療特別会計予算 
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 平成28年度中城村後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ123,080千円と定める。 

 ２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第１表歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１） 各項に計上した後期高齢者医療に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用。 

 

   平成28年３月７日 提出 

中城村長  浜 田 京 介 

 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 後期高齢者医療保険料   77,801 

  １ 後期高齢者医療保険料 77,801 

２ 使用料及び手数料   26 

  １ 手数料 26 

３ 寄付金   1 

  １ 寄付金 1 

４ 繰入金   43,510 

  １ 一般会計繰入金 43,509 

  ２ 他会計繰入金 1 

５ 繰越金   1 

  １ 繰越金 1 

６ 諸収入   1,741 

  １ 延滞金、加算金及び過料 2 

  ２ 償還金及び還付加算金 320 

  ３ 預金利子 1 
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款 項 金   額 

６ 諸収入 ４ 雑入 1,418 

歳 入 合 計 123,080 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 総務費   3,988 

  １ 総務管理費 2,067 

  ２ 徴収費 1,921 

２ 後期高齢者医療広域連合納付金   118,471 

  １ 後期高齢者医療広域連合納付金 118,471 

３ 諸支出金   321 

  １ 償還金及び還付加算金 320 

  ２ 繰出金 1 

４ 予備費   300 

  １ 予備費 300 

歳 出 合 計 123,080 

 

 

 第１表歳入歳出予算から読み上げて御提案申

し上げます。 

 まず歳入のほうから１款後期高齢者医療保険

料、１項後期高齢者医療保険料、7,780万1,000

円。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料、２万

6,000円。 

 ３款寄附金は費目存置。 

 ４款繰入金、１項一般会計繰入金、4,350万

9,000円。２項他会計繰入金は費目存置。 

 ５款繰越金、１項繰越金も費目存置。 

 ６款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料、

費目存置でございます。２項償還金及び還付加

算金、32万円。３項預金利子は費目存置。４項

雑入、141万8,000円。 

 歳入合計、１億2,308万円でございます。 

 続いて歳出でございます。歳出、１款総務費、

１項総務管理費、206万7,000円。２項徴収費、

192万1,000円。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項後

期高齢者医療広域連合納付金、１億1,847万

1,000円。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

32万円。２項繰出金は費目存置。 

 ４款予備費、１項予備費、30万円。 

 歳出合計、１億2,308万円でございます。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第４ 議案第25号 平成28年度中城村土

地区画整理事業特別会計予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第25号 平成28年度中
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城村土地区画整理事業特別会計予算について御

提案申し上げます。 

 

 

議案第25号 

 

平成28年度中城村土地区画整理事業特別会計予算 

 

 平成28年度中城村土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ601,305千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、100,000千

円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用す

ることができる場合は、次のとおりと定める。 

  各項に計上した土地区画整理事業費に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項間の流用。 

 

平成28年３月７日提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 使用料及び手数料   1,300 

  ２ 使用料 1,300 

２ 繰入金   400,000 

  １ 基金繰入金 400,000 

３ 繰越金   2 

  １ 繰越金 2 
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款 項 金   額 

４ 諸収入   2 

  １ 雑入 2 

５ 保留地処分金   200,000 

  １ 南上原区画整理事業保留地処分金 200,000 

６ 村債   1 

  １ 村債 1 

歳 入 合 計 601,305 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 土地区画整理事業費   601,303 

  １ 南上原土地区画整理事業費 601,303 

２ 公債費   1 

  １ 公債費 1 

３ 予備費   1 

  １ 予備費 1 

歳 出 合 計 601,305 

 

 

 第１表歳入歳出予算のほうから読み上げて御

提案申し上げます。 

 まず歳入、１款使用料及び手数料、２項使用

料、130万円。 

 ２款繰入金、１項基金繰入金、４億円。 

 ３款繰越金、１項繰越金は費目存置。 

 ４款諸収入、１項雑入も費目存置。 

 ５款保留地処分金、１項南上原区画整理事業

保留地処分金、２億円。 

 ６款村債、１項村債も費目存置。 

 歳入合計、６億130万5,000円。 

 次歳出、１款土地区画整理事業費、１項南上

原土地区画整理事業費、６億130万3,000円。 

 ２款公債費、３款予備費は費目存置でござい

ます。 

 歳出合計、６億130万5,000円。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第５ 議案第26号 平成28年度中城村公

共下水道事業特別会計予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第26号 平成28年度中

城村公共下水道事業特別会計予算について御提

案申し上げます。 
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議案第26号 

 

平成28年度中城村公共下水道事業特別会計予算 

 

 平成28年度中城村公共下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ366,320千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（地方債） 

第２条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度

額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第２表地方債」による。 

（一時借入金） 

第３条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、200,000千円

と定める。 

（歳出予算の流用） 

第４条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係る予算額に過

不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

 

平成28年３月７日提出 

中 城 村 長 浜 田 京 介 

 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 使用料手数料   26,060 

  １ 使用料 26,000 

  ２ 手数料 60 

２ 県支出金   120,000 

  １ 県補助金 120,000 

３ 繰入金   120,187 

  １ 一般会計繰入金 120,187 
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款 項 金   額 

４ 繰越金   1 

  １ 繰越金 1 

５ 諸収入   5,172 

  １ 預金利子 1 

  ２ 雑入 5,171 

６ 村債   94,900 

  １ 村債 94,900 

歳 入 合 計 366,320 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 公共下水道費   249,305 

  １ 公共下水道費 249,305 

２ 公債費   116,815 

  １ 公債費 116,815 

３ 予備費   200 

  １ 予備費 200 

歳 出 合 計 366,320 

 

 

第２表  地方債      

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

下水道整備事業 

千円 
 

 

 

 

 

94,900 

証書借入 

又は   

証券発行 

年５％以内 

 特別の融資条件のある

ものを除き、償還期限

は、据置期間を含め40年

以内、償還方法は、元金

均等又は元利均等によ

る。 

 ただし、財政の都合に

より据置期間及び償還期

間を短縮し、もしくは、

繰り上げ償還又は低利に

借換えすることができ

る。 

計 94,900    
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 第１表歳入歳出予算のほうから読み上げさせ

ていただきます。 

 歳入、１款使用料手数料、１項使用料、

2,600万円。２項手数料、６万円。 

 ２款県支出金、１項県補助金、１億2,000万

円。 

 ３款繰入金、１項一般会計繰入金、１億

2,018万7,000円。 

 ４款繰越金は費目存置。 

 ５款諸収入、１項預金利子は費目存置。２項

雑入、517万1,000円。 

 ６款村債、１項村債、9,490万円。 

 歳入合計、３億6,632万円。 

 続いて歳出、１款公共下水道費、１項公共下

水道費、２億4,930万5,000円。 

 ２款公債費、１項公債費、１億1,681万5,000

円。 

 ３款予備費、１項予備費、20万円。 

 歳出合計、３億6,632万円。 

 続いて第２表の地方債でございます。まず起

債の目的、下水道整備事業。限度額、9,490万

円。起債の方法、証書借入又は証券発行。利率、

年５％以内。償還の方法は、特別の融資条件の

あるものを除き、償還期限は据置期間を含め40

年以内、償還方法は、元金均等又は元利均等に

よる。ただし、財政の都合により据置期間及び

償還期間を短縮し、もしくは、繰り上げ償還又

は、低利に借換えすることができる。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第６ 議案第27号 平成28年度中城村汚

水処理施設管理事業特別会計予算を議題としま

す。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第27号 平成28年度中

城村汚水処理施設管理事業特別会計予算につい

て御提案申し上げます。 

 

 

議案第27号 

 

平成28年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計予算 

 

 平成28年度中城村汚水処理施設管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,307千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」による。 

（歳出予算の流用） 

第２条 地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流

用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  各項に計上した汚水処理施設管理事業に係る予算額に過不足が生じた場合における同一款内

でのこれらの各項の間の流用。 
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平成28年３月７日提出 

中 城 村 長 浜 田 京 介 

 

 

第１表  歳 入 歳 出 予 算 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 使用料及び手数料   2,302 

  １ 使用料 2,301 

  ２ 手数料 1 

２ 寄附金   1 

  １ 寄附金 1 

３ 繰入金   1 

  １ 基金繰入金 1 

４ 繰越金   1 

  １ 繰越金 1 

５ 諸収入   2 

  １ 預金利子 1 

  ２ 雑収入 1 

歳 入 合 計 2,307 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 汚水処理施設管理費   2,171 

  １ 汚水処理施設管理費 2,171 

２ 予備費   136 

  １ 予備費 136 

歳 出 合 計 2,307 
 
 

 第１表歳入歳出予算。 

 歳入、１款使用料及び手数料、１項使用料、

230万1,000円。２項手数料は費目存置。 

 ２款寄附金、３款繰入金、４款繰越金は全て

費目存置でございます。５款諸収入まで費目存

置でございます。 

 歳入合計、230万7,000円。 

 続いて歳出、１款汚水処理施設管理費、１項

汚水処理施設管理費、217万1,000円。 

 ２款予備費、１項予備費、13万6,000円。 
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 歳出合計、230万7,000円でございます。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 

 日程第７ 議案第28号 平成28年度中城村水

道事業会計予算を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 議案第28号 平成28年度中

城村水道事業会計予算について御提案申し上げ

ます。 

 

 

議案第28号 

 

平成28年度中城村水道事業会計予算について 

 

 みだしのことについて、地方公営企業法第24条第２項の規定により議会の議決を求める。 

 

   平成28年３月７日提出 

中 城 村 長 浜 田 京 介 

 

平成28年度中城村水道事業会計予算 

 

（総則） 

第１条 平成28年度中城村水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

（業務の予定量） 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

（１） 給水栓数 5,757  栓 

（２） 年間配水量 2,188,837  ㎥ 

（３） 一日平均配水量 5,997  ㎥ 

（４） 主要な建設改良事業 村内配水管布設工事及び設計委託業務 

 

（収益的収入及び支出） 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

収   入 

第１款 水道事業収益 501,068  千円 

 第１項 営業収益 452,081  千円 

 第２項 営業外収益 48,984  千円 

 第３項 特別利益 3  千円 
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支   出 

第１款 水道事業費用 485,206  千円 

 第１項 営業費用 476,868  千円 

 第２項 営業外費用 7,236  千円 

 第３項 特別損失 102  千円 

 第４項 予備費 1,000  千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額139,484千円（建設改良支出のうち、45千円は賞

与引当金取崩計上によるものであるため減額する。）は当年度消費税及び地方消費税資本的収

支調整額3,770千円、過年度損益勘定留保資金135,714千円、で補填するものとする。 

 

収   入 

第１款 資本的収入 38,001  千円 

 第１項 国庫補助金 36,000  千円 

 第２項 出資金 2,000  千円 

 第３項 固定資産売却代金 1  千円 

支   出 

第１款 資本的支出 177,530  千円 

 第１項 建設改良費 100,956  千円 

 第２項 企業債償還金 8,607  千円 

 第３項 その他資本的支出 970  千円 

 第４項 投資その他の資産 66,996  千円 

 第５項 予備費 1  千円 

 

（一時借入金） 

第５条 一時借入金の限度額は、20,000千円と定める。 

 

（予定支出の各項の経費の金額の流用） 

第６条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）営業費用と営業外費用及び特別損失との間 

  （２）建設改良費と企業債償還金との間 

 

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 
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  （１）職員給与費41,385千円 

 

（棚卸資産購入限度額） 

第８条 棚卸資産の購入限度額は、2,297千円と定める。 

 

平成28年３月７日 提出 

中城村長 浜 田 京 介 

 

 みだしのことについて、地方公営企業法第24

条第２項の規定により、議会の議決を求めます。

平成28年３月７日提出、中城村長 浜田京介。 

 １ページのほうから読み上げて御提案申し上

げます。議案第28号 平成28年度中城村水道事

業会計予算。 

 第１条（総則）平成28年度中城村水道事業会

計の予算は、次に定めるところによる。 

 第２条（業務の予定量）業務の予定量は、次

のとおりとする。（１）給水栓数、5,7557栓。

（２）年間配水量、218万8,837㎥。（３）一日

平均配水量、5,997㎥。（４）主要な建設改良事

業、村内配水管布設工事及び設計委託業務。 

 第３条（収益的収入及び支出）収益的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 まず収入第１款水道事業収益、第１項営業収

益、４億5,208万1,000円。第２項営業外収益、

4,898万4,000円。第３項特別利益、3,000円。 

 次に支出でございます。支出、第１款水道事

業費用、第１項営業費用、４億7,686万8,000円。

第２項営業外費用、726万6,000円。第３項特別

損失、10万2,000円。第４項予備費、100万円。 

 第４条（資本的収入及び支出）資本的収入及

び支出の予定額は、次のとおりと定める。資本

的収入額が資本的支出額に不足する額１億

3,948万4,000円（建設改良支出のうち、４万

5,000円は賞与引当金取崩計上によるものであ

るため増額する。）は、当年度消費税及び地方

消費税資本的収支調整額377万円、過年度損益

勘定留保資金１億3,571万4,000円で補填するも

のとする。 

 収入の第１款資本的収入、第１項国庫補助金、

3,600万円。第２項出資金、200万円。第３項固

定資産売却代金は費目存置。 

 支出の第１款資本的支出、第１項建設改良費、

１億95万6,000円。第２項企業債償還金、860万

7,000円。第３項その他資本的支出、97万円。

第４項投資その他の資産、6,699万6,000円。第

５項予備費は費目存置。 

 第５条（一時借入金）一時借入金の限度額は

2,000万円と定める。 

 第６条（予定支出の各項の経費の金額の流用）

予定支出の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。（１）営

業費用と営業外費用及び特別損失との間。（２）

建設改良費と企業債償還金との間。 

 第７条（議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費）次に掲げる経費については、

その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に

流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。（１）職員給与費、4,138万5,000円。 

 第８条（棚卸資産購入限度額）棚卸資産の購

入限度額は、229万7,000円と定める。 

 平成27年３月６日提出、中城村長 浜田京介。 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 これで提案理由の説明を

終わります。 
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 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

  散 会（１１時０４分） 
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平成28年第１回中城村議会定例会（第４日目） 

招 集 年 月 日 平成28年３月７日（月） 

招 集 の 場 所 中 城 村 議 会 議 事 堂 

開 会 ・ 散 会 ・ 

閉 会 等 日 時 

開  議 平成28年３月10日  （午前10時00分） 

散  会 平成28年３月10日  （午後２時48分） 

応 招 議 員 

 

 

（ 出 席 議 員 ） 

議 席 番 号 氏   名 議 席 番 号 氏   名 

１ 番 石 原 昌 雄 ９ 番 新 垣 德 正 

２ 番 外 間 博 則 10 番 安 里 ヨシ子 

３ 番 大 城 常 良 11 番 新 垣 光 栄 

４ 番 欠   員 12 番 新 垣 博 正 

５ 番 仲 松 正 敏 13 番 仲 座   勇 

６ 番 新 垣 貞 則 14 番 新 垣 善 功 

７ 番 金 城   章 15 番 宮 城 重 夫 

８ 番 伊 佐 則 勝 16 番 與那覇 朝 輝 

欠 席 議 員     

会議録署名議員 12 番 新 垣 博 正 13 番 仲 座   勇 

職務のため本会議 
に 出 席 し た 者 議会事務局長 知 名   勉 議 事 係 長 比 嘉   保 

地方自治法第121 

条の規定による 

本 会 議 出 席 者 

村 長 浜 田 京 介 企 画 課 長 與 儀   忍 

副 村 長 比 嘉 正 豊 
企 業 立 地 ・ 
観光推進課長 屋 良 朝 次 

教 育 長 呉 屋 之 雄 都市建設課長 新 垣   正 

総 務 課 長 新 垣 親 裕 
農 林 水 産 課 長 兼 
農業委員会事務局長 津 覇 盛 之 

住民生活課長 仲 村 盛 和 上下水道課長 仲 村 武 宏 

会計管理者 比 嘉 義 人 教育総務課長 名 幸   孝 

税 務 課 長 稲 嶺 盛 昌 
生涯学習課長兼 
生涯学習係長 新 垣 一 弘 

福 祉 課 長 仲 松 範 三 
教 育 総 務 課 
主 幹 伊 波 正 明 

健康保険課長 比 嘉 健 治   
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議 事 日 程 第 ４ 号 

日 程 件 名 

第 １ 

第 ２ 

 

第 ３ 

 

第 ４ 

第 ５ 

 

第 ６ 

 

第 ７ 

 

第 ８ 

第 ９ 

第 10 

第 11 

第 12 

第 13 

第 14 

第 15 

第 16 

 

第 17 

第 18 

第 19 

第 20 

第 21 

議案第１号 中城村行政不服審査会条例 

議案第２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

議案第３号 中城村行政不服審査法の規定による提出資料等の写し等の交付に係る手数

料に関する条例 

議案第４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

議案第５号 中城村特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改

正する条例 

議案第６号 中城村教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正

する条例 

議案第７号 中城村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例 

議案第８号 中城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第９号 中城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第10号 中城村職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

議案第11号 中城村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例 

議案第12号 沖縄県介護保険広域連合を組織する地方公共団体の増加及び規約の変更 

議案第13号 中城村汚水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

議案第14号 中城村護佐丸歴史資料図書館の設置及び管理に関する条例 

議案第15号 中城村道路線の認定について 

議案第16号 中部広域市町村圏事務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う規約

の変更 

議案第17号 平成27年度中城村一般会計補正予算（第６号） 

議案第18号 平成27年度中城村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第19号 平成27年度中城村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

議案第20号 平成27年度中城村土地区画整理事業特別会計補正予算（第３号） 

議案第21号 平成27年度中城村公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） 
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○議長 與那覇朝輝 おはようございます。こ

れより本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 日程第１ 議案第１号 中城村行政不服審査

会条例を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 質疑をさせていただき

ます。 

 議案第１号の条例の中の第２条、審査会は５

名以内の委員で組織するとありますが、これは

実際に何人を予定しているのかどうか。これは

もう決まっておられるのかどうか。これが１点

目です。 

 あと５条のほうに専門員を置くと、置くこと

ができるということもあるんですが、それは１

名として考えていいのか、あるいはまたそれ以

上の専門員が必要なのか。これが２点目です。 

 ３点目は、平成25年から平成27年の３年間、

年間を通して不服申立が年間別で何件ぐらい

あったのか。その３点を伺いたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 専門員５名以内ということでありますけれど

も、まだ委嘱はしていませんが、行政不服審査

法の不服審査があった場合の３名の方について、

今、弁護士を２人、大学教授を１人に委嘱をし

て、もう終わってはございます。その方々を今

予定してございますが、３名ということで今進

めています。委嘱は４月以降ということになり

ます。 

 それからその専門員については、その案件案

件によって、例えば税の問題、問題によってそ

の専門員を招集できるということですので、そ

の案件案件によって人数が変わってくるという

ことでございます。 

 それから何件あったかということですが、異

議申立について、昨年についてはなかったと理

解しております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 審査委員として弁護士

が２名、あと１人は大学教授のトータルで３名

を予定しているということなんですが、これは

この議案が通った場合、４月１日から施行とい

うことになるはずなんですが、それは４月１日

以降に何かあった場合にすぐ間に合うのかどう

か。これはまだ決まっていないということなん

ですけれども、それは４月１日までには決めて

スタートするのが常道だと思うんですが、その

点はいかがですか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 この３名の方、今言うように内諾はいただい

ているんですが、ただ１人について、うちの顧

問弁護士が１人いらっしゃるということで、そ

のあたりの利害関係が役場側と出てきますので、

その辺を今どうするかということで進めていま

す。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 議案第１号は非常に村

民にとっては大変重要な議案になるかと思いま

すので、ぜひひとつ村民に損害のないような、

きっちりした体制を整えていただいて、それで

４月１日から発信、発信というよりは、この議

案が通った暁には、ぜひひとつしっかりした対

応で臨んでいただきたいと思いますので、これ

もまたひとつよろしくお願いします。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 ほかにありますか。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時０９分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 
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○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第１号 中城村行政不服審査会条例は、

総務常任委員会に付託したいと思います。御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第１号 中城村行政不服審査

会条例は総務常任委員会に付託することに決定

しました。 

 日程第２ 議案第２号 特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１０時１１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１５分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第２号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第２号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第２号 特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第２号 特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例は原案のとおり可決されまし

た。 

 日程第３ 議案第３号 中城村行政不服審査

法の規定による提出資料等の写し等の交付に係

る手数料に関する条例を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１０時１７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１９分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第３号 中城村行政不服審査法の規定に

よる提出資料等の写し等の交付に係る手数料に

関する条例は、総務常任委員会に付託したいと

思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第３号 中城村行政不服審査

法の規定による提出資料等の写し等の交付に係

る手数料に関する条例は総務常任委員会に付託

することに決定いたしました。 

 日程第４ 議案第４号 行政不服審査法の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例を議題と

します。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 休憩します。 
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休 憩（１０時２０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第４号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第４号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第４号 行政不服審査法の施行

に伴う関係条例の整備に関する条例を採決いた

します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第４号 行政不服審査法の施

行に伴う関係条例の整備に関する条例は原案の

とおり可決されました。 

 日程第５ 議案第５号 中城村特別職の職員

で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第５号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第５号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第５号 中城村特別職の職員で

常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部

を改正する条例を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第５号 中城村特別職の職員

で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例は原案のとおり可決されまし

た。 

 日程第６ 議案第６号 中城村教育長の給与、

勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第６号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第６号は委員会付託を省略し

ます。 
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 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第６号 中城村教育長の給与、

勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第６号 中城村教育長の給与、

勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 日程第７ 議案第７号 中城村議会の議員の

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第７号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第７号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第７号 中城村議会の議員の報

酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第７号 中城村議会の議員の

報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例は原案のとおり可決されました。 

 日程第８ 議案第８号 中城村職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１０時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時４６分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第８号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第８号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第８号 中城村職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例を採決いたしま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。
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したがって、議案第８号 中城村職員の給与に

関する条例の一部を改正する条例は原案のとお

り可決されました。 

 日程第９ 議案第９号 中城村職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第９号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第９号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第９号 中城村職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例を採

決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第９号 中城村職員の勤務時

間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

は原案のとおり可決されました。 

 日程第10 議案第10号 中城村職員の旅費に

関する条例の一部を改正する条例を議題としま

す。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第10号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第10号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第10号 中城村職員の旅費に関

する条例の一部を改正する条例を採決いたしま

す。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第10号 中城村職員の旅費に

関する条例の一部を改正する条例は原案のとお

り可決されました。 

 日程第11 議案第11号 中城村人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 議案第11号についての

質疑を行いたいと思います。 

 改正前と改正後の表があるんですけれども、

その中で（２）職員の人事評価の状況というの

があるんですが、これは現在、この人事評価の

評価表というのが作成されているのかどうか。

その１点と、６番のほうの職員の退職管理の状
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況があるんですが、これはどういう内容なのか。

この２点を伺いたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 今の御質疑の職員の人事評価の状況というこ

とですが、これは地公法で今後公表しなさいと

いう法律の改正がございましたので、今回お願

いしているところですけれども、今、評価につ

いてはまだ作成中でございます。評価のシート

とか、そういうものに近隣市町村との整合性も

また含めながら、今調整中でございます。 

 あと職員の退職管理の状況はどうなっている

かということですが、今まではそれがなかった

ので、今後はまたこれを加えるということでご

ざいます。 

 内容については、再就職とかそういうものが

出てくると理解しております。退職者のですね。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今、課長のほうから答

弁があったんですが、人事評価については作成

中と。これも下の附則のほうを見たら、これも

４月１日からの施行ということになっているん

ですけれども、これは果たして間に合いますか

という中で、本当にこれは大丈夫なのかと思っ

ております。 

 ６番の退職管理の状況、退職してからの再就

職の、これは役場が再就職先をまた探すという

手はずになるわけですか。そこら辺はどうです

か。どこかまた探してやるとか、そういう話が

今聞こえたんですけれども、そこはどうですか。

この２点、もう１回。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 この評価については猶予期間がございまして、

その猶予期間の中で対応したいと思っています。 

 それからその状況ですけれども、再就職の

あっせんもするのかということで理解しており

ますが、そういうことはしないです。退職後の

状況の把握をしたいということです。退職後の

再就職はどうなったかというような把握をして

管理をするということです。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今の上のほうの人事評

価のほうは何か猶予期間があるということを今

伺ったんですが、この猶予期間というのは月別

なのか、半年なのか、１年なのか、その猶予期

間を教えてください。 

 退職管理の状況というのが、全然趣旨がつか

めないものですから、とりあえず本人が定年退

職になったと。その中でそれ以後の、個人本人

のこれからの生活はどうなるのか。そこまで聞

かないといけないのかどうか。そういう問題で

すか。これは最後の質疑になるものですから、

きっちりとした答弁をお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 私のほうから答弁をさせ

ていただきます。 

 まず職員の人事評価につきましては、公表と

いうのは毎月云々ではなくて、年に一度、１回

になります。そのために今、評価シート等の準

備をしているところでございます。多分12月末

までには公表しなければならないという制度に

なると考えています。 

 それと退職者の管理状況も公表しなさいとい

うことなんですが、これは厳密的に申し上げま

すと、いちいちその人がどこにいて農業をして

いるとか、無職だという話ではございません。

何年度に何名の退職者がいて、そういう方がど

ういう状況にありますという公表をしなければ

いけないということなんです。基本的に、個人

の退職後の、個人的に就職をしているのか、農

業をしているのか、全くの無職なのか、趣味だ

けで生きているのかという部分までの公表では

ないです。あくまでもこれは退職した人数とか

そういうものを公表してやるというのが今回の
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地方公務員法の改正の中で公表しなさいという

部分があるということで御理解をお願いしたい

と思います。決して個人的な部分まで全部踏み

込んで公表するということでは、これはあり得

ません。そうなってくると、個人保護条例とか

個人保護の違反になりますので、そういうこと

ではないということを御理解ください。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の質

疑を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時５８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１９分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第11号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第11号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第11号 中城村人事行政の運営

等の状況の公表に関する条例の一部を改正する

条例を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第11号 中城村人事行政の運

営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す

る条例は原案のとおり可決されました。 

 日程第12 議案第12号 沖縄県介護保険広域

連合を組織する地方公共団体の増加及び規約の

変更を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１１時２１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第12号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第12号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第12号 沖縄県介護保険広域連

合を組織する地方公共団体の増加及び規約の変

更を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第12号 沖縄県介護保険広域

連合を組織する地方公共団体の増加及び規約の

変更は原案のとおり可決されました。 

 日程第13 議案第13号 中城村汚水処理施設
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の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１１時２５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２７分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第13号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第13号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第13号 中城村汚水処理施設の

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第13号 中城村汚水処理施設

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例は原案のとおり可決されました。 

 日程第14 議案第14号 中城村護佐丸歴史資

料図書館の設置及び管理に関する条例を議題と

します。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 議案第14号について質

疑をしたいと思います。 

 条例の中の第９条の２項なんですが、下のほ

うに、２項のほうに教育委員会は特に必要と認

めるときには使用料を減免することができると

いう旨の文言が入っているんですけれども、こ

れは例えばどういう場合に減免を予定している

のか。 

 あと次ページの第11条の３なんですけれども、

運営協議会の委員ということがありますが、こ

れは運営委員会の、運営協議会の委員はもう決

定しておられるのかどうか。 

 同じく協議会の主な協議内容というのか、ど

ういうものを話し合うのかどうか。この３点を

お願いしたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 た

だいまの質疑にお答えいたします。 

 まず第９条の第２項ですけれども、この中で

例えば別表１にありますように、展示室とか企

画室を村民が使った場合、その中で例えば補助

金団体、学校関係とか、例えばそこで展示をし

た場合、さすがにそこから取ることはできませ

んので、お互いの条例、ほかの施設と同等にこ

れは減免するということの扱いだと思います。 

 続きまして第11条についてです。運営協議会

ですけれども、協議会の委員は５人以内の組織

とありますが、今のところ、まだ委嘱はしてい

ません。４月１日に委嘱する予定であります。

ただ、５月30日から一応開館の予定ではありま

すが、それまでにその人数内で委嘱したいと

思っています。 

 それとどのような仕事をするかといいますと、

どうしても大きな図書館ですので、その図書館

の運営管理、細かい選書に関しては職員がやり
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ますが、基本的な方向をしっかり協議してもら

いたいと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今の１番目のほうです

が、どういう場合を想定するかということは、

これは体育館、それから村民、吉の浦会館、そ

れと同等の扱いをするということで理解してい

ますけれども、それはそれでまたきっちりぜひ

村民に多く使用していただけるような体制を整

えていただきたいと思います。運営協議会のほ

うも、とりあえず予定はしているということで、

５月30日までにはおそらくできるだろうと、こ

れも理解をしております。おのおの協議会と協

議会の内容としましても、今、課長から話しが

あったとおり、大きいものに対してこれからこ

の協議会のメンバーが道をあけていくだろうと

思います。５月30日と日にちが区切られている

ものですから、ぜひそれまでには何の問題もな

く護佐丸資料館、発信というよりは出発できる

ように、ぜひ頑張っていただきたいと思います。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時３３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時３７分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 中城村護佐丸歴史

資料図書館の設置及び管理に関する条例の中で、

第２条の歴史資料図書館の名称として中城村護

佐丸歴史資料図書館と命名した。これはどうい

ういきさつでこの名前がつけられたのか伺いま

す。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 お

答えいたします。 

 これまでこの辺、近くにおきまして例えば陸

上競技場で護佐丸陸上競技場とかありますよね。

大体そのような感じで、冠のような形で上のほ

うに中城村、そして護佐丸という名前、それと

歴史資料図書館というんですか。図書館を兼ね

たという形で名称を決めさせてもらいました。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 ちょっと疑問に感

じたのは、確かに護佐丸は中城の五、六百年前

の英雄であるかもしれませんが、あれもこれも

護佐丸が入っている。その護佐丸という名前を

入れないと、資料館の何といいますか、入れな

いとまずいことがあったのかと思うんです。あ

れもこれも、運動場も護佐丸、何もかも護佐丸、

学力向上対策委員の横断幕のほうにも何か体を

鍛える、頭を鍛えるとか何か書いて、そのそば

に護佐丸のキャラクターが書かれていて、あま

りにも護佐丸という、歴史上の人物で英雄では

ありますけれども、いろんなのにそういったの

があるということに何か違和感というか、何と

いいますか、公募してできなかったのかという

ことがあるんですが、これはまた教育委員会の

方が名前をつけられたのかわかりませんけれど

も、公募の方法もあったんじゃないかと思うん

ですが。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 村長就任以来、実は護佐丸にこだわっていき

ましょうと。今、ヨシ子議員がおっしゃった郷

土の英雄護佐丸にこだわっていきましょうとい

うことで、一番最初に護佐丸競技場を改修した

ときに護佐丸という名前をつけさせていただき

ました。もちろん教育委員会とも相談しながら

ではありますが、私の気持ちが大部分入ってい

るというのは事実でございます。ですから、中

城のこの図書館も護佐丸の名前を使わせていた

だこう、学校の琉球史の勉強も中城護佐丸科、

タクシーも護佐丸タクシー、護佐丸バス、この

護佐丸という郷土の英雄を意識して、これは子
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供の教育の分野でも非常に役立つんじゃないか

という私の思いもありまして、村長に就任した

当時、早速、豊見城家に行って承諾も得て、こ

れから護佐丸公を常に前面に出していきたいん

ですけれども、御承諾いただけますかというこ

とで、非常に承諾をいただいて、向こう豊見城

家の皆さんも喜んでいただいたものですから、

そういう意味でこれからも私としてはその護佐

丸公の名にちなんだものを常に意識しながら

やっていきたいなと思っておりますので、御理

解をいただきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 村長の気持ちの入

れ方というのはよくわかりますけれども、この

開館に向けてもいろいろ準備ができていて５月

30日になったかと思うんですが、何年か前に護

佐丸まつり、530年たっているということで、

私が婦人会にいるときでしたが、いろいろ催し

物とか護佐丸公の子孫とかも入って、盛大に祭

りをやったのを思い出しました。５月30日に決

めたのも、そういう思いの入れ方なのか、ただ

の語呂合わせなのか、そういう村長の思い入れ

があって５月30日の開館になさったのか。参考

のために聞かせてください。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 ただ決めたわけではございません。もちろん

覚えていらっしゃると思いますけれども、この

議会においても護佐丸の日の制定は５月30日、

護佐丸の日の制定は議決をいただいて５月30日

の護佐丸の日が決まっておりますので、どうせ

ならと言ったらちょっと語弊がありますが、５

月30日で問題はないかということで最初にお話

ししたときに、問題はないと。もちろん、急げ

ば４月何十日かにはできたかもしれませんが、

５月30日の護佐丸の日には間違いなく間に合う

からということの回答をいただいたものですか

ら、じゃあもう５月30日にしましょうというこ

とで、これは私の意思も大分入っているのは事

実でございますので、教育委員会と話し合いな

がらではありましたけれども、この日にさせて

いただきました。御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長 與那覇朝輝 以上で安里ヨシ子議員の

質疑を終わります。 

 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 それでは議案第14号で

す。中城村護佐丸歴史資料図書館の設置及び管

理に関する条例について質疑をします。 

 図書館は知識、基盤、社会における情報の重

要性を踏まえ、資料や情報の提供など利用者及

び住民に対する直接的なサービスの実施や読書

活動の振興による機関として、また地域の情報

拠点として、利用者及び住民の要望や社会の要

請に応え、地域の実情に即した運営に努めると

あります。利用者の利便性を図るために、浦添

市立図書館はサービス向上のために閉館時受け

取りロッカーというサービスを実施しています。

これは図書館開いている時間内に本を借りに来

ることが困難な利用者のために、閉まっている

時間帯であっても図書館外部にある暗証番号式

のロッカーで予約した本を受け取ることができ

ます。このサービスは県内では浦添市だけであ

ります。全国でも先進的な取り組みということ

であります。利用者の利便性を図るために取り

入れる考えはないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 お

答えいたします。 

 ただいま議員が提言なされました利便性につ

いての話であります。これはもともとどのよう

なことかと言いますと、今、質疑にもあります

ように土日、例えば夜に来れないとかいろいろ、

そのような話もありますが、今回開館する護佐

丸歴史資料館に関しては、ほかの市町村の図書
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館と少し違いまして、なるべく開館日数をあけ

るようにしています。というのは、公休日も全

部あけます。規則のほうでも私は説明してあり

ますが、できるだけ村民に利用してもらえるよ

うにということで窓口をあけるようにしていま

す。もしその中で１年間、どうしてもさらにそ

ういうことが、住民から要望があれば、それも

十分検討していきたいと思います。以上であり

ます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 これは浦添市だけで取

り入れていますので、調査をして、こっちの土

地勘で取り入れることができるんだったら、利

用者の利便性を図る意味でも、本土でもなかな

かないみたいな事例があるものですから、浦添

市が先に進んでやっていますので、まず調査を

して、もし本村でも取り入れられるなら取り入

れたほうがいいかと思っていますので、調査は

やられてください。 

 次、図書館のサービスというのがありますけ

れども、それから調査、相談サービス、レファ

レンスの取り組みというのがあります。それか

ら障害者に対してのサービスの取り組みもあり

ます。それから危機管理の取り組みです。そう

いったいろんな取り組みがあります。危機管理

の取り組みに対しては、図書館は事故、災害、

その他非常の事態による被害を防止するために、

当該図書館の特異性を考慮し、想定される事態

に係る危機管理に関する手引書などの作成を講

じるものとあります。そういった先ほど言った

レファレンスの取り組みとか、それから障害者

に向けてのサービス、それから危機管理の手引

書とか、そういった取り組みはどうなされてい

ますか。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 お

答えいたします。 

 １、２、３、３つの質疑があります。まず調

査、相談サービスとレファレンスですが、それ

に対しては十分嘱託員、専門の方、今まで経験

をなさった方々がいますので、その方々で十分

対応できると思っています。 

 続きまして障害者へのサービスでありますが、

施設の中を見ても御存じのように、障害者対応

ということで施設もきれいに十分対応できるよ

うにできています。それとまたその障害者に対

してのいわゆる本の貸し借り、それも十分サー

ビスをしていきたいと思います。 

 ３点目の危機管理の取り組みですけれども、

現在、施設長ですか、管理体制ということで、

特に火災関係に関しても管理体制をつくって、

今年度中、今十分に進めているところでありま

す。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 今、課長からありまし

たように、レファレンスというのは職員の研修

とかをやらないといけない部分がありますので、

そういったのも少し職員の研修を積んで、住民

が利用できるような体制をつくってください。 

 図書館は基本構想ということで、本土では基

本構想等を策定しています。図書館の基本構想

を策定して、それから基本理念、基本方針を実

現するための具体的な取り組みは今からだと思

います。護佐丸歴史資料館が本、情報、人と人

とが出会い、新たな発見や新たな交流のある図

書館になるよう、幅広い年代の人々が気軽に立

ち寄り過ごすことのできる憩いの場を提供し、

さまざまな知識や情報が得られ、人との出会い

や交流が生まれる図書館を目指して頑張ってく

ださい。そうすることで地域の活性化が図られ

ると思いますので、よろしくお願いします。以

上、私の質疑です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣貞則議員の質

疑を終わります。 

 ほかに質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第14号 中城村護佐丸歴史資料図書館の

設置及び管理に関する条例は、文教社会常任委

員会に付託したいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第14号 中城村護佐丸歴史資

料図書館の設置及び管理に関する条例は文教社

会常任委員会に付託することに決定しました。 

 日程第15 議案第15号 中城村道路線の認定

について（サンヒルズ）を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１１時５４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時５７分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第15号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第15号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第15号 中城村道路線の認定に

ついてを採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第15号 中城村道路線の認定

については原案のとおり可決されました。 

 日程第16 議案第16号 中部広域市町村圏事

務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴

う規約の変更を議題とします。 

 本件については３月７日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 議案第16号についての

質疑を行いたいと思います。 

 最終ページのほうに至った理由というのがあ

るんですけれども、これは村長が読み込んでお

られたんですが、その中で変更を必要とする理

由の中に、広域にわたる観光の取り組みが必要

であるとの文言が入っているんですけれども、

本村としてその広域にわたって取り組む政策と

いうのは考えておられるのかどうか。その１点、

お願いします。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 今回、中部広域市町村圏事務組合の規約の中

の変更につきましては、これはクルーズ船が入

港することによりまして、その中城湾港に隣接

をしますうるま市、沖縄市、北中城村で共同し

て事務を処理するというところから今回の改正

に至っております。中部広域圏市町村事務組合

におきましては、研究事項としまして広域にわ

たる観光、連携に関することということで、現

在、担当レベルのほうので調査研究を行ってい

るところです。規約とはちょっとかかわりはな

いんですけれども、広域にわたる研究をしてい

るところでございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 研究はしているという
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ことなんですけれども、できるだけ、これは北

中城村も入っているものですから、我々が今

持っている中城城址を十二分に生かした観光資

源として、本村もぜひこれをこの枠内にいるの

であれば、少しでもこれに近づけていけるので

あれば、ぜひこれに取り組んでいって、城址の

活性化も含めて、本当に前向きに捉えていって

いただきたいと。そのために政策は中部広域に

発信していって、できるものがあれば吸い取っ

ていくというところでお願いしたいと思います。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１２時０１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時０３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第16号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第16号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第16号 中部広域市町村圏事務

組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴う

規約の変更を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第16号 中部広域市町村圏事

務組合の共同処理する事務の変更及びこれに伴

う規約の変更は原案のとおり可決されました。 

 以上で午前中の質疑を終了したいと思います。 

 休憩します。 

休 憩（１２時０４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 日程第17 議案第17号 平成27年度中城村一

般会計補正予算（第６号）を議題とします。 

 本件については３月８日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 議案第17号について質

疑をしたいと思います。 

 まず31ページです。２款１目19節負担金補助

及び交付金のほうなんですけれども、通知カー

ド・個人番号カード事務負担金について、まず

１点目に通知カードは村全体でどういう今状況

になっているのか。おそらく人口別でやります

と、約２万人近い住民がおりまして、その中で

全てこのカードを送ったとは思うんですが、そ

の中で拒否とかそういうのがあったのかどうか。

２点目に、この個人番号カードを申請しておら

れる人数、これは現在何件あるのか。申請した

方々には申請カードというよりは、本カード、

これはもう配られているのか。この３点です。 

 36ページの３款２項１目、20節の扶助費です。

ひとり親家庭認可外保育施設利用料のほうが

340万円ほど減になっているんですけれども、

これは説明書の中でも対象人数が減ったという

ことで減になっているんですが、これは認可保

育園に行ったがために減になったのか、あるい

はまたそれ以外の何か原因があるのか。これが

４点目です。 

 最後に51ページ、10款になるんですけれども、

２項３目学校建設費の13節委託料です。津覇小



― 140 ― 

学校改築設計業務委託料ということで1,100万

円ほど減になっているんですけれども、これは

契約内容の変更による減ということで説明書の

ほうにあったんですが、これはどういう内容の

変更があったのか。この５点、お願いしたいと

思います。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それではお答えし

ます。 

 まず通知カードの発送枚数は7,645世帯分発

送をいたしておりまして、その中で1,253通が

返戻として戻ってきました。また、その中から

再通知をいたしまして、現在預かっている件数

としては535件分、535世帯分は役場のほうで預

かっている状況であります。 

 それから通知カードの申請枚数なんですけれ

ども、２月末時点で769件の申請がありました。

その中で今役場のほうに届いているので約100

件です。100件の方の分は届いていまして、実

際受け取った方は30件、２月末時点で。そうい

う状況です。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 大城議員の質疑にお答

えします。 

 ひとり親家庭認可外保育施設利用料補助事業

につきましては、平成26年度の人数によって予

算措置をしてあります。25人の予定が17人減っ

て、対象が８人となりました。その理由としま

しては引っ越し、あるいは認可保育施設がふえ

たということで、認可保育施設に流れたことも

理由の一つであります。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それでは津覇小学

校の改築設計委託料の減額補正について、説明

をいたします。 

 当初、津覇小学校の改築は平成28年度より工

事を着工の予定で、本年度、基本設計と実施設

計を発注しております。しかし、平成26年度の

申請時点では普通教室11クラスで申請を行って

きましたが、平成28年度のクラス数が10クラス

になることとなりました。10クラスになります

と、文部省の補助資格免責というのがあります

が、これが当初は495平米あったんですけれど

も、10クラスになりますと259平米になります。

そうすると文部省の補助金が当初6,700万円を

予定していたものが、3,500万円の減額となる

ことが判明しました。また新１年生が今38名の

予定でいるんですが、これが35名以下になりま

すと、また１クラス減になりまして９クラスに

なります。もし９クラスになると補助金が300

万円しかもらえないということがありまして、

平成28年度の事業を見送ることしました。その

ことによりまして、本年度の設計を当初基本設

計と実施設計を発注しておりましたが、今回、

基本設計だけにして、実施設計分を減額したと

いうことです。 

 教育委員会としましては、中城南小学校の児

童数の増により、今、校区変更を予定している

ところであります。この校区変更のほうに津覇

小学校の生徒数の増が見込まれますので、クラ

ス数の増が見込まれますので、そのときにまた

実施設計を発注していきたいと考えているとい

ころであります。以上であります。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 また１番に戻りまして

通知カードの件なんですが、535人がまだ受け

取っていない。受け取り拒否なのかどうなのか。

持っていたんだけれども、もう取らないという

状況なのか。あと769件ですか、申請しておら

れる方々は。これはそのままの状態でいって、

１月１日から施行という話になっていたと思う

んですけれども、パーセンテージを見たら多分

3.8ぐらいのパーセントになると思うんですけ

れども、これで運営は行っていくのかどうか。

あとはもう申請した方々ですね。これは早速

使っている方もいらっしゃるのかどうか。そこ
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をもう一度伺いたいと思います。 

 あと、ひとり親家庭のほうは先ほど課長から

話がありましたとおり、認可保育園のほうに移

行した方もいるということで、25人がその対象

というよりは、不足してこういう状況になって

いるかと思いますが、このあとの８人ですね。

これはもう１回、この８人はどういう方々なの

か。ちょっと聞き漏らしてしまったものですか

ら。 

 それと津覇小学校です。これは11クラスから

10クラスに減って、これが補助金も約半分ぐら

いになってしまったと。さらにこれが35人を

切ってきた場合、もう300万円ぐらいの補助し

かないということで、こっちにおられる皆さん

も御存じのとおり、津覇小学校は相当老朽化し

ている学校ですので、これはもう補助金がもら

えなくて学校の施設の維持管理もできなくなっ

てしまうような状況になると非常にまずいと思

いますので。これはこの35人以上、40人をやっ

ぱり切ってしまった場合には、これも国からの

補助が全てなくなるという話になるかと思いま

すので、本当に課長が先ほど言ったとおり、校

区変更も踏まえて、本当にこれが早急にできる

のかどうか。こっちから設計依頼しても全然補

助金がなくてできないというような状況になっ

てしまったら、一方はどんどん増築、一方はも

う廃校になる可能性もあるという段階になって

しまうと、校区によっては非常に厳しい状況に

なるもので、そこはもう１回確認のためにいつ

ごろになるのか、その予定した月、あと何年ぐ

らいでできるのか、そこを打ち出してください。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それではお答えし

ます。 

 まず現在、役場のほうで預かっている535件

の通知カードなんですが、それの内訳としては、

受け取り拒否は実際は13人で、あと現在、宛所

なしで戻ってきているものが151件あります。

残りが再通知は全ての方にやっているんですが、

まだ実際、役場のほうで受け取ってもらえてい

ないものであります。これのトータルが535件

ということになります。 

 それから769件の個人カードの申請がありま

すが、これで運営ができるかということなんで

すが、これにつきましては個人申請ということ

になりますので、運営ができるというものでは

なくて、必ずしもこの個人カードがなければで

きないというものではなくて、通知カードの番

号と免許証であります身分証明とか、そういっ

たのがあれば行政の手続とかは可能になってき

ますので、だから運営というのとはちょっと違

うと思います。 

 それから１月１日から施行されていることに

ついての利用状況なんですが、我々住民生活課

のほうでは、このカードの発行は行うんですが、

あと利用事務というのは税の申告であるとか、

あと児童手当でありますとか、そういった場面

で利用が出てくると思いますので、ちょっとど

のように利用しているか把握できていない状況

です。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 ８人の該当者は２万6,000円以内の補助を受

けて、認可外保育施設を利用しています。保護

者の方々にも十分広報を徹底して、認可外施設

の園長・施設長、それとうちの担当職員が連携

をとってやっていますので、漏れている方はい

ないです。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 校区変更をいつ予定しているかということか

と思いますが、今、中城南小学校が増築工事を

やっておりまして、７教室の増築をしておりま

す。中城南小学校の児童数の増を見ますと、大

体、平成30年から平成31年で今増築している分
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も埋まってくると考えております。今、教育委

員会では平成28年度で何年に校区変更をするか、

平成29年で決定して、平成30年では校区変更を

やろうという計画をしております。一応、平成

30年を予定しております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 まず通知カード・個人

番号カードなんですが、これもぜひきっちりし

た形で、本当に村民の利便性のいいようになる

ように。まだまだ3.8％ということは、ほとん

どやっておられていないというよりは、申請者

が余りに少な過ぎると感じますので、それをど

う広報していくか。使い勝手がいいようになる

のかどうか。そこも踏まえてもう一度、村のほ

うで広報はやっていただきたいと思います。 

 ひとり親家庭のほうは課長が言われたとおり、

漏れはないということですので、それはそれで

本当によかったと思っております。 

 あと津覇小学校の件ですが、これはできるだ

け早目に、本当に、平成30年というとあと３年

ぐらいになるかと思いますが、学校が崩れる前

にこういう対応はしっかりしていただいて、ま

た恐らく補修補修で行くんだろうとは思うんで

すが、ぜひひとつ校区変更というのは村民全て、

中城南小学校に特に通学されている方々、父兄

の方々も含めて話をしていかないと、早々決ま

るものではないと思いますので、事前になるべ

く早目な説明責任を果たしていって、そういう

状況をしっかり伝えて、スムーズな校区変更が

できるように進めていっていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 ほかにありますか。 

 休憩します。 

休 憩（１３時４７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時３２分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第17号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第17号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第17号 平成27年度中城村一般

会計補正予算（第６号）を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第17号 平成27年度中城村一

般会計補正予算（第６号）は原案のとおり可決

されました。 

 日程第18 議案第18号 平成27年度中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）を議題

とします。 

 本件については３月８日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１４時３４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時４１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第18号は、会議規則第39条第３項の規定
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によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第18号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第18号 平成27年度中城村国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）を採決い

たします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第18号 平成27年度中城村国

民健康保険特別会計補正予算（第２号）は原案

のとおり可決されました。 

 日程第19 議案第19号 平成27年度中城村後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

 本件については３月８日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第19号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第19号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第19号 平成27年度中城村後期

高齢者医療特別会計補正予算（第３号）を採決

いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第19号 平成27年度中城村後

期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は原

案のとおり可決されました。 

 日程第20 議案第20号 平成27年度中城村土

地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）を

議題とします。 

 本件については３月８日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第20号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第20号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第20号 平成27年度中城村土地

区画整理事業特別会計補正予算（第３号）を採

決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 
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○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第20号 平成27年度中城村土

地区画整理事業特別会計補正予算（第３号）は

原案のとおり可決されました。 

 日程第21 議案第21号 平成27年度中城村公

共下水道事業特別会計補正予算（第３号）を議

題とします。 

 本件については３月８日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第21号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第21号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第21号 平成27年度中城村公共

下水道事業特別会計補正予算（第３号）を採決

いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第21号 平成27年度中城村公

共下水道事業特別会計補正予算（第３号）は原

案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会します。御苦労さまでした。 

  散 会（１４時４８分） 
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○議長 與那覇朝輝 それでは、これから本日

の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 日程第１ 議案第22号 平成28年度中城村一

般会計予算を議題とします。 

 本件については３月９日に説明を受けており

ますので、質疑を行いたいと思います。 

 まず歳入予算を一括しての質疑といたします

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 平成28年度中城村一般

会計予算の歳入に関しての質疑を行いたいと思

います。 

 32ページの13款１項５目、１節中城城跡施設

使用料となりますけれども、その中で前年比

425万3,000円という増額になっているんですが、

この増額になった根拠を教えていただきたいと

思います。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 では、

大城議員の御質疑にお答えをしたいと思います。 

 商工使用料の中城城跡施設使用料になります

が、前年度より425万3,000円の増額を予定して

おります。理由としましては、まず入館者がふ

えたということもあります。平成26年度が11万

9,924人、平成27年度、今年度の７月からこと

しの２月までの11カ月間で、現在、使用料が

3,122万6,250円、それの0.9、９割ですから

2,810万3,625円が今現在、収入として入ってお

ります。３月分の予定としては200万円ぐらい

を予定しております。 

 それからもう１点は、監査員からの指摘を受

けまして、予算の算定方法の指摘を受けました。

平成27年度まではその年度の４月から10月まで

の間の実績に基づいて平均を出して、それに12

カ月を掛けておりました。今年度からは実績に

基づいて予算を予定しております。今回、平成

26年度の確定による実績に基づいて、今年度の

予算を計上しております。金額が3,215万9,000

円、それの北中城村１割、中城村９割ですので、

予算計上のとおり2,894万3,100円を予定してお

ります。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 これによれば、月数で

ちょっと大きくなったということと、それから

入場者数、これを後で構いませんので、書面で

平成26年、平成27年、ことしも見込みで結構で

すので、３年分をちょっと出していただきたい

と思います。これからこの城址というのは、

やっぱり本村の重要な観光資源でありますので、

ぜひひとつ誘致、いろいろなイベントも催され

るように、ことしもやると思いますけれども、

よりひとつ観覧者がより多く15万人に近づける

ように、一層、観光客誘致目標に取り組んで頑

張っていただきたいと思いますので、書面は後

でよろしくお願いします。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 ほかにございますか。 

 休憩します。 

休 憩（１０時０６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時１４分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 では、平成28年度一

般会計予算書の歳入の部について質疑をします。 

 今、税務課長から休憩の中でお聞きしたとこ

ろ、96％を想定して予算計上しているというこ

とですが、これは100％を設定してやるべき

じゃないかと思いますが、その辺について村長

はどう考えているか伺います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 当然、目指すべきものは100％、これは目指

さないといけないと思っていますし、また職員

もそれに向けて頑張ってくれていると思います。
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ただ、今回は予算ですので、実際問題として

96％で、これ以上取れれば一番よろしいですし、

またそれ以下にはならないような意識づけのた

めにも、数字がある程度固定した数字が必要で

はないかと思うことで設定してあると解釈して

おります。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 村長、なぜこれを質

疑したかというと、平成18年３月10日の第２回

定例会の一般質問で村長が議員をしているとき

の質問の中で、100％に計上すべきだと一般質

問で上げています。そういう発想は私も賛成な

んです。しかし、村長になった時点で、どうし

てそのように考え方が変わってきたか。これは

議事録を読んでみたら、100％すべきだと、こ

れが当たり前だと、おかしいんじゃないかとい

う当時の考えですよね。それをあえてなぜ96％、

職員に対しては96％達成すれば満足感があって、

達成感が出て、これでいいんだというのが出て

くると思うんです。私も100％達成に向けてや

るべきだと思うんだけれども、予算書だという

ことで皆さん方は予想がつかないというんだけ

れども、96％以上、当然100％とすべきだと思

うんだけれども、その考えが変わった理由は。

職員に対してそのような指導はしていないのか

どうか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 何も考え方が変わっているものではないです。

今御指摘の質疑は私もよく覚えていますけれど

も、私は目指すべきものは100％であって、あ

の当時の今の前後、今お話されていませんから

私の記憶の中で言いますけれども、あのときも

この程度でいいんじゃないかという雰囲気が

あったがために、私は苦言を呈したつもりでご

ざいまして、村長になってから考えが変わった

ということではないです。当然、これは職員に

対して目指すものは100％で、これは税務だけ

の話ではなくて、サービス的な部分は最高域を

目指すのが当たり前でありまして、その意識づ

けのために大事なものであります。目指すべき

気持ちは同じでございます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 私は100％設定して、

皆さん方はこれ毎年、年４回は補正できますよ

ね。定例会において。そうしないと、職員に対

して今、村長がおっしゃったようなことができ

るかどうか。それはもう当初から100％計上し

てやるように指示すべきだと私は思います。 

 ひとつ、今後そういうものについてはもう少

し、今までの前例がこうだからこうでいいとい

うんじゃなくて、これからは村長がいつも言っ

ている発想の転換を変えていただいて、転換を

していい方向に持っていくように。そして職員

の質も上げるように。それによって職員も考え

るはずです。去年96％だったから、今度100％

に持っていくにはどのようにしたほうがいいか

考えてくると思うんです。そういう意味でも、

私は100％計上すべきだと思いますので、今後

それについては職員と担当課とも話し合って、

特に副村長、予算を計上する場合、十分気をつ

けてやっていただくことを希望いたしまして、

終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣善功議員の質

疑を終わります。 

 ほかにありますか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 次に歳出予算における質疑を行います。質疑

は款別に行います。歳出１款に対する質疑をお

願いします。 

 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 55ページ、１款議会

費の中で９節県外旅費が68万2,000円、この県

外旅費の説明と、副村長、あるいは村長にもお

聞きしますけれども、所管事務調査というのが
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条例で議会の中であるんです。決められている

んです。なぜ要請、議会事務局から要請しても

それを計上しない理由は何なのか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１０時２１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 では、14番議員の御質疑

にお答えをいたします。 

 基本的な部分として計上すべきだという認識

は持っておりますけれども、この予算全体を見

てもおわかりのように、財政調整基金から

3,500万円も潰さなければつくれないという状

況の中で、総体的に考えて今回は計上できな

かったというのが本音でございます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 副村長、計上できな

いということはないでしょう。できるでしょう、

これは全体を見れば。100万円ぐらいは。これ

まで所管事務調査費として、もう10年ぐらいな

いんです。ことしだけの問題じゃない。しかし、

前はあったんです。ただ私が思うには、考えて

いるのは、正しいか正しくないかは別にして、

皆さん方は政務活動費交付金として189万円計

上しています。これを所管事務調査と勘違いし

ていないかということです。これを計上してい

るから所管事務調査はいいんだと。議会からは

毎年上がっているはずです、議会事務局からは。

違いますか。去年も上げた、議会事務局に聞い

たら上げるけど、予算は削られて、その理由を

示してほしいわけです。我々議会が納得できる

ように。修正はかけられますが、しかし、あえ

てそれはしないで、皆さん方執行部のほうで考

えてもらわないと。政務活動調査費と所管事務

調査というのは異質なものだと私は考えていま

すが、それについて副村長、あるいは村長でも

いいから、どういう考えか伺います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 村長になったときに思ったのが、議員経験を

したときに、やはりそれなりの活動調査費がな

いと、これはどうしようもないなということで、

当時の議長と相談をしながら、これはまずやれ

るものからやっていきましょうということで、

その政務活動調査費をやらせていただきました。

もちろん議員がおっしゃるように、所管事務調

査費とは別だということですけれども、私も平

成14年に議員になって、一度も経験はしたこと

がないです。あることは存じ上げておりました

が、ただ、所管事務調査費もない、政務活動調

査費もないというものは、これはいかがなもの

かということで、私はその経験をもとに、まず

できるものから政務調査費を、まず議員の皆さ

んにいろいろ勉強もして、指摘も提案もできる

ような形にもっていこうということでやらせて

いただきました。今の所管事務調査費について

は、今後検討をさせていただきます。ただ御承

知のとおり、全て全部が全部財政的に余裕が

あってのものではありませんので、その辺は議

員の皆さんも理解をしていただきながら、十分

検討はさせていただきますので、御理解をいた

だきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 所管事務調査費とい

うのは、これは委員会ごとの調査で、村の今後

の方向性とかは先進地を視察研修して、それで

議員も提案します。これは団体、議会として、

政務活動調査費というのは議員個人の質を上げ

るためのものだと私は理解しているんです。話

によると、これも結局は議員みずからのボーナ

ス、期末手当を削ってその政務調査活動費を設

けたという話を聞いているわけです。これはお

かしいんじゃないかと。結局、これは議員が本

来もらえる期末手当から12万円を削って、それ
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を政務調査費として上げるというような話は聞

いているんです。前任の議員のほうから。その

意味からも、政務調査活動費と所管事務調査費

は別々に考えていただいて、もう次の６月の補

正には上げていただきたいと、これを強く希望

し、終わります。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 あえて答弁をさせていただきます。今、議員

がおっしゃる期末手当云々を削ってつくったも

のではないということは、これは御理解いただ

きたいと思います。これと政務調査費との質は

全然異質なものですので、それを理由に政務調

査活動費をつけたということではないというの

は、ここで理解を求めたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣善功議員の質

疑を終了します。 

 休憩します。 

休 憩（１０時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時３１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 次に歳出２款に関する質疑をお願いいたしま

す。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 一般会計予算の第２款

に関して質疑をさせていただきます。 

 まず60ページです。２款１項４目の13節委託

料なんですが、その中で新庁舎基本設計等委託

料ということで１億円計上されているんですけ

れども、この新庁舎建設は私たちも何遍も一般

質問でも取り上げてきまして、喫緊の課題だと

いうことでやってはいるんですが、これは答申

における６月に出た時点で、これは議会と村民

の情報公開等、いろいろと意見収集も努め、理

解を得ながら場所の設定等も含め進めてほしい

と書かれてはいるんですけれども、それが全く

我々議会、それから村民に対しても一切説明、

それから協議もないままにこうして基本設計等

委託料が出てきたということは、私はもう議会

軽視そのものだと思っておりまして、これは到

底容認できるものではないと感じております。

なぜここに出てこないのか、その説明をしない

のかということで、それの説明をしていただき

たい。 

 あと２件目が、その下にあります公共駐車場

整備基本計画設計委託料、それもあるんですが、

そのほうも一切議会に相談なく、こうして予算

化してあると思うんですが、これもどういう状

況でこの委託料が出てきたのか。これは喫緊を

要するものなのか。そこら辺の説明を我々議会

に対してもしてほしいと思っております。 

 ３点目に、その下にあります61ページの５目

の13節委託料、防災拠点施設整備設計委託料と

いうことで300万円計上されておりますが、こ

の防災拠点になるべき場所というのはどこなの

か。また、そういう内容も一部詳しく伺いたい

と思います。２款に関してはそれだけです。 

○議長 與那覇朝輝 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 では、３番議員の御質疑

にお答えしたいと思います。 

 まず新庁舎建設についての話ですけれども、

今年度予算の補足説明でも申し上げましたが、

現在、答申を受けまして、内部協議というのを

やっていまして、まず庁議の中で課長職が協議

している中身がございます。それと合わせまし

て、プロジェクトチームという構成を今つくっ

ておりまして、これは４月１日からスタートを

する予定なんですけれども、その中で課長以外

の職員を含めた中での庁舎建設の方向性、それ

は場所も含めての話です。そういうものを今協

議する準備をしておりまして、その内部議論を

踏まえた上で公表をしまして、村民、議会への
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情報提供をしていきたいというのが、現段階で

の状況だと思います。それに合わせまして、そ

れが決まりましたらプロジェクトチームを４月

１日から立ち上げますので、基本設計という部

分の中では予算がありませんと庁舎の全体規模

等の細かい部分の議論ができないので、やっぱ

り庁舎というのはそこに職員がいて、その職員

がいかに村民サービスがしやすい構造になるか、

フロアのエリアの問題とかそういうのを細かく

詰めていきたいがために、一応予算としては今

度、基本設計等という形で計上させてもらって

おります。 

 それと次の防災拠点の話ですが、これも補足

説明のほうでありましたように、これはサンヒ

ルズの場所です。今、自治体交流センターとし

て北浜地区のほうの建設を一括交付金で実施で

きるまでに持ってきました。これも含めて、サ

ンヒルズについても今度は防災拠点として、上

側の防災拠点としていきたいというために、今、

県と一括交付金の対応性について協議していく

ための資料としてこれがありませんと、どうし

ても実施の部分までにいきませんので、それも

含めて今回、基本計画部分という形で予算を計

上させていただいております。 

 公共駐車場については、場所等の検討も含め

て、まだ実質的なものではございません。ただ、

今、例えばサッカーキャンプも含めてですけれ

ども、現在の駐車場ではオーバーしています。

それと城跡の各種事業においても、今、ライカ

ムの駐車場を使用し、なおかつライカムの職員

駐車場まで借りる状態で今運営しています。そ

れをもっと効率よくサッカーキャンプ、中城村

として城跡、吉の浦公園を含めた事業に関して

スムーズに観光客の誘導をひとつしていきたい

ということで、基本計画が必要ですので、この

部分を今想定しまして予算を基本計画分という

形で計上させてもらっております。基本的には

公共駐車場と言いますが、実質的には観光振興

を目的とした部分として、考え方として吉の浦

公園周辺につくりまして、全てが利用形態がで

き、城跡にはそこからシャトルバスでという考

え方を今考えて、補助金の確定をさせていきた

いというための事業として計上させていただい

ております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 ２回目の質疑をさせて

いただきます。 

 まず１点目、新庁舎のほうなんですけれども、

今、副村長の言われた説明の中では４月１日か

らプロジェクトチームをつくって発足するとい

うことなんですが、これは場所等を含め、十分

に議会とも協議、それから村民への情報公開、

それをやった上での作業になると私は思うんで

す。とりあえずは基本設計をつくっておく。そ

れに対してある程度決まったら議会、それから

村民に説明責任を果たしていく。やる前に議会

と十分議論をして、場所はここでいいだろうと

決定した上で、さらにそれから進んでいけば、

どんどん話はスムーズに進むと思っているんで

すけれども、その中で場所もまだまだ決まらな

い中で基本設計をやって、それからプロジェク

トチームをつくる。そこでの議論がある程度終

わった時点で議会、それから村民に公開してい

くというような逆の流れになっているのではな

いかと私は思っております。そこはもう１回、

副村長、その協議のやり方を変えられないのか

どうか。これが１点目。 

 あと駐車場のほうですが、これからイベント

があるたびにこの駐車場を利用していくと。こ

れは施政方針の中にもあるんですけれども、こ

としは検討するということが書かれているんで

すが、検討するという中でもう予算も入ってき

ているということに対して、私は全然納得いか

ないわけです。これも場所がどうのこうのとい

うことで、非常にこれは場所というのは、本当

に大事なところでありまして、城址に近いとこ
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ろで設定するのか、あるいは集中的な箇所を目

標としてやっていくのか、そういった議論もな

いままにこれをやっていくのは、私はいかがな

ものかと思っているもので、それもぜひ議会を

通しての話をしていただかないと納得いくもの

ではないということで、もう一度その議論の仕

方を再考できないのかどうか。それが２点目。 

 防災拠点に関しては、これはサンヒルズタウ

ンの上のほうだということで、これは場所が確

定しておりますので、この再質疑は控えたいと

思います。以上、２点お願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 お答えいたします。 

 まず順序が違うんじゃないかということなん

ですけれども、まず内部の議論が固まらないう

ちにそれを外部に公表することはできないとい

う部分があるということを、まず御理解をお願

いしたいと思います。今、基本設計がどうのこ

うの言うんですけれども、まずそれも内部で議

論を固め、公表して、その後にできる、即でき

るという形で今予算を置いているということで

あって、基本設計を先にしてという話ではござ

いません。今、我々が進めているのは内部の意

思統一、内部の状態をちゃんと確認した後に皆

さん方には提案をしたいというのが現実でござ

います。先ほども申し上げましたように、この

プロジェクトチームは場所も含めての協議をさ

せていただきたいということで申し上げたのは、

その意味でございます。場所も含めて内部協議

というのをちゃんとしていきたいということで

す。内部協議がちゃんとできればそれを外にも

発信して、その協議した内容に基づいて説明が

できるわけです。そういう面を含めて御理解を

お願いしたいと思います。 

 それと公共駐車場についてもそうですが、ま

ず一括交付金を想定していますので、どうして

も概略といえども基本計画がなければ国との話

が進まないわけなんです。この部分も含めて、

まず確かに場所を決めるという部分は重要な話

でもありますけれども、まず国として一括交付

金の活用について内諾を得るために、これは必

要だという考え方なんです。そういう意味で予

算は計上させていただいているわけです。当然、

そんな場合でも今御指摘がありましたように、

城跡を中心に、中城城跡周辺が一番いいんじゃ

ないかという部分も出てきますが、でも、城跡

の現状を見てみると周辺は斜面地なんです。そ

ういう意味で、城跡周辺に高額な金をかけて擁

壁をつくって大きな開発をするほうがいいのか、

それとも先ほどサッカーキャンプの例も出しま

したが、吉の浦公園を中心としたゾーンの中に

それを置いて、あとはシャトルでやるかという

部分も含めての基本計画になりますので、そこ

を察していただきたいというのが今の現状の予

算計上だということです。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 ３回目、最後になりま

すけれども、今の説明を聞いても、私は何ら納

得したとは思っておりません。第一に、やっぱ

りいろいろとプロジェクトチームを立ち上げて

やろうということで、今までも庁舎建設検討委

員会なるものがあるわけですから、それはもう

十二分に活用していって、これも一般質問でも

話しますけれども、その中でもいろいろな議論

がされているわけでありまして、その中での基

本設計委託料１億円というのは、私としては到

底納得いかないものです。公共駐車場に関して

も、その800万円も委託料ということになりま

すが、やっぱり今現在、本当に必要なのかとい

うことです。副村長の言うとおり、イベントの

ときにはあちこちの場所を借り受けてからやっ

ているという中ではあるんですが、これが年間

を通して果たして幾らぐらいの使用頻度がある

のか。それに対しての維持管理、それから運営

費、そういったものはどうなっているのか。そ

こら辺もまた見えない中での一括交付金という
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ことで、一括交付金を使えば全てがうまくいく

というような時代ではそろそろなくなってきて

いるのではないかと。一括交付金と言われても、

やっぱり２割は持ち出ししないといけないとい

う状況ですので、そこら辺も十分考えながらの

政策づくり、それを行っていただきたい。この

件に関しては、私は一般質問にも通告してあり

ますので、そのときにまたじっくりお話を聞き

たいと思いますので、きょうは以上で終わりま

す。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の質

疑を終わります。 

 ほかにありますか。 

 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 それでは平成28年度一

般会計予算の２款のほうです。61ページ、13節

委託料の中で世代間交流人材育成防災避難拠点

施設整備事業監理委託料、それと同じく次の62

ページの15節、同事業の請負費の内容と関連し

ますので、合わせてその内容をお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 13節委託料ですけれども、これは世代間交流

人材育成防災拠点施設の施工管理に係る委託料

でございます。それから15節につきましては、

世代間交流人材育成防災拠点施設の工事請負費

でございます。現在、国と調整中です。場合に

よっては４月１日の交付決定がいただければ、

早速工事に取りかかりたいと考えております。

まだ現時点では交付決定通知が来ていませんの

で何とも言いようがありませんけれども、でき

るだけ早目に工事に着工したいと考えておりま

す。 

 失礼しました。答弁の漏れがあったようです。

北浜地区における世代間人材育成交流防災拠点

施設の整備でございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 この事業の名称は、略

して世代間交流人材育成センターの工事請負と

いうことですけれども、その予算は、当初その

話があったときには、たしか7,400万円の予算

の説明だったと思います。15節の工事請負費

6,800万円と13節の事業監理委託料の600万円、

これを合わせて7,400万円だと思いますけれど

も、この事業に当たって、最初の行政と自治会

との話し合いでは7,400万円でのセンター建設

ということで、管理費を含めた話し合いではな

かったと私は認識しているんですが、今、その

話が役員会の中でも話が出まして、今、役員会

の中では戸惑いを感じていますが、その辺の説

明をもう少し。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 村としましては、当初から施工管理委託と、

それから工事請負費等を含めて7,400万円とい

うことで理解をしております。それから、実は

その前の段階では工事費と施工管理費を含めて、

できれば6,500万円以内ということで我々は考

えておりましたけれども、いろいろ見積もりを

とりますと現在6,800万円、施工管理を含める

と7,400円ということでございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 これ以上の予算の減は

ないと思うんですが、それで世代間交流セン

ターに関しては、これまで地元と何回か話し合

いを持って、設計や建物、工場や位置について

打ち合わせをしてきて、防災の意味で。当初、

げたばき式の２階建てとか、建設に当たってい

ろんな議論も多くやってきました。予算上の問

題があって、結局１階建ての平屋に決まったと

いうことですが、本当に贅沢な建物ではない。

しかし、今月の３月３日ですかね。たしか担当

課から設計の見直しの打ち合わせがあったと思

います。そのときに私は事情があって参加はで

きなかったんですが、その設計の見直しの内容

を聞かせてもらえますか。 
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○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 何度か調整をいたしまして、現在の実施設計

の状況、236平米、約71坪ですけれども、それ

の平屋建てということで北浜自治会との調整を

終わっているところでございます。それから３

月３日に自治会と企画課との調整を行っており

ます。それにつきましては、内部の材料である

とか、あるいは設備であるとか、そういう話し

合いが持たれたということで報告を聞いており

ます。当初、トイレの床材ですけれども、長尺

シートを予定しておりましたが、自治会のほう

からタイルを使用してほしいという要望があっ

たようです。これにつきましては内部でも話し

合いを持ちましたけれども、自治会の要望どお

り、タイルへの変更を今検討しているところで

ございます。 

 もう１点は空調設備、クーラーの設置をお願

いされております。どうしても工事費6,800万

円以内ということになりますと、空調設備をそ

ろえるとそれ以上になってしまうというふうな

ところから、クーラーについては村のほうで工

事を行うということは今検討しておりません。

代替措置として扇風機の要望がありますので、

それにつきましては検討していきたいというこ

とで考えております。 

 それからもう１点は建物のひさしの部分です。

自治会からはぜひ２メートルを確保してほしい

と、そういう要望もございましたが、現在、そ

れを1.5メートルに変えてあります。２メート

ルにしますと、今度は構造計算の上でさらなる

調整や調査が必要になってきます。今の時点で、

この実施設計もそろそろ終わるころですので、

そこのところはひさしは1.5メートルでやりた

いということで考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 ３回の原則の質疑が終

わっておりますので、御意見で締めてください。 

 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 意見として。今、予算

上の問題、資材の高騰、それから人件費の高騰

ということで、大変これ以上の予算は難しいと。

最低限、ひさし、クーラーというのは、やっぱ

り自分たちの建設検討委員会の中でも話し合っ

て、これはクーラーのほうは常識的に見ても、

よその自治会でも公民館でもそういったのはつ

けていないと。それはいいとして、室内の床に

ついても聞いたんですが、このほうは北浜地区

においては、本当に海、海岸からわずか10メー

トル、20メートルのところにこの施設があるも

んですから、よそと考えても結構寒さを感じる

わけです。年配の方なんか、たまにはヒーター

はないのかとか、そういう話も出るし、また会

議のときにも結構冷えて、この床は当初の床で

やってもらいたい。 

 それからあと１点、東側の雨戸、これも私な

りに情報を聞いたんですけれども、雨戸を取り

除くと。しかし、何分海岸に近いこの施設です

から、台風のときに結構石ころが飛んできます。

１回窓ガラスを割られて、大変中のほうがめ

ちゃくちゃになったという経験もありますので、

今、設計の段階でもたしか東側の１カ所だと思

うんです。それからすると、この過去の台風の

被害から考えると、やっぱり東側だけでもぜひ

この雨戸は設置してもらいたい。それを要望い

たします。 

 この人材育成や防災避難拠点施設の目的以外

にも、今、北浜地区においては人口減、毎年子

供の数も少なくなっております。その解消のた

めにも、ぜひこの世代間交流人材育成センター

が、できることによって地域の活性化につなが

りますので、そういうところからも大変期待し

ているところでありますので、いい施設ができ

るようよろしくお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 以上で仲松正敏議員の質

疑を終わります。 

 休憩します。 
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休 憩（１０時５９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 平成28年中城村一般会

計予算の61ページ、２款１項５目13節について

質疑を行いたいと思います。 

 まずふるさと納税の今の現状を伺います。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 金額的な、あるいは件数的な現状としまして

は、現在、これは２月末現在ですけれども、44

件、金額で225万円でございます。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時０１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 これは新規事業なんで

すが、この説明書の中でふるさと納税業務委託

事業、ふるさと納税の増加を目指し、業務の管

理等について委託するという事業なんですが、

まず委託業者にはどのような委託業務を担って

もらうという考えなのかということと、それと

業務委託によってどの程度の納税額の増加を見

込んでの委託計画策定なのかというのを伺いた

いと思います。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 ふるさと納税の委託料につきましては、民間

の力をかりまして、まずポータルサイトを立ち

上げたいと考えております。そのポータルサイ

トを立ち上げることによりまして、これまでは

うちのホームページだけでのふるさと納税の確

認でしたが、新たなふるさと納税のポータルサ

イトを立ち上げることによりまして、多くの人

にそこを閲覧していただくと。そこを考えてお

ります。あわせまして村内の新たな特産品の開

発も、その受託事業者に対しましてその辺も含

めて委託をしたいと考えております。これまで

はそういう委託をしていなくて、我々のところ

にホームページ等を確認して、電話、あるいは

ＦＡＸ等で申し込みをしていただいております。

そこからまた本人のほうに確認をとりまして、

幾らの金額を寄附したいんだというところの確

認をした上で、納付書を送って納めてもらって、

それからお礼の品を郵送すると。そういう手順

を民間の力をかりまして、そういうところに委

託することによりまして開発、それからもろも

ろの処理をやっていただくと。さらにはＹＡＨ

ＯＯ！（ヤフー）の公金クレジット決済を今考

えておりますので、24時間どこからでも寄附が

できると。そういうメリットがあると考えてお

ります。金額は非常に難しいところではあるん

ですが、２月末現在で225万円という数字です

ので、最低でも倍以上のふるさと納税を今、

我々も期待しているところでございます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 ポータルサイトの作業

が主な事業になるということで、民間委託をし

て、その民間のノウハウを使いながら、このふ

るさと納税のアップを図っていくという考え方

でよろしいですか。 

 今回、これは新規事業だということで、最近

よく各地域のふるさと納税のことがいろんな新

聞紙上なんかでも出ておりますが、それによる

と本当に成功しているような地域とそうでない

ような地域がありまして、これはだから使いよ

うによってはとても納税率、要するに税率の

アップにつながっていくとは思いますが、例え

ばこの間も名護市のほうで、向こうは特別な地

域で今話題になっている地域だということもあ

るんですが、２億5,000万円というふるさと納

税があるということが新聞にも載っていました。
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そこまでとは言わないとしても、先ほど課長が

おっしゃっておられたように、今の現状の倍は

目指したいと。そこにぜひ150万円程度の予算

措置において、費用対効果としてはそれぐらい

の効果は見込んでいるという話なので、ぜひ新

規事業としてもまた期待が持てるということで

すので、ぜひ頑張っていただいて、またその辺

のこともですね、要するにお礼返しというんで

すか、その商品の開発もすごく重要になってく

ると思います。本村の特産物の産業の上でもと

ても重要なことではないかなと思いますけれど

も、それは。また農林水産課のほうとも連携を

しながらやっていく必要があるんじゃないかと

思っておりますので、ぜひ頑張っていただきた

いと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣德正議員の質

疑を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時０７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２６分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。

これで第２款に対する質疑は終了いたします。 

 10分間休憩します。 

休 憩（１１時２７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時３７分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続きまして歳出３款、73ページの民生費に関

する質疑を行いたいと思います。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 第３款についての質疑

を行いたいと思います。 

 まず73ページの３款１項１目13節です。委託

料があるんですけれども、その中で２件、生活

困窮者支援事業委託料、その下の地域福祉計画

委託料、トータルで929万2,000円という額が出

てきておりますが、その中でまず地域のほうで

は、これは説明では社会福祉協議会へ委託と

なっておりますけれども、業務そのものを全て

協議会に丸投げして、そこのほうでやっていた

だくのかどうか。支え合い事業、それからふれ

あい事業、相互相談事業を一つにしてというこ

とで説明書のほうにも書かれているんですが、

これは相談所を設置すると書かれてはいるんで

すが、これは今、困り事相談とか、いろいろ協

議会のほうでやれていると思うんですけれども、

それとの絡みはどうなっているのかどうか。こ

れが１点目です。 

 ２点目が下のほうの地域福祉計画なんですけ

れども、福祉計画を総合的に推進する上で福祉

計画、活動計画を策定するということになって

おりますけれども、それの具体的な内容を伺っ

ていきたいと思います。 

 ３点目が、その計画は全て福祉協議会でその

ほうもやっていくのか。この３点で、次の75

ページ、これは２目の18節です。備品購入費の

中の391万2,000円、これが入ってきております

けれども、これは説明書を見てみましたら、避

難行動配置配慮者専用車購入費となっているん

ですけれども、どんな車両形態で、台数は何台

なのか。それが２点目ですね。 

 あとは80ページ、13節、これも委託料になり

ます。一番下のほうに子育て支援情報サイトと

いうのがあるんですけれども、これもネットを

使った情報サイト構築ということで説明を受け

たんですけれども、これは子育て中のお母さん

とか、いろいろな方々から要望があってこれを

立ち上げていくのかどうか。あるいはまた情報

公開として、それを見ることによって若い世代

の方々が相当数量の情報を発信、こっちから、

行政から発信して、それを受け取る方々がそれ

相当に広がっていくのかどうか。それを伺いた
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いと思います。以上の件数、よろしくお願いし

ます。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 大城議員の質疑にお答

えします。 

 73ページの生活困窮者支援事業委託料は、平

成27年度から国の２分の１補助金を受けて実施

して、社協のほうに委託しております。交付申

請、実績報告、補助金請求のほうはうちの担当

の福祉課の中で行っています。社協のほうでは

いろいろと生活保護になる前の方々を主に取り

上げて、そういう支援をしていく相談を受けて

います。丸投げですかという質疑ですが、丸投

げではありません。社協のほうからこういう

方々が相談に来ていますが、どういうサービス

があるかということで福祉の障害のサービスと

か、いろいろ児童のデイサービスとかにつなげ

ていくように福祉課とタイアップして事業を

行っています。 

 地域福祉計画作成委託料は、子育て支援、生

活困窮、障害福祉、老人福祉、いろいろな計画

書を網羅した計画書を策定する予定であります。

作成に当たっては社会福祉協議会とタイアップ

して、中身のほうを検討して、地域の状況に合

うような計画書を作成していきたいと思います。

今年度からこの地域福祉計画を策定しないと、

先ほど述べました生活困窮者委託料の補助金が

受けられなくなりますので、早急に平成28年度

で策定して、次年度も生活困窮者支援事業委託

料が続けられるように取り組んでいきたいと思

います。 

 75ページの備品購入費につきましては、一括

交付金を利用した事業となっております。要介

護認定者、障害手帳保持者が災害の場合、自力

で避難ができない方々に対して迅速な避難を行

うことということで、福祉車両を購入します。

台数は１台、運転手を含め10台乗りとなってい

ます。あいている場合は二次予防、ちゃーがん

じゅー教室、吉の浦会館で、現在週１回の予定

を２回に拡充しますので、自力で自宅から通え

ない方々をこの車両で送迎して、ちゃーがん

じゅー教室を強化していきたいと考えておりま

す。 

 子育て支援情報サイトにつきましては、中城

村の公立幼稚園、認可保育園などを網羅した子

育て支援に関する情報を提供していきます。各

公立幼稚園、認可保育園の保護者の方々からの

要望もありまして、園長、施設長のほうからも

ぜひ取り組んでほしいということがありました

ので、今回、一括交付金を利用してこの事業を

実施したいと考えています。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 ２回目の質疑に入りた

いと思います。 

 まず１点目です。生活困窮者と地域福祉計画、

これは両方とも一括交付金でやります。いろい

ろとやはり福祉協議会、社協との連携をとりな

がら、福祉課も交えていろいろな事業を進めて

いくということは非常にすばらしいことだと思

います。やっぱり１カ所に集中してしまったら、

いろいろな作業、事業において隔たりが出てく

るかというところもありまして、どうかこれは

また連携していきながら、十分連絡を密にして、

この生活困窮者、新聞紙上でも相当、毎日のよ

うに今出てきている話でもありますので、ぜひ

ひとつ十分に資料もとりながら、その事業を進

めていってもらいたいと思っております。 

 次の備品購入のことです。介護認定者の送迎

ということで、10人乗りということで、大分人

数もいろいろなところに運べるだろうと思いま

すので、ぜひひとつ、買ったときにはすばらし

い実績を残していって、300万円も使ってこの

車を買ったと自慢ができるように進めていって

ください。 

 子育て支援のほうも情報サイト、これもいろ

いろな保育園の先生とか園長からの要望もあっ
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たということで、ぜひそういった場面もいろい

ろと保育園、それから認可外でもそうですし、

さまざまなところと情報を密にしていっていた

だいて、そういうような情報があれば、やっぱ

り今はインターネット時代で若い女性の方々も

相当それを見ていると思いますので、この子育

て支援の充実、拡充、そういったのがあればぜ

ひそのサイトに載せていって、情報を公開して

いって、いろいろな若い方々が使える補助があ

ればどんどん発信していただきたいと思います

ので、福祉課長、頑張ってください。以上でご

ざいます。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の質

疑を終わります。 

 ほかにありますか。 

 休憩します。 

休 憩（１１時４７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時５２分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 それでは80ページの19

節安心こども基金事業補助金、これは新規の事

業ということで内容のほうの説明と、その設立

に当たってはどのような条件とか規定があるか。

大まかなことでよろしいですからお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 安心こども基金事業補助金は、平成26年度で

も実施しています。はるゆめ保育園の建設事業

に充当しています。今回もひよこの家保育園、

移転新築工事ということでこの補助金を活用さ

せていただきます。補助対象者は社会福祉法人

及び設立認可が確実に見込まれる施設が対象と

なります。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 補助対象事業には新設、

改造、修繕があると聞いていますけれども、一

括交付金を利用できることから、その改造、修

繕の申請事務所とかはなかったのか。なかった

ら、どういう理由でそれがなかったのかお聞き

します。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 一括交付金事業としての申請はありませんで

した。新築、増改築に対しても定員増が見込ま

れる施設が該当します。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 ひよこの家、保育園、

定員が現在75名ですか。90人にふえるというこ

とで、定員数は90人が上限なのか。そしてもっ

とふやせるか。90人の子供を見るのに今の保育

士をまたふやさないといけないということが出

てくると思うんですけれども、この辺の確認と、

それから90人の子供を入園させると保育士が足

りないとなると話にならないですから、その辺

はちゃんとしっかり把握しているかどうか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 現在、確定ではありませんが、まだ設計の段

階ということで、90人の予定ではあります。面

積に応じて弾力化で90人以上を定員とできる可

能性もあります。福祉課としては、ゼロ、１、

２歳の待機が多いものですから、できればその

人数を多くしてくれという要望はしています。

90人の枠なんですけれども、現在75人、平成28

年度も75人で定員を募集しています。平成28年

度も待機児童が何名かおりますので、90人の確

保は十分だと考えております。保育士について

も、子育て支援の国の支援がありますので、保

育士の給料改善等も補助金でどんどん国から来

ていますので、その部分も保障されますので、

保育士の確保もできると思います。 

○議長 與那覇朝輝 以上で仲松正敏議員の質

疑を終わります。 

 休憩します。 
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休 憩（１１時５８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時０６分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 それでは議案第22号 

平成28年度中城村一般会計予算について質疑を

します。 

 73ページです。３款民生費、１項社会福祉費、

１目社会福祉総務費の１節報酬です。子ども支

援専門嘱託員報酬216万円が新規事業と計上さ

れています。その事業はどういった事業内容で、

どういう専門員を予定していますか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 子ども支援専門嘱託員報酬については、国か

らの10分の10の補助で実施していきます。業務

の内容としましては、学校、教育委員会と連携

をとりながら、子どもの貧困の対象者を調査し、

支援につなげていく嘱託員でございます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 今、課長から答弁があ

りましたように、10分の10の補助事業です。国

の子ども・子育て支援法にある子育て支援コー

ディネーターというのがあります。これは全市

町村に配置するとあります。子育て家庭を支え、

見守る人の数をふやしていく。つまり子供の貧

困対策事業として、子育て家庭を支え、見守る

人の数をふやしていく事業だと思います。そこ

で、子ども貧困対策で注意すべき点はどういっ

た点を注意してやりますか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 子どもの貧困対策につ

なげていくことではありますが、対象者の子供

が貧困という立場で、周囲の方々からそういう

目で見られないように慎重に、子供たちを傷つ

けないように、親御さんもそういったことがな

いように慎重に相談業務をする配慮が必要だと

思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 今おっしゃっている支

援コーディネーターを就学前の早期に、専門の

立場のある人が家庭の困難な状況を発見し、支

援につなげることが重要であります。それから

妊婦健診や乳児健診、乳児の家庭、全戸訪問な

ど既存の事業もやりながら、その中で課題を掘

り起こさないといけません。このために支援

コーディネーターという制度があります。その

中でも家庭の課題を見抜く力と、丁重なかかわ

りがこの支援コーディネーターに求められてい

ます。そういったことを考慮して、そういった

支援コーディネーターを配置したら貧困対策に

なると思いますので、そういうことを考慮しな

がらやられてください。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣貞則議員の質

疑を終わります。 

 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 80ページ、３款２項１

目の19節負担金補助及び交付金の安心こども基

金事業補助金２億5,472万2,000円の質疑をしま

す。 

 これは施設補助金だと思いますが、３年前、

村の第三保育所を与えたと思いますけれども、

その施設完了後はどういった使用をするのか。

このひよこの家の保育士は何名なのか、臨時保

育士が何名なのか。そこで新設するに当たり、

今は認可保育園となりますが、そこに実際村か

らの保育士をどのくらい採用するのか。以上。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 安心こども基金事業補

助金については先ほどもお話したとおり、ひよ

この家保育園の移転増改築になります。75人か

ら90人の定員増ということで、県とは調整して

います。先ほども申したとおり、老朽化が激し

く、下水道やトイレ、そのほうは何回修理をし

ても戻ってくるということで、子供たちが使う
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のに衛生面で大変厳しい面がありまして、定員

増ということもあり、新しい場所への新築とな

ります。 

 保育士の採用人数については、今持ち合わせ

ていないので何人とお答えはできませんが、新

しいところでは定員増になりますので、保育士

の人数もふえると思います。採用についてはあ

くまでも事業者のほうでやっていきますので、

福祉課としては村内の保育士が優先的に採用さ

れるようにお願いしていきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 今、認可保育園は、以

前、村長はこの臨時職員じゃなくて、正社員の、

要するにそれで認可保育園を認めたと思います。

正社員がふえていくだろうと。そこで、実際に

今の認可園で正社員がふえているのが何件ある

のか。ほとんど臨時職員が多いはずなんです。

そこをちゃんとした認可園にするためには、

ちゃんとした正社員が来ることを目標としたは

ずなんです。それは務めないといけないと思い

ます。そこで正職の採用をどんなしてやるのか。

この交付金があって、これ新設するのはいいこ

とだと思います。ただ、同じように臨時職員だ

けをふやしてもらったら困るんじゃないかと

思って。そこをどう対応するのか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 各認可保育園で保育所

の臨時が何名いるかは、現在把握はしていませ

んけれども、国、県からの補助金で認可保育所

への運営補助金があります。その中には職員の

処遇改善の補助金も一部含まれています。この

認可保育園、７施設、全部その補助金をいただ

いております。ということは、職員が臨時だけ

ならば、その補助金は対応できませんので、採

用された本当の職員がふえてきているものだと

考えます。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 補助金が来ている部分

だけ対応、一種の認可園は民間委託のための認

可園やりましたね、そこの認可園も実際には努

力をしていくべきだと思います。ぜひそこは課

長なり、村長なり、ぜひ正社員を多くしてほし

いということは提案していただきたいと、そこ

を望んで終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で金城 章議員の質

疑を終わります。 

 新垣光栄議員。 

○１１番 新垣光栄議員 議長、今は予算の審

議であって、質疑であって、今全体的に一般質

問になっていますので、その辺を午後から協議

して議事の整理をしないと、今収拾がつかなく

なりますよ。一般質問なのか、質疑なのか。そ

してこの予算の件に関して精査しないと。今は

一般質問に全体的に見えてしまって、午後から

はもう少し議事の整理を、もう一回全協を諮っ

てやらないといけないと思います。 

○議長 與那覇朝輝 貴重な御意見、ありがと

うございました。 

 これで３款に対する質疑を終了したいと思い

ます。 

 休憩します。 

休 憩（１２時１９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続きまして歳出第４款に対する質疑を行いた

いと思います。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 それでは第４款に関し

ましても質疑を行いたいと思います。 

 82ページの２目の予防費、それの20節、そこ

のほうにがん検査助成費ということで150万円

ほど入ってきておりますが、これの詳細が説明

資料の中にもあるんですけれども、アミノイン

デックスがん検診事業ということでありますけ

れども、これの詳細をもう少し詳しく、どうい
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う検査なのか。あと40歳以上なのか、あるいは

また公費のほうが２分の１補助ということに

なっておりますが、実費は大体どれぐらいの出

費を予定しているのか。 

 それともう１件、次の84ページ、温暖化対策

実行計画策定業務委託料、そのほうが13節のほ

うにあるんですけれども、これは国からの指示、

あるいは県からの指示でこれが入ってきたのか

どうか。あと２番目に、これはやる場合に、恐

らく幅広い実行計画になるかと思いますけれど

も、何らかの対策を村のほうでも考えていらっ

しゃるのかどうか。以上を伺いたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 健康保険課長 比嘉健治。 

○健康保険課長 比嘉健治 それでは３番大城

議員の質疑に答えていきたいと思います。 

 20節がん検診の内容なんですが、アミノイン

デックスがん検診事業ということで、アミノ酸

の濃度というんですか、アミノ酸はほぼ一定の

バランスを保つように自動的にコントロールさ

れているということで、そのアミノ酸が健康状

態に異常を来しますとその濃度が変動すると。

それを数値化してがんにかかっているというこ

とではないんですが、そのリスクを判断すると

いうことで、そういう検診になっています。自

己負担の部分ですが、現在、単価については調

整中でもあるんですが、決定ということではな

い数値ではありますが、男性、女性とも２万

9,550円ということになっていまして、その半

額を村が補助するということで考えています。

対象者の年齢についてですが、40歳以上という

ことで、ただし予算等の兼ね合いもありまして

100名ということで考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それではお答えし

ます。 

 まずこの温暖化対策実行計画というのは、地

球温暖化対策の推進に関する法律に基づいて、

各市町村が計画書を立てるものであります。内

容としては村の行う事務事業、例えば庁舎の建

設であるとか、公用車の扱いであるとか、そう

いったものから二酸化炭素の削減計画を立てて

いって、何年後かには何パーセント削減してい

きましょうという計画書を立てる業務でありま

す。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 それでは２回目の質疑

にいきたいと思っております。 

 今、課長のほうから100名分をとりあえず予

定しているということで、そのほうは100名と

いうことになりますと大分少ないように思うん

ですけれども、これは優先順位とかそういうの

を決めて行っていくのかどうか。さらにがん検

診等、いろいろがんの種類も多々あるはずです

ので、これはトータル的ながんに効くのか、あ

るいはひとつのがんだけへの治療、検査という

のは効かないのか、この２点です。 

 あとは次のほうです。これは今、課長のほう

から二酸化炭素の削減を、いろいろ国からの方

針ということで下げていくということだろうと

は思うんですけれども、これは本村として現在

の二酸化炭素の排出量とかはわかるのか。それ

をどこまで下げていく予定なのか、そこがわか

るのであれば教えていただきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 健康保険課長 比嘉健治。 

○健康保険課長 比嘉健治 それではがん検診

の人数なんですが、費用のほうも２万9,550円

ということでそれの半額、費用のほうも高い部

分ではありますが、まずスタートということも

ありまして、幅広い受診機会を与えられるのか

なということも含めて、今回、少し人数的には

検討事項もあるとは思いますが、100名でまず

はいきたいと。受付も優先等ということは年齢、

例えば40歳に限定しますかということではなく

て、幅広く40歳以上ということで申し込み順と

いうことを考えています。 

 がんの種類になりますが、女性６種類、男性
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５種類、女性のほうが胃がん、肺がん、大腸が

ん、すい臓がん、乳がん、子宮がんです。男性

のほうは胃がん、肺がん、大腸がん、すい臓が

ん、前立腺がんということで５種類になってい

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それではお答えし

ます。 

 現在の排出量というのはわかっていなくて、

主にこの二酸化炭素の排出量の原因は電力の使

用量、それが大まかな原因になってくるという

ことで、それをその業務の中で最初の基準値を

調べて、それから恐らく５年か10年後かの削減

計画を立てて、何パーセント削減していくよう

な計画になっていくと思います。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 最後になりますけれど

も、先ほど質疑をした、これは課長が言われた

とおり男性が５種類のがん、女性が６種類です

ね。これは全ての検査をやった場合に適用する

のか。例えばそれをやった段階で、この５つか

６つの種類のがんの検査をした段階で、大体こ

の人は何かに引っかかっているなというのもわ

かる検査なのかどうか。 

 次の電力の使用量を基本にということである

んですけれども、やっぱり昨今、相当数の、世

界的なこの温暖化対策というのは各国でやられ

ているわけでありまして、恐らく本村でも大分

厳しくなってくるだろうということを思います

けれども、ぜひ数値化して、どれぐらいの本村

での排出量があるのかどうかも含めて、今後ぜ

ひ検討して、いい方向に持っていっていただき

たいと思います。 

 １件だけお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 健康保険課長 比嘉健治。 

○健康保険課長 比嘉健治 それではお答えし

ます。 

 アミノインデックス検査の方法ですが、１回

の血液の採取でできるということで、同時に複

数の、この先ほど言った女性６種類、男性５種

類のがんの検査もできるということになってい

ます。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の質

疑を終わります。 

 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 83ページの20節扶

助費の不妊治療助成費について、今その治療を

受けている人がいるかどうか。そしてまた１人

幾らかかるのか、かかった費用の分だけを扶助

しているのか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 健康保険課長 比嘉健治。 

○健康保険課長 比嘉健治 それでは10番 安

里ヨシ子議員の質疑に答えていきたいと思いま

す。 

 平成28年２月末現在、現在11件の申請を受け

ております。１人当たりの金額ですが、現在申

請している11件の平均の治療費が37万4,000円

余りとなっております。そのうち村の補助、限

度額15万円となっておりますが、２件について

は費用の少ない治療方法でしたので、平均で１

人当たり13万円余りの補助となっております。

追加で県の補助も入っておりまして、県のほう

も同じく限度額15万円ということで、村と県を

合わせますと30万円の補助が発生するというこ

とになります。また、平成28年２月からでした

か、県のほうが男性の不妊治療の部分も補助し

ていまして、15万円がプラスされていると聞い

ております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１３時４４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時４４分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 県の補助が15万円、

そして村から15万円、ことしからですか。男性
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の不妊治療も15万円ということですが、その不

妊治療をやっている、なかなかその中身まで聞

かなかったんですが、不妊治療は相当お金がか

かるということで、やはり村としてもそういっ

た子育て支援とか子供をふやす、最近子供の出

産が少なくなっているので、どうしてもこの不

妊治療をやって子供がほしいという人たちにつ

いて補助が幾らあるかというのがよくわかりま

せんでしたので、県の補助と村の補助で総額、

子供ができるまでに幾らかかるか、人それぞれ

だと思うんですけれども、できるだけそういっ

た不妊治療費、助成を幾らかでも多くできるよ

うにお願いしたいと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で安里ヨシ子議員の

質疑を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１３時４４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時４８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 これで第４款に関する質疑を終了します。 

 次に、歳出５款に対する質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１３時４８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時５３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 次に、歳出６款に対する質疑を行います。 

 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 それでは89ページの13

節委託料の中で島にんじん栽培研究委託料の研

究内容と、これは887万円の予算がついていま

す。その下のほうのわったー島ヤサイ産地力強

化事業委託費の内容ですね。この研究はいつご

ろからやられているのか。またどこに委託して、

どういう人がやられているのか。それと研究さ

れるときに、島ニンジンが研究されるときにニ

ンジンの種子からやられているのか。それとも

農家から直接ニンジンをもらってやられている

のか。また種子やニンジンを大学や研究所に

持っていくとき、これをもらっていく、採取す

るときに１つの畑からやられているのか。それ

とも飛び飛びで、例えば北浜でとか南浜、和宇

慶から、そういうふうにやっているのか、その

研究は。その辺お聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 島ニンジンの研究につきましては、平成27年

度より一括交付金を利用しまして、琉球大学の

農学部のほうに栽培研究の委託をしております。

平成27年度は、当然この島ニンジンの栽培方法

とか、あとは特性調査をいたしております。そ

の特性調査がいわゆる形ですね。形質、長さ、

あとは直径、色等、そういったものを村内の２

農家から種子をもらいまして、あとは渡名喜村

産の種子と、あと一般に市場で販売されており

ます種子を使ってまず植えつけをしまして、そ

れぞれその生育状況の調査をしております。そ

の結果は、例えば形状についてはやはり市販の

ほうが若干高い値を示していると。あと色のほ

うですけれども、色のばらつきについては中城

村産のほうが橙色の混在率が高いと。そういっ

た結果が出ております。 

 土壌についても、県の三大土壌といわれてお

ります島尻マージ、国頭マージ、あと本村の

ジャーガル土壌で栽培比較をしましたところ、

やはり島ニンジンについてはジャーガル土壌の
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ほうがやはり生育がいいということの結果が出

ております。先ほど種子の、村内の種子につい

ては２農家からとっておりまして、どちらも和

宇慶のほうの農家から種子はとっております。

こちらにつきましては、研究はまた平成28年度

もこういった内容のやつを、もう少し規模、圃

場を広げて、それに個体数をふやして継続して

一応実施をしていく予定であります。 

 続きましてわったー島ヤサイについてですけ

れども、こちらは沖縄県の一括交付金事業とい

うことで、いわゆる県内で食されてきた伝統的

な島ヤサイについて生産の利用拡大を図ると。

あと島ヤサイの産地強化を推進するために安定

生産技術の実証による生産農家への普及啓発。

販路促進活動等を実施する事業となっておりま

す。本村では平成27年度より、特に島ニンジン

を対象として、中城村島ニンジン産地協議会が

昨年１月に設立しておりますので、こちらを中

心として事業を実施しております。具体的には

島ニンジンの実証圃場を設置して、こちらにあ

る北浜の農家のほうに委託をしております。こ

ちらのほうで土壌分析の結果による肥料実験等

を本村の農業指導士のほうで研究をしておりま

す。あとは量販店での島ニンジンの試食、展示、

販売よるＰＲ活動。あとは島ニンジン出荷包装

用のフイルムを作成しております。今後、平成

28年度も同事業で今年度同様の活動を継続して

いきたいと考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 研究の世の中、当然、

今お答えいただきましたけれども、島ニンジン

の形や色がされていると。それに加えて、野菜

というのは結構独特な臭みがあって、この島ニ

ンジンもやっぱり好き嫌いな人は結構そのにお

いでいると思うんです。特に子供たちに関して

は結構このにおいに敏感で、子供のときからそ

ういうにおいが嫌いになると、大人になっても

それが続いて、なかなか野菜を食べてくれない。

そうすると需要が結構減るわけです。そういう

ことで、この研究の中ににおい等、そういうの

も含まれているか。その点もお聞きします。 

 それから島ニンジンを包装するフイルム、私

は見たことがないんですが、どういったフイル

ムなのか。農家からの評価はどういった評価を

受けているか。その辺お答え願います。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 お答えいたします。 

 特に現在の研究のほうで、においについては

特に研究の予定はしておりません。ただ、成分

比較といいますか、今、黄色いニンジン、多品

種の金美人参というのがありまして、それとの

成分比較をしようということになっております。 

 あと島ニンジンの包装用のフイルムについて

ですけれども、これまで出荷する場合には葉の

ほうを３本ぐらいずつ束ねて出荷という形でし

たけれども、今回この事業の予算を活用しまし

て、ビニールのほうに中城村産島ニンジンとい

うことと、あとキャラクターであるごさまる、

もろもろを印刷して、農家のほうに出荷の場合

は、ＪＡに出荷する場合もこのフイルムを使う

ようにということで渡しております。 

 評価についても、これは一般農家から直接聞

いてはないんですが、ＪＡへの指導員とか、あ

とは県の共同青果等の職員からは一応評価を受

けております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 このニンジンの包装に

関しては、何か農家からいろいろ今までの包装

では余り産地のアピールとか、特産品としての

アピールとか、またいろいろブランド化のため

には、やっぱり今までのは真っ白ですよね。何

も表示がない。そういったものでしたが、これ

はすごく農家からも評価をいただいているので、

ぜひ一括交付金を活用した事業ですので、研究
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のほうも、このほうも続けていただきたいと思

います。終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で仲松正敏議員の質

疑を終わります。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 ６節について、ひとつ

質疑をさせていただきたいと思います。 

 同じく89ページです。これは７節賃金になる

んですけれども、そこのほうに農地中間管理作

業補助員というのが出てきておりますが、これ

は恐らく耕作放棄地、そういった類いのものの

補助をどういう形でやっているかということに

なろうかと思いますけれども、その事業内容を

詳しく聞かせてください。 

 ２点目に、同じく今の13番の委託料の中に、

正敏議員からもありましたが、島ニンジンと

わったー島ヤサイの中で、恐らく島ニンジンは

琉球大学に委託しているということで、もう１

件のわったー島ヤサイというのは協議会がある

ということなんですが、この両方をマッチング

したことはあるのか。例えばわったー島ヤサイ

というのは、これは北浜を中心にやられている

と。そこと琉球大学とが連携して、何か話し合

いとかそういう連携があったのかどうか。これ

が２点目です。 

 次91ページです。５目の農地費になるんです

けれども、これの15節工事請負費、そのほうに

また中城地区農道舗装等工事請負費ということ

で2,784万円出ているんですけれども、今回は

どこからどこまでの作業になるのか。以上３点

お願いします。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 まず１点目の３目７節の賃金ですが、こちら

は農地中間管理事業、今現在、県の機構のほう

と農業委員会、また農政関係で協力しながら耕

作放棄地等の解消に向けて活動しておりますけ

れども、この賃金につきましては、その中間管

理機構から50万円の委託料と。これは当然、こ

の中間管理機構の業務の補助員として使用いた

します。残りの金額については、農地利用集積

事業というのがございまして、その部分からま

た賃金、同じような業務をさせるということで

計上しております。これは二通りの事業費で賄

います。 

 続きまして島ニンジン、わったー島ヤサイ産

地力強化事業における、いわゆる琉大との連携

をとっているのかということだと思いますが、

今、研究委託しております農学部の教授のほう

には、この島ニンジン産地協議会、その中にも

総会とか、あとは報告会等には参加しておりま

す。２月にもこれまでの成果の進捗状況とか、

そういった報告もしていただいておりまして、

今後も産地協議会と連携をとりながら研究を

行っていく計画でございます。 

 次、工事請負費についてですけれども、こち

らは平成25年度からずっと継続して、平成28年

度は当間の給油所、安里から当間の給油所の下

付近までのまだ未舗装分ですね。その部分を今

予定しております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 まず中間管理作業補助

員のことなんですが、それは早目にどんどん作

業を進めていっていただいて、できるだけ耕作

放棄地、それを解消していただきたいと思って

いるので、ぜひ進めていってください。 

 それから島ニンジンのほうも、できるだけこ

れも協議会ともタイアップをしながら、琉大と

も話をしながら、両方がそろえばそれなりにど

んどんいい意見が出てくると思っているので、

それも進めていってください。 

 あと補助員というのは１人ですよね。１名。

中城の歩道、未舗装の歩道を改良すると。今回

は安里から当間ということなんですけれども、
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これは先週、子ども議会がありまして、その中

でも話が出たんですが、奥間の後ろ側の道が全

然舗装されていないということなんです。これ

をこっちで聞いていいのかどうかわからないん

ですが、その件は終わってはいないわけですか。

この舗装というのは、恐らくもうあっち、左側、

奥側のほうは全て終了していると私は思ってい

るんですけれども、まだ舗装されていない部分

もあるのかどうか。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 お答えいたします。 

 先日の子ども議会で質問がありました場所に

ついては、津覇から奥間の共有タクシー前の国

道に出る部分に当たると思いますが、その部分

は土地改良区からは外れておりまして、これま

で農道歩道、和宇慶地区からずっと年次的に進

めてきておりますけれども、いわゆる土地改良

で整備して受益地がある部分と。向こうについ

てはほとんど宅地に面しているような状況なも

のですから。今言うこの農林水産省の事業では

できなかたったということで整備はされており

ません。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 この農道舗装ですね、

私は前々から一般質問でもやっているんですけ

れども、できるだけ早目に進捗していただいて、

早目に対応していただきたいと思います。以上

です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の質

疑を終わります。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 これで第６款に対する質疑を終わります。 

 続きまして歳出７款に関する質疑を行います。

94ページです。お願いいたします。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 第７款について質疑を

させていただきます。95ページです。２目18節

備品購入費で550万円の金額が出ているんです

けれども、これは説明資料にも書かれてはいる

んですが、電動のカートを購入して、それを城

址のほうです使いたいということではあるんで

すけれども、これは電気自動車のこの２台とい

うのは何人乗りで、何名を予定していているの

か。それと運転手のほうはどうなっておられる

のかどうか。あとこれは走路のほうは、大きい

坂道だけを予定しているのか。さらにまた城址

は通路を設定してやっていくのか。以上３点お

願いします。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 では、

お答えいたしたいと思います。 

 観光費の18節備品購入費の550万円について

御説明したいと思います。目的としましては、

世界遺産中城城跡の観光は年々増加していると。

その中で特に中高年からバリアフリー化の要望

があったということであります。さらに観覧

コースは議員御指摘のとおり、坂道などがあり

まして、中高年や交通弱者については不便を来

しているということで、今回、電気自動車を導

入することによってバリアフリー化、さらにユ

ニバーサルデザイン化をして、人に優しい、安

全、安心、快適な観光地づくりに取り組む予定

でございます。何人乗りかというと、１台は８

人乗りを予定しております。あとの１台につい

ては小回りがきくような５名乗りを予定してお

ります。 

 それからコースについては、歴史上も現在の

観光コースは三の郭から一の郭へというスタイ

ルで観覧しておりますが、この電気自動車で交

通弱者のほうを中心として、一の郭の広場まで

移動して、一の郭から三の郭ということのコー



― 167 ― 

スを現在計画しております。場合によっては、

また三の郭から事務所のほうの坂道を通るコー

スもありますので、その辺はケース・バイ・

ケースで対応していきたいと思っております。

さらに運転手については、現在の管理協議会の

職員で基本的には考えております。さらにはこ

れから協議もいたしますが、ボランティアガイ

ドの案内人もございますので、その辺等も利用

できるのであればその辺も使って、より効率的

に運営していきたいと思っております。以上で

ございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 これはやっぱりいろい

ろなイベントがある場合に、確かに坂道で、転

んだところを見たこともあるんですよ。非常に

危なくて、大変危険だなということを感じては

おりましたが、高齢者を中心にということでは

あるんですが、例えばイベント等があった場合

に、これはそのまま高齢者を中心に優先的に乗

せて行ったり来たりするのか、あるいは通常は、

誰も乗っていないときは、例えば今言われたと

おりボランティアガイドが案内して、観光客も

含めて使用されていくのかどうか。この２点伺

います。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 では、

御質疑にお答えします。 

 議員おっしゃる考え方でいいと思っておりま

す。基本的には交通弱者を優先にしながら、有

効利用を図る意味でも、やっぱり短時間で見た

いという方々については有効利用として一の郭

まで誘導していくということも考えております。

以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 最後になりますけれど

も、これはぜひ取り組んでいただいて、この世

界遺産中城城址というのは本当にたくさんの方

に見ていただきたいと思っているので、区別な

く、あいたときには観光客も乗せていただいて、

先ほど言われた運転手のほうも、ぜひボラン

ティアガイドを乗せながら、説明しながらでき

るような体制で、そうすれば回転数も上がって、

より多くの方々が乗れるのではないかと思いま

すので、その点はまた観光立地企業に頑張って

いただきたいと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の質

疑を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時１９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時２３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 次に、歳出８款に対する質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１４時２４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時２５分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、８

款への質疑を終わります。 

 次に、歳出９款に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 次に、歳出10款に対する質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１４時２７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時３２分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 
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 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 平成28年度中城村一般

会計予算の105ページです。10款１項２目７節

賃金です。賃金として1,091万円計上されてい

ますが、その中で子ども貧困対策事業というこ

とで365万4,000円が新規事業で組まれていると

思います。それでこの賃金の仕事内容、それか

らどういった専門員を予定していますか。 

 それから次の109ページになります。10款２

項小学校費、２目教育振興費の20節扶助費です。

要保護及び準要保護児童生徒援助費、これが

786万円組まれています。その中で、その準要

保護のほうが706万9,000円、増額した理由です

ね。 

 次112ページになります。10款３項中学校費

です。２目教育振興費の20節扶助費、これも同

じです。要保護及び準要保護児童生徒援助費

604万9,000円組まれています。これも増額がや

られていると思います。それの理由ですね。 

 それから121ページです。吉の浦総合スポー

ツクラブ補助金が12万円組まれています。去年

は90万円組まれています。それでことし78万円

減額されています。その理由を説明してくださ

い。 

 その次に115ページです。10款５項社会教育

費の１目です。その中の報償費があります。そ

こに貧困対策事業謝礼金ということで1,087万

5,000円が組まれています。どういった事業内

容でしょうか。 

 次122ページです。10款６項３目公園施設費

があります。１節報酬が公園施設管理嘱託員報

酬として204万円組まれています。その下に委

託料ということで、ごさまる運動公園管理委託

料706万6,000円組まれています。この２つが予

算計上されていますけれども、どういった仕事

内容でしょうか。以上、お願いします。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 まず最初に賃金ですけれども、次年度は貧困

対策事業ということで、中学校のほうに学校支

援員ということで２人、賃金職員を配置してお

ります。どういったことをやるかといいますと、

この貧困対策事業の中には、沖縄県は学力が低

いということで、学力向上の事業も含まれてお

ります。そこで中学校では高校の進学率アップ

と学習能力アップを目指しまして、授業中は教

室に入らない子供たちも中にはいますので、そ

ういった方々の生活指導、放課後は学習指導を

していきたいと考えております。どういった方

を採用するかといいますと、学校の教員の資格

を持っている方を今予定しております。 

 次に扶助費ですけれども、まず小学校、これ

は中学校も一緒です。これまで国の基準の75％

を補助しておりましたが、平成28年度からは国

の基準の100％を補助していこうということで、

平成28年度からは予算をアップして計上してあ

ります。以上であります。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 質

疑した順にお答えいたします。 

 まず１番目の質疑ですけれども、121ページ

です。吉の浦総合スポーツクラブが12万円に

減ったわけ、理由についてです。これまで吉の

浦総合スポーツというのは、議員も御存じのよ

うに、補助金を受けて運営をしてきていました

が、今回、吉の浦総合スポーツと体協にはいわ

ゆる事務局の職員がまずいます。両方、半々ず

つやっていたということで、半々で一応負担を

して、事務局費を支払っていました。しかし運

営上、やはり体協に、事務局だけは１本に絞っ

たほうがいいんじゃないかということで、その

分だけ事務局費を体協費に上乗せいたしました。

それとあと残り分ですが、残り30万円程度です

が、今回、村としても中頭に向けて、今回、剣
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道、柔道、女子のソフトボールが参加するとい

うことで、その分だけ体協費の予算を増額して

もらいました。 

 ２番目の質疑にお答えいたします。115ペー

ジです。社会教育総務費の報償費です。これは

貧困対策事業謝礼金1,087万5,000円であります。

先ほど福祉課長の答弁にありましたように、子

どもの貧困対策事業というのが今年度から始ま

ります。これは今県においても６年間計画で一

応準備はしてあります。本村においても関連各

課、今組織をつくってやっている最中でありま

す。この部分に関しては、生涯学習課のいわゆ

る子供の居場所づくりというんですか。その部

分に当たります。その中で現在６名ほど、そう

いう支援員ですか。居場所をつくって支援員、

いわゆる管理人ですね。それをしっかり管理し

て居場所のない子供たちをそこに集めて、しっ

かり支援していきたいと思っています。２につ

いては以上です。 

 続きまして３番目の質疑、122ページです。

公園施設費についてです。３番目と４番目の質

疑は１節報酬と13節委託料の関係について問い

ただしていると思います。１節についてですけ

れども、いわゆる公園施設管理嘱託員報酬であ

りますが、これは以前の議会でも私は説明した

と思いますけれども、この芝管理についての報

償費であります。特殊な技術を要しまして、沖

縄県でも５名ほどしかいません。ですから、こ

れは特殊なものでありまして、ぜひこれに関し

てはしっかりと今後整備していきたいと思いま

す。 

 それと13節委託料ですけれども、これも公園

のあくまでこれは芝の委託です。例えば機械を

入れたり、そしてまたさすがに１人ではこの管

理者ができませんので、ある程度この業者のほ

うに委託して、今経営をしている状況でありま

す。以上であります。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 それでは２回目の質疑

なんですが、７節賃金のほうです。中学校では

貧困対策として、これはスクールソーシャル

ワーカーと言うと思います。社会福祉士の資格

を有した人を２名採用ということになっていま

す。現実的にはこういった社会福祉士の資格を

有する人が少ない現状なんです。それで市町村

に新たな社会福祉士の人材を確保するのに非常

に難しいということでやられています。それで

先ほど答弁がありましたけれども、この社会福

祉士資格を有するための、どういったことをや

るつもりでしょうか。人材確保ということがあ

りますけれども、なかなか沖縄県でもこの社会

福祉士の資格を有している人は少ない現状であ

りますので、その対策はどのように考えていま

すか。 

 次ですね、先ほどおっしゃいましたように、

準要保護のほうです。これはもう先ほど答弁が

ありましたように、村の補助額が国の基準額の

75％を補助しています。これは小学校も中学校

もです。非常にすばらしいことだと思っていま

す。貧困対策ということで、平成27年度は小学

校の給食費が３万3,825円です。平成28年度は

国の基準になりまして４万5,100円です。非常

にいいことだなと思っています。これもすばら

しいことだと。中学校のほうも貧困対策という

ことで、これも同じような現状です。給食費は

去年なんですが、３万7,950円です。平成28年

度は５万600円になっています。そうやって今

新聞でも取り沙汰されています。給食費の無料

化ということで、これを中城村が先だってやっ

ているということは非常にすばらしいことだな

と思っています。これも貧困対策の一つのシス

テムというか、流れだと思います。非常に第１

項ということで、中城村から先に勧めています

ので、非常にいいことだと思っていますので、

高く評価します。 

 次、貧困対策事業謝礼金ということで組まれ
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ています。報償費のほうです。1,087万5,000円

です。それで今最近、こういった事業を通しな

がら子ども食堂というのがやられています。子

ども食堂をやる、貧困の子供たちを集めて、そ

こで無料で食事を提供して、そういった子ども

食堂というのが新聞とかでやられていますけれ

ども、これも取り入れる考えがありますか。 

 先ほどちょっと総合スポーツクラブの金額の

減額がありましたけれども、総合スポーツクラ

ブははっきり言いますが、９の事業をやってい

ますので、それで大体、小中陸上大会が去年の

実績で35万円使っています。それでごさまるウ

オーキングに７万円です。それからスポーツ教

室25万円です。いろいろな事業を展開していま

す。大体100万円ぐらいの歳出があります。こ

れも小中陸上大会の広告料とか、それで大体事

業の収入を上げていますけれども、果たしても

うあと12万円の予算でそういった事業ができま

すか。 

 次、芝管理のほうです。平成28年度の予算で

す。706万6,000円組まれています。それで平成

21年度の予算が648万円で組まれています。去

年と比較して58万6,000円の増額です。増額し

た理由を説明してください。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課主幹 伊波正

明。 

○教育総務課主幹 伊波正明 学校支援のとこ

ろでお答えしたいと思います。ＳＳＷという話

もしておりましたが、今回配置を予定している

２人については午前中、不登校気味の子や、ま

た教室に入れない、こういった課題のある子た

ちに対して支援をするものであります。放課後、

学習支援を行うということで、このＳＳＷ的働

きについては、実は今年度から不登校対策の教

育相談員を配置しております。あと心理相談員、

教育相談員とも連携して、この子たちのケアを

していきたいと思っております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 お

答えいたします。 

 再度、中城村吉の浦総合スポーツクラブです

か、それの運営に関しては補助金を減らしたら

運営ができるかというお話です。去年の決算書

の中身を見ますと、補助金が去年は90万円です。

そのうち今回減額、減額というんですか、これ

は体協に行った分ですから、78万円が体協のほ

うに行っています。実はこの78万円というのは、

その中の65万円程度ですが、それはその事務局

の臨時職員の人件費であります。ですから、そ

れからしますとさほどの支障はないと見ていま

す。 

 続きまして２番目ですか、115ページの再度

の質疑、いわゆる報償費の子ども食堂の話でし

た。運営について、子ども食堂とかやることは

ないですかという話ですけれども、これについ

ては子ども食堂というのはあくまでも個人です。

個人に対する支援となります。現在、基本的な

考えとしてコーディネーターに対する支援とい

うのはまだ考えていません。できるだけ行政で

きるものは行政でやりまして、どうしてもでき

ない場合、各支援団体、当然、今回の場合行政

だけではできないと思っています。いわゆる民

生委員の皆さんも、しっかりこれはお願いしま

して、できるのであればそれで行いたいと思い

ます。 

 続きまして４番目です。委託料のごさまる運

動公園管理委託料の増でしたね。それにつきま

して、去年と比べまして58万6,000円の増と

なっています。これは去年のたしか12月です。

補正したと思います。これまでの委託料の中に

芝の管理に関しまして、冬芝の管理のいわゆる

種まきですね、それが入っていませんでした。

ですから、ことしはこの分も一応入れるという

形になっています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 
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休 憩（１４時４５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時４５分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 先

ほど新垣議員が個人と言っていますけれども、

これは民間です。民間に。よろしいでしょうか。

民間に対しての子ども食堂とか、そういうのを

しないということです。もちろん、これは行政

でやります。まず行政がやることが第一であり

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 ３回目の質疑です。 

 賃金のほうです。先ほどもありましたが、社

会福祉士資格というのは特別な技術を有するも

のですが、これも県のほうでそういった学校上

がりの先生方を採用したら、そういった研修を

やることになっています。こういった方々を呼

んでですね。それで人材育成を図るということ

になっています。そういったのも少し調整をな

されてやったら、大体そういったスクールソー

シャルワーカーという方々もふえてくると思い

ます。それで学校現場でこういった支援をする

場合には、学校現場とそれから調整と連絡が非

常に大切だと思います。そういったスクール

ソーシャルワーカーだけでもこういった事業は

スムーズにいかないんです。それで学校現場と

の調整とか、連絡を十分にやらないと一方的に

行きますので、そういった連携とかですね。ど

ういった方向性で学校と調整をやりながらこう

いった事業を進める予定でしょうか。あくまで

もこんな感じでやったらというのがありました

らお願いします。 

 準要保護の先ほど言いましたのは省きます。 

 それから貧困対策のほうで子ども食堂とか、

例えばの例なんですが、ほかのところの例を見

ると、公民館とか夏休みを利用してＰＴＡとか、

そういった方々も集めて、子供たちを巻き込ん

でそういった子ども食堂ということを、貧困だ

けじゃなくてそういった子供たちも集めてやっ

ているところもあります。これはいろんなやり

方があると思いますので、またそこらも調査し

て、子ども食堂、子供たちに食事を与えながら、

ＰＴＡ、子供たち、それからお父さん、お母さ

んを巻き込んでやるというのもほかのところで

やっていますので、こういったのも少し調査を

されたら、もっといい方向に行くと思います。

そこら辺もちょっと調査してください。 

 先ほど総合スポーツクラブの件も、ちょっと

私が懸念しているのは、ちょっと９事業やって

いますので、それで12万円の予算で果たしてこ

ういった９事業ができるかなというのがありま

す。先ほども言いましたが、小中陸上大会が35

万円ぐらいの予算を使います。これも広告等で

一応事業収入を上げていますけれども、ちょっ

とどうかなと懸念していますので、そういった

ところです。以上、質疑です。 

 貧困対策のほうもこれからみんなで課題を上

げて、私たち議員も一緒に取り組まないといけ

ない部分があると思いますので、一緒に頑張っ

ていきたいなと思っていますので、よろしくお

願いします。以上で私の質疑を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣貞則議員の質

疑を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時５５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時０６分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 次に、歳出11款災害復旧費、12款公債費、13

款諸支出金、14款予備費は一括して審議したい

と思いますので、よろしくお願いします。 
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（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算

は、総務常任委員会に付託したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第22号 平成28年度中城村一

般会計予算は総務常任委員会に付託することに

決定いたしました。 

 日程第２ 議案第23号 平成28年度中城村国

民健康保険特別会計予算を議題とします。 

 本件については３月９日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１５時０７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時１０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第23号 平成28年度中城村国民健康保険

特別会計予算は、文教社会常任委員会に付託し

たいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第23号 平成28年度中城村国

民健康保険特別会計予算は文教社会常任委員会

に付託することに決定しました。 

 日程第３ 議案第24号 平成28年度中城村後

期高齢者医療特別会計予算を議題といたします。 

 本件については３月９日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第24号 平成28年度中城村後期高齢者医

療特別会計予算は、文教社会常任委員会に付託

したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第24号 平成28年度中城村後

期高齢者医療特別会計予算は文教社会常任委員

会に付託することに決定しました。 

 日程第４ 議案第25号 平成28年度中城村土

地区画整理事業特別会計予算を議題といたしま

す。 

 本件については３月９日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行いたいと思います。 

 休憩します。 

休 憩（１５時１３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時１３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第25号 平成28年度中城村土地区画整理

事業特別会計予算は、建設常任委員会に付託し

たいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第25号 平成28年度中城村土

地区画整理事業特別会計予算は建設常任委員会

に付託することに決定しました。 

 日程第５ 議案第26号 平成28年度中城村公

共下水道事業特別会計予算を議題といたします。 

 本件については３月９日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 
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（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第26号 平成28年度中城村公共下水道事

業特別会計予算は、建設常任委員会に付託した

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第26号 平成28年度中城村公

共下水道事業特別会計予算は建設常任委員会に

付託することに決定しました。 

 日程第６ 議案第27号 平成28年度中城村汚

水処理施設管理事業特別会計予算を議題といた

します。 

 本件については３月９日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第27号 平成28年度中城村汚水処理施設

管理事業特別会計予算は、建設常任委員会に付

託したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第27号 平成28年度中城村汚

水処理施設管理事業特別会計予算は建設常任委

員会に付託することに決定しました。 

 日程第７ 議案第28号 平成28年度中城村水

道事業会計予算を議題といたします。 

 本件については３月９日に説明を受けており

ますので、これから質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す議案第28号 平成28年度中城村水道事業会計

予算は、建設常任委員会に付託したいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第28号 平成28年度中城村水

道事業会計予算は建設常任委員会に付託するこ

とに決定いたしました。 

 ここで健康保険課長より答弁の一部訂正があ

りますので、安里ヨシ子議員への答弁の一部訂

正がありますので、受け入れたいと思います。

答弁の一部訂正ということでございます。 

 健康保険課長 比嘉健治。 

○健康保険課長 比嘉健治 改めまして答弁の

訂正を行いたいと思います。 

 先ほど特定不妊治療の部分で県の今回の改正

の部分で一部漏れていたのがありましたので、

追加したいと思います。治療費の初回の部分で

男性のほうを先ほど15万円、新たに改正があっ

たということで答弁いたしましたが、女性の初

回の部分についても初回に限り30万円を補助す

るという改正になっております。その事で中城

村の補助、両方を合わせると45万円ということ

になりますので、ほとんどの方々の治療費はそ

の部分で対応できるということで考えておりま

す。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１５時１９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１５時２０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

  散 会（１５時２１分） 
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○議長 與那覇朝輝 皆さん、おはようござい

ます。これから本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。

それでは通告書の順番に従って発言を許します。 

 最初に大城常良議員の一般質問を許します。 

○３番 大城常良議員 皆さんおはようござい

ます。大城常良でございます。議長のお許しが

出ましたので、これから３月定例会最初の一般

質問を行いたいと思います。村長、それから執

行部の皆さんの答弁をお願いしたいと思います。 

 まず大枠１番のほうですね。中部南地区火葬

場建設について。今回は、火葬場問題の総括と

いうことで、きょうは村長、それから執行部の

答弁をお願いしたいというふうに思っておりま

す。①首長会議が２月22日に行われたと思いま

すが、会議の詳細を伺いたいと思います。②建

設検討委員会に出した本村の負担額及び視察等

も含め、総額いくら負担したのか。③安里区民

に対して、検討委員会からの結果報告は予定さ

れているのか、伺います。 

 大枠２番、新庁舎建設について。①新庁舎建

設検討委員会委員はどのように選出されたのか、

その部分に関しては検討委員会の会議録より二、

三、質問を行いたいと思います。②検討委員会

より平成27年６月29日に場所等の答申書が出さ

れましたが、議会や村民に説明しないのはなぜ

なのか。これは答申が出たにもかかわらずなぜ

議会に対して、それから村民に対して一切説明

しないのかどうか、そこをちょっと伺いたいと

思います。③新年度予算の中に新庁舎基本設計

等委託料１億円が予算に組み込まれて入ってき

ているんですけれども、そのほうのいきさつで

すね、あとは業者選定の方法等を含め、十分こ

れから議論されるのかどうか、伺いたいと思い

ます。④議会及び村民の理解を得るために情報

公開はどう考えているのか。庁舎建設というの

は、本村の一番重要なこれから50年、100年を

めどにして決まれば同じ場所に建つものですか

ら、それをどうこれから村民に公開していくの

かどうか、それを伺いたいと思います。 

 大枠の３番、施政方針より公共の駐車場整備

計画は、これも本年度予算に800万円入ってき

ているんですけれども、それについて①新年度

予算に公共駐車場整備基本計画委託料として予

算計上されているが、これの詳細を伺いたいと

思います。②観光イベント専用（観光誘客駐車

場）整備とありますが、場所及び面積は執行部

の中で決まっているかどうか、そのほうを伺い

たいと思います。以上、よろしくお願いしたい

と思います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは大城常良議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１と大枠３につきましては企画課のほう

でお答えをいたします。 

 大枠２番につきましては総務課のほうでお答

えをいたします。 

 私のほうでは大枠１番の火葬場の建設の首長

会議について答弁をさせていただきますが、

去った議会でも答弁をさせていただきましたけ

れども、長引くようなものにそろそろ何らかの

区切りをつけるべきではないかという答弁をさ

せていただいたと思います。それで議員も御承

知のとおり財政のめどが立たない段階において、

これ以上進めていくことは村民に対しても間

違ったメッセージが伝わる可能性があるという

ことで、しっかりとした意思表示をすべきだと

いう考えで、この首長会議に臨みました。新聞

報道でも御承知のとおり、結論から言いますと

解散という形をとらせていただきました。表現

はいろんな表現になる可能性はあったんですけ

れども、もうあえて５市町村の枠組みも含めて

解散という形をとってしっかりまた村民に対し

て、これはもうゼロになりましたということを
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意思表示をするために解散という言葉を使わせ

ていただきましたので、詳細はまた企画課のほ

うでお答えをさせていただきます。以上でござ

います。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 （仮称）中部南地区火

葬場・斎場建設検討についてお答えいたします。 

 ただいま村長からも答弁がございましたので、

一部重複する部分もありますけれども、御了承

いただきたいと思います。平成28年２月22日、

（仮称）中部南地区火葬場・斎場建設検討に係

る、５市町村長による会議を開催いたしました。

会議におきましては、宜野湾市企画部長からこ

れまでの取り組み、及び「第４回（仮称）中部

南地区火葬場・斎場建設検討委員会」での取り

まとめの内容について報告を行った後、「今後

の方向性」について意見交換を行っております。

５市町村長、それぞれが意見を出した結果、最

終的に、（仮称）中部南地区火葬場・斎場建設

検討委員会の解散を決定しております。 

 次に、（仮称）中部南地区火葬場・斎場建設

検討委員会への負担金等についてお答えいたし

ます。 

 平成24年度に132万円、平成26年度に61万

9,161円、合計で193万9,161円でございます。

また、平成24年度に神奈川県へ視察を行ってお

り、県外旅費として、27万9,000円を支出して

おります。総額では、221万8,161円でございま

す。 

 次に、安里区民に対する結果説明についてお

答えいたします。 

 平成28年２月22日の５市町村長会議におきま

して、（仮称）中部南地区火葬場・斎場建設検

討委員会の解散が決定しておりますので、絞り

込まれておりました安里地区区民に対し、会議

の結果につきまして、説明を行いたいと考えて

おります。日程につきましては、現在、調整中

でございます。 

 次に大枠３ 公共駐車場整備計画についてお

答えいたします。 

 本村はこれまで沖縄振興特別推進交付金いわ

ゆる一括交付金を有効に活用し、さまざまな観

光誘客イベントやプロスポーツキャンプを実施

しております。その成果として、観光誘客数は

年々増加傾向にあり、本村の知名度も少しずつ

ですが、上昇していると認識しており、今後と

も、本村のＰＲを推進していく予定でございま

す。御質問の公共駐車場整備計画につきまして

は、例えば中城城跡での観光振興イベントを実

施する際、来場者への駐車場として、成田山や

普天間自動車学校、ライカムイオンモールなど、

本村所有の施設以外の民間の駐車場を借用させ

ていただき、シャトルバスでの送迎を行ってお

ります。しかし、借用した駐車場は、毎回、満

車の状態となっていること。また、駐車場が複

数あることから、来場者はどの駐車場に行けば

いいのかわかりづらい部分があること。さらに、

吉の浦公園や吉の浦会館等で開催される行事が

重なった場合、思うように駐車場の確保ができ

ていない状況など、観光客や土地勘のない方々

に対し、不安や不満などを招いております。こ

のような課題を改善する策として、村所有の大

きめの駐車場を整備し、受け入れ態勢の強化を

図りたいと考えております。なお本事業は一括

交付金を活用し、整備する計画であり財政的な

負担が軽減されることから、比較的、村に有利

な状況で整備することができ、今後の本村の観

光振興へつながることや村益につながるものだ

と考えております。 

 次に、場所及び面積についてお答えいたしま

す。本事業につきましては、広く観光振興に寄

与するという計画となっており、中城城跡での

イベントだけでなく、吉の浦公園等の利用者、

吉の浦会館での「産業まつり」や「文化まつり」

へも対応を想定しております。御質問の場所及

び面積につきましては、現段階では、決まって
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おりませんが、今後、策定されます基本計画の

中で、イベント時に必要な駐車台数や日常的に

必要な台数、各種道路からのルートの検証等を

実施した上で必要面積を算出し、決定してまい

ります。 

 しかし、御承知のとおり、本村の一番の観光

地であります中城城跡周辺は、バッファゾーン

になっていることや、中城城跡周辺の多くが、

本村域外であること。また、吉の浦公園等での

プロスポーツキャンプやイベントにも対応でき

るようにすることなどから、吉の浦公園周辺を

想定しております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 それでは大城常良議員

の大枠２の１から４までお答えをいたします。 

 ①について。中城村役場庁舎建設検討委員会

設置条例第３条に基づき、任命は村長が行うと

いうことになってございます。委員は15名で構

成されております。委員は、学識経験者、それ

から村議会議員、村職員を網羅してやってござ

います。大学教授、元職員、それから各種団体

の長と議会議長、副議長、議会建設委員会委員

長、副村長、都市建設課長、企画課長の両課長

を選任してございます。 

 それから②について。庁舎建設については、

村のホームページにおいて答申や関係資料を掲

載してございます。また、村の広報27年８月号

に、答申が行われた旨の掲載と、新聞報道４月

13日の沖縄タイムスにおいても、この内容が取

り上げられております。御指摘のとおり、直接

の説明会等の開催はまだ行われておりませんが、

答申に基づき、新庁舎に望ましい具体的な場所

を今検討中でございますので、これまでのよう

にホームページや広報などでお知らせしながら、

進捗の状況に合わせて説明会を行う予定でござ

います。 

 それから③について。庁舎建設を目指して、

職員体制を含めた取り組みを早急に進めるため

の準備をしているところでございます。業者選

定につきましては、現在のところまだ決定はし

ておりませんが、決定に際しては通常の工事な

どこれまでの設計業務の際の発注方法と同様に

一般競争入札またはプロポーザルになるという

ふうに考えてございます。 

 ④について。現段階は建設検討委員会の答申

までというふうになっておりますけれども、こ

れにつきましては、御説明したとおり、村の

ホームページ、広報、新聞等が行われておりま

す。今後、具体的な建設場所の検討が進み、多

くの決定事項などが発生することが予想されま

すが、進捗の状況など、より多くの村民の皆様

にお知らせできる手段を考えながら、皆様へ御

報告を行い、その際にはぜひ貴重な御意見も賜

りたいというふうに思っております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 答弁が出そろいました

ので、再質問をさせていただきます。 

 火葬場建設のほうですけれども、この火葬場

建設というのは、約２年間ぐらいですね、本村

でこの５市町村の中でも、本村を中心とした場

所が設定されてしまって、それに伴い地元住民

も相当反発しているという中で、今までの流れ

を見てみますと、どうしても５市町村の枠の中

でしか、そういうのを決められない。あるいは

５市町村の中でしか、話が進まないということ

が多々ありまして、この広域火葬場は５市町村

で検討委員会を中心に進められたと私は思って

おります。それでも私たちは村民の負託を受け

た議会に対しても、なぜこの２年間、今の状況

はどういうふうになっていますよとか、そうい

う状況で今走っていますとか、一切の説明を行

われていない。それは何か隠さないといけない

のがあったのかどうか、教えていただけますか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 平成24年度に建設検討委員会を設置しまして、
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広域での火葬場整備が可能かどうかを検討して

まいりました。御質問の議会に対する説明につ

いてですけれども、これにつきましては平成26

年の９月議会終了時に全員協議会を開いていた

だきまして、そこで議会に対して現在検討が行

われているその時点までの説明を全議員に行っ

ております。それ以降につきましては、特にそ

の時点からの進展がございませんので、もちろ

ん地元として絞り込まれていたところにもそう

なんですけれども、議会に対しても説明は行っ

ておりません。今回新たな動きというのが解散

という一つの決定事項がございますので、その

件につきましては、議会のほうに対しても説明

をすべきであったとそういうふうに感じており

ます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 解散になった理由は、

財源の問題というふうになっていたんですけれ

ども、いろいろ情報を集めてみますと、北中城

村の議会でも、これは確かに財源の問題がある

と、それと同時に地元住民のものすごい反対行

動が起きているというのも一例に挙げられると

いうこと。西原町のほうでもこれは財源の問題

と。それと同時にやはり反対運動があるという

のが、この２点が重点的な原因で白紙撤回と解

散ということになろうかと思いますけれども、

本村ではなぜ反対運動の話が一切出てこないの

か、これは財源ならわかります。一番地元で反

対が起きている中で一番反対運動を何か隠して

いるというのか、そういった感じが見受けられ

て仕方がない。これだけ至る場所に看板も立て

られて、候補地になってしまったという判断を

踏まえても、これは当然反対運動は相当出てい

ますよと。これは議会の中でもどんどん一般質

問の中でも取り上げられるべきであって、それ

がないのはどういう状況なのか、説明できるの

であればお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 北中城村、あるいは西原町においては、住民

の反対運動というのが取り上げられているとい

うふうなお話でございます。中城村の議会にお

いてもいろんな御質問を私受けているところで

すけれども、その中でもおよそ平成26年度以降

につきましては、質問の内容からすると反対で

あるというふうな内容が我々のほうにも伝わっ

ているし、議会のほうでもそのように議員の

方々も認識しているところだと思います。私ど

も中城村として、中城で反対が起きていること

を検討委員会の中で隠しているというふうなそ

ういうふうな捉え方で、今私は聞こえたんです

けれども、こういうことは決してなく逆に我々

のほうが中城においては、こういう問題が起き

ているんだというふうなことは、検討委員会の

中で発言をしているところでございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今この情報というのが、

私たちも白紙撤回になったその原因というのが

全然わからなくて、５市町村の中で首長会議は

行われたというのも、新聞でしか見ていないも

のですから、どういう状況でやられたのかもわ

からない中で、これは２月23日の沖縄タイムス

なんですけれども、その紙面を読んでみますと、

そのほうから質問したいと思っております。ま

ず５市町村による建設検討委員会の開催を決め

たということで、これは中城村安里を候補地と

する建設計画は一旦白紙になることが正式に決

定ということなんですが、一旦白紙というこの

文言というのはどういう意味なのか、教えてい

ただけますか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 検討委員会そのものが解散をしております。

ですから広域での火葬場整備につきましての検

討はもう行わないということが、今回の決定事

項であると考えております。一旦白紙というふ



― 181 ― 

うなことですけれども、これは新聞、マスコミ

報道ではそのようになっておりますけれども、

正式には解散であるというふうなことで考えて

おります。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今課長が言われたとお

り後ろのほうには宜野湾市などが５市町村によ

る検討の枠組み自体は維持したいというのに対

して、中城村などは仕切り直しを明確にする意

味からも解散を主張したと。最終的にはこれは

全員一致で検討委員会解散を決めたということ

で、中城村からそれだけの反対とか、財源もな

いもので、これで進んでいないという中で我々

は解散するよと、この枠組みにも入らないよと

いう中で、そういうのが決まったと思うんです

けれども、ちょっと気になることもありまして、

各市町村は５市町村による建設の枠組みを維持

するかも含め再検討するとこれは書かれている

わけですね。そこについてどうですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 解散することが決定しております。各市町村

の枠組みを維持するかを含めて、再検討すると

いうのはそれぞれの市町村でそういう枠組みで

やりたいのか。あるいはまた別の市町村同士で

検討するのか。それは各市町村で決めることで

あると考えております。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 ということは、もう一

切この５市町村の検討委員会はもうないという

ことを断言していいですね。 

 次②のほうに進みたいと思います。まず負担

金が先ほど課長の答弁の中で193万9,161円と。

あとは視察費ですね、これが27万9,000円、こ

れは本村の全て一般財源から発生したものなの

か、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 負担金につきましては、一般財源でございま

す。それから県外視察旅費につきましては、県

からの交付金でございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 視察費については県か

らの交付金。これはどういう交付金なのか。県

からですね。例えば一括交付金から出たのか、

それとはまた別に何か交付金があるのか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 県からの交付金につきましては、県のスクラ

ム促進事業交付金という交付金でございます。

これにつきましては権限移譲を進めるため事務

研究会等に交付される交付金でございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 いろいろな交付金があ

るというのも意外でありますけれども、５市町

村の広域とはいえ、これは約200万円近くの村

民の大事な税金を使った事業がこれも結果的に

破綻したと言わざるを得ない中で、これはいわ

ば政策の失敗であって、これは中城村だけでは

ない。ほかの４市町村もそうなんですけれども、

村民に対して、謝罪と説明責任を行うべきだと

私は思っているんですけれども、200万円も

使ったと。それに対して事業は白紙撤回になっ

た。それに対しての説明責任、それはどうお考

えですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 ５市町村の住民が高い火葬料金とそれから火

葬場までの長距離の移動、さらには火葬場が込

んだ場合に数日間待たされることがあります。

こういう負担の解消と広域で整備することによ

る整備費用の軽減を目的に我々、広域での火葬

場の整備が可能かどうかを検討してまいりまし

た。整備を検討するためにはもちろん基本構想

基本計画、そういうものは策定するのは当然で

ございます。策定するためにはそれなりの経費
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がかかってくるとそういうふうに考えておりま

す。結果的に財源の確保ができず建設検討委員

会の解散を決定しております。真剣に検討する

ためにお金もかけてまいりましたが、結果的に

解散になったというふうなことで目的が達成で

きなかったことにつきましては、非常に残念で

あり、責任を感じているところでございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今課長の言った非常に

残念であり責任を感じていると。果たしてこれ

が民間企業だったらどうなのか、ここは十分考

えていただきたい。民間企業でそれだけのプロ

ジェクトをつくって、できなかったというよう

な判断では絶対ないと思います。それだけの責

任を取らないと民間の会社でしたら厳しい処分

があるものと私は思っております。そこはぜひ

今後のいろんな政策に対しての理解を深め、ぜ

ひ考えていただきたい。それは申し上げておき

ます。 

 次に進みます。③のほうですね。地元安里と

しては、やはり私と同様で新聞紙上の情報しか

得られないという中で、首長会議が終わって１

カ月も経つというのに白紙になった理由。断念

した理由で説明が一切ないと。今、村内至ると

ころでみんな御存じだと思います。看板やら横

断幕、この前は子供会議にありましたよ。怖く

て読めないとそういうふうなものが立ち並ぶ中

で、これは検討委員会として、あるいは中城村

として地元安里に対して、丁寧に結果説明を行

い、理解を得て、この看板等の撤去、どうして

もきっちり説明して行わなければならないと。

それは行うのが当然だと私は思っております。

先ほど課長のほうから説明は行いたいと思うん

だけれども、まだ調整中というのがありました

けれども、そういうのは早くやって早く撤去し

ていただきたいと。そうすれば地元も納得して

こういった看板等もそれはもう立てるのは大変

厳しい思いをして立てたと思いますよ。これだ

けの大きい事業が失敗したと。白紙撤回になっ

たのはいいんだけれども、それに対して説明が

一切ないという中で、早目早目に説明責任を果

たしていかないとだめだと思うんですけれども、

これに対してさっきは調整中という予定で話さ

れていたんですけれども、それは早急にやるの

か。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 安里区の住民に対しましては建設検討委員会

として候補地について絞り込まれたことの説明

を行ってきたところでございます。ですから今

回の結果につきましても、地権者並びに地域の

方々に対して建設検討委員会として説明しなけ

ればならないというふうなことで考えておりま

す。先ほども答弁しましたけれども、現在その

日程を調整をしているところでございます。説

明がおくれていることに対しましては大変申し

わけなく思っております。できるだけ早目に説

明を行いたいと考えております。それから看板

につきましては、村内の至るところに立てられ

ております。看板、横断幕が相当数立てられて

おります。ぜひ我々の説明も含めましてその看

板につきましても、撤去していただけるようお

願いしたいと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今の課長が言われたと

おり、平成26年度９月23日権利者、それから28

日に住民説明会が行われたという中で、最初と

最後、これは最初は説明会の中には５市町村の

事務局を含め村長も出席していたというのを私

聞いています。安里で唯一、開催されたのはこ

の５市町村の中で開催されたのは安里です。そ

れは間違いないんですよね。これは候補地とし

て絞り込まれたがために行われたと思いますけ

れども、それが地元安里区民に対しての最後の

最後はやっぱり村長出て、顔を出して説明責任

果たすべきではないかと思うんですけれども、
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村長どうですか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 議員の言われるまでもなく、当然のごとく私

が説明の場にいることは当たり前のことだと

思っております。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今村長が確約しました

ので、私はもう早急にこの火葬場問題、今回で

終わりだと思って、確かに最初と最後は村長も

含め、本当でしたら５市町村の担当者も含めて、

こういう状況でこうなったと説明できる形で終

了させていただきたい。これで火葬場の問題は

終わります。 

 ２番に進みます。２番新庁舎の検討委員会は

これはどういうふうに選んだかということで、

これは第３条15名、各種代表ということである

んですが、これはきのう、連合審査がありまし

て、その中で中城村役場庁舎建設検討委員会名

簿ということで出てきたんですけれども、名簿

をもらったんですね。そういった３名ほどメン

バーが変わっているんですけれどもそれは総務

課長どうしてメンバー３名変わっておられます

か。前回のこの名簿、これは27年４月30日と書

かれているんですけれども、きのうもらったの

は26年７月３日からで、中身の人員のほうが３

名違うんです。これはどうして人員が違ったの

か。３名入れかわっているわけなんですよ。３

名。それの入れかわった理由は何なのか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 老人会長を初め、各種団体の長が入れ替わっ

たということで委員を交代してございます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今老人会長とかいろい

ろ、老人会長は一緒なんですよ。各団体の長は

そのまま入っていろいろ１名の方は抜けられて

交代されているというのもいるんですけれども、

これが何を言いたいのかといいますと、今15名

のこの検討委員がいる中で、全てが各団体の長

は学識経験者という中で、確かに名前はほとん

どはわかります。全ての人は分かります。人格

的にも人間的にも相当すばらしい方々です。そ

の方々がただ各団体の長だからということで、

専門的な新しい庁舎をつくるためにどれほどの

学識を持っているのか。それはどうですか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 今委員のおっしゃる学識経験という部分です

けれども、この検討委員会の検討事項、主な検

討事項、村長から諮問された検討事項が庁舎位

置の決定が主でございました。今３カ所に絞ら

れてございますけれども、その中で場所がこの

地域をよく知っている各種団体の長、そして学

識経験者、それから県職員ＯＢ、役場職員、そ

して議員というふうなことで構成してあります。

これは役場庁舎という性質上、地域をよく知っ

ている方が携わったほうが場所は決定したほう

がいいということで、その委員になってござい

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 第４次総合計画の中で

中央地区、公共、それから公益施設の機能の適

正化も含め、拠点形成というこれは拠点形成と

いうことを集約化を進めるというふうに第４次

総合計画、これにはうたわれております。それ

を踏まえて事務局のほうから場所をこの枠の中

に入れたというのかな。その４カ所、現地場所

を抜けば３カ所が吉の浦周辺に集まったと。集

約化するためにということで私は理解している

んですけれども。これはその一帯が優良な農地

でもあるわけなんですね。そこを踏まえての集

約化したのであれば、これは集約化しすぎたん

じゃないのかなと。そこら辺は一帯がすばらし

い農地でいろいろなやっぱり土地改良もされて

いるし、そういったのも含めて、この枠内で
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ちょっと絞りすぎたのではないかというふうに

思うんですけれども、そこはどうですか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 広域施設の集約化にすることについては、村

民生活の利便性が高められるという観点から、

そのことは今議員のおっしゃった第４次基本構

想の計画の作成する際に住民の意見を集約して

豊かな暮らしサービス拠点というふうにして位

置づけられています。そのことを集約化が、今

答申からありましたように集約化が望ましいと

いう考えで進めています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 現庁舎を除いての３カ

所ですね、そこのほうが私としては集約化され

て吉の浦一帯に集中しているというふうに思っ

ています。この検討委員会の答申は出たんです

けれども、この検討委員会のメンバーは15名い

らっしゃるんですけれども、これは候補地３カ

所ですね、そこの形状、それから広さ、あとは

視察に行きましたか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 今現場を見たかという、候補地の位置につい

てですね、現場を視察したかということでござ

いますけれども、先ほど委員の構成メンバーも

お答えいたしましたように、その地形、場所に

ついて、各委員が熟知している場所だというこ

とで、視察は行っていません。また委員からの

視察の要望等もなかったというふうに考えてい

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 現場を熟知していると

いうこともあるんですけれども、15名全てが。

この３カ所の現場を熟知していると私はちょっ

と理解できないですね。やっぱり候補地を選定

するということは候補地を見る、それがこの３

カ所の候補地はやっぱり今どういう状況で、ど

ういうふうなところで傍にはどういうことがあ

るんだろうというのも含めて、これは１回、２

回は足を運んで、そこをどうして回って行かな

いのか。ちゃんとみんなで回ってそこを決定し

たという話で進んできているわけですから一番

大事な庁舎をつくるためには、場所はちゃんと

みんな検討委員の方々はちゃんと足を運んでみ

ないと、ただ頭では分かっている。しかし場所

の地形がどうのこうのと言われても分からない

ですよ。検討委員会で答申に出されたのはみん

なで決めてくださいということで、全く検討委

員会の呈をなしていないと私はそう思っている

んですね。ぜひこれはこれから進めるんであれ

ばもっと現場を見せていただいてちゃんと進め

ていっていただきたい。そのように思っており

ます。あとは議会への説明、それも随分不足し

ていると私は思っております。それから村民に

対してもいろいろなパブリックコメント、これ

は意見収集しないとただ執行部あるいはまた職

員の中で決めてもちゃんと情報公開してやって

いかないと後々また反対意見が出てきたら全然

進まなくなりますよ。またみんなが判断してこ

れでいいなというような状況もつくって進めて

いかないと、ただこっちで決めたから住民説明

して、議会説明して、これで終わりというよう

なことは、私はちょっと納得がいかないと思い

ますよ。これは私だけではなくて村民も場所を

決めるまでに、やっぱり説明をしてもらわない

といけないと思います。これはひとつ付け加え

ておきます。 

 次ですね。新庁舎建設は確かに喫緊の課題で

はある。私も議会の中でも順次取り挙げて早く

つくってください。今の庁舎を見て誰もが50年

近く経って、相当老朽化して総務課長の言うと

おり、いつどこで何が落ちてくるかわからない

という判断のもとで進められているとは思うん

ですけれども、果たしてそれが議会村民への情

報公開をして意見収集に努めて理解を得ながら
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場所の選定も含めて進めていかないと一切の議

会に対して、私説明がないと思っておりますよ、

まだまだ。全然足りない、不十分。だからそれ

のためにも設計委託料１億円というのを出すの

は時期尚早と言わざるを得ない。それに対して

その事前に説明しないのは、何で説明しないの

か、議会に対してですね、それを伺いたい。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 議会への説明ということでございますけれど

も、今答申書の３カ所というのは、答申書の写

しを議員の皆さんにはお渡ししているというふ

うに理解していますけれども、その答申書の中

身が先ほど来、３カ所ということで具体的場所

が我々、今役場職員内でのそこが決まっていな

いと、まだそこが決まって議員が御理解してい

るように新庁舎建設には喫緊の課題で村民庁舎

利用者の安全を考えると基本設計を初めとする

経費は必要だというふうに思っております１億

円は。この実施設計、基本設計を含めて必要だ

と思っています。その中で１カ所に決まった暁

にはぜひ議員の皆さんにこの御説明をやりたい

というふうに思っております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 何でもかんでも場所が

決まってから、決まってから説明しても何にも

ならないじゃないですか。村民の意見も聞きな

がら一緒に進めていく。これが私、今の地方自

治の原点であって、ここに情報公開条例もあり

ますよ。これは第１条を読んでみますと、この

条例は地方自治と本旨に則り村民の知る権利を

尊重し、行政文書の公開を求める権利を明らか

にするとともに情報公開の総合的な推進に関し、

必要な事項に定めることにより中城村の保有す

る情報の一層の公開を図り、もって村政に関し、

村民に説明する責務が全うされるように村民の

村政への参加を進め、民主的で公正かつ開かれ

た村政の推進に資することを目的とすると、こ

れだけ重要なすばらしい公開条例があるんです

よ。それを決定してから決定してからと言われ

ても、その決定に対していろいろな意見、不満、

そういうのが出てきた場合に非常に私は危惧す

るんですよ。早く進めてほしいんだけれども、

そのプロセスが本当に大丈夫かなと思っている

んで、そこはひとつ私のほうからもう一度、再

考していただいてですね、ぜひ進めてもっとい

い方向に進めていただきたい。今、場所も決ま

らない中で私はさっき言ったとおり１億円の委

託料、これが出てきているんですね。先ほど課

長、説明されていたんですけれども、これは一

度基金に戻す考えはないですか。まだ時期尚早

ということで、どうですか。 

○議長 與那覇朝輝 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 では私のほうからお答え

させていただきます。 

 議員言われているのはごもっともだというふ

うに認識を持っています。ただ言葉のあやとし

て決めてからという話という部分というのは、

ちょっと言葉が足りなかったと思っています。

基本的に物事を進めるためにおいては案をつ

くって、その案でどうですかというのが今の段

階だというふうに認識しています。そのために

はその案として提出するための内部議論という

のは必要だというふうに認識しています。その

ための作業を現在させていただいているという

のが現実だというふうに御理解していただきた

いのと、先ほどから喫緊の課題という言葉がご

ざいますけれども、基本的にじゃあそれを説明

した段階において、説明資料というのは必要に

なってきます。その部分も含めて調査の規模と

か、そういうのを含めての説明ではないと住民

に対しての明確な説明はできないと思うんです

ね。それを含めて今私どもが予算として上げて

いるのは、それも含められていることを御理解

をお願いしたいと。以上であります。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 
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○３番 大城常良議員 今の副村長の答弁の中

でも御理解をお願いしたいと。私も理解したい

ですよ。早くつくってほしいから。その中で

やっぱり１億円の予算を組まれてしまった場合

に果たして我々が「ああ、そうですか。いいで

すよ。どうぞ進めてください」とその説明があ

れば堂々と言えるんですよ。この１億円に関し

ては、ただ出してきて「どうぞ理解ください」

と言われても、なかなか理解できるものではな

い。これはもう少し私も考えたい部分もありま

す。行政のほうもちょっと考えていただきたい。

これはきのうこれも会議の中で最後に出てきた

んですけれども、これは新庁舎の建設スケ

ジュールと案なんですけれども、これが出てき

て渡されたんですけれども、これを見てみます

と、４月新庁舎建設位置決定というところで、

内部協議、それから庁舎建設プロジェクトチー

ムというところで、これは28年４月、５月に位

置決定と。案ではあるんですけれども、それが

終わってから議会説明あるいは住民説明という

のが組まれているので、これは私が先ほどから

言っているのはそこなんです。決定してから説

明しても説明しなくてもいいですよ。決定して

いるんだったら。そういうのがありますよとい

うところで事前に説明していただかないと。せ

めて議会に対しては説明して、同意を得てそれ

から村民に説明すると。そうであれば我々も村

民に対してですよ、今こういう状況で今それだ

けの進捗状況ですので、理解してくださいと言

えるんですけれども、全く話がない中で理解し

てくださいと言われても村民もまた理解できな

いはずですよ。その点に関してはそれも言って

おきたい。あとは場所に関してなんですけれど

も、確か去年、津波警報が出たはずなんですね。

そのときは吉の浦で交通安全の会議があったん

ですけれども、小学校も休みというよりは避難

と。その交通安全もこれもキャンセルというこ

とがあって、海抜２メートル以下でしたら、庁

舎はつくれないですよ、危ない。ただその上に

今、資料館の上に一時避難場所があるというこ

とがあるんですよ。この計画の中にある資料館

の隣につくるという判断は私はこれは絶対納得

ができないというふうに、これは津波避難が出

た場合には、これはみんな上に上がっていくわ

けですよ。避難する場合、時間もありますね、

10分、15分ぐらい最低でも、それに対してわざ

わざ近くの上に行って、下は津波が来た場合ど

うするかという状況の中では到底これは受け入

れられるものではないと私は思っております。

そこのほうも踏まえて、ぜひこれからの協議は

進めていただきたい。では１点だけプロジェク

トチーム、これは説明の中で若手を中心とした

方々が入ってくるということですけれども、こ

のプロジェクトチームと今ある検討委員会、そ

れの違いはどういうことなのか教えてください。 

○議長 與那覇朝輝 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 ではお答えいたします。 

 検討委員会とプロジェクトチームの違いは何

かと申しますと、これはプロジェクトチームと

いうのは、行政内部の中で組織的に動くセク

ションを置くというのがプロジェクトチームの

考え方です。ですから検討委員会というのは外

部委員を入れての意見を聞くという場所になり

ますけれども、実際プロジェクトチームという

のは内部の素案とか、内部の案を求め上げられ

る部分で、まとめ上がった部分は公表されて、

それが実施に移せる段階においての推進母体で

すね。そういう部分の違いがございます。です

から、この検討委員会とプロジェクトチームと

いうのは全く別のものでございまして、プロ

ジェクトチームはあくまでも内部的機関で、そ

れが決定されたらそれを今度は推進する機関と

いう形になりますので、検討委員会との違いは

全く別です。要するに内部と私どもは村長の下

に各課置かれています。この業務の中で横断的

に業務ができるチームがつくれる部分。専任で
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つくる部分というのが出てきますので、その辺

のためのものとしてプロジェクトチームは内部

機関として設置するということになります。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今副村長から聞きまし

た。別物ということなんです次ですね、課長の

ほうからは業者の選定が一般入札になるか、プ

ロポーザルになるかという中で、現在はどの庁

舎あるいはまた重要な施設をつくる場合にもプ

ロポーザル方式というのがほぼ主流であると私

は思っております。20億円近くの庁舎をつくる

ために一般入札でやるのはこれはいかがなもの

かと。これはプロポーザル方式で選定していく

と私は思っていますけれども、その方式でいく

のか、それをお伺います。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 今議員おっしゃるように、この役場庁舎とい

う特異なものですから、おっしゃるように高度

な技術とか、そういうのが必要になってきます。

今おっしゃるプロポーザルという方式は今各市

町村、それを導入しているのは熟知しておりま

すので、それも十分検討の上、進めたいという

ふうに思っています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 できるだけプロポーザ

ルを活用していただいて、それでいろいろな各

セッション、セッションの中でいろいろ仕事が

出てくるわけですから、それを十分に生かして

いただきたいと思っております。 

 次３番ですね。公共駐車場の話なんですけれ

ども、これは課長のほうからあっちこっちのイ

ベントがあって、それを今支障を来していると

いうことなんですけれども、本村の観光といえ

ば中城城跡だと一番にすぐ浮かぶのがそれなん

ですけれども、そこの正門のほうに今登又のと

ころから県事業で道がつくられているんですけ

れども、そこに駐車場がつくられると思うんで

すが、そこでの対応というのはどうですか、で

きないですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 たしか県営中城公園整備事業の中でグスク西

駐車場の整備があるというふうなことが聞いて

おります。ただそこを代替にするというふうな

ところは今のところは考えておりません。これ

はあくまでも県の施設ですので、県は今グスク

北駐車場、現在整備されている駐車場ですけれ

ども、そこにつきましても中城城跡でのイベン

ト開催の場合に、県はそれを借用してもいいと

いうふうな許可が、たしか平成27年度からおろ

さなくなっています。というのも、そこの公園

の遊具を目的に中城公園への入場者が多いもの

ですから、そこは借用されていないとそういう

ふうに認識をしております。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今回800万円も急に出

てきたということですので、私も戸惑ってきょ

うは質問しているものですから、ぜひこれも検

討という段階での話ですので、ぜひもう少し詰

めて、それを説明していただきたい。最後に

きょうの質問でもわかるように行政と議会は車

の両輪とよく言われるんですけれども、予算や

政策に対しての説明がないと私は思っておりま

す。村民の負託を受けている議会あるいは村民

に対しても情報公開と説明責任、これは徹底し

て行っていただいて、信頼できる行政、安心で

きる政策を強く要望して、私の一般質問を終わ

ります。ありがとうございました。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の一

般質問を終わります。 

 10分間休憩します。 

休 憩（１１時０３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 
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 続いて仲座 勇議員の一般質問を許します。 

○１３番 仲座 勇議員 皆さんこんにちは。

議長の了解を得ましたので、一般質問をさせて

いただきます。 

 13番仲座 勇でございます。質問事項で１番、

中城村立中城南小学校の遊具の設置の要請の件

で、前回も設置要請を行っております。教育長

の答弁として、予算的に大きくなるので補正予

算では厳しくなるので、新年度予算で補助金で

対応したいとの答弁でしたが、設置時期等につ

いて伺います。 

 ２番、交通安全の件。この質問も前回もお願

いしたいんですが、南小学校校門前の道路側左

右50メートル両方に停車、駐車禁止のためのソ

フトポールの設置要請等を伺います。 

 ３、交番所の件。平成28年１月27日に宜野湾

署の交番所長と意見交換を行いました。その中

で、１番強めに地元が必要としているかが大事

だということでした。場所を決めて土地を準備

して村長を中心になって、行政、自治会が強く

要請することが大事だと思われますが所見を伺

います。 

 ４、（仮称）中部南地区火葬場斎場建設の件。

①市町村長会で会議が行われたと思いますが、

状況と報告等を伺います。②その結果報告、説

明が早急に必要だと思われますが所見を伺いま

す。③当局は、村民、特に安里地区の方々に心

労、不安、不信をかけたと思われますが、安里

区民の方々に謝罪が必要だと思われますが所見

を伺います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは仲座 勇議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては教育委員会、大枠２

番、大枠３番は住民生活課、大枠４番につきま

しては企画課のほうでお答えをさせていただき

ますが、私のほうでは御質問の大枠３番の交番

所の件で、議員からの御質問でありますけれど

も、御承知のとおりなかなか場所が決まらない

だとか、今議員がおっしゃるとおりでございま

す。必要性の有無だとか、強さだとか、いろん

な要請をさせていただいておりますけれども、

私どもとしてもこれも議員御承知だと思います

が、場所も例えば公園内ではどうだったとかで

すね、いろんな場所の提案もしながらやってい

る途中ではございますけれども、その実現に向

けては私どもはもちろん先頭に立って頑張って

いきたいと思いますので、地域の方々の御理解

をいただきながらやっていきたいなと思ってお

ります。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 仲座議員の御質問、大枠

１の①についてお答えします。 

 ９月議会でも中城南小学校の遊具の設置要望

がございました。その後補助事業がないか検討

してまいりましたが、該当するメニューがござ

いませんでした。単費での設置も検討いたしま

したが、平成26年度に遊具を設置しているため

単費での設置は難しい状況にあります。以上で

す。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それでは仲座 勇

議員の質問についてお答えします。 

 まず大枠２のほうについてですが、南小学校

前の駐車対策は、現在は学校側の路側帯にカ

ラーコーンを置くことで対策が行われておりま

す。今回要望のあるポストコーンについては、

道路管理者の判断に委ねられます。ポストコー

ンを設置し、常時学校周辺の駐車対策を行うこ

とで、歩行者の安全確保につながるものと考え

られますが、設置することで送迎以外の車両や

消防車、救急車などの緊急車両の駐車、付近住

民の利便性にも影響することからさまざまな観

点から設置の必要性を検討し、地域住民の同意

を得て都市建設課のほうに設置工事を依頼して

いきたいと考えております。 
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 それから大枠３番のほうですが、交番設置に

ついては、これまでも宜野湾警察署に対し、要

請を続けているところであります。宜野湾警察

署も村からの要請を警察本部に働きかけていま

すが、「交番設置については、県内各市町村か

らの多くの要望があり、これらの要望を警察本

部で優先順位を判断し、決定しています。優先

順位としては、犯罪の発生件数・発生率が大き

な要因の一つとなっていまして、南上原地区は

比較的治安がよく、交番設置の要件となる発生

率には至ってない現状であるとの報告を受けて

おります。ただ、市街化が進み治安の悪化を懸

念する住民の声は十分に理解し、パトロールを

強化することで、体感治安の改善に取り組んで

いく。」という旨の回答を得ています。先ほど

村長からもありましたように引き続き交番設置

については要請を続けていきたいと考えており

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 （仮称）中部南地区火

葬場・斎場建設検討に係る５市町村長の会議に

ついてお答えいたします。 

 平成28年２月22日、（仮称）中部南地区火葬

場・斎場建設検討に係る５市町村長会議を開催

いたしました。会議におきましては、宜野湾市

企画部長から、これまでの取り組み及び「第４

回（仮称）中部南地区火葬場・斎場建設検討委

員会」での取りまとめの内容について報告を

行った後、「今後の方向性」について意見交換

を行っております。５市町村長、それぞれが意

見を出した結果、最終的に、（仮称）中部南地

区火葬場・斎場建設検討委員会の解散を決めて

おります。 

 次に結果報告についてお答えいたします。平

成28年２月22日の５市町村長会議におきまして、

検討委員会の解散が決定しておりますので、絞

り込まれておりました安里地区区民に対し、会

議の結果につきまして、説明を行いたいと考え

ております。できるだけ早い段階で説明を行い

たいと考えておりますが、日程につきましては、

現在、調整中でございます。 

 次に、安里区民に対し謝罪が必要であるとい

うふうなことについてお答えいたします。火葬

業務は、永続性・非営利性を確保しなければな

らない施設であることから、法律上、地方公共

団体が、行わなければならない業務でございま

す。また、火葬場は、生活する上でなくてはな

らない施設であり、その整備につきましても市

町村に求められており、市町村として、検討し

なければならない事業の１つであると考えてお

ります。そのため、本村は、中部南地区の４市

町村と広域での火葬場整備が可能かどうかを検

討してまいりました。安里地区におきましては、

５市町村から出された15の候補地のうち定量的

に評価した結果、候補地として絞り込まれた場

所であり、平成26年９月23日と28日に地権者並

びに地域の方々に対しまして、絞り込まれたこ

との説明を行ってまいりました。絞り込まれた

ことに対し、区民の中には不安を抱いた方もい

らっしゃるかもしれません。しかし、繰り返し

になりますが、火葬場の整備につきましては、

市町村として検討しなければならない施設でご

ざいます。御心配をおかけした部分もございま

すが、どうぞ、御理解をいただきたいと思いま

す。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 教育長とは南小学校

の開校のときにはいらっしゃいましたよね。こ

れは検討議題として、これも必要ではないかと

いうそういう今までの提案はなかったんですか。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 お答えします。 

 そのときに要望された遊具については、全て

設置しております。その後の要望については、

先ほど答弁したとおりであります。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 
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○１３番 仲座 勇議員 多分、開校前で忙し

いさなかだったので、学校側からしても足りな

い分は気づかなかった部分はあるんじゃないか

と予想されますので、もう１年ぐらい要請して

いますよね。そこのところは何とかできなかっ

たかと。だって子供たちは待てないんですよ。

もう予算がないから待ってくれというのは

ちょっと酷だなというイメージも持っています。

ただ、村内の子供たちは学力は結構上ですけれ

ども、体力は弱いという指摘されていますし、

遊びの中でこういう体力状況を含め利用できる

と思うので、早急に設置要請をしたいと思うん

ですが、予定として期間等わかりましたら、教

えてもらえますか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 今、南小学校からの遊具の設置と、要望とし

ましてうんていの要望がございます。先ほど教

育長からもございましたけれども、補助事業は

ないということで、単費の設置にしかならない

と思いますので、これには財政と協議して設置

できるかどうかというのは、これから協議して

いきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 村長にお聞きします。

子供が一番だという行政でもありますが。学校

からの要請も１年以上前からあるのは、少し検

討し早目に設置することをお願いしたいもので

すが。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 議員のおっしゃるとおりでございまして、子

供たちが非常に大事な宝物ですから、ただ御承

知のとおり、この遊具１件だけのことではなく、

全て総合的に勘案した中で予算の配分はやらな

くちゃいけないというのは、当然議員も理解し

てくださっていると思っておりますので、その

辺を踏まえながら、我々もしっかり優先順位を

つけてやっていかなくちゃいけないなとは思っ

ております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 教育長、校長も３月

で定年ですよね。この件も大分心残りだと思っ

ています。そこのところも理解していただいて、

子供たちのためにということで、いつごろ予算

をつくるのもあるからやるんじゃなくて、いつ

ごろまでにやらないといけないという計画なん

かもないわけですか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えいたします。 

 教育委員会としましてもできるだけ早く設置

したいとは考えておりますけれども、先ほども

村長からも答弁がありましたとおり、ほかの事

業との関連もございますけれども、教育委員会

としては早目の設置を要望していきたいと考え

ております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 課長、いつごろとい

う私は質問したと思うんですよ。そういう計画

はないわけですか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えいたします。 

 いつごろということはこちらでは今確約はで

きません。できるだけ早くということで、御理

解をお願いしたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 ただちょっとはっき

りしないのは非常に残念ですが、何かと早目と

いって、普通一般的に年内というのが普通では

ないですか。あるいは早くて役場職員は定年に

なってくると私は知らないという流れが多いも

のですから、そこのところも含めてもう一度お

願いします。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えし
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ます。 

 教育委員会でその財源を持っておればすぐに

でも設置したいんですけれども、村の一般財源

からの支出になりますので、あくまで財源担当

と調整しないといつ設置できるということは答

弁できませんので、御理解をお願いいたしたい。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 ちょっと答弁には不

安がありますが、何とか年内ということでお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 ２番に移ります。課長は、地域の安全とかい

うことで無理だとおっしゃっていますよね。ソ

フトポールの設置は厳しいような話でしたよね。

９月にもこの件は上げたと思うんですよ。あな

たは何と答えたか覚えています。覚えています

か。ではお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 ９月の議会だったかと思いますが、そのとき

もうちのほうで予算は持っていませんので、都

市建設課のほうと協議しながらやっていきたい

ということで答弁したと思います。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 いつごろ都建課と相

談なさいました。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 去年の９月の定例会で、議会を終わってから

話はありましたけれども、予算的にも新年度で

やっていきたいということで、本人とも話はし

ています議員からは今の話としては両サイド50

メートルという話がありますけれども、これも

僕も現場何回か検証していますので、その辺を

現場を検証しながらあとは地域住民からも同意

を取りながら設置していきたいと思います。何

月というのは今のところは今年いっぱいでやっ

ていきたいと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 道路を見たことあり

ます。朝見たことありますか。毎日コーン置い

てありますよ。片付けておりますよ。学校の職

員と先生方とＰＴＡの父兄も一人、毎日やって

いますけれども、毎日設置して片づけるのは。

それと向かいの保育園がありますよ。あのコー

ナーは両方止められるんですよ。そういうのを

設置しないと逆に危ないんですよ。ワンボック

スカーなんかであると、子供が見えづらいんで

すよ。厳しいことはあるかもしれませんが、早

目早目に設置をお願いしたいと思います、よろ

しくお願いします。 

 ３番に移ります。１月27日に宜野湾署の交番

所長という方と情報交換会議をやったんですが、

多分半日ぐらい前にもやったんですが、そのと

きもお願いしたと思うんですが、何か行政の話

と所長の話では大分ずれがあるなと。結構、前

に進んでいるという話は聞いていましたよ。例

えば津覇区域の駐在、伊舎堂の駐在を残すよう

にということで、向こうも検討しているみたい

ですよ。前回も私は話したんですが、宜野湾市

役所の斜め向かいに交番がありますけれども、

あれは閉めてこっちに持ってくるんだという案

も出ているみたいです。だから皆さんは向こう

から説明を受けているかもしれないが、現状を

もう少し細かく精査してほしいなと。そこのと

ころを働いて、ちょっと名前を出すのは変です

が、総務課長はもう相当交通安全に貢献してい

ましたよね。とにかく足で現場に行くというの

は課長もお願いしたいと思いますので、ちょっ

といいですか。交番のも含めて所長も会って、

あるいは宜野湾署の担当の方々も含めて話し合

いは必要だと思いますけれども、いかがですか。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 お答えします。 

 平成21年からこういった交番の要請はずっと

継続してやられていますが、私になっても９月
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に要請を行いました。今回宜野湾署の地域課長

と副所長の人事異動がありさらに要請を行って

きましたが、先ほど答弁したとおりの回答です

ので、今後も継続して要請は行っていきたいと

思っております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 特に道路が狭いもの

ですから、交通渋滞がひどく、今は少なくなり

ましたよ。お家が新築が始まったときには空き

巣狙いが多くて、結構パトロールしていました

けれども、結構パトロールの効果は出ていると

もいます。そこのところも含めて、糸蒲公園も

場所としては交番設置は可能だということを聞

いていますので、そこのところも含めて話し合

いしてくださいね。交番所長も話し合うことは

ありますか。これからは所長も含めて、地域の

担当の方々も含めて御尽力お願いします。 

 ４番に移ります。課長この市町村会で首長会

議が開かれましたよね。議事録提出できますで

しょうか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 可能であると考えてお

ります。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 地元は皆さんは絞ら

れたとおっしゃっていましたよね。だけど予算

ができたら、村長からも予算ができても相談し

てからしかできないよという話をしていました

けれども、地元はそう思ってはないわけです。

予算なくすぐ実行するのか施行をするんじゃな

いかという不安があるわけですよね。村長にお

聞きしたいんですけれども、この前の子ども議

会でもありましたけれども、看板が怖いと。大

城議員もおっしゃっておりますけど看板も終わ

りに近い。片付けようと、そこのところまで早

目に結論出して住民説明会を開いて、宣言して

もらいたいんですけれども、そこのところはい

かがですか、村長。看板を変えないといけない

ですよね。看板とか、横断幕とか、のぼり、そ

れもそのままだと思うんですよ。それは皆さん

は説明が遅いからですよ。いつごろ説明できま

すか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 先ほどの答弁と重複します。現在、その説明

会開催に向けて、日程を調整しているところで

ございます。できるだけ早目に開催をしたいと

そういうふうに考えております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 いつごろという大体

はわからないですか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 ５市町村と調整しなければならないというふ

うに考えております。ですから明確にいつごろ

というふうな形で、今こちらのほうで答弁する

ことはできないんですけれども、ほかの市町村

も現在、議会開会中でございます。ですから恐

らく同じような質問がどの市町村も出ていると

思います。５市町村の中で早目に話し合いをし

て、日程を決めていつごろというところまでは

言えませんけれども、恐らく来月末まで待つと

いうふうなことはないと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 看板、垂れ幕とか、

のぼり旗がどういう意味で課長は見ていますか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 村内至るところに立て看板、のぼり、それか

ら横断幕が掲げられております。議員が先ほど

御質問の中にもありましたけれども、先日の子

ども議会のほうでも取り上げられておりました。

学校近くに横断幕に書かれている言葉が非常に

怖いというふうなことです。撤去してもらいた

いという子ども議会での要望もございました。

私もやはり子供に与える影響等を考えると、早
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急な撤去をお願いしていきたいと考えておりま

す。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 今課長おしゃってい

ますよね。早期に撤去したいと、そこのところ

は皆さんの地元説明が終わらないとなせないん

ですよ。そこのところを理解してほしい。説明

会は検討委員会のメンバー、各市町村も一緒で

すか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 平成26年９月23日と28日には建設検討委員会

として絞り込まれたことの説明をしております。

ですから今回の説明会の開催につきましても、

これは建設検討委員会の中でやるものだという

ふうに考えております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 やっぱり説明した人

たちの責任はあると思います。早目に議会が終

わったら、大体一緒だと思いますので、説明責

任してもらって、もう看板も撤去しましょうよ。

村長はどう思っていますか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 私からもお願いしたいぐらいです。撤去して

いただけませんかと。我々が撤去するものでは

ありませんので、その辺は議員も理解はしてい

ると思っていますけれども、我々にとっても、

重複する答弁にはなりますけれども、もう解散

という結果は出ているわけですよ。これはもう

前回から私は12月議会でもお話はしているとお

りですし、こちらの意志は最後の議会において

伝えているわけですから、今回も解散というこ

とで、もうカウントがゼロになったわけですの

で、その辺は説明会云々、もちろんこれは地元

への義務として私は説明会やりますけれども、

説明会やらないから撤去しないというのはいか

がなものかと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 村長がおっしゃるの

はよく理解できます。しかし、地元はまだ不安

が残っているわけですよ。説明しないと納得で

きないですから、そこが一区切りだと思ってい

ます。早目に地元説明会を開いて、謝罪という

気持ちを持つべきだと思いますが、謝罪する気

持ちはないですか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 これも議員から前回の議会だったと思います

けれども、同じような質問を受けた覚えがあり

ますけれども、この件につきましては謝罪する

とか、しないとかということではなくて、我々

は前にもお話ししましたが、総論で火葬場は必

要だという結果、それを基づいて可能性を我々

行政としては、これはチャレンジしないといけ

ないわけですよね。各論の問題は別にして、総

論で火葬場は必要だと言ってものを検討もしな

いこと自体がこれは行政の怠慢だと思っており

ますので、それをやった結果、今みたいに財政

の不足だ、議員おっしゃる地元の反対も含めて、

我々は解散という結果を出しただけでありまし

て、それを間違ったことということではないと

認識をしております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 やはり地元としては

皆さんが完全になくなったという説明がないと

納得しきれないという部分が結構大きいと思い

ます。重々理解していただいて、早目早目にも

う議会が終わったらすぐやるんだという気持ち

を持って頑張ってほしいなと思っています。課

長、最初でお願いしたいんですが、会議録はす

ぐ提出してもらいませんでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 提供したいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 
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○１３番 仲座 勇議員 一番大事なのは地元

を納得させないと一番早目に地元に皆さんに出

向いていって、説明してやっぱり誤解もあった

かもしれません。だけど、地元の人は絞り取る

ということだけでは思っていないです。一連の

不安なんですよ。そこのものを部落も７：３ぐ

らいで二分されております。大変みたいですよ、

地元では。そこのところを理解して早目に。前

も説明ちゃんとやるようにお願いしたいと思い

ます。大体でいいですから、いつごろ予定はで

きませんか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 先ほど同じような答弁になってしまって大変

申しわけないんですが、残りの４市町村との調

整も必要ですので、いつごろというふうなこと

は明確な日にちまではお答えできません。しか

しやはり我々説明責任を負わなければいけませ

んので、早目に調整をしまして、できるだけ早

目に説明をしたいというふうに考えております。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 計画の説明会では自

治会の公民館には部外者は立ち入り禁止でした

よね。覚えています。今度も多分公民館でやる

と思いますけれども、部外者立ち入り禁止です

か。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 ５市町村のほうで検討しなければならない事

項ですので、この場においての答弁は差し控え

たいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 やっぱり部落外の

方々もやっぱり聞く権利はあると思うんですよ。

だからそこのところを立ち入り禁止はちょっと

問題だと思いますので、できるだけ参加させる

ようにしてお願いします。 

 最後に看板が子供たちも含めて、ああいう反

応が出ていますので、嫌な人が多いと思うんで

すよ。そこのところも含めて早目に説明会を

やっていただいて地元を納得させて看板も撤去

させてほしいという気持ちですので、ぜひ御協

力お願いします。ありがとうございます。一般

質問終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で仲座 勇議員の一

般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時５２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 これより午後の部を再開

します。 

 続いて石原昌雄議員の一般質問を許します。 

○１番 石原昌雄議員 皆さんこんにちは。石

原昌雄。通告書にのっとって質問をしていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは大枠１番、雇用対策と職員採用につ

いて。施政方針にもありますが、就業機会の創

出を図る取り組みをするとなっております。①

村内事業所を初め多くの企業が雇用を促進する

ために具体的な取り組みがありますか、伺いま

す。②職員採用も就業機会の創出でありますが、

今年度の採用計画はどのようになっていますか、

伺います。③行政経営の視点から、正規職員と

非正規雇用職員はどのように区別していますか、

伺います。 

 大枠２番、新庁舎移転と新生町制移行につい

て伺います。来る６月には村長選挙が予定され

ており、浜田村長は再選への決意をしていると

ころでありますが、その政策の一つに、新生中

城の町制移行の実現を入れて、より一層の発展

を期待し質問します。①新庁舎移転を機に中城

の町制移行の実現ができないか、伺います。②

人口２万人達成の時期が町制移行の好機と考え

るがどうですか。③移行した多くの町では移行

後の記念式典や記念事業を実施し、住民が一緒
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になって活性化に取り組んでいるがどのように

考えますか。④これまでの100年とこれからの

100年を次の世代につなぐためにも村から脱皮

し、町へ向かうべきと思うがどうですか、伺い

ます。⑤新庁舎の場所はどのような視点で決め

ていくのかを伺います。⑥上地区への分署の考

えがありますか、伺います。以上、よろしく答

弁お願いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは石原昌雄議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、企業立地観光推進

課と総務課のほうでお答えをさせていただきま

す。 

 大枠２番につきましては、総務課のほうでお

答えをさせていただきますが、私のほうでは御

質問の町制移行への御質問でございますが、以

前にもその話は聞いた記憶がございますが、正

直なところ町制移行が村民が望んでいるのかど

うかも含めて、その機運というかその高まりが

まだあるようには見受けられないものですから、

私のほうも非常に答弁のしにくいところではあ

るんですけれども、その機運が高まってきたと

いうことであれば、真剣に町への移行を提案し

たり、あるいはちょっとしたシンポジウムなど

を持ったり、いろんな方策はあるとは思うんで

すけれども、正直なところまだ私のほうでも強

い意思をまだ自分自身確定させていないもので

すから、その辺は申しわけないんですが、御理

解をいただきたいなと思っております。以上で

ございます。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 では石

原昌雄議員の御質問にお答えします。 

 沖縄県の経済動向は、入域観光客数の好調な

推移により、観光関連産業や建設関連非居住建

築物工事、個人消費が対前年を上回る数値と

なっております。また、昨年12月の有効求人倍

率も0.92で、これは年間有効求人倍率では復帰

後最高値であります。さらに完全失業率も

4.7％となり前年を下回っております。しかし、

県内の完全失業率は依然として全国平均より高

く、若年者を中心に厳しい雇用状況であります。

このような状況を受けて、村としては沖縄県や

関係機関と連携して、「みんなでグッジョブ運

動」の展開や雇用機会の創出を図るための広報

活動を行う予定でございます。また、既存企業

が産業の高度化や設備投資などの業務拡大が行

えるようになると雇用促進が図られることから、

引き続き商工会と連携して産業イノベーション

制度等の周知活動を企業のほうにやっていきた

いと思っております。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 では石原議員の大枠１

番の②と③について。それから大枠２の⑤と⑥

についてもお答えいたします。 

 大枠１の②について。平成28年度４月採用に

ついては、今年度退職者が３名に対して、９名

の採用となります。平成29年度４月以降の採用

計画につきましては、平成28年で新たな定員管

理計画を策定いたしますので、その計画に基づ

き、本村における職員数のあるべき水準を検討

し、効率的な行政体制の整備に努めてまいりま

す。③について。正規職員については、地方公

務員法第３条第２項に規定するように、特別職

に属する職以外の一切の職に属する職員という

ふうに位置づけられております。非正規職員に

つきましては、地方公務員法第３条第３項第３

号に定める特別職非常勤職員と、それと地方公

務員法第22条第５項の臨時的任用職員の職に属

する職員というふうに区別をしてございます。 

 次に大枠２の⑤についてですけれども、新庁

舎の場所につきましては、村の第４次総合計画

あるいは基本構想、それから答申を踏まえまし

て、さらなるプロジェクトチームの意見を参考
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に国道から吉の浦までの検討が必要と考えます。

⑥について。上地区の分署については、先ほど

申し上げましたこの基本計画等に計画がござい

ませんので、現時点では考えてございません。

ただ上地区と下地区の交通の便が悪いというこ

とで、議員御承知のとおりコミュニティーバス

の活用など、その他の方法で利便性の向上を

図っていくことをさらなる検討をしてまいりた

いというふうに思っております。御理解よろし

くお願いいたします。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 答弁ありがとうござい

ました。順を追って再質問しますのでよろしく

お願いします。 

 まず雇用についてですけれども、この二、三

年うちに実際に村内でもいいし、雇用の実績が

あれば教えてほしいと思います。よろしくお願

いします。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 ではお

答えします。 

 数字は確定ではございませんが、近年にいた

しましては、南上原の南保育園のほうには村内

優先で雇用を図るということで協議を終えてお

りますが、現在のところ数字は把握しておりま

せん。それから吉の浦火力発電所においては、

職員、臨時職員合わせて５人の採用をしており

ます。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 やっぱり事業所につい

ては新たにできるところに取り組みがしやすい

かと思うんですけれども、既存の事業所にも

チャンスがあれば、みんなでグッジョブの運動

として声をかけてほしいと思います。特にまた

若者の就職が中城村内にあれば中城村に活気を

もたらしますので、そこら辺でしっかり取り組

みを今後も期待しておりますので、よろしくお

願いします。 

 ②のほうでありますように中城村役場もある

意味で一つの事業所であり、住民サービスには

人口規模に応じた職員がやっぱり必要だという

ふうに考えております。そういう面で同じ規模

の自治体と比較しまして、中城村はどのような

状況かなということで答弁をお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 比較対象の人口あるいは産業というふうな比

較になると思いますけれども、我々いつも比較

するのは与那原町のほうと大体比較してござい

ますけれども、職員の数は大体同数だというふ

うに認識をしております。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 先ほど答弁の中で平成

28年の採用が退職者３名で、今回９名というこ

とで過去の部分も加味して、今年度の採用とい

うことでいいことだと思っています。やっぱり

できるだけ正規の職員、条例にのっとった定数

枠の部分に向けて、ぜひ年次的な計画をしてほ

しいと、そして若い職員の採用ということで、

中城村の活気がそこに出るんだろうと。役場が

元気であれば地域も元気になるというふうに考

えます。その採用のときにはできるだけ、また

中城村出身とか、中城ンチュを採用していくよ

うなことも十分に取り入れてほしいというふう

に思っています。採用のときもまた御配慮をお

願いします。 

 次３番のほうですけれども、行政は目に見え

る商品やよく売れる商品をつくるわけではない

んですが、サービス業の仲間であり、よりよい

サービスの提供が求められると思います。先ほ

どもありましたように近年は臨時職員や嘱託職

員いわゆる非正規職員が多く配置されてきてい

ますが、実際にいろいろな事業の中での例えば

基本計画の作成、事業計画など重要な役割を担

当させるには厳しいものがあると思っておりま
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す。そういう面でも正規職員の配置ということ

をしっかり考えていってほしいと思いますけれ

ども、そこら辺についてどうでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 議員御指摘のとおりですね、非常に厳しい仕

事、職務が臨時職員にも与えられている部分も

あろうかと思いますが、ただこの先ほど言いま

した平成28年度の定員管理計画策定によって、

そういったものを徐々に正規職員等に移行する

ということで考えています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 今答弁いただきありが

とうございます。やっぱり計画的な採用で正職

員の配置をそういうことによって充実した計画

とサービスの提供が図られると思っております。

特に繰り返し言いますけれども、若い世代の取

り組みを期待しております。そういうふうに正

職員の定数化の確保に今後もぜひ力を入れてほ

しいと思います。 

 次に移ります。大枠２番のほうでありますけ

れども、中城村においては平成の大合併の時期

が10年前にありましたけれども、残念ながら本

村を含む合併にならず市への昇格はできません

でした。多くの人々が村民から市民へ期待した

と思っております。市町村制度の施行によって

100年以上も村として今位置づけられ、住民感

情は常に村民として縛られてきております。多

分ここにいる皆さんも小学生、中学生、高校生

のころの時期を過ごした中でいつかは市民への

あこがれの念はあったと思います、皆さん。そ

して今の子供たちも同様な感情があると思慮さ

れます。今回、この新庁舎をつくって移転する

ときこそ町制の移行に移すチャンスと捉えてい

ますが、再度答弁をお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 新庁舎とともにということも１つの節目とし

てはいい考えだとは思うんですけれども、今お

話があった中城村ということで縛りがあるとい

うような話ですが、昨今と言いますか、今中城

村は非常にいろんな注目を浴びている地域でも

ありますし、御承知のとおり去年は子育て全国

２位、つい先日はまた全国勢いのある街ランキ

ングの全国９位という1,711自治体の中で９位

という。これはベスト10の中にはほとんどが東

京23区の、１位が世田谷区、渋谷区、大田区で

みたいな感じの中で９位で、その中の記事にも

ありましたけれども、異彩を放つ中城村ですよ。

そういう意味ではいろんな注目を浴びている中

で、もう以前のような村だからだとか、町だか

らだとか、市だからだとかというのは、現在に

おいてはそんなに大きな縛りくくりがないんで

はないのではないかなと。自分自身の主観的な

考えではありますけれども、逆にそれをいい機

会、いい機運だと捉えて町制に移行したほうが

いいんじゃないかという議員のような考え方と。

逆に村があるがゆえにもっともっと異彩を放ち、

本土からすれば一体中城村はどういう村なんだ

というようなことを思われるような異彩を放つ

村という。価値観はどこに置くか、これも含め

て、今後ではありますけれども、あくまでも新

庁舎の移転とともにという限った期限ではなく

て、今後そういう機運がどんどん高まっていく

中で村民とともに考えていければいいじゃない

かなと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 確かにそういう村の中

で頑張っている中城村というのは、現在を頑

張っている村長を初め、みんなの力なんだろう

というふうに思っております。②の中では今、

中城村もいよいよ２万人を達成しようとしてい

ます。20年前に先輩の方が人口２万人で町制移

行を唱えた方もいました。ある程度やっぱりそ

ういう節目みたいのがあるんだろうというふう

に思っています。その思いを発展していく中城
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村の先を捉えて、未来の子供たちの夢だったと

いうふうに私も思っています。そういう人口２

万人というのも１つの好機だというふうに考え

ておりますので、そういうところも今後の取り

組みの中では話の中には節目というのがやっぱ

りある程度大切ではないかというふうに思って

おりますので、そこら辺も加味してほしいとい

うふうに思います。さて県内において町制移行

をしたところが多くありますけれども、例えば

復帰以前では本部町、与那国町、竹富町、与那

原町が復帰以前。既に60年とか、70年ぐらい

なっています。そして復帰後に嘉手納町、西原

町、北谷町、南風原町、金武町が町制移行して、

もう既に35年から40年の年を経てきております。

最近では、久米島町と八重瀬町が合併によって

町制に移行し、もう10年になっております。そ

れぞれの町では５周年とか、10周年とかそうい

うふうな節目、節目を活用して記念式典や記念

事業で祝いをやって、そしてさらなる活性化を

進めております。この町民が一堂に介し、これ

までの歩みを検証し、また功労者や貢献した事

業所や団体の表彰などを行い、これからの飛躍

を確認し合える場となっています。先日も福智

町に行きますけれども、合併10周年で盛大に町

の誕生を祝っていました。ほかの市においても

同様な式典がよく新聞で行われます。こういう

機会を利用してそれぞれの住んでいる村、行政

区が活性化させようという起爆剤になるわけで

すね。だからある意味ではそこの中に住んでい

る人たちが自分たちの住んでいるところがさら

に一緒になって活性化させようという取り組み

としてはこういう何周年何周年という節目は大

切ではなかろうかというふうに思います。中城

村は村制施行でも108年ですよね。でも村制施

行は全部の村が同じなんですよ。特別に中城村

だけが村制をとったわけではないです。ですか

ら特別イベントをしようというふうにはなかな

かならないんですね。そういうことでこういう

のを含めて、町制移行も真剣に考えていってほ

しいというふうに思います。今の機運の部分も

あるんですけれども、ずっと中城村に住んでい

るとやっぱり市民との比較というのは、大分お

互い感じてきているとは思います。 

 次に、町制移行の恐らく一番の壁は移行に係

る経費ではなかろうかと、行政というのは、経

費がかかるのはどうもねというのが提案できに

くい理由だと思うんです。確かに多分、2,000

万円か3,000万円かかると思うんです。この名

称を変えるだけで、でもこれからの20年や30年

先を見据えてやると二、三十年で割っていくと、

そんなに大きな負担ないんではなかろうかと思

います。これからの若い世代が町民の意識を

持って伸び伸びと活躍する姿を今、期待してい

るわけです。そういう中でできたら新庁舎とと

もに新しい一歩が踏み出せたらなという思いは

非常に大きいです。そういう面で、ぜひ町制移

行についても各部署でも真剣に考えていただき

たいというふうに思っています。 

 次に新庁舎の移転場所についてです。既に選

定案が答申されていますが、実際にはその中で

もう少し具体的にポイント的に選定する基準と

いいますか、考え方があればもうちょっと答弁

してほしいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 繰り返しになって本当に申しわけないんです

が、我々４次計画、基本構想、それから答申と

いう、その３つを重点に今やるということでご

ざいますので、ひとつ御理解をよろしくお願い

します。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 これから場所の選定と

それから今回予算にも計上されていますけれど

も、基本設計と実施設計が組まれていくんです

けれども、その中に住民の意見をどのように取

り込むチャンスがあるのか、その基本設計や実
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施設計に住民の声が取り込れるチャンスがある

のかをちょっとお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 場所が１つに絞られた案ができた場合に、そ

の場合には今言うようにホームページあるいは

村の広報も活用しながら意見を求めたり、ある

いは説明会等を開いて意見を求めたりという場

を設けたいというふうに思っております。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 ぜひ住民の声が吸い上

げられるようにチャンスをお願いしたいという

ふうに思っております。残念ながら上地区への

分署の件は基本計画に載っていないということ

ですけれども、今後はまた上地区については分

署以外の公共施設の配置ということで、今後期

待をしていきたいと思います。 

 最後に利便性が高い立派な新庁舎ができるの

を期待して私の質問は終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で石原昌雄議員の一

般質問を終わります。 

 続きまして、伊佐則勝議員の一般質問を許し

ます。 

○８番 伊佐則勝議員 ハイサイ、グスーヨー、

チューウガナビラ。通告書に基づきまして、こ

れより一般質問を行います。 

 平成28年度の施政方針に関連しまして以下質

問します。１つ目、地方創生に向けた本村の地

方版総合戦略策定の進捗状況はどうなっている

か、伺います。２つ目、子育て支援政策と関連

する貧困問題を喫緊の最重要課題として行政の

ほうで取り組む中で、子育て支援の拡充策と子

供の貧困対策事業について伺います。３つ目、

昨年の戦後70周年を節目に、県は風化が進む戦

争遺跡の保護強化に向けて取り組んできており

ますが、村指定文化財である「161.8高地陣地」

の整備事業について伺います。簡潔明瞭な答弁

をよろしくお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは伊佐則勝議員の御

質問にお答えをいたします。 

 御質問の施政方針について、それぞれ企画課、

教育委員会、福祉課のほうでお答えをさせてい

ただきますけれども、私のほうでは②の子育て

支援と貧困問題について少し所見を述べさせて

いただきますが、御承知のとおり、子育て支援

につきましては、本村はここ数年の間に７つの

認可園を増やしたり、いろいろ子育て世帯の、

あるいは子育て世代の支援を行ってまいりまし

た。今後ももちろんしっかり取り組んでいく所

存でありますし、これは県がやっていないから

国がやっていないからというのは度外視して、

我々の財政が可能な限り、知恵を絞って職員と

もども一緒にやらせていただきます。それと昨

今問題になっているこれは貧困の問題にも関

わってきますけれども、この貧困の問題は後ほ

ど課のほうで細かいことは答弁させますが、非

常に大事なのは私自身の考えでは一歩行政が踏

み込んだ、ある意味家庭に踏み込んだ形で行政

の立場は今までの立場よりは一歩踏み込んで、

多少プライバシーももしかしたら心外に近いと

ころにいくのかもしれませんが、しかしそれを

恐れて最悪のこれは虐待問題も含めての話でご

ざいますが、それを恐れて最悪の事態を招かな

いようにするために、これは職員ともども一歩

踏み込んでいこうという姿勢で臨もうと思って

います。そのために支援員も非常に活発な方を

できるだけ活発な方にやっていただいて、そし

て我々行政がしっかり後ろでサポートして一緒

にやっていくという形をとろうと思っています

ので、大枠的な考えはそういう考えでやってい

きます。そしてそれに見合う細かな事業を課の

ほうで後ほどまた説明をさせていただきます。

以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 伊佐則勝議員、御質問大
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枠１の③についてお答えします。 

 現在、大岩の上にある監視哨（見張台）の骨

材（岩盤）の劣化によりいつ壊れてもおかしく

ない状況となっているため161.8高地陣地の補

強と、そこに至るまでの散策道の整備、説明板

の設置を行う予定であります。今後は、平成28

年度に実施設計し、平成29年度に環境整備工事

を実施していく予定であります。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 総合戦略策定の進捗状

況についてお答えいたします。 

 中城村総合戦略策定の過程におきまして、平

成27年11月に全世帯7,338世帯へのアンケート

調査を実施し、1,355通の回答を得ております。

また、結婚・出産・子育てに関する意識調査と

しまして、18歳から49歳までの独身男女及び、

既婚女性を対象に無作為による、それぞれ

1,500人を抽出し、アンケート調査を行った結

果、851通の回答が得られております。この結

果を踏まえて、策定に向け各種専門機関の方々

の意見を伺うため、琉球大学の先生を初め、商

工会や保育園の園長先生、公募による村民委員

等、「産・官・学・勤・労・言」の12名で構成

する中城村人口ビジョン及び総合戦略策定委員

会を、平成27年11月に設置し、同年11月、平成

28年１月と２月、３回の策定委員会を開催し、

議論を行ってまいりました。現在、素案として、

ほぼでき上がっている状況でございまして、平

成27年度中には策定できることになっておりま

す。なお、策定委員会での議論の内容や、アン

ケート調査結果の資料等につきましては、整い

次第、本村ホームページに掲載しており、現在

は、第２回策定委員会の記録までを公開してお

ります。第３回策定委員会につきましても整理

でき次第、公開していく予定でございます。ま

た、策定されました総合戦略につきましては、

村民の代表である議員の皆様へ配布するととも

に、各自治会に対しましては、概要版を配布す

る計画となっており、村民への周知を図りなが

ら、村が率先して地方創生にかかわっていく予

定でございます。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 伊佐議員の質問にお答

えします。 

 ②について。平成25年度から認可外保育施設

を認可保育園に移行してきました。現在、公立

保育園１園、認可保育園３園、認定こども園２

園、小規模保育所１園となっています。平成27

年度より病後児保育事業に加え病児保育事業を

開始しました。又、子育て支援センターについ

ても３カ所開所し、子育てに不安のある親子に

ついて相談指導を行っています。子育て家庭の

支援事業としまして、第３子以降保育料無料化

事業、待機児童世帯助成事業、ひとり親家庭学

童クラブ利用料助成事業、ひとり親家庭認可外

保育施設利用料補助事業を継続して、28年度よ

り中城村子育て支援情報サイトを構築し、保育

施設、子育て支援事業について村民の皆様に閲

覧して情報が発信できるようにしていきたいと

思います。中城村も「中城村子どもの貧困対策

緊急連絡会」を設置しました。先週の３月16日

に第１回目の会議を行いました。子供の貧困対

策として福祉課のほうで子供支援専門嘱託員を

配置し、子供の貧困の現状把握に努め、学校や

地域、関係機関との情報共有により本村の実態

を把握していきます。支援の必要な子供に対し

ては教育委員会が実施する学習支援、生活指導、

子供の居場所のほうへつなげていきたいと思い

ます。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 それでは追って再質問

をさせていただきます。 

 まず１つ目の地方創生の件でございますけれ

ども、直接予算書とは関係ないところではござ

いますけれども、我々通告書の締めが３月14日

にありました。それでその後に地方創生関係の
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ネットを調べてみますと、３月18日にいわゆる

内閣府から内閣府の地方創生推進室ですか、３

月18日にいわゆる地方創生加速化交付金の交付

対象事業における特徴的な取り組み事例という

ふうなところで、27年度の補正で1,000億円組

まれておるんですかね、これは全国津々浦々か

らいわゆる地方版の総合戦略、ここで言えば中

城村の総合戦略というふうなことだと思います

けれども、その中で本村から地域公共交通から

のまちづくり支援事業ということで、1,860万

6,000円の交付が見込まれているというふうな

ことが公表されておりました。それにつきまし

ては、３月下旬には交付決定がなされるであろ

うというふうなことでございまして、そこら辺

のいわゆる各地方版の総合戦略を出す。それに

ついて要するに内閣府、いわゆる地方創生推進

室のほうから交付の公表が出てきたというふう

なところなんですけれども、そこら辺の内容に

ついてちょっと御説明お願いできますか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 ただいま伊佐議員がおっしゃったとおりで、

３月18日に内閣府のほうから地方創生加速化交

付金についての内示をいただいております。た

だ現在、まだ内示の段階で本当に年度末ぎりぎ

り交付決定が行われると。30日あるいは31日に

なるかもしれないんですけれども、そのときに

交付決定するというふうな情報が入っておりま

す。その1,860万6,000円、本村のほうにも交付

の内定が届いているんですけれども、これにつ

きましては本村においては、地域公共交通での

活用を今目指しているところです。もう少し具

体的に言いますと、デマンドタクシー、それの

運航経費に充てることを今考えております。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 予算書の中で、地域交

通ということで、コミュニティーバス運行事業、

今御説明のデマンドタクシーの運行事業が

2,000万円余り組まれておったんですかね、そ

うしますと、あれは一括交付金での事業ではな

くして、それを予想しておられたというふうな

ことですかね、ちょっとそこら辺教えてくださ

い。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 28年度の当初予算にお

きましては、コミュニティーバスとデマンドタ

クシーの運行経費を計上しております。地方創

生加速化交付金につきましては、沖縄県地域離

島課とのやりとりの中で厳しいというふうな情

報がありましたので、平成28年度の予算として

タクシーとバスの運行経費を計上してあります

けれども、今回、まだ内示の段階で交付決定が

受けられるかどうかというのが、まだ正式に届

いていませんが、もし届きましたら27年度の補

正で措置をしまして、なお28年度のデマンドタ

クシーに係る経費につきましては、補正予算で

減額したいと考えております。デマンドタク

シーとコミュニティーバスにつきましては、一

括交付金事業ではございません。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 ではそれについては補

正で組み替えというふうなことになるわけです

よね。それでいわゆる今度また28年度の予算で

27年度補正は地方創生加速化交付金、28年度に

つきましては地方創生推進交付金、それが

1,000億円、また計上されるかと思いますけれ

ども、それにつきまして現在の地方創生、いわ

ゆる中城村の総合戦略の策定については、27年

度のいわゆる補正の1,000億円から出てくると、

交付金は、そういうふうな考えでよろしいんで

すかね。今現在、1,860万6,000円の内示がある

部分については国の27年度の補正の1,000億円

から交付される。28年度も新たにそこら辺の交

付申請というんですかね、それもやっぱり該当

していくというふうなことになりますか。新た

に中城村の総合戦略でもって申請をしていくと
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いうふうなことになるかとちょっと教えてくだ

さい。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 28年度の地方創生関連につきましては、地方

創生推進交付金が交付される予定になっており

ます。ただし28年度の事業につきましては、こ

れから交付申請をしまして、該当するのであれ

ば交付金がいただけると。28年度からの地方創

生交付金につきましては、御承知のとおり２分

の１の補助率でございます。ただ27年度の加速

化交付金で認められる事業につきましては、28

年度以降の地方創生推進交付金についても、ほ

ぼ認められるんじゃないかなというふうなこと

で、想定しております。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 ただいまの加速化交付

金につきましては、内示を受けている部分につ

いては10分の10のやはり補助ですよね。わかり

ました。本題に戻ります。中城村の総合戦略も

今年度末には策定されるというふうなことのお

話でございます。その中でやはり先だって子ど

も議会がございましたね。やはり子ども議会の

中で一般質問がございまして、質問事項は下地

区の人口についてということで、上地区の人口

がふえてきていますが、津覇小学校の児童数が

減っているので、下地区の人口もふえてほしい

と思いますというふうな子ども議会での質問が

出ておりました。やはり現状は津覇小学校の現

状を見ますと、やはりクラスが少なくなってい

くと。その状態でいくとやはり統合の問題、あ

るいは校区の変更の話もまた教育委員会のほう

から出ておりましたけれども、確かに緩和区域

もふえてはきてはおりますけれども、そこら辺

の児童数が未達に至ってないというふうなこと

がございますので、今後そういうふうな策定に

おきましては、そこら辺もしっかりとした地区

の人口増加、そこら辺のことも踏まえて人口ビ

ジョンの計画を立てていただきたいと思ってお

ります。 

 それでは次、２点目の子育て支援貧困対策に

ついて再質問をしたいと思います。村長の１丁

目１番地の政策であります子育て支援あるいは

貧困問題の解消については、浜田村長は１番が

大好きですので県内でも非常にそこら辺では先

行している事業の取り組みをしてきた実績につ

きましては高く評価しつつ、次の質問に移らせ

ていきたいと思います。 

 まず保育施設について、先ほども所見述べて

おりました。認可外から認可園へ移行。認定子

ども園の開設と。子育て支援の拡充に行政とし

て一生懸命努めてはきておりますけれども、残

念ながらまだ待機児童の解消に至っていない要

因と解決策についてお聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 平成27年度の待機児童が26名でございました。

現在28年度入所希望の待機児童が59名とふえて

きています。中城村は子育てしやすい、子供が

育てやすいという村ということで、人口増によ

り子供の数もふえてきていると認識しておりま

す。今後の子育て保育施設についてですけれど

も、事業所内保育施設１カ所、認可保育所の移

転による定員増、小規模保育所１カ所を予定し

ております。定員が約50人程度ふえる予定であ

ります。ゼロ歳から２歳のほうが待機児童が多

いですので、小規模保育事業を前倒しで実施し

ていき、29年度末にはゼロに近づけるように。

31年度末には待機児童ゼロになるというように

取り組んでいきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 吉の浦保育所の保育士

の定員は満たしているかどうかお伺いいたしま

す。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 
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○福祉課長 仲松範三 吉の浦保育所の臨時保

育士については、現在募集している段階ではあ

りますが、所長に確認したところ、４月１日に

はスタートできるよう保育士を確保しているこ

とを聞いています。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 現在満たしていないと

いうふうなことですか。もし満たしてなければ

何名満たしていないのか、答弁願います。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 他の市町村も同じ現象が起きているところで、

保育士については不足で、どの市町村も必死に

なって募集をしています。吉の浦保育所につい

ても、28年度までは３名の保育士が足りないと

いうことでございましたが、きのう確認したと

ころ面接を行って、クラス担当及び加配の保育

士は確保してあると聞いています。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 やはり今答弁にありま

すとおり、各市町村とも保育士の確保で非常に

苦慮されているというふうな新聞報道等も載っ

ている状況でございます。それについては保育

士は年間を通じて安定的に不足というのは

ちょっと表現あれなんですけれども、出たり

入ったりの頻繁な要するに移動、移動というん

ですか、そこら辺の状況は村でも見られるんで

しょうか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 年度当初は先ほど答弁したとおり探しにくい

現状ではありますが、採用して１年間は年度途

中の入れ替えはございません。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 吉の浦保育所の正規職

員と臨時職員、これは保育士のほうになるんで

すけれども、そこら辺の人数についてちょっと

教えていただけますか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 28年度には新職員２人採用で正職員は40％で

す。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 わかりました。次のほ

うに移らせていただきます。本村の就学援助率

はどのようになっているか、お聞かせ願いたい

と思います。よろしくお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 今議員がおっしゃ

る率では今ちょっと資料がございませんけれど

も、人数的には小学校が106名、中学校が65名

であります。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 それは数式があって、

すぐ就学援助率は出てくる数字かと思います。

その中で就学援助の認定基準を満たしていなが

ら受給していない状況はないのかどうか、

ちょっと教えてください。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 この認定に基準を

満たしているけれども、申請なされていない方

というのは確かにいると思いますけれども、申

請してきませんとこちらでも判断できませんの

で、何名いるかはちょっと人数的には把握はで

きておりません。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 ほかの市町村でもそう

いうふうなケースは出ているようでございます

ので、やはりしっかりとそこから支えてあげる

というふうな意味からしても、いわゆるもしそ

ういうふうな状況が申請していない状況があれ

ばしっかりとそこら辺の受給率を向上させてい

くと、やはりそういうふうな課題はあるかと思

いますので、今後、実態調査等も庁内網羅して

の今後の作業があるかと思いますけれども、

しっかり課題として持っていただければと思っ
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ております。もう１点、子供の貧困問題の対象

についてですね、いろいろと新聞報道にも村長

のコメントも昨日でしたか、コメントがござい

ました。子供の居場所づくり、ある程度庁内で

はいろいろと検討しているかとは思いますけれ

ども、そこら辺の子供の居場所づくりついて、

お伺いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 お

答えいたします。 

 今、伊佐議員が話したように最近、新聞の中

で子供の居場所づくりが盛んに出ています。各

市町村においてもそれを目指して頑張っている

ところであります。中城村においても現在、ま

ず子供の居場所をつくるということは、村長が

さっきおっしゃったようにそれはスタートした

いと思っています。ただ、まず子供の貧困とい

うのはどのような子供が貧困なのかですね、ま

ず定義もこれはしっかり基本的な線も引かない

といけないし、さらに本村においてどの程度の

対象となる子供ですか、貧困の子供というのか、

今把握するのにとても苦慮しているところであ

ります。恐らくほかの市町村もそのような状況

だと思います。これに対してしっかりこれは

やっぱり子供たちに本来、欲しているというん

ですか、いわゆる補助を欲している家庭、子供

をしっかりこれは把握して、それから子供の場

所を開設したいと思います。その中には予算と

いうのも計上してありますので、指導員を配置

して教育の支援、今問題となっているお家に

帰っても食事がないとか、家庭支援を要求して

いる家庭はあると思いますので、しっかり応え

ていきたいと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 子供の貧困問題につき

ましては、いろいろなケースが考えられると思

います。ワーキングプアの問題であるとか、経

済的な格差の問題、そこら辺から子供の貧困の

問題が発生してくるというかなり経済格差の問

題も含めて関連しているかと考えておりますけ

れども、今後、県のほうもいろいろと事業を今

出しているようでございますので、今後、県と

も連携しながら、やはり子育て支援日本一の村

を目指して庁内一丸となって、今28年度の新年

度予算で計上されました各種事業についてしっ

かりと取り組んでいただくよう期待して、その

件は終わりたいと思います。 

 次に３つ目のいわゆる161.8高地、教育長か

ら答弁いただきました。確認だけさせていただ

きたいと思います。28年度につきましては測量

設計と。29年度にはやはり本格的な整備事業を

実施していくと、いわゆる整備工事に入ってい

くというふうな理解でよろしいでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 お答えします。 

 先ほど答弁したように、そのように予定をし

ております。 

○議長 與那覇朝輝 伊佐則勝議員。 

○８番 伊佐則勝議員 前回も一度ですね、そ

の高地陣地の件につきましては、一般質問で取

り上げさせていただきました。早い段階で一括

交付金事業というふうなところで整備事業がも

う実施されるというふうなことでございますの

で、やはりそこら辺の沖縄戦の戦争遺跡を次の

世代まで継承していくというふうなことにつき

ましては、大変評価していきたいと思います。

大変御苦労さまでございました。以上をもって

私の一般質問を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で伊佐則勝議員の一

般質問を終わります。 

 これで本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会します。御苦労さまでした。 

  散 会（１４時４５分） 
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○議長 與那覇朝輝 皆さん、おはようござい

ます。これから本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。

それでは通告書の順番に従って発言を許します。 

 最初に仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 皆さんおはようござい

ます。 

 それでは議長より一般質問のお許しが出まし

たので、これより通告書に従いまして質問して

いきたいと思います。 

 それでは大枠１番から、子供の貧困対策につ

いて。①中城村における「子ども貧困」につい

て。子どもの貧困対策の推進に関する法律「子

ども貧困対策法」この大綱に基づいて、地方公

共団体は、対策を検討する場の設置や対策計画

の策定が求められているが、本村の取り組み状

況は。②乳幼児期の子ども支援について。子供

が成長する上で、最も大切な時期が就学前の乳

幼児期だと言われています。保育所が子育て家

庭の支援という役割を十分果たすための課題は。

③小・中学生への就学援助制度について。経済

的に困窮した家庭の小・中学生を支える就学援

助費が財政難の影響で、認定の基準を厳しくす

る自治体がふえてきたというが、支給格差を生

まないよう対策状況は。 

 大枠２番、農業を生かした地域活性化。①北

浜地区島人参・島大根「チデークニー・デーク

ニ」普及促進ということで、沖縄本島でも特に

多く栽培されている北浜地区「チデークニー・

デークニ」普及施設計画を作成し、島人参・島

大根の品質向上、販売促進の策定は。②島ニン

ジン栽培普及セミナーということで、新規で農

業を始める人や、農業後継者のために農業の知

識や栽培技術を学ぶセミナーの策定は。③農業

の六次産業化事業の導入。島人参を生かした商

品開発の取り組み状況や、新たな事業計画は。

④人口増加対策。地域農業の活性化を促進し、

農業地域の人口増加計画は。以上、簡潔な答弁

をお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは仲松正敏議員の御

質問にお答えをいたします。 

 まず大枠１番につきましては、福祉課のほう

と教育委員会のほうでお答えをさせていただき

ます。 

 大枠２番につきましては、農林水産課のほう

でお答えをさせていただきます。 

 私のほうでは、きのうからの御質問にもあり

ます子供の貧困対策について所見を述べさせて

いただきますが、きのうもお話しましたけれど

も、行政としましても今回の貧困の問題は大き

な問題だと思っておりますし、きょうの新聞で

も各紙、非常に大きく取り上げられておりまし

た。貧困の連鎖も含めてですね、どう断ち切っ

ていくのか。本村といたしましても今年度、待

ちの行政というよりも、攻めの行政、一歩踏み

込んだ形で現状把握に努めていきたいと思って

おりますので、その辺を我々がどうバックアッ

プしてやっていくか、非常に大きな課題だと

思っていますが、恐れずにできるのではないか

なと思っております。頑張っていきたいと思っ

ております。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 仲松正敏議員の御質問大

枠１の③についてお答えします。 

 村では経済的理由によって、就学困難と認め

られる児童生徒に対し、教育の機会均等の精神

に基づき要保護・準要保護の就学援助を行って

おります。これまで、補助単価を国基準単価の

75％で補助してまいりましたが、平成28年度よ

り国基準単価の100％で補助を行います。準要

保護の認定基準を厳しくする予定はございませ

ん。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 
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○福祉課長 仲松範三 仲松正敏議員の質問に

お答えします。 

 大枠１の①子どもの貧困対策の推進に関する

法律第４条に地方公共団体は、基本理念にのっ

とり、子供の貧困対策に関し、国と協力しつつ

当該地域の状況に応じた施策を策定し、実施す

る責務を有すると記載があります。本村として

も基本理念にのっとり本村の現状把握に努め、

適切な対応をとるべく去る３月16日に「中城村

子ども貧困緊急対策会議」を行いました。子供

支援嘱託員の配置、子供の居場所づくり学力向

上支援についても実施いたします。②中城村で

は、子供の数が著しく増加している一方で、家

庭や地域での養育力が低下する傾向にあります。

乳幼児期の育児について不安や孤独感を抱える

保御者が増加している現状であります。保育所

の役割として、健康、安心・安全な生活環境の

提供。保護者との協同による子育て、親子の絆

の形成支援。要支援家庭等に対する配慮と思い

ます。保育士の質を高めるためのスキルアップ

講習への受講の促し、質の高い保育を提供でき

るように取り組んでいきます。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それでは仲松正敏議員の大枠２についてお

答えをいたします。 

 まず①について。村の島ニンジンと島ダイコ

ンは、特に北浜地区を中心に古くから生産が盛

んに行われてきている伝統野菜であります。島

ニンジンは、県内の約７割が中城村産で占めて

いますが生産量は減少傾向にあります。一方、

島ダイコンにおいても、市場での需要の減少に

伴い生産量が減少しております。今後の島ニン

ジン、島ダイコンの生産拡大を図る目的で村、

生産農家、県、ＪＡ等で構成をする中城村島に

んじん産地協議会を昨年設立をしております。

協議会の中で品質向上や販売促進等の取り組み

を計画し実施をしているところであります。今

年度からは、琉球大学に島ニンジンの品質改善

や栽培方法確立のための調査研究を委託してお

ります。また、島ダイコンにおきましては、沖

縄県農業研究センターと連携をし、種子の系統

保存を実施しております。販売促進につきまし

ては、島ニンジン用の包装フィルム等を作成し

量販店での実証販売やＰＲ用のポスターの配布

も行っております。今後もこのような取り組み

を継続し実施して行きたいと考えております。 

 次に②について。今後の農業の振興には、農

業の担い手の育成が重要になると考えておりま

す。そのためには、農業の知識や栽培技術を習

得するためのセミナーや研修等は必要であり、

島ニンジンや島ダイコンの生産拡大を図る上で

も、新規就農者等の担い手を対象としたセミ

ナー等の開催も産地協議会において計画し実施

していきたいと考えており、先月には、生産農

家を対象に農薬会社等から講師を招いて栽培講

習会も開催しております。 

 続きまして、③について。村内では島ニンジ

ンの加工商品を製造販売している事業者は、和

宇慶に所在する中城農産加工所があります。昨

年度に、加工商品の改良及び新商品開発を目的

とした県の補助事業により、加工機器の導入を

行い支援をしております。また、オキコパンが

販売する島ニンジン加工品の原料調達の支援も

行っております。今後、島ニンジン及び島ダイ

コンを活用した加工品の開発の可能性について、

島にんじん産地協議会においても協議をしてい

きたいと考えております。 

 ④について。地域農業を取り巻く環境は、高

齢化や担い手不足による農業生産の落ち込み等

が続いている状況にあります。今後の農業地域

の人口増加につなげていくためには、新たな農

業振興により、農業者の所得向上による経営の

安定を図ることが重要になるかと考えます。そ

のことが農業の魅力を発信することになり、新
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たなる担い手としての新規就農者が村内外から

ふえ、将来的には農業地域への定住促進につな

がるのではないかと考えております。以上でご

ざいます。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 それでは順を追って大

枠１番のほうから再質問したいと思います。 

 平成25年度衆議院・参議院において、共に全

会一致で子供の貧困対策の推進に関する法律

「通称子どもの貧困対策法」が確立し、平成26

年１月17日に施行されました。この法律は子供

の将来が、そのまま生まれ育った環境によって

左右されることのないよう、貧困にある子供が

健やかに育成される環境を整備するとともに教

育の機会均等を目的とされており、この法律が

成立した背景として指摘されるのが我が国の18

歳未満の子供の相対的貧困率の高さであると。

近年子供の貧困について社会全体が子供貧困対

策に取り組んでいる中、本村の子供貧困につい

てお聞きしていきたいと思いますので、沖縄県

子どもの貧困実態調査結果概要の沖縄県市町村

データを用いた子供の貧困率の推計にて貧困率

が29.9％という数字が出ていると。これは国の

平均と比べても２倍近い数字となっているが、

本村の子供の貧困率と貧困の現状はどうなって

いるか、その辺お聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 沖縄県の子ども貧困実態調査に本村も県に

データを提示しました。町村のデータでは生活

保護費、児童扶養手当等の把握が難しく、中城

村の貧困率は確定していない状況です。県から

は貧困率は29.9％を目安としてくださいとの指

示を受けております。また平成28年４月１日か

ら本村においても子ども支援嘱託職員を配置し

ますので、現状把握に努めていきたいと思いま

す。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 ただいまの答弁で町村

のデータでは生活保護費、児童扶養手当等の把

握が難しく中城村の貧困率の現状が把握できて

いないということですが、県からは貧困率

29.9％を目安とするように指示を受けたとあり

ました。子供の貧困対策事業を進める上で本村

の貧困率をしっかり把握する必要が私はあると

思うが、それでその把握について、いつごろま

でにそれができるかお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 中城村のデータは生活保護費、児童扶養手当

等の把握が難しいため確実なデータが出ていな

い状況にあります。先に上げた情報を抜いた

データは県から届いていますが、県のほうから

確実性に欠けるデータであることから非公開と

いう指示を受けています。そのため貧困率は

29.9％を目安に支援に取り組んでいきます。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 それでは子供貧困に対

して、行政の中で庁の中で関係課長間で対策会

議は開かれたか。また今まで何回ほど開かれた

か。それとどういった形で開かれたか、その辺

お伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 子供貧困対策事業の担当課に当たる福祉課、

教育総務課、生涯学習間で会議を５回程度課長

及び係長、担当者で行いました。そのうち２回

は村長を交えて村長室で会議を行っています。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 それでは会議の内容は

どういう話し合いをされたか。また話し合いの

中では対策事業や予算の協議はされたか、その

辺どうですか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 中城村の貧困状況の把握、本当に支援の必要
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な子供に対して、適切な支援が行えるような対

策づくり。また予算配分について協議をいたし

ました。子どもの支援員の配置、学習支援、居

場所等の設置についても協議を行いました。ま

た中城村子供貧困対策事業連絡会の設置につい

ても協議を行い、去る３月16日に第１回目の会

議を終えています。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 それでは子供の貧困基

準というのをちょっと聞いてみたいんですけれ

ども、手取り収入を世帯人数で調整した等価可

処分所得の分布の中央値の５％未満を貧困ライ

ンとすることが多いと聞いているが、実際には

どのような方法で貧困基準を決めているか。そ

のことをちょっとお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 沖縄県市町村データを

用いた子供の貧困率の推計は、厚生労働省の平

成25年国民生活基礎調査における貧困基準を調

整した値126万円を貧困基準として等価世帯可

処分所得がこの貧困基準により低い世帯を相対

的貧困であると定義しています。子供の貧困率

は子供全体に占める貧困世帯に属する子供の割

合を言います。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 わかりました。では次

に県の調査から貧困層で食材を買えなかったり

電気やガス、水道などが料金の滞納でとめられ

たりする経緯があることも明らかになったと言

われているが、本村においてはそういうことが

あるか、ないかお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 沖縄県子供貧困実態調査結果概要より本村の

情報とは言えませんが、平成27年10月から11月

の間に行われた調査で過去１年間の間に経済的

な理由で食料を買えなかった世帯が貧困世帯で

約49％、過去10年間の間に電気、ガス、水道を

経済的な理由でとめられたことがある世帯は貧

困世帯で18％という結果が出ています。３月16

日に行われた沖縄県中城村子供貧困緊急対策連

絡会において、同様の情報を委員の皆様に提供

しましたが、保育園、幼稚園、小・中学校、学

童クラブの関係者からは対象となるような児童

の情報提供はありませんでした。本村において

は少なくともないものと感じております。平成

28年４月より支援員の配置によって、本村の現

状把握に努めていきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 食料を買えなかったと

いう49％、これは貧困世帯の約５割といいます

と、大変厳しい貧困の現実だと思います。電気、

ガス、水道においては、本庁においては実態の

情報がなかったということですが、早急に現状

の把握をしていただいて、さらなる対策に努力

していただきますよう頑張ってください。 

 次に②の乳幼児期の子供支援について。子供

期の中でも貧困が後の人生に最も大きな影響を

与えるのが就学前の乳幼児期だとされておりま

す。日本の保育所は子供の発達のチェック、健

康や生活問題の早期発見、栄養の改善、知的、

情趣的発達の促進、コミュニケーション、スキ

ルの促進など貧困世帯が抱えがちなさまざまな

不足を緩和するサービスを提供していきました。

2008年４月に開庁された厚生労働省による保育

法、保育指針解説書では保育士がソーシャル

ワーク的な機能を持つことが必要であるとされ

ております。それでソーシャルワークとは社会

福祉の専門的現状技術を言いますが、村内の保

育所に子育てに関する課題について、相談に応

じ、助言できる専門性や経験を持つ保育士はど

のくらいいるか、お伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 保育所内に子育て中の親子が気軽に集い、相

互の交流や子育ての不安、悩みを相談できる場
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所、子育て支援センター吉の浦、中城南、はる

ゆめの職員については、子育てに関する知識、

経験を有する方が相談及び指導を行っています。

保育所における保育士は倫理観に裏打ちされた

専門的知識、技術及び判断を持って子供の保護

者に対する保育に関する指導を行うものである

とあり、専門的知識、技術要件を満たしている

ものが保育士の資格を取得していると考えられ

ます。村内の公立保育所、認可保育園ではクラ

ス担当を持つ保育士は保育資格を有しているた

め、専門的にクリアしていると思います。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 ではソーシャルワーク

的な保育士は村内の各保育所に適確に配置され

ているか、その辺はどうですか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 村内の公立保育所、認

可保育園の職員は保育士資格を有しているため、

質問の要件を満たしているものと考えます。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 先ほど答弁の中で乳幼

児の育児において、不安や孤独感を抱える保護

者がふえてきている現状があるという話でした

けれども、どういった悩みが多いか、その辺わ

かりましたらお聞きいたします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 保育所からの情報によ

りますと、育児と家事の両立ができない。育児

に不慣れであるため、夜眠れない。子どもの発

達に対して不安である。子供に落ちつきがない

等の相談が寄せられているという情報がありま

す。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 そういう悩みを持って

いる保護者に対して、どのような指導をなされ

ているか、その辺どうですか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 保育士が指導できるオ

ムツの交換、授乳の仕方は保育士が指導を行っ

ています。必要に応じて保健師へつなぐことも

あります。また子育て支援センター、ファミ

リー・サポート・センターへの案内も行ってい

ます。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 保育士の仕事というの

は、幼児期の子供支援だけではなく、保護者に

対しての支援にもなっていますので、ぜひ保育

士の欠員が出ないようよろしくお願いいたしま

す。子供貧困に対策について、村長の見解をお

聞きしたいと思いましたけれども、施政方針の

中でも述べたとおり、子供貧困に対して強い思

いで望んでいますので、きょうは見送りたいと

思います。 

 それでは次に③の小・中学生への就学援助制

度について。子供の貧困に関して教育支援、生

活支援、就学支援、制度等の支援策を伺います。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 先ほども答弁いたしまし

たが、この児童生徒に対し、教育の機会均等の

精神に基づき準要保護、要保護の就学援助を

行っております。これまで国基準単価の75％を

補助しておりましたが、平成28年度より100％

の補助を行っていきます。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 子供の貧困の対策

としての政策ですけれども、教育総務課におき

ましては、今、中学校の学力が全国でも下位の

ほうだということで、中学校の学力向上が望ま

れております。そこで中学校へ学校支援員を配

置しまして、高等学校の進学率と学力向上を目

的に配置を考えております。事業の内容としま

しては授業中の生活指導、これは生活指導と申

しますと、教室に入らない生徒の指導、教室に

入らない子供たちを図書館等で生活指導をして

いこうと。放課後におきましては学習支援、い

わゆる放課後の塾みたいなものを学力支援員と
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ともに学習指導をしていくということで中学校

のほうは政策を考えております。以上でありま

す。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 就学援助についてには、

県独自に市町村に財政補助をするという支援も

あると聞いているが、どのような補助支援かそ

の辺わかりましたら。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 準要保護に対する

就学援助が平成17年より国の補助を廃止し、地

方財政措置を行い、市町村が単独で実施するこ

ととなっております。現在、県からの財政補助

はございません。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 県からの補助はないと

いうことですね。就学援助は保護者からの申請

がなければ支給されないと聞いていますが、い

わゆる申請主義となっている。ですから情報が

きちんと届いていなければ、当然申請する人は

少なくなるわけです。全国的には全ての児童・

生徒に就学援助申請書を配布している市町村も

多いと聞いていますが、本村では就学援助の申

請の配布の仕方はどのようにされているか、お

聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 就学援助の申請の仕方としましては、申請の

説明資料を全校生徒に配って、家庭に届くよう

にしております。申請なされたい方は学校の事

務室か教育委員会で申請書を受け取り、学校に

申請することになっております。以上でありま

す。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 申請書が配布されてい

る件数がわかりましたらお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 申請書は配布して

いるということではございませんけれども、説

明書を見て、その保護者が学校か教育委員会に

申請書を受け取りにいくというような申請の仕

方でございます。平成27年度は申請者が小学生

で113名おりまして、認定者が106名となってお

ります。中学校のほうが申請者が72名、認定者

が65名となっております。以上であります。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 教職員や保護者を対象

とする説明会や就学援助申請書を全員に配布し、

申請の有無の回答を入れた封書を全員から回収

するなど、確実に強く援助制度が浸透するため

の方法を配布がある形で行うよう、私は実施す

べきと思うが、課長の考えはどうですか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 議員おっしゃると

おり各家庭に申請書と説明書を一緒に配布して

いきたいと今考えているところです。あと学校

の先生方を対象にして説明会を実施し、未申請

がないように取り組んでいきたいと思います。

保護者への説明会は学校側と調整し、学校に保

護者が来る機会を調整しまして、説明できるよ

うにしていきたいと考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 ぜひ説明会や申請書の

あり方をもう一度しっかり検討していただくよ

うお願いします。 

 次に就学援助制度については、大半の市町村

がホームページや広報紙に情報を記載したり、

各学校に文書で通知しているようですが、果た

して一人一人の教職員や保護者にきちんと情報

が届いているかは疑問に思いますが、その辺の

対策はどうですか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 就学援助制度の周知につきましては、議員の
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おっしゃるとおりホームページ、広報紙に掲載

しております。あとは全校生徒に説明資料を配

布して周知を行ってきておりますが、平成28年

度より福祉課に配属される支援員が配置されま

すので、福祉課と連絡を密にして、準要保護に

当たる世帯の把握をしていきたいと考えており

ます。以上であります。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 次に貧困世帯の無料塾

について、１点だけお聞きしたいと思います。

県は今年２月８日に沖縄の子供を取り巻く貧困

状態の解消を目指す素案を発表しました。困窮

世帯向けの無料塾などの学習支援を32市町村か

ら41市町村に拡大することなどを盛り込んだと

聞いているが、本村の無料塾に対しては、現在

どのように考えているか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課主幹 伊波正

明。 

○教育総務課主幹 伊波正明 今の質問にお答

えします。 

 本村では一括交付金を一度活用した「ごさま

る学力パワーアップ事業」ということで、中学

校のほうで、無料塾に近いものを既に取り組ん

でいるところです。本年度は学力向上支援員と

いう形で中学校に配置を３名しております。放

課後募集を行い、その募集の多くのなった子た

ちに指導、または学ぶ場の提供を行っていると

ころです。またそれプラス学校の先生方と一緒

に補修指導等もこの方たちに行ってもらってい

るところです。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 子供の貧困に関して、

本村において、これまでも医療費の助成の対象

年齢の拡大、保育料の国基準からの軽減、認可

外保育施設利用者負担の軽減、放課後児童クラ

ブひとり親家庭利用支援事業など保護者の経済

的負担を軽減し、子育て支援施策などをやって

こられたわけですが、これからも子供貧困に対

し貸借を推進し、本村の子供たちの教育格差が

生まれないようお願いいたします。 

 それでは次に、大枠２番のほうに移ります。

①のほうからですね。農業を生かした地域活性

化対策ということで、北浜地区「チデーク

ニー・デークニ」普及促進施設計画を作成し、

島ニンジン、島ダイコンの品質向上、販売促進

を行うために品種を確立し、商標登録、地区外

への流出を食いとめ、村生産農家、県ＪＡ等で

構成する中城村島にんじん産地協議会を昨年設

立された。それで協会ではどのような取り組み

をされているか、その辺をお伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 今年度は主に県の補助事業であります「わっ

たーワッター島野菜産地強化事業」により、栽

培方法の研究、あとは量販店での販売、促進等

を行っており、また両小学校での島ニンジンと

島ダイコンの収穫体験等も実施をしております。

最終的な協議会での目標といたしましては、商

標登録やあとは拠点産地認定を目指していきた

いと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 今年度から琉球大学へ

島ニンジンの品種改善及び栽培方法確立のため

の調査研究を委託されたということですが、そ

の研究内容と成果をお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 今年度は村産の種子と渡名喜村産の種子、あ

とは市販の種子で長さ、太さ等の特性の比較調

査を行っております。形状については市販のも

のが若干高い値を示しており、色につきまして

は黄色に対し、橙色の割合は村産の物が約30％
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と高い結果になっております。栽培については

水に浮く種子と沈む種子の発芽率の比較は沈ん

だ種子が高く、また島尻、国頭マージと村の

ジャガール土壌での栽培による形状比較におい

ては、ジャーガルが生育には有利との結果が示

されております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 研究内容にはいろいろ

な課題も出てくると思うが、どういった課題が

あったか、わかる範囲内でよろしいですので、

お答えお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 課題につきましては、中城村産は重要形質の

ばらつきが著しく品質退化が進んでいることが

明らかになっております。また栽培方法におい

ての労働の効率性及び収益の増加等、検討する

課題があります。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 販売促進についてです

が、島ニンジンの包装フィルム等を作成され、

私もたしかにすばらしい包装フィルムと聞いて

おります。それでレシピのほうも作成されたと

聞いておりますが、どのような内容のレシピを

作成したのか。またどの段階まで進んでいるか、

その辺お伺いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 お答えいたします。 

 今回のレシピの内容は中城村農漁村生活研究

会が研究されてきた島ニンジン、島ダイコンを

活用した料理で、炒め物、サラダ、スープ、和

え物等の調理方法を編集しており、レシピは県

内の量販店のほうに配布をしております。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 島ニンジンの優良種苗

の確保のために一括交付金を利用した種苗生産

ハウスを導入されましたね。ハウス事業の目的

はニンジンの色の統一を図ることですが、現在、

色の統一はできているか、その辺どうですか。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 お答えいたします。 

 色の統一は現在、研究中でありまして、統一

するためには優良個体の選抜を何度も行う必要

があります。今後も継続して優良個体の選抜及

びハウスを活用した採取を繰り返し行い、統一

を図っていきたいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 次に同じく一括交付金

を活用した掘り取り機、いわゆるバックホウに

ついてお聞きします。バックホウは収穫作業の

時間短縮に大いに役立っていると思います。貸

し出しに関して農家から要望または改善点など

がないかお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 バックホウの改善点につきましては、掘削刃

の改良の要望を聞いております。現在の刃は鉄

で製作されておりまして、使用により変形する

場合があるということで、スプリング等の鋼鉄

製の材料を使用した刃に改良を検討しておりま

す。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 現在、バックホウは１

台ですね。その１台で和宇慶、南浜、北浜地区、

３地区で活用するのは大変厳しいものがあると

思います。もっとバックホウをふやせないか。

それとバックホウを利用している農家と利用さ

れていない農家の割合はその辺は…。 
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○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 お答えいたします。 

 バックホウによる収穫作業はこれまで掘り取

り等の作業を行いました有効性が実証されてお

りますので、やはり今後、補助事業での導入を

検討したいと考えております。あと利用農家の

割合ですが、昨年度は生産農家数に対して約

13％の農家が利用をしております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 バックホウの活用の仕

組みで農家のほうから苦情が出ているという話

を聞いているんですけれども、私が農家から聞

いた話では１農家の畑に１月近くも１カ所に

ずっとあったと。それに対しての苦情があった

というわけですが、それに対してどのように考

えますか。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 直接、苦情等については伺っておりませんけ

れども、やはり機械が１台しかないものですか

ら、なかなか皆さんが収穫期も大体重なるもの

で、皆さん使用が困難な場合もあります。今

おっしゃられている１カ所の農家に集中して

あったということですけれども、基本的に１回

の利用申請につきまして、大体最長７日間を利

用規定のほうでうたっておりますので、それに

基づいての使用です。特に苦情であったような

ことがあってもおかしい点ではないかと考えて

おります。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 地元ではいろいろ集ま

りのたびにそういう話が出ていますので、ぜひ

今後、公正に利用できるよう検討していただき

たいと思います。 

 次に、ゴボウ洗浄機を利用した島ニンジンを

洗うテスト洗浄させたといいますね。今まで

使っている洗浄機に比べて、格段にニンジンを

洗う時間が短縮でき、とてもいい評価があった

と聞いていますが、しかし導入に当たっては何

点か問題があると。具体的にどういう問題点が

あるか、その辺お聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 お答えいたします。 

 ゴボウ洗浄機を改良した実験については、こ

れまで３回試験を重ねて、改良等を行ってきて

おります。現在は洗浄機の出入り口の改良を要

望しております。また洗浄時の動力噴霧機の騒

音が激しいとの意見がありましたが、改良は困

難であるとのことで、専用の小屋等での作業で

対応するしかないのではないかと考えておりま

す。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 洗浄機の値段80万円と

いうことを聞いているんですけれども、ニンジ

ン栽培農家にとって、かなり高額だと思います。

やはりこれから農業後継者を育てるためにもこ

ういう高額な機械導入には補助を考えていく必

要があると思うが、その辺の補助事業の支援に

対しての考えは。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 補助事業での導入については、県のほうとも

現在相談をしております。今後は村としては平

成29年度を目標に採択に向けて、今後とも県と

の協議を継続していきたいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 農家のほうでは補助が

あれば皆さん導入してもいいと考えている方も
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何人かいると聞いています。やはり今、中城村

では特産品として中城をアピールしている野菜

は島ニンジンだと思います。その島ニンジンが

拠点産地の指定を受けるためにも、品質や生産

高を上げ、後継者を育成するためにも行政が

しっかりと予算を組んでいただいて、計画策定

する必要があると思います。沖縄本島で唯一つ

くれる本島内、島ニンジンの産地として、誇れ

る中城村のためにも、どうですか村長、予算を

しっかり考えていただきたいと思いますが、そ

の辺いい返事を伺います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 農業振興という全体を考えた意味で当然、そ

こには資金等も必要になってくると思いますの

で、しっかり議論を重ねながら頑張っていきた

いなと思います。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 議論の中でいい結果を

待ちたいと思います。 

 それでは③のほうの農業の六次産業化事業に

ついてのほうからいきたいと思います。本村の

六次産業化に対する支援やこれまでの取り組み

経過と今後どのような計画方針で事業を推し進

めようとされているか、その辺お聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 先ほども述べましたけれども、島ニンジンの

加工商品の製造販売に取り組む２つの事業者へ

は支援をこれまでもしております。具体的な計

画方針は現在のところありませんけれども、や

はり今後、六次産業化へ取り組む事業者へは

国・県等の補助事業等で支援し、推進を図って

いきたいと考えます。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 今、六次産業に関して

全国的にもそうですが、沖縄では六次産業化へ

の取り組みが各地で行われていて、その中で考

えもしなかった商品が加工され、製品化されて

おります。うるま市で畳をつくる材料として栽

培されているビーグを使った沖縄そばやアイス

クリーム、ほかにもいろいろなスイーツの作品

が六次産業として商品化されている。そのこと

からしても野菜である中城村の島ニンジンは多

くの幅広い六次作業の可能性があると思います。

それを北浜地区の人材育成センターで事業化し、

商品化することを行政で事業を策定してもらい

たい。また遊休地の解消もこれからは六次産業

の推進を将来の農業活性化や人口増加策として

喫緊に交渉し、計画を推進することが求められ

ていくと思うが、その辺は。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 島ニンジン及び島ダイコンを活用した加工製

品の加工につきましては、島にんじん産地協議

会において、食品加工事業所等を招いて可能性

について、今後検討をしていきたいと考えてお

ります。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 それでは④のほうに移

ります。若者の定住人口をふやす取り組みとし

て農業体験グリーンツーリズム、民泊展開建設

用地の北浜人材交流センターを活用した体験型

修学旅行誘致、農村への若者の足を運ばせるこ

とで地域との交流を促進し、また地域の人たち

と交流することで、高齢者の生きがいづくり、

子や孫の定住促進につながると。さらに中城村

への定住する人たちの誘導、そうすると子供た

ちがふえ、津覇小学校の児童増加にもつながる

と思うが、その辺の考えは。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 
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○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 議員が提言されますようにグリーンツーリズ

ム等により農村への都市部からの交流人口をふ

やすことによって、農村地域での交流を通じて

地域の魅力を発信していければ今後の定住促進

につながるかとは考えております。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 最後にもう１点だけ、

地域活性化を促進する場合、人口増加にもつな

がると思います。それには遊休地利用も一つの

考え方で、村が遊休地の地権者と交渉し、花畑

を構想計画し、遊休地にそば畑、綿花、コスモ

ス等を植え、仮称ですけれども、ごさまる花祭

りを行う。そうすると期間中、子や孫が里帰り

することで地域のよさを知り、親との同居の促

進にもつながると思います。また観光事業とし

てもアピールにもなると思います。そういう考

え方も人口対策になると思います。その辺はど

うですか。 

○議長 與那覇朝輝 農林水産課長兼農業委員

会事務局長 津覇盛之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 遊休地対策については、地域農業の活性化を

図る上で喫緊な課題でもあります。議員が提言

するよう遊休地の活用もその対策の一つともな

り、人口対策にもつながるものかと思っており

ます。遊休地解消に向けては今後、やっぱり農

業委員会とともに連携し、取り組んでいきたい

と考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 遊休地を利用した花畑

構想をもし考えるのでしたら、私としてはぜひ

綿花畑を希望いたします。なぜかと言うと、中

城村にはとても有名な琉歌がありまして、皆さ

んもよく知っていると思います。よろしければ

ちょっと詠んでみたいと思います。思（うむ）

ゆらば里前（さとぅめ） 島とぅめて いもり 

島や中城（なかぐしく） 花ぬ伊舎堂（いしゃ

どう）。という琉歌ですね。歌の内容は私を

想ってくださるなら、あなたさま村を探してお

尋ねください。私の村は中城の花の伊舎堂です。

この花の伊舎堂は。二つの説があるんですけれ

ども、華やかな遊びの盛んな伊舎堂村だという

説や、また伊舎堂村がかつて綿花の産地だった

ことに由来する説もあると言われています。私

はどちらかと言うと、後ろの説のほうが正しい

と自分では考えております。青空の下に広がる

一面の綿花畑、遠くに光る青い海、そのような

開放的なすばらしい景色のイメージが浮かんで

くるという感じですので、この琉歌のとおり遊

休地を白い綿花で綿花畑し、花祭りができない

か。ぜひ執行部の皆さん、しっかり全員で考え

ていただいて、頑張っていただきたいと思いま

す。これにて私の一般質問を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で仲松正敏議員の一

般質問を終わります。 

 10分間休憩します。 

休 憩（１１時１２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２２分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて、安里ヨシ子議員の一般質問を許しま

す。 

○１０番 安里ヨシ子議員 皆さんこんにちは。

安里ヨシ子一般質問を行います。 

 久場前浜原線の道路建設について。１番目に

久場、泊区民の念願だった久場前浜原線の道路

建設が10年たっても一向に進まない。現在の進

捗状況について伺います。２番目に事業が進ま

ない理由について伺います。３番目に道路建設

と市街化区域はセットでないとできないですか。

４番目に土地買収の単価の格差について説明を

してください。５番目に土地の買収に伴う残地

について地権者の要望にどのように対応なさる
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かお伺いします。６番目にグリーンベルトの建

設について沖縄電力との話し合いはどうなって

いますか。 

 大枠２番目に子供の貧困について。①貧困調

査。給付制の奨学制度の創設について伺いたい

と思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 安里ヨシ子議員の御質問に

お答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、都市建設課と企業

立地・観光推進課のほうでお答えをさせていた

だきます。 

 大枠２番につきましては、今の話ですと②と

いうことですので、教育委員会のほうでお答え

をさせていただきます。 

 私のほうでは御質問の大枠１番の久場前浜原

線の建設でありますが、この議会でも度々答弁

させていただいておりますけれども、なるべく

早く我々当局としても建設を完了させたいとい

うのは地域の住民の皆さんと思いは一つだと

思っております。それに向けて一生懸命また頑

張ってきたいなと思っております。以上でござ

います。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 安里ヨシ子議員の御質問

大枠２の②についてお答えします。 

 中城村の奨学制度は、無利子での貸付を行い、

本年度より入学準備金も新たに設けております。

本村では給付型の奨学制度は、財政的な問題も

あり現在実施されておりません。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 では安里ヨシ子議

員の大枠１の①から⑤についてお答えします。 

 ①について。村道久場前浜原線は委員のおっ

しゃるとおり久場、泊区民の念願として、平成

16年度に概略設計を実施し、平成17年度に電源

立地交付金を活用し、実施設計を行ってきまし

た。しかし沖縄電力の吉の浦火力発電所の建設

ヤードとして一帯の土地を借用して、平成18年

度から、一部延長を含めて平成25年12月まで使

用していたため、実質的に事業は行えない状況

でした。事業としては、平成25年度から用地買

収を実施し、平成27年度末で54筆中43筆約80％

の用地買収済みです。工事については、平成27

年度末で13％進捗しています。 

 ②ついて一言で言うなら、用地買収がスムー

ズに行くことが、事業の進捗に大きく影響する

ことです。実務的には、相続問題や抵当権の抹

消等に時間を要する場合もありますが、何より

も地権者の事業に対する理解と御協力が事業の

スムーズな進捗につながります。平成27年度の

予算においても、２名の地権者から協力がいた

だけず、工事費に予算の組み替えを行い、執行

しています。今後も粘り強く交渉を行ってまい

ります。 

 ③について。今まで議会でも、先ほど村長の

ほうからもありましたけれども、答弁も含めて、

市街化区域編入とセットとしてきましたが、地

元の有志の方々からの要望もあり、まずは村道

整備を優先し、その後地域の意見・意向を再確

認し、市街化編入について決めていくと方針に

しました。 

 ④について。土地買収の単価については、一

筆一筆を評価する個別評価で算定することから、

異なる単価となっています。今回の場合、まず

不動産鑑定で大きく２つの基準値の単価を算出

しております。住宅地と農用地の、この２点に

分類したあと、各地の形状、間口の長さ等々を

一筆一筆評価し、単価を決定していきます。

よって全筆を同額の単価で購入することは、公

正公平の観点からも、望ましくないと思います。 

 ⑤について。残地の買収に関しては、地権者

の税の控除等の問題もあるため厳しいと思いま

すが、本事業においても、面積をそのまま確保

したいという場合においては、隣接地の地権者

の同意の上、代替地として面積を確保した事例
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もあります。要望に応えられるように地権者と

協議を図りながら交渉を行ってまいります。以

上です。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 では安

里ヨシ子議員の御質問にお答えをしたいと思い

ます。 

 沖縄電力の吉の浦火力発電所計画に伴う住民

説明会等において緑地帯「グリーンベルト」の

計画は発電所構内にマウンド式で建設すると説

明をされてきたと認識をしております。しかし、

村としては地域住民からの要望を受けて沖縄電

力に郊外グリーンベルトの設置を要請をしてき

ております。当該地区については、御承知のと

おり民有地であります。地権者と地域住民の合

意形成が必要になると思っております。以上で

ございます。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 では一つ一つ質問

していきたいと思います。今まで議会のたびに

市街化区域編入をしないと道路の建設はできな

いと、道路建設と市街化編入は一体だというこ

とで答弁をされてきたわけですけれども、今、

有志の方々ですか、久場の有志の方々からの要

請で市街化区域と道路建設は市街化区域はおい

ていて、道路建設から始めたいと。道路建設を

ぜひ早くやってほしいとおっしゃっていると。

どこでこの市街化をおいて、その道路の建設か

ら始める。市街化区域とはセットではないと決

められたのはどこでいつ決められたのか、私た

ちもわからないんですけれども、いつ、どこで

これを決められたのか、お伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 市街化区域とセットということは、今まで村

長も含めて議会においても答弁を何回もやって

きました。しかし、交付金事業でやっている事

業ですので、平成26年度繰越事業でもありまし

て、用地買収もなかなかいかないということか

ら、私の答弁の中で有志という話がありました

けれども、１月に德正議員から村長のほうに久

場前浜原の件で相談がしたいということで、村

長のほうにありまして、村長から私のほうにあ

りまして、２月５日に德正議員と貞則議員、ほ

か３名、村からは村長と私と都市計画係長、計

８名で協議をした結果、早目に道をあけて市街

化区域については、一歩置いていて、道をあけ

てからもう１回地域住民を集めて、どうしま

しょうというのをやりましょうということで、

村長のほうからも許しを得て、まずは道をあけ

ないと、この事業、そのものが頓挫するという

ことで、２月５日に決定しています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 これについては、

やはり私たちは疑問を感じているんですよ。久

場、泊の代表であります区長たちも入れないで

そういうことが決められてきたと。前の議員の

宮城議員が口酸っぱくそういう質問をしてきた

のに、急にここにきて、その市街化区域を別個

にしてやりたいと。そういうことで、驚いてい

ますけれども、道をつくる、つくらないといけ

ないということは、私たちも賛成ですし、10年

来の区民の願いでありますので、ぜひ早目に建

設してほしいと願っております。市街化区域に

編入された場合に、やはりなぜ反対する人がい

るのか。そういうのを皆さん大変疑問に感じて

いらっしゃるかもしれませんけれども、やはり

私たち近隣に住む人として、この市街化区域に

編入された場合に、下のほうに工業系の企業が

誘致された場合に、隣接する地域住民の安心・

安全が大変心配されることですので、でも今、

市街化区域は別個にするんですけれども、特定

保留地はそのままになるんですかね。課長に伺

います。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 
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○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 今の特定保留というのは、あくまでも道がで

きて、条例で地区計画をつくって、それから特

定保留の解除をして、市街化編入の流れとなり

ますけれども、今皆さん方とまちづくり検討委

員会の中でも地区計画の話すらできないと、条

例の話すらできないというのであれば、まずは

これは置いていて、道を先決にあけましょうと

いう話ですので、特定保留にあるから市街化編

入するという話ではないんですよ。それについ

て先ほども答弁しましたけれども、私も平成22

年から久場、泊に何回も説明会をして、みんな

が市街化編入しましょうということで、スター

トしたと思うんですよ。今回は市街化について

も、なかなか前に進まないものですから、いっ

たんは道をあけて、交付金で平成29年度までに

は道をあけたいという願いがあって、村長の英

断もあったと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 この特定保留地

2.8ヘクタールですか、それを特定保留地にし

て、そのまま特定保留地の解除もしないでやっ

た場合に、都市計画法の中で市街化区域に編入

できる区域として特定保留地を設ける場合があ

ると書かれているんですが、その場合に道がで

きたらすぐと言いますか、市街化区域に編入で

きると思いますので、特定保留地をそのまま置

いていて、どういった土地利用の計画がなされ

るのか。道ができた後、それについて伺います。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 那覇広域都市計画区域の中では、市街化区域

と市街化調整区域がありまして、今特定保留し

たところは市街化調整区域でありますので、開

発行為で住宅がつくれます。市街化区域にすれ

ば開発行為は要らないんですけれども、今回、

特例保留に指定されても市街化調整区域です。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 市街化調整区域で

すけれども、この2.8ヘクタールを特定保留地

に指定した理由と言うか、それをもう一度伺い

ます。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 この市街化区域については、先ほども答弁し

ましたけれども、泊、久場で平成22年から説明

会をして地権者から市街化編入にしてくれとい

う要望があって、これは平成23年の見直しに向

けて、５年に１回の見直しがありますけれども、

そのときに市街化区域に持っていこうというこ

とでやりました。ただ道もできていない、条例

もできていない段階では市街化区域編入という

のはできないものですから、まずはその前の特

定保留の市街化予備軍をつくっておきましょう

というのが、特定保留ですので、条例ができな

い限り市街化区域というのはできないことにな

ります。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 この道路ができた

後、こちらは市街化調整区域ではあるんですけ

れども、心配しているのは特定保留地ですので、

見直しの時期ではなくても、申請をして市街化

区域にするのかなと、そういうふうに考えてい

たんですけど、どういうふうに。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 特定保留というのは、先ほどからも答弁して

いますけれども、条例と道が条件です。それと

最初に答弁しましたが、もう１回、泊、久場で

市街化区域の編入については、皆さん方の合意

形成をとるということになっていますので、合

意形成なしには、市街化区域に持っていこうと

は思っていません。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 なぜ特定保留地に
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こだわるかと言いますと、ここのほうに道から

下を市街化区域にした場合に、当然、企業が

入ってくるわけですよね。この企業が入ってき

たときに、私たちは運転開始準備の段階で事故

と言いますか、グラウンドフレアーの事故が起

きたことは覚えていますよね。その事業の事故

は想定できないわけですよね。あの時にガス漏

れで炎が10メートルから15メートルぐらい上

がったということもありますので、そういった

事故は想定できない。そのような実例が運転開

始の準備の段階で起こったわけですよね。それ

で、もしここが工業地帯になれば、近隣の市町

村と100メートルもないわけですので、この企

業を誘致した場合には、今よりも以上に危険を

誘発するという可能性があるわけです。それで

私たち地域は爆弾を抱えているような毎日じゃ

ないかと、そういうことで住民の不安が増すん

ですよね。吉の浦火力発電所にはタンクが２基

設置されて、28万トンのガスを貯蔵しているわ

けです。それは都市ガスへのガス供給基地とし

ての計画がされていますよね。そして北中城村

のイオンモールとか、潮平に送るわけですけれ

ども、隣接する地域住民にとっては、本当に恐

怖なんですよね。そこからガスを向こうに供給

することについて。それで地域の近隣の住民は

工業地帯にすることについて、前から市街化区

域を希望していたと当局はおっしゃるけれども、

あの時は企業と言ってもピンとこないと、工業

系の会社が来るのかというのもわからなかった

わけで、市街化区域にしたいと。土地が上がる

とか、いろいろな情報がありましたけれども、

その地域住民のそういった大きな不安を安心・

安全を十分担保できるのか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 今の市街化区域の中で予定としては準工業地

域に指定しようということになっていますけれ

ども、その久場と泊のまちづくり検討委員会協

議会をつくって、地区計画をつくりましょうと

いうのを私は何回も説明したと思うんですよ。

その中で危険性の高いのを排除していきましょ

うと。これは建築基準法の地区計画ですので、

強い法律なものですから、地区計画をつくらな

い限り市街化編入はできないと。その2.8ヘク

タールに工場が来る。何が来るというのは地権

者の土地利用の問題であって、住宅をつくりた

い人もいるんですよ。住宅をつくる場合は開発

行為になってくるというのがありますから、そ

の辺は市街化編入が危険というのではなくて、

地区計画で条例で定めていきましょうというの

が地区計画ですので、それをもっと真剣に組み

入れて地区計画はどういうものか、要するに今

危険物のものを排除していけば、これはできま

すので住宅をつくるのか、あとはコンビニとか、

そういうのができます。あとは畜舎もできます。

これは畜舎は排除していけばいい話ですので、

この辺のルールづくりをして、条例化にしてい

きましょうというのがありますので、すぐ市街

化編入したから、こちらに工場が来るというの

は条例等で規制したいと思います。それと市街

化調整区域のままでおきますと、こちらは農振

農用地を外れていますので、転用は簡単にでき

ます。転用して、全部が資材置き場にならない

かなという心配もありますので、その辺はじっ

くり考えて地権者のほうにも説明していきたい

なと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 市街化区域に編入

するというよりか、一から始めるということで、

その特定保留地を白紙に戻すということは可能

ですかね。それを心配している人たちが何名か

いるので、特定保留地というのを白紙にして、

一から道だけをつくると。農道みたいにつくる

ということができるか、お願いしたい。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 
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 今の沖縄電力も含めて工業系で、37ヘクター

ルで、市街化編入を予定しています。この道か

ら下の2.8ヘクタールについても特定保留で指

定してありますけれども、今、特定保留を白紙

に戻すという話がありますけれども、まず道を

つくってから、もう１回泊、久場で説明会をや

りますので、その時に地権者が、みんながもう

市街化編入は要られないよというのであれば、

この2.8ヘクタールについては、特定保留も解

除していいかなと思っています。今の段階では

まず説明会をしてからもう１回やっていきたい

と思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 わかりましたけれ

ども、この道路の幅員ですか、これが何メート

ルでしたかね、前は歩道もつけるとか、両方に

つけるとか１カ所につけるとかというお話も

あって、私資料を持っていますけれども、そう

いうのがありましたので、道路の幅員が今何

メートルですかね。お聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 歩道が2.5、2.5、５メートル。車道幅員が

6.5メートルで、計11メートル50です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 なぜこれを聞くか

と言いますと、ここに道路をつくって幅が大き

ければ11メートルですか、大型トラックがそこ

を迂回して、潮垣線のほうに来て、北浜とかあ

ちら辺の工業地帯に行くと思います。今でさえ

も潮垣線への車の往来が激しいですので、そこ

のところを計画はされていると思うんですけれ

ども、ぜひとも大型トラックが出入りできない

ような幅員には考えられないか、お伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 今の話は交通量が多くなるから、村道を規制

できないかという質問だと思いますけれども、

二車線で3.5、3.5ありまして、村道ですのでそ

ういうダンプ規制というのは道路構造上もこれ

は厳しいかなと思っています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 先ほどのと重複し

ますけれども、土地の買収価格ですけれども、

最低が平米で１万6,600円ですよね。坪で5,700

円余りですか、１万6,600円に最高が４万4,000

円ですよね。その差額ですか。その差額が大変

大きいわけです。この最高のものは国道329号

に出入りするところのそこなのかなと思ってい

ますけれども、ほかのところは全然目的は同じ

なのに、なんでいくつか差がありますかと、四、

五種類の種類の差があるんですけれども、それ

は何なのとそれをもし聞いた場合に、やはりも

う少し頑張って土地の価格が上がるのを待って

から売ればよかったのかなという人もいて、何

でこんなに差があるのよと。国道329号に出入

りするところはそれはもう国道に出るところで

すので、そこは理解できるんですけれども、そ

の価格を決めたのはどういうふうに決められた

のか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 今、議員がおっしゃっているのは、土地の単

価を一律にできないかという話なんですけれど

も、土地評価というのは、私たちは不動産鑑定

を入れて国道から面している土地であるとか、

あと袋路地であるとか、あとは土地の形態、三

角土地であるのか、長細い土地であるのか、全

部一筆一筆評価していきます。それで差額とい

うのは出て当然だと思いますし、これを高い単

価で皆さん方が要望しても、私たちとしては通

る話ではないですから、まずこの土地の評価を

出していきます。畑であっても宅地と全然違い

ますから、その辺の単価は違ってきます。以上

です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 
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○１０番 安里ヨシ子議員 そういうのも問題

ですけれども、私たちが腑に落ちないところは

何カ所かあるんですよね。道路に面していると

ころとかそういったところでじゃなくしても、

何であなたの土地と私の土地がなんでこんなに

違うのみたいな感じのところが何カ所かあって、

ただ鑑定評価というのは、あくまでも基準で

あって、本当にこの土地が必要であると、この

道路を建設するためにこっちはなくてはならな

い土地であるということについては、評価より

も両方の意見が一致していない限りは、土地の

値段というか、そういったものは決まらないと

思います。必要なところは高くても買わないと

いけないし、またそれなりの土地をそれなりの

価格で買うというのもわかるんですけれども、

今まで出された価格については、課長は適正な

価格だと思っていらっしゃいますか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 今の単価そのものについては、一筆一筆の評

価で出していますので、正常価格だと思ってい

ます。先ほど議員からもありましたように、来

年やれば単価が上がるという話はあります。そ

ういうことは一切ないです。今80％地権者の補

償は終わっています。その中でそういう単価が

どうのこうのと言った方には、隣接地までの単

価も説明しています。その中で全部こういう評

価ですよと。一筆一筆評価の説明をして、合意

を取っていますので、本来だったら農林と国交

省の道路をつくる場合、値段も違ってきます。

農林サイドでやれば、皆さん方の土地はまだ低

いほうでやっていきますので、その辺は本当に

今の価格は正常価格だと思っています。以上で

す。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 では課長、もし用

地買収の単価で地権者からの不満が出た場合、

皆さんはどういうふうに対応なさいますか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 今まで80％出た段階で、単価が安いという不

満で契約に至っていないケースはないです。以

上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 課長は今、単価の

件で契約が破棄されたことはないとおっしゃっ

ていますけれども、皆さんわからないわけです

よね。単価がそのような設定がされているとい

うのは。目的は同じですので、国道に面してい

るところ、そこはわかりますけれども、そのほ

かについて、地権者から苦情が出るかもしれま

せんので、そのときはまた対応なさってくださ

い。あと残地が出ますよね、土地買収の件で、

その残地の地権者からの要望にはどういうふう

に答えますか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 残地については、今回１件ありましたけれど

も、その人に関しては隣の方の土地を購入して、

面積を確保したと、それで国税もオーケーして

できていますので、代替地として。面積は切ら

ないで、その分の面積を確保したと。今回、終

点側にもそういう話がありますので、その辺は

また地権者と役場のほうで、どういう代替えを

やるのか、これを協議していきたいと思います。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 では地権者の皆さ

んの同意をもっと膝を交えて話をするというの

か、ただあれは難しいからということで、敬遠

して対応なさらないで、ぜひこの道をつくるた

めには、やはりもっと粘り強く交渉、あと地権

者は２人ですか、契約のまだのところは。粘り

強く交渉をして、その道路建設に当たってくだ

さい。 

 あとグリーンベルトの件なんですけれども、
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これも十年来からの地域の要望でした。ただ村

長が前に答弁なされていましたけれども、会社

内にグリーンベルトをつくるということでした

けれども、私たちはどうしても護岸沿いに並行

にグリーンベルトをつくってほしいと。なぜか

と言ったら、災害のときも防波堤みたいな役割

をするし、地域の皆さんもそういった緑がある

ということで、やはり安心・安全を少しでも和

らげる。そういったことがありますので、これ

は前から電力側がグリーンベルトを建設すると

いうことの話を聞いていて、会社の方からもグ

リーンベルトは電力がちゃんとつくると、そう

いうときに行政としての協力、理解がないとで

きないと思いますので、それについて、グリー

ンベルトの件について、電力側とどういった話

し合いになっているか。どこまで話が進んでい

るか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１２時０５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時０５分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 企業立地・観光推進課長 屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 ではお

答えいたしたいと思います。 

 郊外のグリーンベルトについては、村と電力

の協議は一切されておりません。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 今の屋良課長の答

弁では一切されていないとおっしゃっています

けれども、でも私たちは前から聞いていますし、

行政側の協力が得られればすぐにでもできると

いうお話しでした。護岸に並行して700メート

ル、幅５メートルの土地を買収して、計画して

いるということですけれども、一切ないという

のは違うんじゃないかと思っておりますけれど

も、当局はこれを認識していなかったわけです

か。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 ではお

答えします。 

 先ほどから答弁しているように地域からの要

望を受けて、村としては沖縄電力に再三要請を

してきております。今回、議員おっしゃる構外

グリーンベルトの700メートル掛ける５メート

ルの計画については地域と沖縄電力が相談して

いるという情報は聞いておりますが、その件に

ついて、村と協議したことは今のところないと

いうことでございます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 では電力がそう

いったことの計画をお話しされた場合、行政当

局としては協力するお考えはありますか。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 ではお

答えします。 

 当然、村も地域の要望を受けて、電力に要請

をしているわけですから、そういうものを電力

がするという協議があれば、地域のために村と

しても一生懸命頑張りたいと思っています。以

上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 なんだか話がおか

しくなっておりますけれども、電力からの要請

があれば、行政として最大限に協力をなさって、

やはり地域の要望であるグリーンベルト。なぜ

グリーンベルトにこだわるかというのは、やっ

ぱりいろいろな災害から守る防波堤みたいな感

じになるし、地域住民の心の癒し、そして安

心・安全を守ることにつながりますので、ぜひ

とも協力をして、それを実現してほしいことを

お願いして、この問題は終わりまして、あとは

給付制の奨学金制度の創設について、先ほどの

教育長からの御答弁で利息は無料と、準備金も
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上げているということで、大変進んでいるかな

と思いますけれども、決して他市町村に遅れて

はないと思ってはいますけれども、奨学金の貸

付で多額の借金を抱える若者が今ふえていると

いうことですね。世界の多くの国で大学の授業

料は無料と。ＯＥＣＤの加盟国の34カ国のうち

17カ国が無償で、給付制はアイスランド、日本

は高授業料で低補償で。隣の韓国は2008年から

給付制の奨学金を生活保護世帯から低所得者へ

と広げていて、唯一日本だけが大学の学費と言

いますか、高くて有料で給付制の奨学金もあり

ません。そのことについて、やはり給付制、こ

れは世界の流れでありますので、そのことにつ

いて教育委員会としてはどのような認識を持っ

ていらっしゃいますか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 給付型の奨学金に確かに議員のおっしゃると

おり現在ございませんけれども、沖縄県の教育

委員会が平成28年度より募集を始める方針では

ございます。実際には平成29年度からの入学生

から予定をしているということであります。以

上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 今のは確実ですよ

ね。若者が数百万円の借金を背負って社会に出

るんですけれども、思うように仕事がない。今

の社会構造を変えないと本当に仕事につけない。

つこうにもつけない。返済の重みで結婚もまま

ならない。だから少子化に歯どめがかからない

と思っています。子供をふやすためにもいろい

ろな手立てを尽くしていかないと一向に子供は

ふえてはいかないと思います。今の社会構造で

すか、派遣社員とか、正社員をとらないとか、

いろいろとあるんですけれども、その少子化問

題を解決するためにも、そこにもメスを入れて

いかないといけないんじゃないかなと思ってい

ます。教育委員会としてはその対策を急がない

といけないと思うんですが、給付制の奨学金制

度の創設を検討するお考えはないでしょうか、

伺います。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 村で給付型の奨学金制度を創設するには、財

政的に非常に厳しいところがあります。国か県

からの補助があれば検討して上げたいと思いま

す。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 給付制はできない

にしても、ほかにもいろいろと減免措置をやる

とか、そういったものも創設していかないと今

の若者たちが結婚もしないでいる。たくさんい

ますよね、女性も男性も。そういったものに対

して、この国、県の補助がないとできないと

おっしゃっていますけれども、もっと資金を集

める方法なんかも考えて、この奨学金に対して

はもっともっと関心を持ってもらって、能力の

ある若者たちが経済的にも安心して勉強ができ

るように、そうしないとすばらしい人材は育た

ないと思っていますので、行政と一緒になって

教育委員会も努力をしてほしいと思います。以

上で私の質問を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で安里ヨシ子議員の

一般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１２時１６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて、宮城重夫議員の一般質問を許します。 

○１５番 宮城重夫議員 皆さんこんにちは。

それでは通告書に基づきまして、ただいまから

15番一般質問を行いたいと思います。 

 大枠１番、役場庁舎移転に関して。①村長の
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考えでは移転先は固まっているでしょうか。②

もし、現場所での改築の考えをお持ちでなけれ

ば、その跡地利用に関してお考えを伺います。

③現敷地の村所有地の割合はどのくらいでしょ

うか。④平成28年度予算に計上された１億円の

新庁舎基本設計等委託料に関して、予算計上ま

でのこれまでの経緯を伺います。 

 大枠２の中城中学校の狭い敷地問題に関して。

①現在、中城中学校は学校敷地が狭いために

プールを設置する場所の確保が難しく、生徒の

教育に支障をきたしている現状で、早急な解決

策が必要と思いますが、どう対処するお考えで

すか、伺います。 

 大枠３番、中城城跡観光入場者数に関して。

１番、村長就任から今日まで入場者数はどう推

移してきましたか。また今後の対応策はどのよ

うにお考えでしょうか、伺います。 

 大枠４番、清掃事務組合広域化に向けての取

り組みについて。先日清掃事務組合の平成28年

度予算説明会において将来は広域化を進め、そ

の中で生ごみを燃料化し、発電をおこして発電

計画をお考えのようですが、その情報源と、そ

の実現化に向けての可能性について伺います。

以上、答弁をよろしくお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは宮城重夫議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、総務課のほうで。 

 大枠２番につきましては、教育委員会のほう

でお答えをさせていただきます。 

 大枠３番につきましては、企業立地・観光推

進課。 

 大枠４番につきましては、住民生活課のほう

でお答えをさせていただきますが、御質問の大

枠１の①について、村長の考えで移転先は固

まっていますかという御質問ですけれども、こ

の庁舎問題につきましては、本議会でも答弁が

あったとは思いますけれども、これから庁内で

議論を重ねながら、これはもちろんプロジェク

トチームも含めて、議論を重ねながら固めてい

くものだと認識をしております。私一人の考え

でできるものではありませんので、御理解をい

ただきたいと思います。それと②に少し関連し

ますけれども、現在の場所での建設は考えてお

りません。これは断言できます。答申でもそれ

は出ておりますので、それだけは確定をしてお

りますけれども、これからの場所につきまして

は、これからしっかり議論を重ねて決めていっ

て、そして議会の皆様や村民の皆様に理解を求

めていくということになっていくと思います。

以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 宮城重夫議員の御質問大

枠１の①について、お答えします。 

 プール建設につきましては、これまでいろい

ろ検討してまいりましたが、議員のおっしゃる

とおり学校敷地が狭くプールが建設できない状

況にあります。村では、隣接する役場庁舎の移

転を予定しておりますので、跡地にプール建設

を計画してまいりたいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 宮城重夫議員の大枠１の②から④について、

お答えいたします。 

 先ほど村長から答弁がありましたように、現

在の場所には予定していないということを念頭

に跡地利用をどうするかということでございま

すけれども、この部分は③とも少し重複します

けれども、借地の部分については、地権者の皆

さんの意向を伺いながら、その跡地利用につい

ては検討していきたいというふうに思っており

ます。 

 ③について、所有者の割合ですけれども、借

地の役場庁舎の敷地面積中、所有地が1,687.16

平米、借地面積が1,057.85平米、合計で

2,745.01平米となっております。割合としまし
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ては、村有地が61.5％というふうになっており

ます。 

 ４番のほうですが、現庁舎は築約50年を経過

して屋根裏や外壁の崩壊、それから壁部分など

の大幅な亀裂など年々職員と、あるいは来訪者

の危険が高まり、新たな庁舎の建設は既に喫緊

の課題となってございます。新年度より本格的

に取り組むために、職員体制を整えております

けれども、さまざまな手続とあわせて、少しで

も早い庁舎の建設を実現するために連行して基

本設計、また実施設計を次年度中に着手したい

という考えのもと、計上してございます。以上

です。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 では宮

城重夫議員の中城城跡観光入場者数に関しての

御質問にお答えしたいと思います。 

 まずは村長就任からの現在までの入場者の推

移ですが、平成20年度８万603人、平成21年度

８万6,336人、平成22年度８万4,463人、平成23

年度８万4,018人、平成24年度８万9,360人、平

成25年度11万9,228、平成26年度11万9,924人、

平成28年２月末現在で12万2,877人でございま

す。村長就任の平成20年度から中城城跡入場者

数の推移は平成20年度８万603人から平成28年

２月末現在で12万2,877人で、比較いたします

と４万2,274人ふえております。増加率は

152.44％でございます。主な要因としましては、

やはり中城城跡でイベントを開催したことに

よって、中城城跡の知名度アップにつながり、

観光客の増加が考えられるものとしております。

今後の対策といたしましては、やはり村主催の

プロジェクションマッピング事業を継続実施し、

中城城跡を初め村内には歴史文化、それと伝統

芸能がたくさんありますので、そういう伝統芸

能をＩＣＴを活用して七言語で情報発信をして

いきたいと考えております。それによって若年

層やアジア圏の観光客受け入れを積極的に推進

していきたいと考えております。また、今年度

におきましては、新たに民間企業等のイベント

事業の誘致にも取り組んでいく考えであります。

それによって観光客ツアーの推進活動等もあわ

せて検討してまいりたいと思います。以上でご

ざいます。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 宮城重夫議員の質

問にお答えします。 

 平成28年度には浦添市・中城村・北中城村清

掃事務一部組合設立に向けた協議会を設置し、

実現に向けて協議を行っていきます。また、廃

棄物を資源とした発電システムの導入について

近年の廃棄物処理施設建設においては、ぜひ取

り入れるシステムと考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 それでは順を追って

再質問いたします。 

 まず庁舎建設に関してですけれども、去年の

６月ですか、検討委員会から予定地の答申を受

けて、この間、関係部課長会議の討議はなされ

たでしょうか。今、平成28年度において基本設

計等で予算が１億円組まれていますよね。その

間にそういった討議もなされて、当然、この予

算計上は出されているべきと思いますけれども、

そのためのそういった関係部課の討議等は持た

れてないですかということです。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 課長会の中で検討と言いますか、その庁舎建

設についての検討会をやっております。答申の

後です。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 課長会の中でなのか、

それとも特別に答申を受けての移転に関しての

議論なのか、そこのところはどうですか。課長

会の中で、話をしただけなのか。 
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○議長 與那覇朝輝 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 ではお答えいたします。 

 答申を受けまして、通常の課長会とは別に課

長レベルの協議というのは３回持ちました。わ

かりますでしょうか。通常の課長会という場所

でではなく、それ以外にこの問題についての全

課長での協議というのは３回持ちました。その

中で前も説明しましたが、ほかの議員にもお答

えしましたけれども、課長職だけの議論では事

は前に進められないんじゃないかという議論に

なりまして、それで職員を巻き込んだ全体的な

プロジェクトチームを編成して、意見の集約を

やろうと。これはあくまでも内部の意見の集約

ですよ。これをやるということになって、今回

４月１日からプロジェクトチームを立ち上げて

いこうという経過になっております。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 この平成28年度で１

億円が計上されていますけれども、その資金と

いうのは一般会計なのか。それとも積立金から

来るのか。 

○議長 與那覇朝輝 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 財源につきましては、庁

舎建設基金を今充当する予算編成をしてはござ

います。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 今後、用地購入とか、

そういったものが出てくると思うんですけれど

も、そこにおいての資金計画というのは会計管

理者はどうですか。資金は十分ですか。 

○議長 與那覇朝輝 会計管理者 比嘉義人。

答弁を企画課長に交替したいと思います。企画

課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 庁舎建設に係る財源につきましては、これま

で庁舎建設基金を積み立ててきております。基

金の現在高がたしか10億6,000万円余りが現在

基金の残高になっております。庁舎建設に係る

基本計画の中での数字でしか今は申し上げられ

ないんですけれども、トータルで20億円の庁舎

建設に資金が必要になってきます。そのうちの

用地、それから実施設計、庁舎建設に係る19億

円程度については、起債対象の金額になります。

その起債対象は、起債につきましては、一般単

独事業債になりますので、これの75％までが起

債対象になります。仮に19億円の起債対象額と

しますと、これの75％ですから、14億3,000万

円程度は起債が可能になります。庁舎建設基金

と起債金額、それと一般財源を用いてやる予定

なんですけれども、基金が今10億6,000万円あ

りますので、まだこれはちゃんと決定したわけ

ではないんですが、仮に20億円の建設資金で

あった場合に10億6,000万円が基金、庁舎建設

のその差額分９億9,000万円余りが起債を充当

しようというふうなことで考えております。そ

うした場合には今、一般財源、その年に負担す

べき一般財源は今のところはゼロ円というふう

なことになります。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 その基本設計に入る

とき、これは中城村においては農地を抜きにし

ては庁舎敷地の確保は難しいと思いますけれど

も、それは農林水産課とのそういった調整はな

されているわけですか。当然、大きな前提とな

ると思うんですよね。そこのところどうですか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１３時５２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時５２分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之。 

○農林水産課長兼農業委員会事務局長 津覇盛

之 それではお答えいたします。 

 まだ庁舎建設場所についての確認はとれてお

りませんので、その場所が農地であるかどうか



― 229 ― 

というのは、まだ把握しておりません。今後、

そういうことになれば当然ながらこれは協議を

していきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 一般的に考えて、中

城村において広大な敷地を普通の農地以外に求

めるというのは厳しいと思います。この大きな

大前提と私は思っていますけれども、そこはや

はり当初からそういった農用地の対応をどうす

るか。あるいはまた建築に関して、そういった

都市計画の課長等も議論をして、初めて基本設

計というのはやるべきと思うんですけれども、

その件に関してはそういった打ち合わせもなく

て、いきなり基本設計ということですか。 

○議長 與那覇朝輝 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 それではお答えいたしま

す。 

 先ほどお答えしましたように通常の課長会以

外に課長職でのこの件についての会議は３回持

ちましたということを申し上げましたけれども、

この中には農林水産課長も入っていますし、都

市建設課長も入っています。その中で課題とな

る例えば農地転用とか、農振関係、それと都市

計画に基づく開発行為あるいは、建設確認の部

分についても担当課を入れて情報は共有してい

るつもりでございます。ただ場所がまだ決まら

ない部分の中で、どういう手順でやりますかと

いうまではまだいっていませんけれども、どう

いう問題があるということは、この会議の中で

出し合っております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 連合審査の期間中、

中城村庁舎建設スケジュール表というのが配ら

れたんですけれども、このスケジュール表を作

成した課はどこなんですか。そこには（案）で

すけれども、なぜ（案）なのか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 今、答申を受けまして、答申の中に場所が３

カ所というふうにございます。この場所がまず

１カ所にまだまとまっていないということで、

その場所の決定後、そういうふうなスケジュー

ルを進めていくということなので、そういう場

所がまず決まっていないというのが（案）とい

うことで今、出してございます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 その予算の１億円の

明細はどうなっているか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 今、基本設計が約2,300万円程度、それから

実施設計が6,700万円程度を予定してございま

す。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 このスケジュール表

を見ますと、用地取得が平成28年の12月から平

成29年の４月までと、そういう予定表になって

いますけれども、その用地取得後でも基本設計

の予算計上というのはしてもいいんじゃないか

と思いますけれども、用地決定もされない前に

基本設計等の予算１億円を計上。そして、また

各部の専門の農林水産課、あるいは都市計画課

等の本当にそのように集中的に審議を得て、初

めて基本設計料というのを計上すべきと思うん

ですけれども、その基本設計料１億円の平成28

年度の計上がまだ早いんじゃないかと思います

けれども、村長、この件について、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 ではお答えいたします。 

 まず確認しておきたいことなんですけれども、

確かに用地費の計上予定額、要するに工程表の

中では来年度のほうを、平成29年度のほうを予

定するという形をとっております。でもここで

見ていただきたいのは、基本設計と事業認定と

いう作業がまず始まります。事業認定には基本

設計が必要です。事業認定を受けるためには。
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用地取得に関しては今、租税特別措置法で

5,000万円の控除がございます。これを事業認

定を受けてなければ、この恩典が受けられない

前提としまして、用地取得交渉の中で、担保を

とらないと交渉できないわけですよ。その辺を

含めまして、基本設計というのは、事行認定と

一緒に走らせたいというのが現在の工程の話で

す。その前に一番上の調査１の決定という項目

があります。これが今現在、プロジェクトチー

ムを立ち上げまして庁内議論、要するに役場の

中としての議会や住民の皆さんに説明できる位

置決定の作業を急ぎまして、その後、そういう

形の事業を走らせたいという部分でございます。

事前交渉と事業認定がいうのはひとつにやりま

せんと、実際に事業認定を終わって、国税協議

を入れます。国税は基本的に5,000万円控除を

認めますというふうに協議を終わっておきませ

んと、この土地の所在特別措置の減免が受けら

れないという部分がありますので、そういう形

で今基本設計をできるだけ今年度中に走らせ、

その事業認定というのを今年度末までには作業

を終わらせたいという部分を考えているわけで

す。そういう意味で御理解をお願いしたいと思

います。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 その全ての今、副村

長が答弁された事務手続というのは、用地を取

得しなくても、めどが立った後の事業ではない

かと思いますけれども、こっちに庁舎建設をや

るという場所も決めてからのそういった事業、

事務手続ではないですか。それからすると、先

ほど言ったのも来年の４月までに交渉が終わる。

取得ではない。取得はもっと後ですよ。用地決

定、それからでも基本設計というのはスタート

してもいいじゃないかということ。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 まず土地を庁内でめどを立てます。じゃあこ

こでやりましょうとなります。そのときに住民

の皆さんや議会に説明するためには基本設計が

当然必要になってきますね。土地の取得という

のは先ほど議員がおっしゃったとおり、じゃあ

決めました。では地主と交渉して、じゃあ買い

ます、売りますが成立しても事業認定の件があ

るものですから、意志の決定はできますけれど

も、この事業認定を受けるためには基本設計も

必要になるわけですよ。この提出をするために。

県に事業認定を受けるわけですから、基本設計

がないと事業認定も受けられないですね。です

から停止条件つきの契約という形になります。

お金は払えないわけですよ。基本設計をそこに

載せてスタートします。そして、もちろん住民

の皆さん、議会にも説明をさせていただいて、

これがスタートしたとしますと、地主さんの意

志がもう間違いない。事業認定の場合でもおお

よその決定事項だけが伸びるだけの話ですから、

そこで県のほうともさして問題がないというこ

とであれば、事業認定がおります。おりますと、

そこで今度は実施設計がそのまま入っていきま

すので、去った12月も９月もだったと思います

が、できるだけ私は早くやりたいという意思表

示を議会でやったと思いますが、それは早目に

設計を発注したいんですけれども、ところが今

みたいに手続があるものですから、我々今回の

１億円というのは、その手続は裁量がどうして

も県のほうに事業認定はなってくるものですか

ら、これが我々の裁量であれば、いつまでに決

を決めて、それまでに決定しますから、実施設

計に入りますので、予算計上しましたと言える

んですけれども、しかし裁量が県なものですか

ら、多少のずれが生じてくる可能性があります。

そのために我々は努力させてくださいという意

味合いのものです。この１億円は。なるべく早

いうちにこれはもう議員の皆さんも村民もそう

だと思いますけれども、早いうちにできるだけ

危険な庁舎から新しい庁舎に移りたいというの
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は総意だと思っていますので、それに向けて

我々は一生懸命やらせていただきたいと。そし

て、今のように基本設計に終わったらすぐ実施

設計が入れたときに予算がないということがあ

ればどうしようもありませんし、また私も施政

方針でもこの庁舎建設については、平成28年度、

一生懸命やらせていただきますという施政方針

も出しておりますので、それに見合う予算措置

をお願いしたいということで、１億円計上させ

ていただいていますので、その辺を御理解いた

だきたいなと思います。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 最後に、まだしっく

りいかないのがあるんですよ。この場所も地形

もわからないのに基本設計がつくられるかどう

か、そこら辺どう思いますか。場所によっては

いろいろ違うんじゃないですか、基本設計とい

うのは。その場所も知らないで基本設計という

のはどうしたらいいですか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 今、重複しますけれども、場所の決定を先に

するんですよ。場所の決定は。庁内で議論を重

ねて、場所の決定はここにしますということで、

当然これはもちろん議会にも説明をさせてもら

いますし、そこに基本設計を載せていくという

ことですので、今の図のとおりできるだけ早く

やれば４月いっぱいぐらいには場所も決定でき

ると、もう４月、５月の段階では基本設計に入

れるという。もちろん説明が終わっての後の話

ですよ。皆さんの御理解を得ながら、こういき

ますという意思表示ができる。そのときに基本

設計も発生しますので、場所の決定が先になり

ます。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 先ほどから、このこ

とを聞いているんですよ。場所が決まらないの

に基本設計ができるわけがないです。それなの

に場所を決めてから基本設計というのを予算化

してもいいんじゃないですかということを訪ね

ているわけです。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 同じことを言いますけれども、おっしゃると

おり場所の決定、ただニュアンスがちょっと

違ったのは、普通でしたら土地を買う。もう当

たり前に買えるものですから、普通の住宅だと

しますと契約をしてすぐ設計に入れますね。と

ころがこれももちろん場所を決定して、基本設

計に入るんですけれども、土地の名義変更がで

きるのがずっと後なものですから、ちょっと難

しい表現になってしまって、事業認定を受ける

だとか、5,000万円の控除を受けるために、い

ろいろなことをやるかだとか、停止条件つきの

契約をやるとかというのは、手続上の問題であ

りまして、今議員がおっしゃるとおり場所は決

まって、決まるという言葉が通常は契約という

言葉なんですけれども、これが通常の契約には

ならないものですから、いうなれば条件つきの

契約にしかならないものですから、決定という

言葉は使わなかったニュアンスもあったかもし

れませんけれども、でもおっしゃるとおり先に

場所が決定して、そこから基本設計に入ってい

きます。おっしゃるとおりでございます。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 まだ意味がわかりま

せんが、この件は終わります。普通、一般的に

考えれば土地のめどもついた。はい、じゃあそ

の土地の形状に合わせて設計をやろうというの

が、普通の人の考えだと思うんですけれども、

この件に関しては質問は終わります。 

 次ですね、大枠２番の中学校のプールの件に

関してですけれども、村長は明確に庁舎はこの

場所へはつくらないと。それに関して、もし中

学校が利用するんだったら利用させてもいいと

いうお考えなんですか。 
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○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 基本的には議員がおっしゃるとおりでござい

ます。中学校のプールの問題は前から取り沙汰

されておりましたので、ただ、これはもう約４

割ですか、４割は地主がいらっしゃることです

から、明言はできませんけれども、考えとした

ら中学校のプールだとか、もしかしたらほかに

も施設があるかもしれませんけれども、その隣

接している関係上、それが一番適切だと思って

おります。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 先ほど総務課長から

借地が37％ですか。借地の位置、そこら辺はど

うですか。もし中学校が利用するんだったら、

とびとびになっているような状況なのか、その

借地の部分は固まっているのか、その状況とい

うのはどうなっていますか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 今、庁舎と中学校の両方で使用している、要

はこの借地部分ですね。両方にまたがっている

部分がその借地部分になっております。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 そうなると、そのま

ま借地でいくか、移転を機会に役場が買い取る

かですね、どうします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 これは大人の答弁にしかなりませんけれども、

明言はできませんので。ただ考え方とすれば学

校敷地に一番適しているとは思っていますので、

努力はさせていただきたいなと思っています。

ただいろんな方法はあると思いますので、ここ

での名言は避けさせてください。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 これは教育長に聞き

ますけれども、村長がいい答弁をなさいました

ので、これを各現場に持ち帰って、やはり今

プールというのが宙に浮いて話もできない状態

ですので、庁舎が移転した後はプールをつくり

ましょうということをですね、ぜひ学校現場に

行って話してもらって、子供たちに夢を与えて

もらいたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 庁舎移転の予定が平成31

年で、その後庁舎を取り壊した後でプール建設

ということを教育委員会としても、村長と協議

しながら進めていきたいと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 これに関しては、み

んな子供たちはよく知っていると思うんですよ。

中城中学校だけにはプールがないということは。

あと何年後にはできるよということにすれば、

子供たちも喜ぶんじゃないかなと思いますので、

ぜひ頑張ってもらいたいと思います。 

 それでは次に大枠３にいきます。現在、そう

いうイベントが公園、城跡そしてまたプロサッ

カーチームとか、事業がなされていますけれど

も、その中において、どの程度の経済効果とい

うのがありますか。あるいはまたプロチームの

使用料はどの程度ですか、伺います。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 ではお

答えします。 

 まずはイベント等の経済効果については、数

字的には厳しく出せていない状況でありますが、

やはりイベントをこれまで開催している中で、

観光的な考え方とすると認知度が高まってきて、

中城城跡に先ほども答弁したとおり約150％の

増加率が高まっているということであります。

しかし、議員おっしゃるとおり観光については

やはり交通、宿泊、飲食、お土産品と関連する

産業の裾野が広く経済波及効果や雇用促進が図

られるものと考えております。そういうことで
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村としてもイベント誘致とあわせてそういう経

済効果が生み出せるような仕組みを検討しなけ

ればならないということで、認識はしていると

ころであります。 

 ２番目のキャンプの施設の使用料についてで

す。今年は企業立地・観光推進課で担当しまし

たＪ１の３チームの使用料は記録しております

が、その中でガンバ大阪が７日間で11万9,600

円、横浜Ｆマリノスが８日間で15万6,000円、

それから川崎フロンターレが10日間で12万500

円ということになっております。以上でござい

ます。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 この間、いろいろな

イベントをする中において、先ほど課長からも

ありましたように平成20年度で８万600人が、

平成26年度においては２月現在で12万人を超し

ていると。その中には相当、知名度というのは

中城の知名度は上がってきているんですけれど

も、しかしながら、また村民、議員もそうだと

思いますけれども、そこまで来たらひとつのス

テップとして、そこまでは成長してきたんです

けれども、なおかつ今度はプラスで経済効果と

いうのは村民も求めているし、我々議会もそう

だし、入場者をふやす政策として、諸策を講じ

てその成果を上げてきましたが、反面それなり

の予算を伴っていることも、また事実だと思い

ます。平成28年度においても関連予算でごさま

る資源政策委託料として2,496万5,000円、プロ

ジェクトマッピング実行委員会補助金として

1,300万円、ごさまる陸上競技場の芝管理に706

万6,000円等の予算が組まれています。入場者

数は確かに成果としてふえたことは成果として

総括し、費用効果の面から、新たな政策を考え

る時期じゃないかと思います。そこで中城村に

経済効果をもたらすような政策に重点を置くべ

き時期に来ているんじゃないかと思うんですけ

れども、この件に関して、村長のお考えを伺い

ます。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 今のお話ですけれども、前も少し議会でお話

ししたことがあると思うんですが経済効果は確

かに大変大事な部分でありますし、最終的な出

口はそこになると私も議員と同じ考えでござい

ます。今、その過渡期にあると言いますか、種

まきの時期と言いますか、それなりの資本等価

をしながら、そしてどう回収していくかという

のは、これからではありますけれども、一番誰

もが思うのは、やはり宿泊施設だと思っており

ます。この宿泊施設もゴルフ場あり、世界遺産

あり、サッカーキャンプあり、それにプラスア

ルファで今回は大型ＭＩＣＥの誘致が決まりま

した、マリンタウンでですね。そこに伴って土

地利用の見直しの、いうなれば門戸がもっと広

がる可能性が出てきました。そういう意味合い

では土地利用の見直しも含めて、誘致のしやす

い環境をつくっていくのが、これからの我々の

目指すところじゃないかなと。そして誘致のし

やすい環境というのは、今話しました土地利用

の見直しも含めて受け皿づくりですね、中城村

に進出したいという企業がもう多々あるという

のは、議員も御承知のとおりと思いますが、全

てに法的な規制がかかっている地域ですので、

なかなかうまくいかないところも多々ありまし

たけれども、今回、そういう光が見えてきまし

たので、その器づくりに邁進させていただきな

がら、最終的な出口はやはりホテルの誘致が一

番わかりやすい経済効果かなと。そこにまつわ

る雇用も含めて、それだけではないんですけれ

ども、それに向かって頑張っていきたいなと

思っております。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 ぜひ次のステップに

向かって、また村長新たな政策に向かって邁進

してもらいたいと思います。 
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 あと１点つけ加えたいのは、先日の議会の連

合審査の中においても、城跡の整備をもっと強

化すべきではないかとか、あと村民による特産

品開発等も進めていくべきじゃないかと議員か

らのそういったおのおのの意見もありました。

それに関して、新たな特産品づくりとなると、

職員の能力ではもう追いつかないんじゃないか

なと。そこで村長の政策になると思うんですけ

れども、コンサルにでもお願いしてでも、中城

村を網羅した地形の第一次産業あるいは、去年

までですか、電力で牡蛎の養殖でしたか、そう

いったものを掘り起こししながら、ぜひ村民に

密着した特産品が開発できるようなシステムを

コンサルに混ぜてできないものかどうか、伺っ

てこの件に関しても一応質問を終わりたいと思

います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 議員おっしゃるとおりと言いますか、形はど

うあれ、これがコンサルに委託するのが一番い

いのか、あるいは意見を聞くのが一番いいのか。

あるいはまたほかにも専門学識経験者、あるい

はそれにたけた経営コンサルタント、いろんな

方々がいると思いますので、そういうものをい

い意味で利活用させていただきながら、やはり

今の政策に反映させていけたらいいなと思って

おります。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 

○１５番 宮城重夫議員 それでは④の質問に

いきます。この件に関しては議論をするあれは

ないんじゃないかと思いますけれども、しかし

今後、広域化を進めていく中において、やはり

こういった見方もあるんだなと、考え方もある

んだなということを広域の中で意見を反映して

もらえればなと思います。先日、３月３日から

６日までの日程で、福山市のごみ固形燃料工場

と福山リサイクル発電所を議会政務調査活動で

行ってきたんです。ちょうどこのことが今、中

城村が考えている広域化で発電所も考えている

というお話だったので、どういうものかという

感じで政務調査で調べてみました。清掃工場で

燃えるごみ、これはＲＤＦと呼ぶらしいんです

けれども、燃えるごみを固形化して燃料に変え

ているんですね。その工場での処理能力は16時

間で300トンの燃えるごみを固形燃料に変えて

いました。この方法で燃えるごみを破砕して

500度の熱風で水分を10％まで落として、1.5ミ

リから２センチの直径と長さは３センチから５

センチのペレット上に加工するわけですよ。硬

くコンクリートみたいに。それを隣接地にちょ

うど発電所があるものですから、そこまではベ

ルトコンベヤーに乗せて、固形燃料というのを

運んで、隣の福山リサイクル発電所では、この

ＲＦＤという固形燃料を燃やして発電していく。

この固形燃料だけでは足りずに火力が弱くて、

それにコークスという石炭も混ぜて燃やして、

発電タービンを回している仕組みでした。その

発電量が２万キロワットで燃料不足で現在稼働

率は約半分というそういう話でした。このＲＤ

Ｆといいますが、この福山市のほかに６市２町

の自治体から、この製品化された固形燃料は密

封されて、外から見えないように、ちょうどセ

メントを運ぶミキサー車みたいに密封されたト

ラックで入ってくるわけです。しかしこっちに

は問題がひとつあるんですけれども、この燃え

かすですよ。今、青葉園ではスラグはどのくら

い出ていますかね。最終処分として出るのは。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 それではお答えし

ます。 

 現在は灰溶融設備を休止していますので、ス

ラグは出ない状況です。平成25年までは約255

トン年間出ていたんですが、一度焼却して最終

処分場に委託していますので、現在はスラグは

出ない状況となっています。 

○議長 與那覇朝輝 宮城重夫議員。 
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○１５番 宮城重夫議員 この発電所において、

燃料の10％がスラグとして出てくると。大体

250トンぐらい１日燃やしたら28トンぐらい毎

日スラグが出ると。この処分に関して、今まで

は過去においては埋め立て工事や、あるいは下

水道の埋戻し材として使用したんだけど、最近

その需要が減って、毎年置き場が広くなって、

そしてこれは問題点みたいな感じと話していま

した。そういうことを考慮して、また固形燃料

だけつくるのであれば煙も出ないし、またこの

固形燃料を先ほどの発電所みたいなところに委

託してもいいんじゃないかなというそういう手

も考えられるなという視察を終わっての考えで

す。それを考慮なされて、ぜひ将来、広域化に

向けてのごみ処理施設の事業に生かせてもらい

たいと思います。これで私の質問を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で宮城重夫議員の一

般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１４時３１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時４１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて、新垣博正議員の一般質問を許します。 

○１２番 新垣博正議員 それでは議席番号12

番、新垣博正です。通告書の順に従いまして一

般質問を行います。 

 大枠の１番、子育て支援の政策について、お

伺いいたします。①待機児童対策について。１ 

これまでもさまざまな政策を駆使し、待機児童

解消に向けて取り組んできましたが、ゼロにな

らない要因はどこにあるのか、お伺いいたしま

す。２ 平成28年度中に解消できる可能性はあ

るのか。あるのであれば「待機児童ゼロ宣言」

をする考えはないか伺います。②子どもの貧困

対策について。１ 準要保護児童生徒援助費の

拡充策の考え方をお伺いいたします。③中学校

に配置する学校支援員は何人配置し、対象とな

る生徒は何人を見込んでいるかを伺います。④

「子どもの居場所の確保」事業の内容と対象と

なる児童・生徒は何人を見込んでいるのかお伺

いいたします。⑤食事の提供及び共同での調理

等の支援する際の場所、ボランティア体制等は

どのようになっているか。 

 大枠の２番、平和行政への取り組みについて。

①昨年11月７日に村平和宣言が行われました。

恒久平和を願う意義ある宣言であると評価しま

す。村民へ広く周知する意味からも村内の主要

な個所に宣言文を掲示することを提案するがそ

の考えはないかお伺いいたします。②護佐丸歴

史資料図書館において予定している「平和企画

展」の詳細についてお伺いいたします。③戦争

遺跡の保存、保護、そして説明板の設置状況は

どのようになっているかをお伺いいたします。 

 大枠の３番、文化財悉皆調査事業について。

①各字の集落内の調査を行っているが、戦前の

集落ごとの人口調査を行ったことがあるかお伺

いいたします。②戦前の集落内に残る遺跡、遺

構、遺物等の保存についての考え方を伺います。

１ 集落内の戦前の同様な個所の説明板の設置

を検討できないかお伺いいたします。以上、簡

潔明瞭な答弁を求めます。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは新垣博正議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、福祉課のほうと教

育委員会のほうでお答えをいたします。 

 大枠２番につきましては、企画課と教育委員

会。 

 大枠３番につきましては、教育委員会のほう

でお答えをいたします。私のほうでは御質問の

待機児童対策について所見を述べさせていただ

きますけれども、ゼロにならない要因は今議会

でも福祉課のほうからお答えをさせていただき

ましたが、もちろん子供たちの増、子育て世代

の人口流入いろいろございます。ただ今年度27
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年度ですか、平成27年度は待機児童の数がふえ

ております。実はこれは大いに想定内でござい

まして、議員も御承知だと思いますが、私ども

中城村においては子育て支援に大いに取り組ん

でいきながら、また宣伝という形で大いに発信

をしていきました。というのは、そういう形で

例えば待機児童に限ってのお話をしますと、待

機児童になった世帯への毎月5,000円の助成金

だとか、一人親家庭の助成金だとか給食費の半

減だとか、いろいろなそういう部分をどんどん

マスコミとかに取り挙げていただきますと、今

まで潜在的な待機児童であった家庭がどんどん

出て来るだろうと、表にしっかり出てきて、

我々は表に出て来たこれまでの潜在的な待機児

童家庭をまたターゲットにしながらこの待機児

童ゼロを目指していこうというのが本分でござ

いましたので、平成27年度においては非常にい

い形で私はふえてきたなと思いました。これに

伴って今後、その待機児童をゼロにするための

政策をまた打たせていただきなと、いろいろな

支援はもちろんですけれども、平成28年度、平

成29年度、平成30年度と連続して施設もふえて

まいります。認可園がふえてまいります。それ

に伴って、あと、これははっきりした数字が出

てからの判断になりますけれども、恐らくです

けれども、あと１園か２園をふやせれば十分も

う待機児童ゼロ宣言はいけるんじゃないかと。

予測ができる数字の根拠になる数字が今上がっ

てきたということで、これからそれに向けて頑

張っていきたいなと思っております。詳細につ

きましては、また福祉課のほうでお答えをさせ

ていたただきます。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 新垣博正議員の御質問大

枠１の②③と大枠２の③については私から答え

ます。 

 大枠１の④⑤、大枠３については生涯学習課

長から答えさせます。 

 それでは大枠１の②本村の児童生徒の貧困対

策としまして、準要保護援助費を、これまで国

基準単価の75％の援助を行ってきましたが、平

成28年度より国基準単価の100％に助成費を拡

充してまいります。③中学校へ配置する学校支

援員は２名です。対象となる生徒は七、八人を

見込んでおります。 

 大枠２の③村内戦争遺跡については、これま

で正式な調査がなされておらず、その所在は一

部しか把握しておりません。戦争遺跡や遺構に

関する説明板も現在のところ、歴史の道沿いに

ある161.8高地陣地説明板、護佐丸歴史資料図

書館の敷地に設置した伊集からの移設したヒン

プンの説明板があります。今後、平成28年度か

ら平成33年度までの調査を行い、所在を把握し

説明板の設置を予定しております。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 新垣博正議員の質問に

お答えします。 

 大枠１の①の１、中城村の待機児童は、平成

27年度26人、平成28年度現時点で59人となり33

人の増加となっています。南上原土地区画整理

事業の進捗に伴い、子供の人数の増加と先ほど

村長が述べておられました潜在待機児童、隠れ

ていた待機児童が表れてきているものもひとつ

の要因と考えられます。現在、公立保育園を初

め、計７カ所の保育施設で保育を行っておりま

す。今後、園児数に応じた保育の受け皿の確保

に努めて待機児童ゼロに向けて取り組んでいき

たいと思います。２、平成28年度は事業所内保

育施設の開所、既存の建てかえによる認可保育

施設による定員増、小規模保育所を予定してい

ます。国の方針どおり平成29年度までには待機

児童をゼロに近づけ、平成31年度までには真の

待機児童がゼロということを宣言できるよう取

り組んでいきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 
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○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 私

のほうからは大枠の１の④子どもの居場所の対

象となる児童は何人かにお答えいたします。 

 安全で清潔な支援場所ですね、今言う居場所

ですね。今のところ（仮称）青少年教室かセン

ターか、子供たちがそこに寄り添える場所を考

えております。を確保し、管理員６名、ボラン

ティア員３名を配置し、監督下のもとで子供に

合った支援を行う予定であります。その中で軽

食事の配給サービスの提供、また、できれば自

前で調理をさせたり、子供への生活指導、でき

れば学習支援も取り組みたいと思っています。

先ほど福祉課長がお話しましたけれども、今回、

人員に関してまだ本村においては貧困の子供、

それがまだ実際には確保されていません。です

から今回、まず各小ごとに最大値を私は20名と

いうことでまずは予想しております。大枠で20

掛ける３校ということで、60名で一応見込んで

います。最大値ですね。 

 続きまして、⑤食事の提供、そしてボラン

ティア体制の話ですね。今お話しましたけれど

も、各校区３カ所で予定しておりますが、事業

実施には、各校区の貧困子どもの実態を調査し

把握する必要があります。具体的にはその後、

子ども人数に応じて設置数、場所を決定し、よ

り効果的な支援ができるように居場所を開設す

る予定であります。予定としては恐らく７月前

後になるとみています。本村では、貧困対策に

取り組むため、「庁内連絡会議」を設け、関連

する各課で連携して課題解決に現在、取り組ん

でいるところであります。また「子ども貧困緊

急対策事業連絡会」も設置し、教育機関や地域

の民生委員などと外部の関係機関とも連絡し、

支援をしてまいります。 

 大枠３番ですが、文化財悉皆調査事業につい

て。現在、この事業については、各字のいわゆ

る人口調査については、正式に行ったことはま

だありません。中城村の沖縄戦に関する調査の

際に、今後調査を行うように考えております。 

 ②について。これはいわゆる戦前の説明板で

すか、設置できないかということですけれども、

基本的には、貴重なものは村指定を行い、説明

板を設置したいと思っています。ただし字有地

とか、土地、いわゆる調整しやすい場所であれ

ば、すぐにできるんですけれども、たまには個

人有地もありますので、その所有物が個人であ

る場合は難しい場合が多いと考えられます。以

上です。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 平和宣言の掲示につい

てお答えいたします。 

 昨年、戦後70年の節目を迎えるに当たり、さ

きの大戦で犠牲になられた御霊を慰めるととも

に、再び戦争の惨禍が起きることがないよう、

平和希求の思いを村内外にアピールし、後世へ

継承していくため、村として平和宣言を行いま

した。沖縄県におきましては、「沖縄全戦没者

追悼式」で宣言される平和宣言文は、その年の

県の考え方を直近のものとして発表しているも

のであり、県として、何か形に残しているもの

ではないと聞いております。本村では、５年あ

るいは10年を節目とした平和宣言の発表を予定

しており、その時世にあわせた村の考え方を示

し、村政運営に当たるとの考え方を述べている

ものでございます。このようなことから、御提

案であります村内各所での平和宣言文の掲示は、

現在のところ予定はしておりません。 

 次に、平和企画展についてお答えいたします。

平和企画展におきましては、「子どもから見た

沖縄戦」というテーマで、戦争当時の貴重な資

料や写真の展示、平和講演会を予定しておりま

す。小さい少女が沖縄戦に巻き込まれていく姿

を描いた絵本「つるちゃん」を活用し、展示に

おきましては、沖縄戦に関する資料や写真を絵

本に交えて展示し、沖縄戦の実相を追っていき

ます。平和講演会では、中学生を対象に、戦争
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体験者である「つるちゃん」ご本人と、「つる

ちゃん」の著者である、金城明美氏に、戦争体

験と平和についての思いを語っていただく講演

を予定しております。この平和企画展で、学生

から一般の方まで、多くの村民を対象に、沖縄

戦の実相を伝えながら、平和意識の啓発を図っ

ていきたいと考えております。なお、平和企画

展は、６月15日から７月３日までの間、護佐丸

歴史資料図書館で開催をいたします。平和講演

会につきましては、６月24日吉の浦会館で開催

いたします。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 それでは詳細につい

ての質問を行います。 

 今議会では同様な質問が多くて、重複すると

ころがあるかと思いますが、できるだけ私は省

いて聞きたいんですが、重複するところがあれ

ば御了承ください。待機児童についてですね、

これも私たちが議員になって10年ほど前からも

ずっと待機児童の議論は議会の中でも行われて

おりましたし、多分我々が議員になるそれ以前

からそういう話は飛び交っていたんだろうとい

うふうに思いますが、今日にきてやっと国も本

腰を上げ始めて、ネット上で拡散した話題にも

飛んでいますけれども、待機児童については国

も完全解消に向けて取り組んでいくというふう

に宣言をしているぐらいですので、市町村はそ

れをぜひ現場として県や国に要望していって、

こういう形であれば完璧に待機児童は世の中か

らなくなるよと。そして待機児童という言葉そ

のものも死語になる。使う人がいなくなるとい

うような状態に持っていってほしいというのが、

究極の目標だと思います。それでもやはり本村

は村長が答弁されたように住みやすい村、住み

続けたい村というのを内外に発信しております

ので、若い方々が住まわれるというところが特

に南上原の区画整理地を中心として、多く見ら

れると思います。それに伴って子供たちの誕生

も多くなって、待機児童もそれに比例してふえ

てきている部分があろうことはおおよそ理解は

できるんですけれども、ある意味これらは現れ

てくるということは、おおよそ予測もつくもの

ではないかなと思います。そういった人口推計

というのももっともっと連動を高めてしっかり

と児童の数というのを出現率というんですか、

そういったものを捉えて施設の整備であるとか、

サービスの供給体制というのを構築していって

いただきたいと思いますが、その辺の今後の取

り組みをもうちょっと詳しく教えていただけま

すでしょうか。今、１園から２園ぐらいという

話がありましたよね。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 平成26年度に策定いたしました子ども・子育

て支援事業計画書の中でも園児数の推計を行っ

てまいりました。そのときの児童数の数と現在

の児童数の数では見込みより50名ぐらい多く

なっております。それも南上原土地区画整理事

業の進捗に伴う人口増。中城村が子育てがしや

すい村ということで、他市町村からの転入が多

くなってきているものと思われます。子ども・

子育て支援事業計画書の中では、平成28年度に

事業所内保育所１カ所、認可外保育数の移転新

築で１カ所、小規模保育施設での新設が１カ所

ということで予定しておりますけれども、その

人口増に応じて、検討しながら施設数をふやし

ていきたいと思います。その整備については、

やはり国・県の補助はありますけれども、村の

一般財源も必要となりますので、企画財政と相

談しながら優先順位が上位になるように働きか

けていきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 計画よりも50名ぐら

いの当てが外れたと、誤差が出たということで

理解したいと思いますが、なぜそんなに開きが

出たかというまでは言いませんので、やはりそ
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の辺は反省して、今後はやはり見込みよりも多

くなる可能性があるというぐらいの数値の上積

みも予測しながら施設整備、あるいはサービス

の供給体制というのを図っていけるように態勢

を整えていただきたいと思います。今がある意

味、県・国に物を申すチャンスじゃないかなと

思います。国があれだけ本腰を上げてやると

言っているんですから、市町村はこういったも

のを手助けしてくれれば、完全解消に向けて完

璧に取り組めますよということをぜひ交渉して

もらって、一般財源を確保してからとか、こう

いう遠慮がちな政策ではなくて、今こそ全国で

待機児童をゼロにしていく。それこそが本村が

求める子育て支援のしやすい１丁目１番地の政

策の村として内外にアピールできるのではない

かなと思いますので、この点をしっかりと取り

組んでいただきたいことを要望しまして、次の

ほうに移ります。 

 子供の貧困対策についてですけれども、今議

会ではたくさんの方々が、この問題について目

を止めておられます。これも私も数年前から子

供と困対策については議会でも取り上げてはま

いりましたけれども、まだまだお互いの認識も

ちょっと弱くて議論が深まらなかったというの

も私も反省はしているんですけれども、やっと

新聞紙上でも毎日のように今、子供の貧困対策

というのが取り上げられるようになってきまし

た。やっとこれも待機児童同様、社会問題とし

てクローズアップされてきたのかなというふう

に思っております。今日の日本において、やっ

ぱり貧困という言葉が出ること自体にびっくり

する部分があるんですけれども、これもある意

味では角度を変えれば、現実の問題であるとい

うのも言えなくもないというふうに思っており

ます。この子供の貧困対策を考える場合、子供

だけに目を向けるのではなくて、子供貧困と

言っても、子供が勝手に貧困になったわけでは

なくて、その背景にあるものというのをしっか

りと捉えなければならないと思いますが、その

中でいわゆる子供だけではなくて、その背後に

は保護者と言いますか、家族というものがある

と思うんですけれども、この家族という定義が

多少今までのものから近年の家族の定義という

ものが少し崩れてきつつあるのかなというのが

ちょっと思われます。福祉課長、ちょっとすみ

ませんが、この家族の定義について、福祉課と

してどのぐらいの定義で捉えられているのかを

ちょっと伺いしたいんですけれども。難しいで

すか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 急な質問で、頭が整理

できていないんですけれども、ちょっと私の考

えとしましては、家族とは、お父さん、お母さ

ん、子供と一緒に住居を共に食事をしながら、

お母さんは特に母性を持って子供に愛情を注ぐ

ことが本当の家族と思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 大変よくできました。

おっしゃるとおり私もそれは同感だと思います。

ちょっとごめんなさい。意地悪な質問をしたつ

もりはないんですけれども、夫婦間であったり、

親子、兄弟、血縁関係があって、それを共に家

で過ごす小集団というのが家族。社会構成の中

での基本単位というふうに言われておりますね。

これは以前に議員の町村議員の研修の中である

講師の先生が言っていたのを、ちょっと私、思

い出したんですけれども、英語で家族はファミ

リーと言いますよね。ラテン語ではファミリア

というらしいですよ。マツダの車みたいな名前

ですけれども、ファミリアの語源はファーマー

とイヤーで、農業を一緒にしながらそれで生産

したものを一緒に食べるというのが語源になっ

て、ファミリアになったというふうなことを

言ったときに、なるほど人類はかつては農耕を

しながら家族単位で農業で生産しながらそれを

また食していたというこの単位が家族というよ
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うな単位に発展してきて語源になったというの

がよくわかるような感じがして、非常にいい講

演会であったというのを思い出したんですけれ

ども、そういった共にやはり何らかの形で家の

中でも役割を持って担いながら、そして共に交

わって食事をするという環境ですね。これがも

ともとは自然にあったものが近年においてはそ

れが途絶えてしまったり、いわゆる方言でいう

ナナーメーメーと言いますか、おのおのが一人

で食事をしたり、あるいは子供たちだけで食事

をしたり、片親との食事だったり、そこに会話

がなかったりとか、そういった環境というのが

どんどん今日においては、崩れかけているとい

うところから子供の貧困に結びついていってい

るのではないかなと思いますね。そういったと

ころも踏まえながら、この子供貧困対策という

のは捉えていってほしいなと思います。ただ体

制を整備したり、予算を湯水のように使ってや

るだけじゃなくて、相手にしているのは人間で

あるということですので、よく介護の世界でも

いろんな研修会を受けたら、例えば入浴介助の

話をしたときに、水温は何度がいいですかとい

うことで、水温計ばかり見るのではなくて、や

はり介護の対象となっている顔色を見る。ぬる

めのほうが好きな人はぬるめ、熱いお湯が好き

な人は熱いお湯。そういった話もしながら、コ

ミュニケーションをとりながら、しっかりと介

護に当たるというのが、基本だよということも

教えられたことがあるんですけれども、まさに

この子供貧困対策においても、子供たち一人一

人の顔色を見ながら、その背景に潜むものは何

なのかというところをしっかりと捉えるような

事業体形にしていってほしいというところを私

のほうからは希望しまして、次の質問に移らせ

ていただきます。 

 平和行政のほうですけれども、平和宣言文が

その年々で行われるものだから、特に文書だけ

で看板みたいなものは設置する考えはないとい

うふうなお話でありましたが、昨年はちょうど

70周年という節目でもあったので、やはりこれ

は記念すべき何かの証を残すということと、平

和宣言文に対しては、そんなにその年々におい

て、大きな宣言文の開きがあってはならないん

じゃないかなと思いますね。昨年は確かに戦後

50年のときに村山談話というのを政府が発表さ

れて、昨年は安倍総理が発表したというところ

で、ニュースで話題になったんですけれども、

その評価は別として、やはりこの大きな節目の

年のものというのは大切にして、村内外にやは

り恒久平和をアピールするという意義はとても

あるんじゃないかなと思いますね。あるいは

せっかく図書館を建設するわけですから、そこ

でも平和企画展をやるということであれば、そ

ういったタイミングにそういった意義ある宣言

というのを何らかの形で掲げて、村民に対して

恒久平和を願う村の姿勢というのを見せるべき

ではないかなと思います。そういったところを

ないがしろにしないで、オープンに際して何ら

かの証を残すという考え方、教育長はないで

しょうか。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 お答えします。 

 資料図書館が５月30日にオープンを予定して

おりますので、平和企画展については企画課関

係部署と相談して、どういった形で展示したら

いいのか、そういったことも考えていきたいと

思っております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 ぜひ調整して何らか

の形で残してほしいなと思います。なぜかと言

いますと、私は村山談話というのをもう一度読

み返してみたんですけれども、長い文章ですの

で全部読むわけにはいかないので、一部ですけ

れども、「日本は、あの焼け野原から、幾多の

困難を乗りこえて、今日の平和と繁栄を築いて

まいりました。このことは私たちの誇りであり、
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そのために注がれた国民の皆様一人一人の英知

とたゆみない努力に、私は心から敬意の念を表

わすものであります」ということ。そして、

ちょっと飛びまして、「平和で豊かな日本と

なった今日、私たちはややもすればこの平和の

尊さ、ありがたさを忘れがちになります。私た

ちは過去の過ちを二度と繰り返すことのないよ

う、戦争の悲惨さを若い世代に語り継いでいか

なければなりません。」というふうな文面が談

話の中にちりばめられております。次の世代に

伝えていくという重要な役割を我々は担ってい

るということをぜひ御認識されてほしいものだ

というふうに思います。 

 そして次の３番のほうですが、戦争遺跡。昨

日、伊佐議員の質問に対しても、説明板を

161.8高地には設置するということの答弁があ

りましたが、この説明板の中の文面と言います

か、どなたがそういうふうに執筆をされて書か

れるのかということは決まっておりますでしょ

うか。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 お

答えいたします。 

 今議員がおっしゃった今回、平成28年度にお

きまして戦争遺跡に関する整備を161.8高地。

そして沖縄戦に関する予算を計上いたしました。

今回、この庁舎の中で説明板ですか、沖縄戦で

中城村がどのような被害を受けたのか、実態を

調査する中で、この説明板においてもしっかり

と専門員２人、その沖縄戦に関する専門員２人

嘱託職員を配置して調査し、そこで作成したい

と思っています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 そして、私も最近

登ってみたんですけれども、ツタが張っていた

のは大分取り払われて、下のほうからも見える

ような状況になっているのは、よくわかるんで

すけれども、それでも長年において風化して崩

壊していかないかということが危惧されている

のと、金属の部分がありますよね。いわゆるあ

れは鉄筋ではなくて、資料によると軽便鉄道の

レールを代用で使ったというふうな記録があり

ます。これもかなり腐食をしているようですけ

れども、そういったさびどめといいますか、こ

の保存に向けては、これも含めてどのように対

処していくかを確認したいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 議

員がおっしゃるとおり、当然、保存に関しては

最大の保存をしていきたいと思っています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 村内にはそのほかに

も新垣のカーブヤーガマでありますとか、ある

いはまた津覇のトーチカの跡ですね。そういっ

たものも現存していると思います。そういった

ほかの戦争遺跡に類ずるものもあります。津覇

小学校のクバの木のほうも、それに値するのか

なというふうに思っておりますが、それらも含

めて、今回は調査をする計画があるのかどうな

のかですね。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 お

答えいたします。 

 今議員がおっしゃったように今３点ほど、沖

縄戦に関しての遺跡が上がりましたけれども、

中城村にはあと３つほどあると、私は見ていま

す、大きなものですね。特に注目されるのが、

今カーブヤーガマのお話もしましたけれども、

伊集のウシクンダ原ですね。まだ恐らくその一

帯は現存のまま残っていると思います。実はこ

のウシクンダ原というのは、中城村のお互い戦

跡の中でとても重要なところだと言われていま

す。よく文献の中で、嘉数高地が有名だと言う
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んですけれども、逆に嘉数高地と匹敵するぐら

い、ここウシクンダ原に大きな戦闘がありまし

た。実はここには第１大隊という大隊がありま

した。そこに配置されまして、ここで恐らく全

滅して600名ほどそこで放置されたという記録

があります。ですから日本軍が嘉数を重視した

経緯もあるんですけれども、東側はウシクンダ

原を強化した経緯もあります。ですからそこを

しっかりそういうのもありますので、そういっ

た地点をしっかり調査していきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 このあたりもしっか

りと調査をして、後世に残していけるようなも

のとして立派なものを設置できるようにお願い

をいたします。それともう既に70年以上経過し

ていますから、遺跡の形としては残っていなく

ても、そこは戦跡の跡だったよというようなと

ころも幾つかあると思います。今課長が述べら

れたように、このウシクンダ原からハートライ

フ病院にかけては一つの山ですよね。米軍はス

カイラインというふうに呼んでいたというふう

に言われていますが、これも大砲陣地が今の

ハートライフ病院の上のほうにあったというふ

うに言われています。こういうふうに現在はも

う取り払われてなくなった。特に糸蒲もそうで

すね。糸蒲も155高地と言われていて、防空壕

が見つかりましたけれども、公園整備に伴って、

全てその辺は撤去されて、糸蒲の戸は残ってい

ても、住民目線でまだ文書に残っているような

感じではなくて、やはり住民の目線とか、中城

村民がそのときにかかわったようなこういった

説明板にはなっていなくて、遺族あたりがつ

くった説明板だけが糸蒲には残っていますが、

その辺も含めて現存はもうしないんだけれども、

あきらかにこれは沖縄戦を語る上、あるいは中

城村の戦跡を語る上でこういった場所というの

は説明板も設置して、今はこういうふうに憩い

の場になっている公園かもしれないけれども、

もともとは激しい戦闘があった場所だよ。ある

いは沖縄戦にとってはそういう位置づけになっ

た場所だよ。特に糸蒲については、いわゆる32

軍球部隊の作成変更によって犠牲になったとい

うところがあると思いますので、そういった重

要な場所については、形が今は変わっていても

何らかの形でそういった場所が元戦跡であった

というところを残すという。その辺も考えがあ

るのかどうなのかを確認したいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 議

員と考えは一緒であります。文献からよります

と、いわゆる戦闘的な立場で物事が全部書かれ

ています。今回、調査というのはお互い実際に

被害を受けた住民から聞き取りをして、やっぱ

り中城では文献どおりそういうのを戦禍という

んですか、あったかどうかを確認したいと思い

ます。文献から言いますと、結構資料はありま

す。今、議員がおっしゃったとおり、いわゆる

糸蒲ですか、１号高地ですか、14大隊が駐在し

たと言われています。実際には糸蒲は４月８日

ですかね、陥落したのは。中城のウシクンダが

陥落したのは４月23日と言われています。以上

です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 その辺も生涯学習課

を中心として戦争遺跡の保存、あるいはまたこ

ういった説明板の設置というのをしっかりと

やっていただくことを要望いたします。 

 そして大きい枠の３番のほうですね、人口調

査についてでありますが、村史を読んでも、当

時の人口というのが、ほとんどわからないんで

すよね。なぜそれを知りたいかと言いますと、

当時は現在の北中城村と一つの自治体として成

り立っていたということもありますが、おおよ

そあわせて１万6,000人という数字は出ている

んですけれども、割って大体8,000人前後だっ
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たんじゃないかなとは思うんですけれども、そ

れが明らかになると、中城村で戦争で亡くなら

れた戦死率というのが正確な数字により近いも

のが出てくると思います。これが出ると、もし

かしたら今、5,114名でしたか。平和の波に名

前が記載されているのが、となると60何パーセ

ントの人間が中城村は亡くなったといわれる。

県内で一番多いんじゃないかなというぐらいの

数字になるんですね。そういったところからす

れば今後、戦跡とか、沖縄戦の中城における状

況というのをもっともっと深く掘り下げて研究

していく価値が私は出てくるんではないかとい

うふうに思っています。これもある意味では70

数年たってくると、もう最後の最後のチャンス

になるかもしれませんので、生きた声が聞ける

のももう時間が限られてきていると思いますの

で、そういったものも含めて、集落内の人口調

査もぜひやっていただきたいと思います。そし

てこれも先ほどの戦争遺跡と類似するんですけ

れども、地域にはいろんな遺構とか、そういっ

た跡があります。そういったものも今現在は全

然変わり果てたところになっていっても、もと

もとは集落にとってはこの場所というのはいろ

んな意味合いがあった場所なんだよということ

が将来に渡って知ることができるような説明板

というのも、ぜひ設置をしていただきたいと思

いますが、他の市町村では結構やられているん

ですよね。そういったのに学びながら設置をし

ていく検討はどんなですかね。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 こ

れまで中城村がそのような遺跡ですか、それに

ついて調査がやられて、細かく進んでいかな

かったということで、おくれている形もありま

した。今後、早急にその詳しい方がしっかり聞

き取りをする方がいる中で、しっかりそれを進

めていきたいと思っています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 先般、子ども議会が

あったときに、伊集の坂の勾配がきついという

ふうなお話がありましたね。エレベーターやエ

スカレーターをつけてほしいというのは奇想天

外な発想ではあるんですけれども、伊集の坂な

んかもどちらかと言えば、あれも戦争によって

強制的にねじ曲げられて山のほうに向かって坂

道がつくられていったというのが実態だと思い

ますね。本来、県民や私たち中城村民や隣の西

原町民が望んで、あそこに道を開けたわけでは

なくて、軍道13号線として開けられていって、

あれが復帰後、国道に格上げされて、今日に

至っているということで、それでも国道の建設

のときには勾配をかなり緩やかにしていって、

昔とは比べものにならないぐらい登りやすいよ

うな坂になっているというふうに思います。あ

あいったところも今日の若い人たちはもうこの

過去の経緯というのはわからないと思うですね。

やはり旧県道から当時の人たちは生活をしてい

たというような部分も想像をめぐらせていきな

がら、地域の歴史を探索していくというのも、

また一つの社会の学習として大いに今後は役立

つものだと思いますので、この戦争遺跡の調査

とあわせて、これらもしっかりとやっていただ

きたいことを付け加えて私の一般質問を終わら

せていただきます。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣博正議員の一

般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

  散 会（１５時２９分） 
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○議長 與那覇朝輝 皆さん、おはようござい

ます。これから本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 質問時間は、答弁を含めず30分以内とします。

それでは通告書の順番に従って発言を許します。 

 最初に新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 皆さん、おはようござ

います。本定例会もいよいよ残すところ２日で

きょうが一般質問最後の日となりましたが、

トップバッターとして、通告書に従い質問をさ

せていただきたいと思います。 

 まずその前に１つだけお聞きしたいことがあ

るんですが、今議会において我々議会で、先日

起こった米軍兵士による女性暴行事件がありま

したが、そのことに関しまして本村議会から意

見書と抗議決議文が提出されることになってお

ります。多分、全会一致で議決されるものと

思っておりますが、この場をかりて皆様にも

ちょっとお願いしたいことがあります。という

のは、この我々沖縄のほうは戦後70年間ずっと

こういうものにさいなまれてきているわけでご

ざいまして、今回もそうでありますけれども、

もう綱紀粛正を求めるだとか、あるいは反省を

求めるということが、もう米軍に関しましては

機能していないのが現状であります。今回もそ

うではあるんですが、もうこのような事件・事

故をなくすためには、我々沖縄県民が一つに

なって、沖縄県の全米軍の撤退でありますとか、

そして米軍基地の撤去以外にその問題を解決す

ることはないのかなと私自身思っております。

いろいろな場面において、皆様方にもそのよう

なお話があったり、そして議論する場があると

は思いますが、ぜひその中においても、この沖

縄の現状を皆さんにも伝えていただいて、とに

かく早いうちにそういう問題を解決するような

方向性で取り組んでいただければと思っており

ます。我々、村議会でも全力を尽くしてその問

題に関して取り組んでいく所存でございますの

で、ぜひ皆様方も御理解していただきたいと思

います。 

 それでは通告書に従いまして、一般質問を

行っていきたいと思います。まず大枠の１番か

ら。中城村の水道水の有害物質の検査について

でございます。①米軍基地から生ずる汚染水の

混入が問題になっていますが、本村においては

どのような状況か、伺います。 

 大枠の２番、村内のひとり暮らし高齢者の把

握はどうなっているのか。①高齢化社会が言わ

れています本村においても、独居老人の世帯が

増えており、その対策が急がれます。取り組み

を伺います。 

 続きまして、大枠の３番、吉の浦火力発電所

地元三者協議会について、伺いたいと思います。

①三者協議会の現状と今後の方向性を伺います。 

 ４番目に、公衆トイレについて。現在村内の

公衆トイレの現状はどのようになっているのか

を伺います。以上、よろしくお願いいたします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは新垣德正議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、上下水道課でお答

えいたします。 

 大枠２番につきましては、福祉課。 

 大枠３番につきましては、企業立地観光推進

課。 

 大枠４番につきましては、都市建設課のほう

でお答えをさせていただきます。 

 私のほうでは大枠２番のひとり暮らしの老人

への取り組みなどですけれども、議員おっしゃ

るとおり、本村におきましてもこれは大変大き

な問題だと思っております。ただ大事なのはや

はりひとり暮らしの高齢者の方々の把握ができ

ているのか。これは災害時も含めて、村のほう

でしっかりこれは把握をしていないとそれなり

の対策も打てないと思っておりますので、詳細
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につきましては、担当課のほうでお答えをさせ

ていただきますけれども、喫緊の課題と認識を

しております。またそれがしっかりできるよう

に二手、三手先んじて打つべきだと考えており

ます。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 上下水道課長 仲村武宏。 

○上下水道課長 仲村武宏 おはようございま

す。それでは新垣德正議員の大枠１の①につい

て、お答えいたします。 

 去る１月19日の新聞記事で米軍嘉手納基地周

辺を流れる河川を水源とするポンプ場や北谷浄

水場からの残留性有機汚染物質の有機フッ素化

合物、通称ＰＦＯＳが他の地域に比べて高濃度

で検出されたと新聞報道がありました。中城村

の上水道は沖縄県企業局より石川上水場系（下

地区）と北谷上水場系（上地区）の２系統より

水道水として受水しています。今回検出されま

した有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ）についてで

すが、炭素系のフッ素結合を持つ有機化合物の

ひとつで、主に半導体用の反射防止剤、金属

メッキ処理剤、泡消化剤、航空機用の作動油な

どに使用される化合物です。毒性についてはま

だ明確ではありませんが、急性毒性はあまり強

くないとされています。ＰＦＯＳの国内の基準

値の状況ですが、水道水質基準においては、要

検討項目に登録されているものの、現在までの

目標値の設定はありません。海外におきまして

はアメリカ環境保護庁の水道の暫定健康勧告値

として200ng/L以下、ドイツにおきましては健

康関連指針値300ng/L以下と設定されており、

さらにＷＨＯ（世界保健機構）では現在のとこ

ろ設定はありません。中城村の受水している北

谷浄水場のＰＦＯＳ濃度は平均で30ng/Lという

濃度で安全性に不安があるレベルではないと考

えています。ちなみに１ng/Lは10億分の１グラ

ムになります。 

 中城村の水質検査の状況ですが、水質管理と

して水道法で定めている水質基準項目及び厚生

労働省による通知による水質管理目標設定項目

を検査することによって、水道水の安全性を村

内４カ所で確認していますが、ＰＦＯＳについ

ては水道法で義務づけがなく、基準もないため

水質検査は行っていません。しかし、企業局の

発表による直ちに健康上の問題はないとされて

いる状況ではありますが、直接、水道水を口に

するため、住民に不安を与えていますので、中

城村においては、早急な原因究明に取り組んで

いただきたいと県企業局のほうへは申し入れて

いる状況です。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 新垣德正議員の大枠２

番について、お答えします。 

 本村も高齢化が進行し、高齢化率17.5％とな

り、65歳以上の人口が3,045人となっておりま

す。中城村ではいつでも住み慣れた地域で生き

生きと暮らせるように「福祉電話」の設置、

「緊急通報システム」の整備、「配食サービス」

を行っています。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 新垣德

正議員の大枠３の①について、お答えをしてい

きたいと思います。 

 吉の浦火力発電所立地に伴う地元三者連絡協

議会の目的は、吉の浦火力発電所の運転開始に

伴い、久場区・泊区に対し環境の保全に鑑み中

城村及び地元、さらに沖縄電力の円滑な連絡体

制の構築を図り、地元住民の安全・安心な生活

環境に期することを目的として設置されており

ます。現状といたしましては、これまでに、吉

の浦火力発電所及び県内の発電所を視察してお

ります。それから三者において防災計画の策定

の協議を行っております。次に、地域対策に関

する協議として、グランドフレア恒久対策・電

磁波測定・外灯設備のグレア対策などの問題解

決を話し合っております。さらに居住環境整備
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及び安全、安心対策協議、それから発電用施設

周辺地域の防災計画策定に伴う先進地調査と策

定の協議を行っております。今後の方向性とい

たしましては、課題として積み残している自主

防災組織を立ち上げていただきまして、それに

基づいて地域防災計画の策定を目指していく必

要があるのではないかと、今考えております。

既に地域に対しては、参考資料として他地域の

防災計画や自主防災組織の運用等の資料を提供

している状況であります。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 新垣德正議員の大

枠４について、お答えします。 

 委員の質問に対して、村内には公衆トイレは

ないですので、村の公共施設内にある屋外トイ

レと内容で回答いたします。都市建設課のほう

で10カ所、維持管理については村で糸蒲公園の

２カ所を管理しています。残りの８カ所の児童

公園等の維持管理については、自治会のほうで

管理しています。そのうち３カ所、和宇慶、北

浜、添石については、行事があるときにトイレ

を利用させています。あと生涯学習課のほうで

６カ所、維持管理を行っています。吉の浦公園

３カ所、中城城跡２カ所、新垣集落内の歴史の

道１カ所、農林水産課のほうで１カ所、これは

中城浜漁港内にあるトイレで、農林水産課のほ

うで維持管理を行っています。村内には計17カ

所のトイレがあります。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 それでは再質問を行っ

ていきたいと思います。 

 まずは大枠１番の①米軍基地から生ずる汚染

水の混入に関してなんですが、ただいま課長の

答弁をいただきましたが、それで私もこの資料

をいただいたので、とてもよくわかりやすく再

質問できると思うのですが、まずこの中で、今

回、検出された有機フッ素化合物（ＰＦＯＳ）

についてなんですが、大体どういうものから発

生するかといったら、半導体の反射防止剤であ

るとか、金属メッキ処理剤、泡消火剤、航空機

用の作動油などに使用される化合物だというこ

とでありますが、大体そういうのを読み上げて

みたら、大体それに匹敵するものが半導体とい

うのはちょっとどうかわからないんですが、金

属メッキ処理剤であるとか、泡消火剤であると

か、航空機の作動油というのは、大体こういう

のはどこから来ているというのは、大体想像つ

くと思うんですよね。やはり周辺にある米軍基

地のほうが、その汚染源になっているのは多分

否めないことだろうなと思っております。それ

ぞれさまざまな基準があって、日本にはまだそ

の基準がないということなんですが、これは課

長がこの間お話したときは、日本の水道水、日

本の水というのはとてもクリーンで、安全だと

いうのが定説でありますから、まさに日本の水

はとてもクリーンだということは、皆さんよく

御存じだと思います。しかし、やはりそのため

に水道水の水質の基準がないということである

んだろうなと、私自身は個人的には理解するわ

けでありますが、今回、企業局のほうから急性

毒性はあまり強くないので、すぐに影響するも

のではないというふうな問い合わせに対しての

答えがあったということなんですが、それは

ちょっと考えようにようによったら、前の３・

11のときの放射能漏れのことにも関してあった

ように、すぐには影響しないですよ、大丈夫で

すよ。みたいな話をよくするんですね。果たし

てそうですかと受け取るということができるの

かというのは住民の方にも不安はあると思いま

す。そこで200ng/L、これはアメリカの200ng/L、

そしてドイツの300ng/Lということの基準に関

してなんですが、なぜそういう高い基準を設定

しているのかを御存じでしたらお願いできます

か。 

○議長 與那覇朝輝 上下水道課長 仲村武宏。 

○上下水道課長 仲村武宏 なぜ設定している



― 250 ― 

のかという大枠の基準では答えになるかちょっ

とわからないんですが、アメリカの環境保護庁

の算定方法によると体重10キログラムの子供が

生涯にわたり毎日１リットルの水を採取しても

健康上関知できるようなリスクを生じない濃度

として設定されているというふうなことがあり

ます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 これはすごくわかりや

すいことだと思うんですよ。この設定の仕方で

す。要するにその子供が体重何キログラムで、

その何キログラムの子供が毎日摂取する水の中

にどれだけの有害物質のあれが含まれているか

ということなんですよね、それからしたら。そ

れでその基準を設定しているということだろう

と思います。つまり毎日毎日そうやって搾取す

る水の中にその微量なこういうのがあって、そ

れが蓄積されていくという、やはり危険性とい

うのは、アメリカでもドイツでも認められてい

るということなんだろうと思います。それでＷ

ＨＯのほうでは現在のところ設定はされていな

いということなので、今後、本当でしたらここ

で議論することではないと思うんですけれども、

国レベルの中において、多分そういうのはやっ

ていかなければいけないものなのかなとは思っ

てはおりますが、本村にも北谷浄水場の水が含

まれているわけですね。私はちょっと認識はし

ていなかったんですが、中城村においてはほと

んど石川とか、ヤンバルの水がそのまま水道水

として使われていると思っていたので、それは

中城村の水は北谷と石川だということだったん

ですが、比謝川とか、そういうところからの水

系は入っていないんですかね。上地区のほうの

水と下のほうの水では大分違うと。向こうはも

うすごく石灰分が多くて、水道水が固まってし

まうというようなこともあるということなんで

すが、それに関して、何でそれだけ同じ水で違

うのかなというふうな疑問があるんですが、そ

の辺なんか説がありましたらお願いできますか。 

○議長 與那覇朝輝 上下水道課長 仲村武宏。 

○上下水道課長 仲村武宏 上地区と下地区で

は、なぜ水が異なるのかということですが、上

地区は先ほど言った北谷浄水場系、西系列の河

川と中部河川のほうから水を取水しています。

下地区にすると東系の福地ダム系、久志浄水場

から入ってくる水、石川浄水場を通ってくる水

から受水しています。この違いというのは、ミ

ネラルの中でカリウムとマグネシウムの含有量

で異なることになります。原水がどうしても西

系、東系に分かれるものですから、硬度が低い

水はあまり癖がないと言われています。逆に硬

度が高いと好き、嫌いが出てくるというふうに

なっていますが、今、水質の基準では300㎎/l

以下の基準値があるんですけれども、東系にす

れば、今の平成26年度になりますが、32㎎/l以

下、西系にするとたしか140から170グラムでは

あったんですが、現在、北谷町浄水場において、

硬度低減化処理施設を平成15年から導入しまし

て、現在、平成26年度におきましては、93㎎/l

まで落ちています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 今、西系と東系という

ことで、この上地区のほうはこの西系が主だと

いうふうな認識でよろしいですか。ということ

は、硬水、軟水の違いはあるにせよ、そういう

ふうに向こうは北谷浄水場のほうは主に上のほ

うがあると。そこで浄化剤というんですか、そ

れをカリウムだとか、マグネシウムを調整する

ための浄化剤みたいなものが利用されていると

いうことですよね。ということは、下地区の水

はそれほど浄化する必要もなくて、上のほうは

これだけ薬品を使って浄化しないと普通にみん

な口に入ってはいけないようなものだというこ

とになりますよね。これはどうしようもないこ

となんでしょうけれども、これは国・県の検査

対象になると思うんですけれども、早い話が
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我々、やはり中城村民も少なからずそういう水

を常に搾取しているわけでございまして、今、

それを防衛局であるとか、それで米軍のほうに

要請したところで、今の現状では日米地位協定

という大きな壁もあります。それに阻まれて

ちゃんとした調査もできないということもあり

ます。一番いいのは、この日米地位協定の抜本

的な見直しが行われて、普通に行政のほうから

も中に入って、水質検査が行われたりとか、そ

ういった透明性のあるちゃんとした検査結果が

あるべきなんですけれども、現状のところは悲

しいかなそういうことは認められず、今できな

いという現状が、この沖縄にはありまして、で

はそのまま放っておくわけにもいかないと思う

んですよ。人間生きていくためにはどうしても

水が必要でありますし、毎日毎日こうやって私

たちも水も飲むし、それで生まれてきてから

ずっと水を飲んでいかなければ人間は生きてい

けないと先ほどアメリカの子供の体重幾らに関

して、幾らまでの値があったらいいというよう

な感じの、本当はそういう値もつくっていかな

ければいけないのかなと思いますけれども、こ

れはどうですかね課長。この水質検査の項目の

中に、このＰＦＯＳですか、この検査の項目自

体がないということですので、国のほうにはな

いということなんですが、これは住民レベルで、

この中城村のレベルにおいて、このＰＦＯＳの

検査ができるような項目をつくるようなことと

いうのはできますかね、どうですか。今、例え

ば委託で水質検査を行っているんですよね。村

内でも４カ所で毎日のように水質検査を行って

いるということ。これは業者のほうに委託です

よね。その業者のほうでそういう項目を新たに

ＰＦＯＳに対する項目をつくっていただいて、

一気にこの多分300だとか、何百だとかという

数字は多分、出ないと思います。それが出たと

きは大変だということで、この項目にこの数字

を付け加えていると、アメリカであるとかドイ

ツはそうだと思います。でもあるレベルの中に

おいても、やはり少ないレベル、ちょっと高い

レベルというのがあると思うんですよ。そのレ

ベルがずっと高い状態で続いていくということ

自体がすごく危険な状態ではないのかなと思う

ところから、ぜひその辺をちゃんとチェックで

きるような検査項目、水質検査をお願いしてい

る委託業者のほうに提案できないかなと思うん

ですが、どうでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 上下水道課長 仲村武宏。 

○上下水道課長 仲村武宏 ＰＦＯＳの検査、

新たに検査ということになると思うんですが、

どうしても中城村としては水源がなくて、県の

企業局からの水の購入になっています。そこで

北谷浄水場においては、そういった健康に被害

はないとは言われているんですが、この検査す

る方法はあります。それは県の企業局のほうで

も嘉手納基地の中から出てくる大工廻川と比謝

川の近くのほうでＰＦＯＳの水を採取している

と思うんですが、中城村においてはそういう機

械がないです。検査項目にも外れている自体で

ありますので、そういう機械はありません。委

託するにしては、１回当たり４万4,000円当た

りの委託料がかかるというふうには聞いてはい

るんですが、すぐこの機械を購入してやるとい

うのもまた村民に逆にそこまで危険なのかとい

う不安を与えかねないのもあると思いますので、

その辺はちょっと考えて検討していきたいと思

います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 ただいま課長のおっ

しゃることはもっともではあるんですが、そう

いうことも本当はあまりにもそれを大げさにや

りすぎて、逆にそういった村民・住民の不安を

かき立てるようなことにならないかという一種

の風評被害的なものが起こらないかというふう

な懸念をされるということはよくわかるんです

が、やはり現実どうかというのは知らせるべき
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だと思うんですね。あえて強調してやる必要も

ないと思うし、ただ今言うのはもしそういう検

査ができるようなものがあれば、していただけ

るように探りなどを入れていただいて、企業局

であるとか、そういうところに打診しながら、

もしできるんだったらそういうのもやって、や

はり危ないとなればそれぞれ自己防衛的に、今

は、いろいろな蛇口に取りつける浄化器みたい

なものがあるんじゃないですか、根元にそう

いった浄化器とかそういう水道のあれをやるの

もありますから、そういうふうなものでも対応

できていくと、それぞれが個人、個人でまたそ

れで対応していくようなこともできるんじゃな

いかなと思うんです。自分たちが飲むにしても、

一番やはり心配なのは子供たちのことなんです

よね。ずっと子供たちにそういう影響が如実に

表れてきやしないかというのがやはり心配にな

るところでありますので、ぜひその辺は探りを

入れながら調べていってほしいなというのを提

案いたします。 

 続きまして、村内のひとり暮らしの高齢化に

ついて、また質問させていただきたいと思いま

す。まず本村においては、独居老人の世帯数は

把握できていますでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 65歳以上人口の3,045人のうちの18％、613世

帯が独居世帯数でございます。県の平均24.9％

より大分低く推移しています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 県の状況よりは大分低

いということなんですが、まだやはりそれでも

中城村内には存在するということですよね、

613世帯で独居老人の数があるということなん

ですが、そういう独居の人たちに対して今、村

で取り組んでいる事業だとか、そういうのがあ

りましたらお願いできますか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 先ほども答弁したことと重複しますが、福祉

電話の設置、緊急通報システムの整備です。ま

た配食サービスの委託業社がこの方々の安否を

確認するというシステムをとっています。また

緊急通報システムにおいては、身内の方をまず

優先に連絡先として登録し身内がいない方は民

生委員、自治会長の許可をもらい連絡先を登録

して、見やすいところに表示をするよう指導を

行っています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 課長、これは福祉電話

であるとか、そういうことなんですが、どのよ

うな使われ方をしていますか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 福祉電話の目的は65歳

以上のひとり暮らし、所得の低い方々に電話を

設置しています。基本料金は役場が支払い、使

用料は個人負担ということになっています。こ

の方々が急に病気とか、何か用事とかしたいと

きには、この電話を使って身内の方とか、そう

いう方々に電話をして対策をとっています。緊

急通報システムは、先ほど答弁したとおり、事

業所に委託をしておりますけれども、その方々

が定期的に連絡をとり、安否確認を行っていま

す。また、急に病気とかそういうことが起こっ

た場合は、身内の方、身内がいない方は民生委

員、自治会長の方に連絡して、すぐ病院などに

行けるように整備を行っています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 この福祉電話なんです

が、家庭にある固定電話的なものですよね。も

ともと固定電話がある方は、そういう措置はさ

れていないわけですよね。ない方に関してはそ

ういう措置をしているということですね。それ

では、独居老人もそうなんですが、本村におい

ての老老介護の世帯数というのは御存じでしょ

うか。把握できていますでしょうか。 
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○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 要支援、要介護者においては、個人の基本情

報やサービス利用状況等の個人記録があります。

主に介護者についても記録はされています。統

計資料として、老老介護の世帯数の統計はとっ

ていませんが。情報としては持っています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 今、個人記録などは

ちゃんと把握しているということなんですが、

これは調査、要するに実態ですよね。本当にそ

うなのかという実態的な調査というのはちゃん

と人的マンパワーでやっているんですかね。ど

うでしょう。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 平成23年度、平成24年度に要支援者実態調査

を民生委員の方と一緒に行っています。その

方々を台帳システムに入力しており、完璧では

ないんですけれども、更新に努めています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 今、社会では独居老人

であるとか、老老介護というのが常に問題提起

されておりますが、ぜひ老老介護も悲しいかな

その後は独居に移っていくのかなという現実が

ありますので、ぜひその辺のほうもちゃんと把

握していながら、対処できるように努めていた

だければなと思っておりますが、やはりそうい

う中でも、今、日本においても、あるいは県内

においても孤独死の実例が全国的にも取り上げ

られ問題となっていることがあります。本村に

おいても、私も話を聞いたりすることがあるん

ですね。その現状というのは、ちょっと把握さ

れているのでしたら、お願いします。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 孤独死については、こ

こ四、五年確認はされていません。中部保健所

が発表する死亡届にも孤独死の欄には中城村は

ないという情報であります。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 多分ないということは

ないと思うんですね。なぜなら実際問題、私も

それに立ち会ったことがありますので。ただ、

その孤独死という規定があるのかなというのは

多分あるかなと思うんですよ。こういう状況

だったらこれを孤独死というんだとか。それ以

外は同じこのような状況でも孤独死ではないの

かなといういわゆる規定があるのかなとちょっ

と思ったんですけれども、その辺はどうですか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 議員がおっしゃるとおり規定の把握はしてい

ませんが、中部保健所の統計では疾患名、病名

等の統計が報告されております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 多分そういうことかな

と思います。要するに亡くなった直接の原因が

何になるのかということなんでしょうね。病名

がつくわけなんですから、これはもう肺炎です

とか、心臓発作であるとか、そういうふうな病

名になってしまって、孤独死という病名はない

と思うんですね。ただ実際、本当に悲しいこと

なんですけど、亡くなって二、三日そこにずっ

とおられたという、なかなか見つけられたとき

にはもう二、三日、一週間たっていたというよ

うな状況があります。そのときもやはり医者は

どういう判断をするかと言ったら、病気を見つ

けて、その病名の判断を下すというのが多分医

者の仕事だろうなと思うんですけれども、では

私たちがどうするかということなんですよ。こ

ういう孤独死という現状が実際あるわけなんで

すから、どういうふうな取り組みをするべきか

というのは、今度はまた我々に委ねられている

一つの課題ではないのかなと感じております。

そこで先ほどから民生委員の話もよく出てこら

れます。そして村長も答弁の中でそういうのを
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ちゃんと把握していくべきだという答弁をな

さっております。これらのようなさまざまな問

題の取り組みの一つとして、民生委員の果たす

役割がかなり大きくなるものと予想されており

ますが、本村における民生委員活動の現状は今

どのようになっているのか。本村における民生

委員の活動の現状を、もし知っているだけでも

よろしいですが、お願いできますか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 本村の民生委員30名い

まして、うち２人が児童民生委員でございます。

活動としましてはやはり地域の見回り、特に子

供たちの遊び場の点検とか、また潮垣線は特に

交通量が通学時に多いですので、子供たちの交

通安全指導とか、そういうことを目的に頑張っ

ています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 今おっしゃるように民

生委員の果たすべき役割というのは、本当に多

種多様で、さまざまなところで民生委員の力、

活動が必要とされております。そしてまた民生

委員に対しても評価もかなりあると思いますが、

今、国が方向性で今、社会福祉に関して、介護

に関して国が今進めようとしていることは地域

にそういうのを任せる。平たく言えば国の責任

放棄だと私は思ってはいるんですが、でも国が

決めたからには国はそれを地域のほうにちゃん

とやるようにということをしてくるわけなので、

今後、民生委員の役割をすごく国のほうからも

期待しているという言葉はいいんですけれども、

そういうふうな言葉で、今行われようとしてお

りますが、先ほど言われた多分大きな部分を占

めるのが介護であるとか、そういった老人福祉

のほうに移行していくのではないのかなと思っ

ております。そこでこの民生委員活動を行うに

当たって、個人情報保護条例が活動の縛りに

なっているというのをよく私自身、耳にするこ

とがあるんですね。支援だとか、保護を行うに

際して欲しい情報が、その民生委員の皆さんの

手元に入ってこないと。あの家庭ではちょっと

こういうのがあるんじゃないかなといって、踏

み込もうとするんだけれども、個人情報保護だ

というふうな話が行政のほうからも聞かれると

いうことで、なかなかタッチできないところが

あるというような話を聞くことがあるんですが、

村としてはこのことでどのような対応が望まし

いと思っておられますか。例えば個人情報保護

条例と民生委員の活動の整合性というんですか

ね、そういうところはどう捉えているんでしょ

うか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 先ほど答弁した要支援

台帳システムのほうに約1,200名の方々が登録

されております。その方々のうち、情報を公開

の許可をもらった方が約400名いらっしゃいま

す。民生委員の方々、地域の見回りいろいろ

やってもらっています。民生委員で対処できる

ところは民生委員で。議員がおっしゃっていた

とおり個人情報とか、拒む方々はやはり民生委

員から私たち役場の包括職員、社会福祉協議会

と一緒になって対処しています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 今の数字の中で1,200

名のうち400名はいいですよと。個人情報を提

供しますよというふうな話、３分の１なんです

けれども。多分、皆さん個人情報法という言葉

に惑わされて、何か全ての情報が持っていかれ

てしまうんじゃないかなという変な懸念をされ

るところを皆さん持っているのかなというふう

に思っております。その辺も万が一、いざとい

うときにはそれが役に立つんだということをぜ

ひ説明しながらもっと多くの方々の援助につな

がるようにしていただければと思っております。

人命保護の救出に対しては個人情報条例で何ら

縛られるものではないと思っておりますし、ど

の条項においても、そのことを禁じる、要する
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に人命救助を禁じる条項はないと思うんですね。

ぜひその辺もそれをするために個人情報保護を

持ち出すことがないように、その辺はちゃんと

してやっていただきたいなと思っております。

ぜひ個人情報保護条例を逃げの口実にしてはほ

しくはないなと思っておりますので、ぜひ取り

組みの強化をよろしくお願いしたいと思います。 

 去った２月25日に吉の浦会館において、第４

回中城村の社会福祉大会が、このパンフレット

なんですが、行われたんですが、実に24年ぶり

でしたかね、24年ぶりに開催だということで、

大変意義深い大きな大会になったのかなと思っ

ております。この大会のスローガンが「誰も孤

立させない共存・共生の村」というふうになっ

ておりますので、今後、そのスローガンを中心

にして、本村における地域福祉の取り組みの強

化が図られるものと私自身考えておりますので、

誰も孤立させないために具体的な取り組みをぜ

ひ取り組んでいただきたいなと思っております。

よろしくお願いします。２番については以上で

ございます。 

 続きまして、先に公衆トイレについて行いた

と思いますが、先ほど課長答弁の中で、トイレ

の現状ということで、村内で17カ所あるという

ことだったんですが、というのは今、久場地区

において、この久場グラウンドは村の所有です

よね。その中にちょっとトイレがどうしても必

要だという住民からの要請があるんですね。そ

こにトイレを村の持ち物なので、村でそこにト

イレをつくっていただけることはできないのか

なという問い合わせがあります。それについて

どうでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 トイレを設置してくれという要望ですけれど

も、きょう初めて議員から聞いていますので、

ただその１号公園はスポーツセンターをつくる

ときにトイレがあったんですよ。これをスポー

ツセンターをつくるときに条件として、今のス

ポーツセンター内のトイレを利用するというこ

とで、問題はないということで撤去しています

ので、新設のトイレを要望した場合、補助事業

として該当しないということになりますので、

厳しいかなと思っています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 当時と今とではまた状

況は刻一刻と変わっていきますので、その辺も

はなからもうだめだというふうに思わないで、

考えていただいて、お互いにそういう話をしな

がら、やはり地元でも幾らぐらいの負担をして

くれとか、そういう話はできると思うんですね。

ぜひその辺も検討しながら、今後取り組んでい

けたらなと、地元のほうからもそういうふうに

ありますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。今、久場のグラウンドを村長ごらんになっ

たかどうかわからないんですけれども、ごらん

になりましたか。すごくきれいになっているん

ですよ。周りが花いっぱいで本当に赤やら黄色

やら、緑もすごい花鉢があちこちにあって、そ

れは村の100歳会の皆様が、頑張って今こうい

う環境整備、美化活動にすごく力を入れている

ということをお伝えしたいんですけれども、ぜ

ひ村長も今度、ついでと言わずに足を運んで見

ていただければ、すごいなということを実感で

きるんじゃないかなと思っております。本当に

きれいになっています。これはグラウンドだけ

ではなくて、久場の周辺いろいろきれいになっ

ていますので、ぜひその辺のほうも認めていた

だいて、またその要望にも応えていただければ

なと思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 では最後に、吉の浦発電所、地元三者協議会

についてなんですが、先ほど課長が答弁なさっ

ておりましたが、これは趣旨目的というのは三

者協議を重ねながら、地域の環境をよくしてい

こうという協議会だということなんですよ、大
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まかに言えば。細かいことはいろいろありはす

るんですけれども、ちょっときつい質問になる

と思うんですけれども、答えていただきたいと

思います。この地元、泊、久場において、地元

三者協議会の機械が地元住民に認知されている

というふうに認識しておりますか。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 お答え

したいと思います。 

 地元に認知されているかという御質問ですが、

村としては自治会長兼村が委託しております事

務委託者を通じて地域の代表をということです

ので、当然、地域からの協議もなされた委員が

この三者協に委員としてなられているというこ

とを理解しております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 課長、おっしゃるとお

りなんですよね。地域を代表して皆さんここに

地元の代表として集まっているわけなんですね。

しかし悲しいかな、実情は地元自治会において

は一部少数の人たちでしか、情報共有が図られ

ておらず、ほとんどの住民はどんなことが話題

となり、協議されているのか理解しておりませ

ん。この協議会があることさえも知らない住民

が多数いることも、また事実であります。今度

協議会委員の方々にお聞きしてみたらいいと思

いますが、三者協議会で話し合われていること

が、地元でちゃんと協議がなされているのかと

いうことをちゃんと確認してもらいたいと思い

ます。今回、この次年度予算の中に久場自治会

への防災装備備品の予算が計上されております

が、この予算要請が同協議会からの要請だと聞

きましたが、これは間違いありませんか。休憩。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１０時５５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時５６分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 これは自主防災組織という補助金だというこ

とで理解してお話しいたしますけれども、今、

中城村には奥間自治会の自主防災組織がもう既

に立ち上がってございます。今、議員がおっ

しゃる久場からの要請があるかということにつ

いては、久場の方からぜひ立ち上げたいという

要請はございます。今、自主防災組織の補助金

に80万円、次年度予定していますけれども、こ

れはプール、村の全体を含めた、どちらが正式

に立ち上がるかまだわかっていませんので、こ

れは久場ということではなく、立ち上がったと

ころには補助金を充てるということでございま

す。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 もう一遍確認したいの

ですが、これは久場というふうに決まっている

ことではないんですか。というのは、私は久場

とどこか２カ所に配分されるものだというふう

に聞いていたんですが、それは私の勘違いで

しょうか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 正式な要請はありませんので、お話があると

いうことは聞いております。先ほど申し上げま

したけれども、正式に立ち上がれば久場のほう

にこの補助金が回るということになります。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 なぜこういう質問をし

たかというと、冒頭にも述べたように今、こう

いう自主防災組織の立ち上げであったり、防災

装備品の購入であったり、そういう話が全くこ

の地元では協議されていないということです。

１回もそういう協議はなされていないにもかか

わらず、そういう話が行政のほうに上がって

いって、それで予算がつくということに関しま
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して、ちょっと自分自身納得のいくところがあ

りませんので、それで今回、この質問をさせて

いただいたわけなんですが、これは元に戻って

三者協議会の持ち方というのを、私は以前にも

その中で疑問があって、提議したことがあるん

ですけれども、あくまでも先ほど話されたよう

に課長がおっしゃったように、その自治会長と

いうのは、この地域の代表であり、その地域を

代弁するものだというのは、これは間違いない

と思うんですね。そういうことが地域を代弁す

る方が、その地域ではそういう協議も何も持た

れずにそういうことが起こってくるということ

は、ちょっとおかしな話ですので、今後、この

三者協議会の方向性というのはもっと見直され

るべきではないのかなと思っております。地域

住民の話し合いであったり、協議の場がなくて

地元の意向を推しはかることがあってはならな

いと考えております。地元自治体において、

しっかりとした協議がなされ、それをもって同

協議会に挑む。企業誘致に際してのさまざまな

問題点であったり、課題点を協議し、三者の思

いを共有し、お互いの取り組みを建設的に話し

合い、地域と企業の輪を図り、地域生活環境整

備の構築に努めていく、そのことが本当の意味

での協議会の形だと私は考えております。今後

ともこの吉の浦発電所三者協議会の継続を考え

ているのであれば、ぜひそのような開かれた協

議の場としていただくように要望いたします。

実際そのような協議の場であれば、私としても

三者にとっても必要な協議会だというふうに認

識しておりますので、ぜひその辺、皆さんでよ

く検討なさって協議していただきたいと思って

おります。以上であります。ありがとうござい

ました。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣德正議員の一

般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１１時０１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて、新垣善功議員の一般質問を許します。 

○１４番 新垣善功議員 こんにちは。議長か

らの許可を得ましたので、これから通告書に基

づきまして、質問をいたします。 

 それでは第１点目、新庁舎建設についてです。

新年度予算に新庁舎建設のための基本設計等の

費用が計上されています。①建設場所の決定も

なされない中で予算計上しているについては、

私としては、時期尚早ではないかと。これにつ

きましては、先日も議員から質問があったと思

います。それと②村民や議会にも説明し、議会

の同意を得てから計上すべきであると考えてい

るが、なぜ急ぐ理由があるのかどうか、村長の

答弁を願います。 

 それから施政方針について。その中で墓地対

策・基地対策・防災対策・行政組織の強化の推

進等のこれまでの具体的な取り組みと今年の取

り組みについて伺います。 

 ３点目は、中部南地区火葬場建設問題につい

てでございます。平成28年２月23日の新聞紙上

で知りましたが、５市町村の協議会は解散する

とのことで載っていました。これは間違いない

かどうか、そして今後の地元への対応はどのよ

うに考えているか、お伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは新垣善功議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、総務課。 

 大枠２番につきましては、それぞれ企画課、

住民生活課、総務課。 

 大枠３番目につきましては、企画課のほうで

お答えをさせていただきます。 

 私のほうでは、議員御質問の大枠３番の火葬

場建設について。首長会議での検討委員会解散

というのは間違いないかという、御質問ですの
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で、あえて答弁をさせていただきますが、間違

いございません。その場に私ももちろんおりま

したし、新聞での発表のとおりでございます。

詳細につきましては、また担当課のほうでお答

えをさせていただきます。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 それでは新垣善功議員

の大枠１について、お答えいたします。 

 大枠１については、①②が関連するため、ま

とめて御説明をいたします。議員も御承知のと

おり、老朽化し危険が高まる現庁舎から、少し

でも早い時期に庁舎の建設を実現するため、励

行して基本設計、それから実施設計等の部分を

次年度中に着手したいというふうに考えており

ます。計上をさせていただいている次第ですけ

れども、建設場所については、基本設計の発注

前には村の考えをまとめ、村民の皆様、村議会

に御説明し、御理解をいただきながら、早期の

建設着手に向け準備を進めてまいりたいと思い

ます。 

 大枠２の施政方針について、総務課のほうで

は防災対策。防災対策に関しては平成25年度よ

り毎年３月11日に地震、津波、避難訓練及び防

災講演の実施、６月には土砂災害の防災訓練を

実施して、村民の防災意識の向上に取り組んで

まいりました。今年度に入りまして、６月７日

には奥間地区で訓練を実施いたしまして、今年

３月11日屋宜地区、添石地区の防災訓練も実施

してございます。また、自主防災組織の設立や

運営を支援するため、訓練資金や資材購入のた

めに資金の補助金も新設しております。さらに

村内コンビニエンスストア等にＡＥＤを設置し、

人命を救う「時間」と「場所」のさらなる拡充

に取り組んでまいりました。ハード対策といた

しましては、平成24年度に当間地区及び屋宜地

区・久場地区に、平成25年度に津覇地区に津波

避難のための避難路を整備しております。平成

28年度の取り組みといたしましては、防災拠点

施設の整備や、災害時に自力で避難することが

困難な方々への支援のため、災害時要援護者支

援システムの機能強化を実施予定であります。

さらに、防災基盤整備の一環として、災害時等

の避難経路の表示板を設置するとともに、防災

情報を迅速かつ確実に村民に伝達できるよう、

防災行政無線のアナログ子局をデジタル子局に

移行するための実施設計を行います。 

 続きまして、行政組織の強化の推進等につき

ましては、沖縄県町村会及び中部広域市町村圏

事務組合における各種研修を中心に職員を派遣

しております。それに加えましてリーダー的人

材育成及び県を初めとする他の団体とのネット

ワークづくりのため、沖縄県市町村会へ職員の

派遣を行っております。また女性リーダー育成

等の県外研修への派遣を初め、近隣市町村の合

同による講師を招いての職員研修を実施してま

いりました。平成28年度の取り組みといたしま

しては、女性職員の職業生活における活躍の推

進に関する法律に基づき、引き続き女性リー

ダー育成の研修派遣やこれまで研修派遣を継続

するとともに組織内の横断的連携及び協力体制

強化のため、職場内研修や近隣市町村合同研修

を実施し、行政組織の強化を図ってまいりたい

と考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 住民生活課長 仲村盛和。 

○住民生活課長 仲村盛和 新垣善功議員の質

問にお答えいたします。 

 墓地対策については、村墓地基本計画に基づ

き、墓地区域外への個人墓設置の抑制に努めて

います。具体的取り組みとしまして、看板の設

置、パトロール、地域住民からの通報等による

現場での指導を行っております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 基地対策について、お

答えいたします。 

 本村へ隣接する宜野湾市に普天間飛行場があ

ることから、基地対策につきましては本村にお
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いても最大の課題であると認識をしております。

そのため本村は、沖縄県軍用地転用促進・基地

問題協議会いわゆる軍転協に加盟し、米軍基地

から発生する諸問題について、調査研究、研修

を行うとともに、日米両政府の関係機関に対し、

諸問題解決の促進に関する各種要請を行ってお

ります。また、普天間飛行場を離発着する米軍

機が、昼夜を問わず本村上空を飛行し、村民は

騒音被害と墜落の危険性にさらされております。

これまで、沖縄防衛局に対し、騒音被害や夜間

10時以降の飛行など「航空機騒音規制措置に関

する日米合意」の違反について、抗議や改善要

求を行っております。今後につきましても、軍

転協とともに、米軍基地から派生する諸問題の

改善等につきまして、日米両政府の関係機関に

対し要請を行うとともに、普天間飛行場の危険

性の除去と同飛行場の県外・国外への移設を訴

えていきたいと考えております。 

 次に、（仮称）中部南地区火葬場・斎場建設

検討について、お答えいたします。平成28年２

月22日、（仮称）中部南地区火葬場、斎場建設

検討に係る５市町村長会議を開催いたしました。

首長会議という組織は、元々、存在しておりま

せんが、（仮称）中部南地区火葬場・斎場建設

検討委員会は、２月22日をもって解散をいたし

ました。解散したことによりまして、火葬場・

斎場建設の検討が「白紙」になっております。

今後は、絞り込まれておりました安里地区区民

に対し、会議の結果につきまして、説明を行い

たいと考えております。できるだけ早目に説明

を行いたいと考えておりますが、日程につきま

しては、現在、調整中でございます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 では再質問につきま

しては、３番からさせていただきます。 

 ３番、１番、２番ということで、組みかえし

て再質問させていただきます。 

 まず第１に、（仮称）中部南地区火葬場・斎

場建設問題についてでございます。先ほど答弁

もありましたように、先月の22日ですか、解散

ということであります。私もこれは新聞紙上で

知ったわけでございますが、どうして我々議会

も新聞紙上でしか情報が得られないということ

と、この白紙撤回になった理由はなんですか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 議会への説明という話がありましたけれども、

私は去った12月の議会でもこの場でお話をさせ

ていただいております。答弁の中で今後の方向

性のお話をさせていただきました。何らかの

ちょっと表現は覚えていませんが、区切りをつ

けるべき時期にきていると。議員からもこの場

でもう撤回しますという答弁をしてはどうかと

いうぐらいの非常にある意味、中に入った答弁

と質問にも12月には答えておりますので、それ

を踏まえて、２月の正式に首長会議の中で、私

は12月の議会で言った答弁と同じようなことを

実際に実現と言いますか、実際にやったわけで

ございます。ですから議会の説明云々というよ

りも私の考えはもう12月の段階では、既に皆さ

んも御承知だと認識した上で、首長会議に臨ん

で、今回の解散という結果になりました。それ

と白紙撤回の要因という話がありましたが、こ

れも議会の中でずっと言い続けておりますけれ

ども、財政的な問題、いうならば補助金の確定

があって、初めてこれは住民にも説明と言いま

すか、賛否を問うという部分では補助金が確定

してからと。いうなれば今までのことは現地、

安里区民への説明も含めて、経過説明であって、

決して賛成だとか、反対を問うたものではござ

いませんので、それが今回、補助金がもうずっ

と確定しない状態で、これまでどおり前にも進

めない状態になるということは、間違ったメッ

セージがこれは村民にいくものを防ぐという意

味でも、今回しっかりとけじめをつけるべきで

はないかということで、解散に至ったわけでご
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ざいます。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 村長、財政のめども

立たないままに、皆さん方は５市町村の村長協

議会では進めてきていると。これはある意味で

は皆さん方の計画に対する未熟あるいは勉強不

足ではないかと。物をつくるのはやはり皆さん

方、いつも何か事業を起こすには予算確保が先

決だと思うんですよ。それに基づいて計画をつ

くり、そして絞り込まれたと、この建設場所に

つきましては、15カ所から３カ所、３カ所から

１カ所に絞り込んだということは、これは皆さ

ん方と地域住民との解釈の相違だと思うんです

よ。誰が見ても、決定としか思えないような絞

り込みだと私は認識しているわけです。それと

仮に財政があったらそのまま推進する予定だっ

たんですか。村長に伺います。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 同じような答弁になりますけれども、推進と

いうことではないです。いうならば財政が、補

助金がもし確定したということであれば、その

段階で説明をするわけですから、こういう場所

が絞り込まれて補助金も確定いたしました。さ

あ、住民の皆さん、あるいは議会の皆さん、ど

うしましょうか。こういう材料がそろいました。

ということで、それからの問題であって、今の

火葬場の問題はそれ以前の話で、それがまるで

村が推進しているだとか、誘致をしているだと

かという間違ったメッセージ性があるがために、

こういうぐあいになってきたと私は思っており

ます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 今、村長がおっ

しゃったように、なぜそうなったかですよ。前

もって説明すべきでしょう、皆さんから地域に

対しては。そこら辺ちょっと行き違いというか、

誤解というか、今までその推進協議会で進めた

ことが全く地域住民には伝わらなくて、秘密主

義で進めてこられたことか。２年前に新聞に

すっぱ抜かれて、それからいろいろ地域も騒い

だわけですね。そういうことからしても、皆さ

ん方が秘密主義で進めた結果、そういうふうに

なったのではないかと思います。当初から住民

に対しては説明をすべきだったと私は考えてい

ますけれども。それと皆さん方は推進してきた

わけでしょう。予算も200万円議会も認めて推

進してきました。火葬場建設については、私た

ちは反対ではありません。総論ではみんな賛成

ですよ。必要性は感じてはいます。ただ、協議

会の進め方と住民に対する説明というのは並行

してこなければならないと思いますよ。私は皆

さん方のプロセスのボタンのかけ違いがそうい

う結果を招いたんじゃないかと思います。そう

いう意味でも、私はこれは浜田村政の失政では

ないかと考えております。それに対して、地域

住民に対する説明を約１カ月過ぎていますよね。

その時点で、さっと早目に説明会を開いて、村

独自の単独で安里区民に対しての説明と謝罪を

するべきではないかと思いますけれども、それ

について村長はどのように考えていますか。必

ず５市町村でなければ皆さん方は謝罪はしない

つもりなのか。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 お答えいたします。 

 確かに１カ月を過ぎました。説明が遅れてい

ることに対しましては、大変申しわけないとい

うふうなことで考えております。現在、５市町

村の中で、その説明会について、その日程等を

調整しているところでございます。今、議員か

らの御質問の中に独自で説明会をするべきでは

ないかというふうなことがございますので、村

としてもこれを独自でやるべきか。あるいはい

つごろやるべきかというふうなことで検討をし

たいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 
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○１４番 新垣善功議員 検討ではなくて、

言ったことはちゃんとさっさとやってほしいね。

村長、独自で行ってわびて、説明すればいいん

じゃないですか、謝罪。しかし、謝罪するだけ

ではこの問題は解決しないと見ていますがね。

安里地域のコミュニティーを皆さん方は破壊し

てしまった。壊してしまった。それを今後どの

ような方法で、安里区のコミュニティーの再構

築をどのように考えているか、村長の考えをお

聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 今の破壊というのが、私のほうではしっくり

きませんけれども、議論がそこであって、安里

の区民の中で、私がそこに入っていったわけで

はありませんけれども、聞いた話ではいろいろ

自治会の中でいろいろな話があったというのは、

聞いてはおりますけれども、これは議論の中で

あってのものであって、この火葬場の問題で、

私ども行政がもちろんそれは地域コミュニ

ティーの維持というのは大変大事なものだとは

認識はしておりますから、できることはやらせ

ていただきますけれども、今のそれが全部破壊

されたという部分については、私の気持ちの中

では、今回、確かにいろいろなことで安里の皆

さん方にとっては、一部の方々なのか、全部の

方々なのかは別にして、確かにいろいろなこと

があったと思いますけれども、それについては、

しっかり今回の説明会でも安里の方々に説明を

していきたいなと。我々ができることはしっか

りやっていきたいなと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 しっかりと単独でも

いいから、早目に地域に足を運んでいただいて、

謝罪とそれから地域のコミュニティーの再構築

に努めてもらいたい。それと今後、火葬場問題

をどのように捉えているのか。必要性はみんな

感じているわけですよね。今後、どのように火

葬場建設を進めていくのか。もう全くやらない

のか。村長の考えをお聞きします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 今回の火葬場の建設につきましては、ある意

味一石を投じたとは思ってはおります。今議員

がおっしゃるとおり総論は皆さん賛成だという。

これはアンケートの調査にもありますし、今議

員がおっしゃったとおりでもございます。果た

して各論になったときには、今回のような、も

ちろんこれは財政的な問題もそうですし、一部

の方々、あるいはどれぐらいの方々かはわかり

ませんけれども、反対の意見というのは当然出

てくるものだというのは、一石を投じた結果、

わかったことではございますし、かといってで

はそういうことだからもう全て諦めるのかとい

うものとは違うと思うんですね。ただ、もうす

ぐどこかにまたやりましょうかということには

ならないと思いますけれども、少し落ち着いて

それから機運が高まらないとちょっと厳しいか

もしれないなというのが実感でございます。や

はり総論では皆さん賛成ですけれども、果たし

て例えば地域のどこかが私どもでやりたいです

けれども、どうですかみたいな話がもしあれば、

これは機運の高まりだと思ってもいいとは思い

ますけれども、我々もその辺の村民との対話も

重ねながら機運の高まりがどこまであるのかを

見極めることが大事ではないかなと思っており

ます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 火葬場建設について

は、これは総論賛成、各論は今後の地域の皆さ

ん方の理解と協力がないとできないと思うんで

す。それは皆さん方、今度学習したわけでしょ

う。安里地区で、こういうものだと。だから最

初からその地域とも、あるいは住民とも膝を交

えて最初から情報を公開し、そして地域の考え

方、意見を十分聞きながら、そして問題点、課
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題を一つ一つクリアしていく。急いでやるので

はなくて、時間をかけてやればできないことは

ないと私は思うんですよ。そして場所の問題、

そういうことを十分今後の行政運営に生かして

いただいて、火葬場問題については、一応終わ

りといたします。 

 それから次は、庁舎建設についてでございま

す。これについても、きのう、おととい、先週

からありますけれども、これは場所も決定しな

い前から、基本計画を発注するというのは場所

も決めて、そして住民とも話し合って、住民の

意向を聞いてからやるか。検討委員会で場所は

３カ所、候補地を挙げてありますが。この前の

答弁を見ますと、基本計画、第四次基本構想、

基本計画に基づいて、この３カ所に区域を決め

て、エリアを決めて、３カ所指定したと思いま

すけれども、今問題になっているのが、防災拠

点としての役場の建設も考えないといけないわ

けですね。この第四次基本構想というのは、

３・11東日本大震災の以前につくられたもので

すよ。その前までは一極集中ということで、行

政は１カ所にまとめたほうがいいという考えで

ありましたけれども、今は逆なんですね。そう

いう危機管理に対しては、できるだけ分散して

おいて、こっちがだめだったらこっちに移すと

か、そういう考え方に変わってきているわけで

す。私は場所の決定につきましては、村民の使

いやすい利便性を考えてやるべきだと思うんで

すけれども、皆さん方はプロジェクトチームを

つくって云々と言っていいますけれども、その

建設場所を決めるのは、村民に任せていただけ

たら。そして、議会の同意。３分の２の同意が

とれるのかどうか。村長、考えをお伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 今議会でも、答弁させていただきましたけれ

ども、場所の決定は、今議員がおっしゃる検討

委員会に私が諮問をいたしまして、そこから答

申がまいりました。これは村民の代表の皆様方

と学識経験者の皆さんとで決めていただいたこ

とに、これは答申にのっとって私がやろうとい

うのは議会でもお話をさせていただいたと思い

ます。その答申によって、吉の浦公園一帯でや

らせていただくということで、村としましては、

その確固たる場所、きちんとこの箇所でやりま

すというのは、村の庁内で決めて、その場所を

決めて、そして基本計画をそこにのせて、住民

の皆さんや、議会の皆さんの同意を得たいとい

う考えでございますので、またひとつお話して

おきたいのは、場所を決めるといっても、村有

地ではないものですから、相手のあることです

ので、ある程度、ここで私たちの思いでこの場

所だとなっても、多少の流動性があるというの

は御理解をいただきたいなと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 まずは場所を決めて

からしか、私は基本設計はできないと見ていま

すよ。その場所の地形によって、基本設計も変

わってくるはずですよ。そして皆さん方は実施

設計、ボーリング調査も全部入れてありますよ

ね、それでいいのかどうか。村長も協働のまち

づくり、村づくりと言っているんでしょう。村

民の意向も聞くべきじゃないですか。議会から

３名の代表が出ているから議会にはこれで説明

ができたと思って。諮問でやったものについて

は、これでいいのかどうかは村民に対して、説

明をすべきだと思いますよ。その説明もまだな

い。議会にもない。予算を上げてくる。予算を

上げる前に、議会には説明すべきだと私は思い

ますよ。そして、自治法第４条３項にはうたわ

れているでしょう。３分の２以上の同意がない

と皆さん方は場所は決定できないはずよ、先ほ

ども言ったように、住民との話し合い、コミュ

ニケーション、そして情報を収集して、村民の

意向にのっとって役場建設はやるべきだと私は

考えております。それとこれはもう中城村に
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とっては50年に一度の本当に大きな事業ですよ。

ほかの事業とは違うはずですよ。それをなぜ村

民の意見を聞こうとしないんですか、皆さん方

は。私はこういうのはまさしく今、浜田村長が

進めているのは、村民不在ですよ。議会無視で

すよ。軽視ですよ、皆さん方の今のやり方は。

それは火葬場問題もそうですよ。住民をないが

しろにして、物事を進めるというのは、私は失

敗を繰り返すと思うんですよ。火葬場問題で皆

さん方は失敗して、何を学んだんですか。その

学んだことを今度の庁舎問題でもそうですよ。

建設問題についても大いに生かすべきだと思う

んですよ。役場職員の中で、内部で場所を決め

る作業を進めるというのは、私はナンセンスだ

と思うんですよ。まず場所は本当に村民の交通

の利便を考えて、村民に決定させるべきですよ。

石垣市や八重山でもやっている住民投票も辞さ

ないぐらいやらないといけないんじゃないです

か。大事な事業ですよ。そういう意味で村長、

住民投票する考えはありますか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 先ほども少し触れましたけれども、村有地で

庁舎建設をしましょうということではないんで

す。我々は村有地を持っていませんから、今石

垣市の話が出ましたけれども、あれはこの場所

とこの場所とはっきりしているところにどっち

がいいですかという住民投票です。我々が今住

民投票をしたくてもできる状態ではありません

し、ましてや石垣市だったと思いますが、八重

山の石垣市との比較にはならないと思いますし、

だからそういう意味では住民投票の必要性は感

じていないです。何度も言いますけれども、場

所は検討委員会から答申を受けました。そこの

中で決めていきます。これは住民の意思を私は

尊重しているつもりですし、私どもの庁舎内で

ある程度の意見をまとめて、そして場所が確定

した段階で基本設計、基本設計がある程度ない

と住民への説明もできないわけですよ。基本設

計の中で、いうならば基本設計ですから、これ

から住民の方々の意見を聞いて、じゃあこの場

所でこういう建物でこういうものまで保管しま

しょうだとか、いろいろな意見が出てくると思

いますので、そこで住民の方々に参画をしてい

ただくということで、私は先ほどから火葬場の

失敗と話をしましたけれども、失敗だとは思っ

ていません。先ほど言いましたように、一石を

投じてこの火葬場問題もいろいろな方々が総論

の中でやったものが結果的に補助金がなくて、

白紙に戻ったということでございますので、そ

の辺はまた議員とは少し色合いが違うかもしれ

ませんけれども、御理解をいただきたいと思い

ます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 村有地がないから場

所云々と言いますけれども、場所は決めればそ

こを皆さん方はこの土地を買う努力はすべき

じゃないですか。どこにも村有地はありません

よ。これからつくる場所であっても、決めてか

ら、地権者との交渉に入って、固めていくべき

ことが皆さん方の仕事だと思いますよ。今、村

長が言って決めても土地を買えるかという自信

はありますが、土地が買えるかどうか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 議員と言っていることは私は同じことだと

思っていますよ。場所を決める。これは相手が

いることですから、地主がいることですから、

当然、そこで場所が決まっても、ここで本当に

建てられるかどうかというのは、地主との交渉

ですよ。地主との交渉を早くやらないといけな

い。そして早くやった段階である程度、護佐丸

歴史資料館のときもそうでしたけれども、ある

程度の内諾を得た段階で、基本設計に入ってい

く。基本設計に入るということは、地主にとっ

ても税金の控除になるわけですから、その辺の
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話をしながら煮詰めていく。ですから言ってい

ることは同じだと認識をしております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 事業認定を受けるに

も必ずこの土地を買わないといけないというこ

とはないでしょう。 

 道路建設なんかをする場合でも皆さん方は都

市計画でもって指定したら、そこは事業認定を

受けるためにその図面は地主の売るということ

がなくても、皆さん方はこの事業認定は出せる

わけでしょう事業認定は、違いますか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時４８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時４８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 今の質問にお答え

します。 

 庁舎建設の場合、事業認定を受ける必要があ

ります。資料館も事業認定を受けてます。公共

施設の道路整備については、事業の認可を受け

ていますので、事業認定は必要ないです。今回

の役場建設について、まず基本設計を入れて、

基本設計が固まったら県の土地収用の手続を行

ない、事業認定を申請し認定後税の控除が受け

られるということになります。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 まず場所の選定を村

民にさせてくださいよ。これを見ますと、あな

た方は議会説明会を５月の末にやるというんで

すけれども、できるの。今から基本設計つくっ

て、基本設計がないと説明会ができないという

話ですよね、皆さん方の話は。先週からの話は、

答弁の中ではそうなっているでしょう。基本設

計をもとに村民への説明会という話をしていま

すよ。これはできるの。来月までに基本設計が。

このスケジュール表を見てもわかるように、５

月の住民説明会をするときに基本設計はできて

いないはずよ、いずれにせよ、こういう大きな

事業ですので、村にはもう本当にさっきも言っ

たように50年に一度の事業ですので、村民を網

羅した、あるいは検討委員会の中で検討された

ことが本当にいいのかどうかは、村民に説明会

を持って、それから場所を決定し、それから予

算計上をしていくべきではないかと思いますよ。

この予算についてもこれは結局は基金からの取

り崩しですので、いつでも取り崩すことができ

るんですよ。臨時会を開いて、補正をやればい

いでしょう。そして今必要なのは、１億円では

なくて、基本設計の2,000万円ですか。2,304万

9,360円あれば基本設計ができるはずですよ。

なぜ実施設計まで今予算計上するのか。そして

ボーリング調査も入っていますよね、1,128万

6,600円、場所を役場の職員が決めるのではな

くて、検討委員会で上がったものを村民に諮れ

ばいいわけでしょう。課長会議でも決められな

いのを、係長以下の皆さん方ができますか。や

はり住民、村民が使いやすい交通の利便なとこ

ろと、そして職員の仕事がしやすいようにとい

うのが、大きな目標ですよね。なぜ予算を急い

で計上するか、私はこれには疑問を感じている

わけです。それとこの基本設計は一括して基本

設計、実施設計、ボーリング調査は一括して発

注するんですか。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 お答えいたします。 

 今、基本設計、実施設計については、別にす

るか、一緒に発注するかはまだ決まってござい

ません。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 村長にお伺いいたし

ます。今回、庁舎建設をするんですが、この入

札の方法、業者選定のほうはどのように考えて

いますか。那覇市やあるいはうるま市ですか、

単なる今までのような一般競争入札でやるのか、
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あるいはほかの方法、プロポーザル方式でやる

のかどうか、そこら辺はっきりしてください。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 ずっと以前から、これは情報収集もしている

ところでありますけれども、決定事項ではない

ものをここで言うのは大変申しわけないんです

が、あえて言わせていただきますけれども、こ

れまでの流れからすると、恐らく一般競争入札

はないだろうなと思ってはおります。規模とい

い、今までのその流れ的な先ほど議員がおっ

しゃったように県の入札の状況などを見てみま

すと、プロポーザルのほうが一番わかりやすく

て、そしてこれからつくる庁舎にはあっている

んじゃないかなと思っていますので、ただ一般

競争ということになると、日本国中全部からで

きるということになりますので、この辺の規制

的な部分はやらなくちゃいけないかなとは思っ

ております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 これは全国からする

のは無理ですよ、村長。私が言うのは、今指名

競争入札で業者選定を皆さん方やっていますよ

ね。指名競争入札をやっているわけでしょう。

今、この指名競争入札でも結局は地元業者もい

ろいろ不満があるわけですね。今までのを見て

も、愚痴が多すぎる。村内業者の皆さん方から

もいろいろな意見がありますよ。そういう意味

でも指名競争入札ではなくて、那覇市やうるま

市がやっているような方法でやらないと今まで

の公正・公平が保たれないと思うんですよ。そ

ういう意味でもひとつ考えていただいてやって

もらいたい。ぜひこの庁舎建設につきましては、

住民に早目に説明し、場所を住民に村民に決定

させてできないかどうか。検討委員会に諮問し

たものに基づいてやればいいことだよ。そして

議会にも説明をして、議会で皆さん方は３分の

２、今取れる自身はあるの。これは予算をつけ

ても議会で場所の選定の同意をとることができ

なければ皆さん方のそれはおじゃんになるんで

すよ。そういう意味で村長、最後の答弁を。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 重ねた答弁になるかもしれませんけれども、

我々がしっかりと場所を選定して、それを議員

の皆さんや村民の皆さんに同意を得ながら、理

解をしてもらっていく。そのために誠心誠意説

明できるような資料と、そしてこの場所がどう

していいのか。この場所に選定した理由はどう

なのかも含めて、根拠も含めて、議員の皆さん

や村民の方々に理解を求めていくつもりでござ

います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 村長、議員の立場で

３名の村長の行政運営を見てきたんですけれど

も、これほど住民不在、議会軽視をしている村

政運営はないと見ていますよ。火葬場の件もこ

の庁舎建設の件でも。あなたの公約の中には協

働のまちづくりとあんなにうたっているのに、

なぜ村民をもっともっとその中城村のこういう

大事なものに参加させるようなことをしないの

かどうかね、そういうシステムづくりをしない

のかどうか、非常に疑問に思うんですよ。まさ

しく本当に住民不在、もっと議会と強調性を持

つべきではないかと思うんですよ、議会とは。

皆さん方は口でよく議会は両輪の如くという言

葉がよく出ますけれども、その意味は何なのか

ですよ。そういうことでこの庁舎問題について

は、もっと住民の意見を聞いて、そして説明会

を早く持ってやってもらいたいと、その意味で

も私はまだこの予算計上については時期尚早だ

と考えておりますので。 

 それと最後に、早目に安里区民に対しては説

明会を単独でもいいですよ。５市町村と調整す

る必要はないですよ、もう。５市町村の首長か

ら見れば彼らは痛くもかゆくもない。一番大事
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なのは単独での謝罪とそれから今後のコミュニ

ティーの再構築に向けて、皆さん方は対策を

とっていくべきだと私は考えております。強く

そのことを指摘して、今後そういう住民不在、

村民不在やあるいは議会軽視したような行政運

営は謹んでいただきたい。指摘して終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で、新垣善功議員の

一般質問を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１２時００分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて、金城 章議員の一般質問を許します。 

○７番 金城 章議員 こんにちは。金城 章

一般質問を行います。通告書を読み上げますの

で、ぜひよろしくお願いします。今回の質問も、

ほかの議員と同じ質問がありますが、ぜひよい

御答弁をお願いします。 

 １．庁舎建設について。①庁舎建設場所は決

定したか。②庁舎建設においてどのような複合

施設を考えているか。③庁舎施設内において、

救急車両の待機場を設置する考えはないか。 

 ２．12月の一般質問であります。平成27年12

月議会において、一般質問にて建設工事等にお

ける検査体制について伺います。これも12月議

会に時間がなくて、説明等いろいろな件であり

ますが、また公共工事の検査体制について、少

し伺いたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 ３．中城城跡についてです。本年度の世界遺

産中城城跡の整備の計画等の取り組みについて

であります。どういうのがあるかです。 

 ４．東西道路についてです。国道329号より

国道330号への道路についてですけれども、こ

れは村独自で取り組めるものではないんですけ

れども、国・県との協議とか、また要望とかそ

ういうのがあったどうか、計画はどうなのかを

お聞かせください。 

 ５．補助金について。予算において補助金等

の内容に村当局よりどのような指導を行ってい

るか。 

 ６．貧困対策についてです。現在社会的に貧

困が問題となっているが、村当局の取り組みは

どのようなことを行っているか。この貧困問題

も各議員からやはり質問が多い問題であります

けれども、重複しますけれども、ぜひ答弁よろ

しくお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは金城 章議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番、２番につきましては、総務課のほ

うで。 

 大枠３番につきましては、教育委員会、 

 大枠４番につきましては、都市建設課、 

 大枠５番につきましては、企画課、 

 大枠６番につきましては、福祉課のほうで答

弁をさせていただきます。 

 私のほうでは、大枠６番の貧困対策、本議会

でも多く取り上げられておりますけれども、

きょうの新聞でも御承知のとおり、中城村にお

きましては、いち早くと言いますか、私自身が

県の貧困対策協議会の委員でもありましたので、

その部分につきましては、広く深くかかわって

いきたいとの思いで設置も早めておりますし、

またこの問題は貧困イコール子育て支援も含め

た部分にもかかわってまいりますので、しっか

り協議を重ねながら施策を打っていきたいなと

思っております。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 世界遺産中城城跡の整備

の取り組みについて、金城 章議員の大枠３の

①について、お答えします。 

 平成28年度は、これまでの工事で最も大規模

となる一の郭城壁（西の郭に面した城壁）の解

体を行います。解体で取り壊した部分は、平成
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29年度に積み直す予定であります。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 それでは金城 章議員

の大枠１番と大枠２番について、お答えいたし

ます。 

 まず大枠１番について。庁舎建設については、

何名かの議員の方々から質問がございましたの

で、重複するところがあると思いますけれども、

御了承お願いいたします。庁舎建設については、

現在、検討委員会よりいただいた答申を踏まえ、

どの地域が最適か、さまざまな角度から検討を

重ねている最中です。次年度に向け、早急に具

体的な場所についての考えを示したいというふ

うに思っております。それから②について。庁

舎建設の基本計画において、複合施設の計画が

ないということで、現在のところそういう考え

は今ございません。それとあわせて③について

も、庁舎の施設設備については、実際に設計に

入った段階で、具体的な検討を行う必要がある

とは思います。ただ、先ほども申し上げました

基本計画において、そういう計画がありません

ので、現在のところ考えてないというところで

ございます。 

 それから大枠２番、検査体制についてです。

検査体制については、現在、ハード面の課長に

検査員をお願いして、検査をしているという状

況です。また、育成のために年２回ほど、沖縄

総合事務局などで行われる工事検査チームの勉

強会に職員を参加させています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 金城 章議員の大

枠４について、お答えします。 

 年１回行われる沖縄総合事務局開発部建設部

と中部市町村会との懇談会において、村として

も、宜野湾横断道路の前倒し実施を要望しての

意見交換会をしていますが、総合事務局の見解

としては、普天間飛行場の跡地利用が決定しな

いことと基地返還後のネットワーク計画であり

ますので、国道330号から国道329号を前倒し実

施するのは、困難であるとのことでしたので、

時間を要すると思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 企画課長 與儀 忍。 

○企画課長 與儀 忍 補助金について、お答

えいたします。 

 補助金自体が各課にまたがりますので、企画

課のほうでは、考え方について答弁をさせてい

ただきたいと思います。補助金等の内容につき

まして、中城村補助金等の交付に関する規則に

より補助金等の交付に関する事項を定め、補助

金に係る予算の執行の適正化を図っております。

補助金等の目的、内容及び経費の配分、使用方

法、補助事業等の完了予定期日と事業遂行に関

する計画について、適切であるかどうか。また

新規の補助金制度を活用する場合に、その必要

性及び効果に加え、後年度以降の財政負担につ

いても十分に検証し、予算の妥当性などを確認

しております。補助金による効果が村民及び団

体の育成、発展に寄与し、その活動が活発に行

われているか、村民の経済活動などのさまざま

な活動に活力を与えているのか、村民による村

づくりの発展を図るものとなっているかを判断

し、予算措置を行っているところでございます。

交付につきましては、もろもろの書類を元に補

助金の使用目的、補助金の成果等各種補助対象

者に対し、指導、助言等が行われているものと

考えております。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 中城村も子供貧困対策として、貧困対策の連

絡会議を設置してあります。子供支援専門嘱託

員を配置し、子供の貧困の現状把握に努め、学

校や地域、関係機関との情報共有により本村の

実態を把握します。対象となる子供を支援につ

なげるための相談調整を行います。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 それでは再質問をさせ
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ていただきます。 

 大枠の２番から移りたいと思います。平成27

年度の12月議会でやりました。歴史資料図書館

の件で、12月議会で質問しましたけれども、現

場を直接見たときに本当にショックでありまし

た。これは下地がコンクリートできた上に石積

み張りなんですよね。それでコンクリートの下

地もありながら、これぐらいの積み方しかでき

ないということは、本当にショックでありまし

た。それもＪＶで村外の大きな会社がやられて

いることで、その施工能力はあったと思います

が、その出来、村民からは、「何でできた物に

文句つけるのか」という話もあったんですけれ

ども、あえて私は検査のふぐあいでそうなった

のかな。進めていく段階で実際にはこれは指摘

できて、やはり施工能力がないところが要する

にやったのかどうなのか、はっきりわかりませ

ん。できばえとしては、壊せとは言えないもの

ですよね。しかし、検査体制をしっかりする中

で、それがまた本当にこれからいいものができ

るんだと思います。次に３番の城跡の工事もあ

りますけれども、その城跡の件にも、この石積

みはつながってくるものだと私は思っておりま

すので、それで12月議会からこの質問をしてお

ります。これを見てこの角隅のゆがみとか、石

の模様であったら納得はできるんですけれども、

石のゆがみとか、平面でもでこぼこの積み方と

か、でき上がったものに文句をつけて、心は痛

いんですけれども、このぐらい本当に立派に仕

上げてもらいたい、このものは。これは12月議

会で生涯学習課長は城跡の一の郭を、城跡の見

ばえをそのまま移したということで、この石積

みができたと思いますので、仕上がったもの、

検査も終わっていますけれども、ぜひ今後、石

積みに関してはまた護佐丸歴史資料図書館とい

うことで、城跡にもかかわりますので、この石

積みに関しては土木業者、建設業者がこの許可

を持っています。確かに、入札の許可は。しか

し、本当の専門職である石積みですので、そこ

はもう少し指名のあり方とか、そういうのは考

えていただきたい。次の３番の先ほど今年度か

らの工事ですね、解体工事とそういう面でも考

えていかないといけない。本当は平等で指名す

るのもいいことだと思いますけれども、そのこ

とによって、こういうできばえの本当に、私は

見た瞬間、ショックでこのことは言わないなと

いけないと思って、今本当に12月から質問して

いますけれども、ぜひこれはもう一度検討して、

これはちょっと教育委員会でのこれからの管理

になる歴史資料館ですけれども、これは見てど

う思ったか、どなたか。この石積みを見て、仕

上がり等の感じを、どなたか答弁できますか。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 お

答えいたします。 

 今、議員がおっしゃるように専門的でありま

すけれども、私もある程度、城跡の石積み等を

見たことがあります。先ほどもおっしゃってい

るように今回の護佐丸図書館ですか、石張りと

いう形で、一応工事はしているみたいです。今

後、その中で少し隙間があるなということで、

できるだけそれはないようにということで、都

市建設課とも調整をしたつもりであります。城

跡に関しては、あくまで石張りではなく、石積

みですので、城跡に関しては。せっかくの世界

遺産を取り壊すんですから、全くそのように復

元しないといけません。ですからある程度、特

色的な技術のある方々、それに十分配慮して城

跡に関しては、石積みに関してはやっていきた

いと思います。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 ぜひ、遠目では見た目

はいいですよね、これは。潮垣線からはまだそ

ういうのは見えずに、しかしながら各隅々は塩

垣線からも、でこぼこのものが見えるものです
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から、ぜひこの３番においても城跡、ぜひ本当

の専門職を県内に４社か５社しか、多分石積み

ができる業者がないと思います。ぜひ、入札許

可の問題ではなくて、本当の専門業者を入れて、

世界遺産の中城城跡を本当に保存していって、

また再生していければと願います。 

 次に、２番の検査対象ですけれども、やはり

各課長そういうハード面を見ていらっしゃるか

ら感じていることは重々わかっておりますが、

まだ設計と施工には皆さん関心を持つんですけ

れども、設計の段階で意外と不備があった場合、

何も取り組めないと、そこで専門職の要するに

設計担当とか、このハード担当は専門職を置く

べきだと思うんですけれども、どういう考えを

お持ちなのか。この検査体制でこの専門職で取

り組むのはできるのかどうか。 

○議長 與那覇朝輝 副村長 比嘉正豊。 

○副村長 比嘉正豊 ではお答えいたします。 

 ただいまの質問は設計段階の話だというふう

に理解して申し上げます。基本的にこのハード

面については、１級施工管理士とかそういう職

員を配置をしております。と同時に実施設計に

ついては専門のコンサル等とも契約をしながら

その把握をしているわけで、今の設計及び発注

部分で、素人がやっているという意識は今のと

ころございません。ただ発注業務については一

般業務ですので、これは事務的な業務ですので、

その部分については事務職が対応している部分

もございます。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 副村長が言っているこ

とは１級施工管理士ですか、そういう管理を委

託しているのはわかります。しかし、この最後

の出来高により、施工のミスによるもの今回の

石積みは施工のミスですね。私が指摘したのは

施工のミス。施工の出来高が悪い。構造的なも

のがミスとして、多分検査の対象になってくる

はずですけれども、この見ばえ等はもうこれは

出来高の悪さとしか言いようがないですけれど

も、そのことについては、この歴史資料館もそ

うですが、これから庁舎建設も始まります。設

計と管理が今一緒になってくるのが、そこが私

は前から少し話していますけれども、その体制

が少し見直しが必要じゃないかなと思うんです

ね。総務省からも多分それの指摘があると思い

ますけれども、２年前ですか、あったと思いま

すけれども、設計と設計管理は別にしなさいと

いうことがあったと思います。この体制もぜひ

今後、考えていかないと施工業者だけではなく

て、設計もぜひ管理等はちゃんとやらないとい

けない。これを取り上げるかと言いますと、今

議会、庁舎建設の質問が多いですけれども、大

事な庁舎建設が始まりますので、ぜひこの管理

も。１番の庁舎建設にもかかわってくるんです

が、この建設体制について、庁舎は今後どうい

う設計依頼をするのか、どうなのかも質問があ

りましたけれども、どういう設計委託をする予

定なのかだけ、重複しますけれども、ぜひよろ

しくお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 総務課長 新垣親裕。 

○総務課長 新垣親裕 設計の部分なんですが、

先ほど村長からもお話があったように、現在の

流れとしましては、プロポーザル方式というこ

とになるかと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 プロポーザルをちょっ

と調べてみますと、八重瀬町も確かにプロポー

ザルにて庁舎建設はやっています。今議会では

基本計画の予算とか、庁舎設計の予算とかもい

ろいろ別の議員で問題になっていますけれども、

私はこの設計のプロポーザルのあり方も、八重

瀬町はＪＶ指名のプロポーザルらしいんですよ。

１社だけではなくて３社の。それで指名して、

このメンバーを組み、それでプロポーザルをや

ると、そういう設計委託で発注しております。

こういうふうに村内業者がこれだけ大きい庁舎
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建設の設計にかかわれるかで、私の感覚では２

社ぐらいしか、この大きい設計にはかかわれな

いんだと思いますけれども、トップで行くので

あれば。ぜひ皆さん、こういう考えがあるとい

うことはどういう考えか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 これも恐らくで大変申しわけないんですが、

プロポーザルとなりますと、プロポーザルの力

量、規模、そういった面で考えますと、恐らく

ですが村内業者の提案できる提案能力というの

は限られてくると思います。かと言って、村内

業者がかかわってこないということになると、

やはりせっかくの庁舎建設ですから、それも問

題だと思いますので、どちらか例えばＪＶでや

るにしろ、Ａ、Ｂ、Ｃいろいろありますけれど

も、村内業者がかかわるような形の指名競争プ

ロポーザルと言いますか、名称はちょっとはっ

きりわかりませんが、プロポーザルにしても村

内業者が何らかの形でかかわっていくような形

態をとらなくてはいけないだろうなとは今のと

ころ思ってはおります。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 １番、２番を行ったり

来たりですけれども、このプロポーザルの要す

るに検査体制ですね、要するに設計プロポーザ

ルのこれをどのように審査するのか、計画をど

のように計画しているのかどうかだけ。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 実際問題として、まだプロポーザルになるだ

ろうなという段階でございますので、プロポー

ザルになってからの今の御質問であれば、お答

えできるのですが、まだきょう現在の段階では

恐らくプロポーザルであるだろうなという段階

でございますので、今言った込み入ったと言い

ますか、細かいところまでは答弁できかねます

ので、御勘弁をお願いしたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 村長、答えにくいかと

思いますけれども、今議会でこの庁舎建設で一

番もめているのは、やはり場所だけですよね。

実際に護佐丸歴史資料図書館では、その件は全

然もめませんでした。しかし、八重瀬町でも少

し場所決定では検討委員会でやはりもめたそう

であります。しかし、場所は検討委員会で決め

て、そこで基本計画もやって住民説明会を行っ

たと、八重瀬町は。これはこのあり方で進める

べきで、私もこのように進めていただきたいと

本当に私はお願いしたい。私は、議員になって

当初からこの建設問題を取り上げてきました。

６年目であります。あの当時、その15年前から

庁舎建設の計画はあったと思いますけれども、

議員も執行部もこの議論は一応してきたと思う

んですよね。検討委員会で決めて、今まで決め

て進んでいたと。それをでき上がる前に基本計

画ができ上がって、議会には説明をしていた、

それで進めていたと思っております。私は当初

から庁舎建設は質問していて、その当時は予算

の問題の確保できなかったんだろうと、まだ予

算が厳しいからということで、その当時、南小

学校建設、この護佐丸歴史資料図書館の建設、

いろいろありました。そこに予算がかかるので、

庁舎建設まで、また基金もあの当時、１億

5,000万円ですか、やっと積み立てて今回３億

円近くになりますけれども、それで寄附があり

まして、10億円。予算はもうでき上がったと。

早目早目に進めていかないと、今以上に場所を

選定して、住民から案をもらって、それもいい

ことでありますよ。やはり住民参加というのは

いいことであります。私が逆に懸念しているの

は、このぼろい庁舎、老朽化した庁舎ですね、

皆さんは震災で津波とか、いろいろ話は皆さん

議論はしますけれども、逆として地震が起きた

場合、この大きな津波が来た場合、一番最初に

崩れるのは、この庁舎ですね。私はそう思って
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おります。この現庁舎が潰れたときの災害は一

番大きい災害だと、私はそれしか思っておりま

せん。それで早目の庁舎建設、用地決定も執行

部でしっかり決定して、それで基本計画も立て、

住民に説明すると。それで、ぜひこういうこと

がありますよということを説明して、早目に進

めていただきたい。今、ぼろい庁舎の工事を

やっていますけれども、これも防水工事とか、

構造的に窓とか、いろいろな面がふぐあいで補

修工事を入れていますよね。これではとまらな

いですよ。これで計画もそうですけれども、こ

の基本計画は何年かかるとラインで出ています

けれども、そうではなくて、これはもっと早目

早目に進めていくべきだと私は思っております。

これは各個人、いろいろ意見はありますけれど

も、災害のときに本当にこの庁舎が潰れたら皆

さん方の中城村で一番優秀な人材が集まった役

場の職員の被害が多い。これは相当の問題に

なってくるね。この役場の庁舎がもし潰れた場

合、誰の責任になりますか。答えられますか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 責任云々というのは、議員の気持ちの表れだ

と思いますので、あえてお話させていただきま

すと、議員と全く同じ考えです、私も命にかか

わることだと思っています。中城村の将来にか

かわる問題でもありますし、命にかかわる問題

でもありますし、また先ほど来、工程表のこれ

はちょっと長すぎるのではないかというような

ニュアンスのお話もありました。私もそのとお

りだと思っていますよ。できる限り前倒しでで

きるような形で、この工程表は長めにとってあ

ると自分では思っております。できるだけ前倒

しができるような形で早目に進めていきたいで

すし、また場所をしっかり決定させていただい

て、この基本設計も基本計画との違いも出てき

ますので、例えば基本計画にはなかったような

ものも、村民の皆さんの意見を聞きながら、あ

るいは議員の皆さんの意見を聞きながら、こう

いうものも取り入れようとか、基本設計は大き

さだと。平米数とか、そういうものは大体決

まってくると思いますが、その中にも先ほど御

質問にもあります例えば複合施設がどうだとか、

救急関係はどうだとかというものも、そのとき

にも私は議論のテーブルにはのせていいものだ

と思っておりますので、その設計部分に関して

はいろいろな方々に意見を聞きながら、よりよ

い庁舎をつくっていこうと思っております。そ

れに向けて、早目に場所も決定して頑張ってい

きたいなと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 確かに今の村長からの

答弁のとおり、もっと早目に進めていただきた

い。場所決定も答申で上がったものですから、

そこから絞り込んで庁舎建設もそこに基本計画

を立てて説明したほうが私は早目の建設だと思

います。先ほど言ったようにこれがまた場所の

選定にてこずって１年、２年、東北の震災以来、

津波の話はするんですけれども、この建物が崩

れる話はどなたもしないですね。沖縄に、もし

中城村に津波が来るんでしたら、その前にこの

庁舎が潰れるぐらいの地震だと私は思うんです

よ。だから先んじて庁舎は建設しないと、特に

先ほどから同じ繰り返しになりますけれども、

６年も取り組んでやっと庁舎基金もできたかな

と思ったら、また場所選定、一から始めたらと

んでもないことだなと。答申を受けとめて、皆

さんで本当に吟味して決定し、それから住民に

説明して、この場所にこういうのができますよ

ということを説明して、先ほど私が言った複合

施設、救急車両の待機場とか、そういうのをま

た住民から受けて、取り入れて設計に生かして、

基本設計の計画を上げて、初めて住民からの要

望はこういうところを飲んで行くものだと私は

思っております。この八重瀬町も全く同じ考え

で進んでいます。基本計画を上げて、住民説明
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会を開いた。住民からの要望というのは、この

ホールを別の近隣市町村の庁舎を見て、この入

り口のホールが狭い。向こうより大きくしてほ

しいとか、駐車場が向こうの現庁舎は足りない

から駐車場を広くとって欲しいとか、そういう

要望とか、いろいろな住民が使える会議室もほ

しいんですけれども、こういうのは検討できま

すかとか、そういうのが上がってきて、この庁

舎の建設に至っている。この住民説明会ではそ

ういう問題を取り上げたほうがいいんじゃない

かと思います。15年前から庁舎建設の予定は

あって、庁舎建設基金を積立ながら、あと何年

待ちますか。村長の手腕として、皆さんと一緒

に検討して本当に決めて、先ほど来、同じこと

の繰り返しになりますけれども、これではなく

て私は９月議会にも質問しました。12月議会に

も質問しました。平成27年度中に場所を決定す

ると答弁がありましたよね、総務課長も答弁も

そうしているはずです。村長も。それで決定が

できなかったから、私は欲を言えば基本計画は

年度内に終えるのかなと思っていました。１月

に発注して、３月にはもう基本設計の計画がで

き上がってくるなと思いましたね。そのことは

ぜひ気持ちの上で、ぜひ考えて早目の取り組み

をお願いしたい。この津波対策も、今現在、今

ある３カ所に絞り込まれましたけれども、そこ

は２カ所は津波対策、１カ所は土砂災害ですね。

中城村においては、この土砂災害のほうが頻度

が高いんですよね。津波災害もどこと言って、

場所は吉の浦に公共施設を集約するのは、私の

前からの希望であります。どうしてかと言いま

すと、吉の浦でいろいろな大会とか、今は体協

の行事が多いんですけれども、吉の浦会館を利

用してのいろいろな会議とか、講演会とか、こ

ういうのがあった場合、歴史資料館だけでは足

りないような気がする。逆をいってその逆に災

害避難場所はそういうところに集約して、庁舎

の上に設定したほうがいいのではないかと。津

波のときに山手のほうに逃げると、これは間に

合わないですね、多分。庁舎の上、歴史資料館

の上、そのほうが一番早いものだと考えており

ます。ぜひこの救急車両の待機場も、ぜひ今度

から考えて、また取り入れていただきたい。庁

舎建設もできることならば、来年度から着工で

きるぐらいの設計の進み方ぐらい、その威力で

取り組まないと庁舎建設もいつになるかわから

ないと思いますけれども、村長もう一言。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 全く議員と同じでございます、私も。なるべ

く早くやれることが村民にとっても、役場に

とってもいいことだと思っていますし、そのた

めに今回１億円の設計費用の計上もさせていた

だきました。私ども可能性がある限り、しっか

りそこに向かって、設計を早めて実施設計もで

きるだけ早く発注できるように、そして村民の

皆さんの意見を集約して、議会の承認も得なが

ら、同意も得ながらしっかり進めていきたいな

と思っております。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 ぜひ早目の取り組み、

今年度の予算が早目の執行ができるように、ぜ

ひお願いしたいと思います。 

 続いて、４番の東西道路ですね。国道329号

から。先ほど課長からは毎回の如く、東西道路

も330から329への道路も希望してありますけれ

ども、国と県の事業ではありますが、やはり市

町村から要望を出さないと、これが進んでいか

ないということを聞いております。私も二度ほ

ど総合事務局へ行って、少し話し合ってきまし

たけれども、やはり要望をぜひ上げていただき

たい。これがサンライズ協議会において、329

バイパスができますよね。それにあわせて実際、

東西道路330までの道路を計画して、国と県で

協議し、できないかどうか。このサンライズ協

議会では、この329だけを上げておりますけれ
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ども、東西道路も普天間飛行場の返還後と言っ

たら何年になるかわかりませんね。今はこれが

早目の返還と言っておりますけれども、これが

本当に何年になるか、そこまで待つのかどうか、

解体だけでも20年かかると言われていますので、

普天間飛行場は。それから計画して、本当にで

きるかどうかだよ。ここにいるメンバーが生き

ている間にできるかの問題。結局計画を上げな

いと、ぜひサンライズ協議会と一緒になって、

協議会の道路網の推進、そこで本当に一緒に

なって、この東西道路も取り組んでいただきた

い。今議会でもいろいろ火葬場問題、地滑りの

ところ、安里地区の火葬場問題のところも白紙

になりましたけれども、安里中央からこの地滑

り地域をトンネルで抜いて、若南西に抜く、そ

れから宜野湾市の330、上原に上げる。その計

画でも以外と勾配がなくて、いい計画だと思う

んですけれども、この火葬場計画が白紙になり

ましたので、そういう計画も、ぜひ頭に置いて、

この東西道路を考えていただけないものかどう

か、答弁をお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 今の御質問は、本当にもう数度にわたって、

国や県と交渉している案件でございます。議員

おっしゃるとおり普天間飛行場の移設問題との

絡みがあるものですから、であれば移設後に普

天間飛行場内の道路は通るという形にして、そ

れまでできるところまでできないかというよう

な話になども、具体的な話などもやってはいる

のですけれども、なかなか遅々として進まない

というのが現状でございます。普天間飛行場も

今、政府は５年以内の返還という話もしていま

すので、それに向けて、もし可能であればその

辺の話もしながら、何度も何度もやはりこれは

足を運んでやらなくてはならない案件だなとは

思ってはおります。今のトンネルでの施工のや

り方にも含めて、施工のやり方はいろいろある

と思いますけれども、トンネルの話もよく出ま

す。そういう意味ではこれからまだまだ諦めず

にやっていこうと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 ぜひ進めていただきた

いと思います。 

 それでは次に移りたいと思います。補助金で

す。今回、この補助金は今回の安心こども基金

２億5,000万円ですか、その予算の件ですけれ

ども、ぜひ本議会でも前に話しましたけれども、

こういった施設をつくるときに、私は反対では

ありません。大賛成であります。しかし、この

中身で村がそういうふうに議会でも予算を諮り

ますし、その中身において、この保育士問題、

今国でも取り上げられて給料の問題が取り上げ

られて、保育士の不足も問題になっています。

しかし、まだ臨時職員が各認可園に多いんです

よ。村の吉の浦保育園もしかりですけれども、

多いです。これからは正職にぜひ一人でも、二

人でも多めの設定。これは基準内をクリアして

いると思います。しかしそうではなくて、基準

内以上に、ぜひ認可園として取り組んでいただ

けないかなと、そういう指導ができるのかどう

なのか、だけ。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 確かに認可保育園の中の職員を見てみました

ら、臨時職員のほうが正職員を上回っている状

況であります。県と私たち中城村は正職員を

60％以上にするようにという指導を行っていま

すが、法的な根拠がなく指導ということになり

ます。平成25年度よりは平成26年度、平成26年

度よりは平成27年度と少しずつではありますが、

正職員の数は各施設もふえてきている状況では

あります。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 ぜひこういった協力を

ぜひお願いして、まだ各園60％に届いていない
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と私は思っております。ぜひ正職がふえる中で、

やはり仕事がちゃんと安定した中で安心して仕

事ができると思います。 

 最後に貧困対策ですね、今議会ほとんどの皆

さん、多くの皆さんからの質問にありましたけ

れども、この貧困対策は本当にこれから繊細に

取り組んでいくべきものだと思っておりますの

で、ぜひ子供たちに差しさわりがないように取

り組んでいただきたい。１つだけちょっと教育

長に伺いたいと思います。教育長就任のときに

教育格差は経済的な面で格差が出るのかという

質問を最初に質問をしたと思います。それで教

育長も４年になりますけれども、どういった取

り組みとか、そういうまた経済格差が貧困につ

ながっていくものだと思っていますけれども、

そういう教育委員会で取り組んだことだけ教え

ていただきたい。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 

○教育長 呉屋之雄 お答えします。 

 教育総務課の貧困対策事業としましては、高

等学校進学率の向上、学力向上を目的に中学校

に学校支援員２人を配置いたします。授業の内

容としましては、授業中の生活指導（教室に入

らない生徒の指導、放課後の学習支援）が学力

向上指導員とともに学習指導を行う予定であり

ます。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 ぜひ、またきょう言っ

たことはぜひ早目の取り組みをお願いします。

ぜひ庁舎建設に関しては早目の取り組みを希望

いたしまして、一般質問を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で、金城 章議員の

一般質問を終わります。 

 10分間休憩します。 

休 憩（１４時２０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 続いて、新垣貞則議員の一般質問を許します。 

○６番 新垣貞則議員 それでは通告書に基づ

いて、新垣貞則一般質問を行います。 

 大枠１番です。久場地区第１児童公園の施設

整備について。①野球場バックネット・遊具な

どの施設整備について。②バスケットボール半

コートの設置について。③「公園長寿命化対策

事業」での取り組みについて。 

 大枠２番です。子どもの貧困対策について。

①子どもの貧困率とは。②子どもの貧困支援の

推進に関する法律の基本理念は。③就学援助制

度とは。④子どもの貧困対策についてです。 

 大枠３番です。吉の浦公園を活用して村民の

スポーツ人口を普及するビジョンは。①キャン

プ誘致しての効果（中城村へのメリット・デメ

リットは。）②一括交付金を活用して本村のス

ポーツ振興を図る取り組みは。③吉の浦公園を

子供からお年寄りまで憩える施設にするための

ビジョンは。以上、簡潔な答弁をお願いします。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 それでは新垣貞則議員の御

質問にお答えをいたします。 

 大枠１番につきましては、都市建設課。 

 大枠２番につきましては、福祉課と教育委員

会。 

 大枠３番につきましては、企業立地・観光推

進課と教育委員会のほうでお答えをさせていた

だきます。 

 私のほうでは、本議会でも幾つか取り沙汰さ

れております子どもの貧困についてですが、議

会答弁でもやりましたけれども、最重要課題と

して、この子どもの貧困問題には取り組んでい

こうということで、庁内一致してこの案件に取

り組む所存でございます。議員の皆様方の協力

も得ながら中城村の子供たちがしっかりと将来

を担えるような環境づくりに邁進していきたい

なと思っております。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 教育長 呉屋之雄。 



― 275 ― 

○教育長 呉屋之雄 新垣貞則議員の大枠２の

③と大枠３の②について、私から答えます。 

 大枠３の③については、生涯学習課長から答

えさせます。 

 大枠２の③学校教育法第19条「経済的理由に

よって、就学困難と認められる児童・生徒の保

護者に対して、市町村は必要な援助を与えなけ

ればならない。」と規定されております。 

 大枠３の②これまで一括交付金を活用しクラ

ブハウス、体育館内のシャワー・トイレの整備、

陸上競技場の芝生管理等を行ってまいりました。

今後も一括交付金を活用しながら施設の充実を

図るとともに、各種育成団体との連携を図りな

がら各種スポーツ教室等を開催し、スポーツの

振興に努めたいと考えております。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 大枠１の①から③

について、お答えします。 

 ①について。野球のバックネットに関しては、

支柱の腐食が激しく、転倒等重大な事故につな

がるため、先週、撤去を終えています。二、三

年前までは、地域の少年野球チームが練習して

いましたが、現在はそのような利用もない状況

ですので、利用上、必要であれば、本格的な

バックネットとはいかないまでも、移動式の

ネットやフェンス等の代替で設置を考えていま

す。遊具に関しては、現在新設は財政的にも厳

しい状況であり、現在あるものを修繕等で対応

していきたいと思います。 

 ②について。委員のこの質問は初めて聞きま

した。現在バスケットボール施設は１カ所あり

ますので、今後、コートの新設計画としては予

定はしておりません。 

 ③について。公園長寿命化対策事業は、一件

当たり3,000万円以上が対象となるため、小規

模な物に関しては、現状通り、維持管理の範囲

において、修繕してまいります。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 新垣貞則議員の質問に

お答えします。 

 大枠２番の①子供の貧困率とは。国民一人一

人の所得を試算し順番に並べた場合に、真ん中

の人の所得の半分にも届かない人で、一般的な

水準の半分も満たない水準で暮らしていること

です。国の子供の貧困率が16.3％（６人に１

人）。県の子供の貧困率が29.9％（３人に１人）

となっています。 

 ②基本理念として。１.子供の貧困対策は、

子供などに対する教育の支援、生活の支援、就

労の支援、経済的支援等の施策を、子供の将来

がその生まれ育った環境によって左右されるこ

とのない社会を実現することを旨として講ずる

ことです。２.子供の貧困対策は、国及び地方

公共団体の関係機関相互の密接な連携の下に、

関連分野における総合的な取り組みとして行わ

れなければならないことであります。④本村も

「子供貧困対策連絡会議」を３月16日に行って

おります。子供支援嘱託員を配置し、子供の貧

困の現状把握に努め、学校や地域及び関係機関

との情報共有により本村の実態を把握に努めま

す。必要に応じて子供の支援につなげていきた

いと思います。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 新垣貞

則議員の大枠３の①の御質問にお答えしたいと

思います。 

 キャンプ誘致効果の中城村へのメリット、デ

メリットというのは、前からもお話していると

おり、数字ではなかなか示すことは困難であり

ます。キャンプ誘致の方向性を述べながら答弁

したいと思っております。沖縄県は、日本で唯

一の亜熱帯気候性に恵まれ、年間を通して温暖

な気候により、数多くのスポーツキャンプが行

われている現状であります。ここ中城村のごさ

まる陸上競技場においては、平成22年度にト
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ラックを全天候型、フィールドはサッカー競技

仕様に改装したことで平成25年度から、Ｊリー

グのサッカーキャンプが実施されるようになり

ました。スポーツキャンプの効果は、中城村に

連日村民はもとより、県内外からの見学者が訪

れて来ております。また、マスメディアによる

キャンプの様子を地元及び全国に放映されたと

いうこともありまして、平成27年度のキャンプ

期間中に訪れた見学者は、１万8,000人余に

上っております。さらにレンタカー数も474台

にふえており、中城村の観光振興や地域活性化

に寄与しているものと考えております。さらに、

スポーツ選手を普段テレビ等でしか見られない

ことが、中城村でキャンプを行うことによって

身近に見られるということもあり、子供たちに

夢が広がる事業ではないかと思っております。

ちなみに、今年１月、中城中学校サッカー部が

沖縄県中学校（Ｕ－14）サッカー大会において、

これは83チームが参加しておりますが、ベスト

８になりました。中城村からプロ野球選手も誕

生しております。将来の話で申しわけございま

せんが、中城村から「Ｊリーガーの誕生」、そ

れからオリンピック選手が誕生することも夢で

はないような気がいたしております。以上でご

ざいます。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 お

答えいたします。 

 議員がおっしゃいますビジョンとありますけ

れども、ビジョンいわゆる構想・理想ですかね、

生涯学習の計画について、お答えいたします。 

 これまでも吉の浦公園は、子供から高齢者ま

での幅広い年齢層の方々に活用されております。

一般の利用者を初め、各団体、サークルでの活

用やグラウンドゴルフ、ゲートボール大会、子

供たちの遠足など利用はさまざまであります。

今後も健康・体力づくりのためや運動やスポー

ツの場として利用を図りながら、施設の充実化

や各種団体との連携した各種スポーツ教室の開

催など、誰もが、いつでも、気軽に運動・ス

ポーツを行える環境づくりに取り込むことで、

村民皆が憩える公共施設となるように努めてい

きたいと思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 それでは大枠１番から

再質問をしたいと思います。 

 久場地区の児童公園は、久場区民の憩いの場

で子供たちの遊び場の施設です。都市公園事業

におけるストックマネージメント、長寿命化計

画とありますが、どういう意味ですか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 ストックとは財産。つまり公園やその施設そ

のものであります。マネージメントは運用。つ

まりストックマネージメントは公園運用という

言葉で考えてください。公園のストックマネー

ジメントを行う上で、維持管理の方針を明確化

し、対策の時期、内容を最も低いコストで実施

するために整理するのが、長寿命化計画です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 今、都市建設課長から

ありましたように、公園の施設の維持管理にお

いて、子供を初め、利用者の安全確保を最優先

する場合も多く、このような施設については、

より厳密な施設の安全性や機能が失われないよ

うに予防していくことが求められます。ストッ

クマネージメントにおける公園施設の分類に劣

化や損傷を未然に防止しながら、長持ちさせる

べき施設。機能しなくなった段階で取りかえる

施設に分類されます。先ほど都市建設課長から

ありましたがバックネットも老朽化して、危険

ですので、取りかえられてやっています。早急

な対応、大変御苦労さまでした。それで久場自

治会長から久場第１児童公園バックネット取り

かえまたは修繕依頼の文書で要請がありました。
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その対応についての回答はどのように答弁なさ

れましたか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 去年、久場の自治会からバックネットの撤去

等の話、それと新設ということがありましたけ

れども、自治会のほうにはバックネットは老朽

化が進みつつありますので、これは撤去します

という約束はしました。ただ新設については、

地域の方々からも今野球していない状況がある

ものですから、もう簡易的なバックネットを置

いてやっていこうかなと思っています。そうい

ふうに久場自治会長とは話はしています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 公園管理者は公園にお

ける遊具の安全確保に関する指針などに基づき、

施設の安全確保のために必要となる点検、消耗

品の交換や施設の更新などを含めた維持管理が

行われる必要があります。久場児童公園の遊具

は子供たちの遊び場と親子の絆の場所でありま

す。国土交通省公園施設長寿命化計画策定事業

補助金として、遊具の補助額は幾らですか。そ

れと補助率はどのようになっていますか。遊具

は老朽化していますので、そういう計画はない

でしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 遊具は消耗品・部材等の修繕は通常の維持管

理の範囲で対応していきます。ただし、工具・

部材の損傷と維持管理での修繕ができない場合

は撤去することになります。久場１号公園のよ

うな街区公園、小規模な公園については、公園

事業の補助がないことと、長寿命化による補助

は3,000万円以上の案件に限られることや直近

の会計検査においても既存の施設の更新につい

ては、厳しく指摘を受けております。新規の遊

具施設に関しての整備は厳しいと考えています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 児童公園は区民の集ま

る場所で親子と子供たちの憩いの場です。そう

いうことでそういった取り組みをぜひ考えても

らいたいなと思っています。そういった補助メ

ニューとか、多分探せばあると思いますので、

そこもまた調査しながらやってください。私が

聞いているのは、バスケットコートは設置でき

ますかねということです。なぜかと言ったら、

新都心とか、公園の中ではバスケットボールが

設置されていますけれども、この中で設置され

ますかねということの質問です。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 公園長寿命化事業では、もともとある施設、

遊具の公園長寿命化計画の補助はありますけれ

ども、新設の補助事業は公園事業では該当しな

いです。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 久場ＰＴＡ会長からの

児童公園、バスケットボールがあったら小学生、

中学生のスリーワンバスケットボール交流大会

をやりたいとか要請があります。それで昔は公

民館にバスケットボールコートがあり、そこで

中学生、高校生、青年会と一緒にバスケット

ボールをやって、その結果、中城中学校が沖縄

一になり、輝かしい伝統を残しました。そこか

らお互い同士のコミュニティが養われていまし

た。村のほうでそういった施設でバスケット

ボールコートができるんだったら、そこから村

づくりが発展すると思いますので、そういった

こともそういったメニューがあるんだったら、

昔の先輩方はそこで交流を深めてバスケットを

通しながら地域づくりをやっていますので、そ

ういったメニューも考えたほうがより具体的に

子供から小学生、中学生がみんな遊びますので、

そこが部落、地域の発展につながりますので、

そういったメニューも探してもらいたいなと

思っています。それと地方公共団体などにより
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長寿命化計画に基づいて、都市公園の計画的な

維持管理の取り組みを支援するため、公園施設

の長寿命化計画に関する基本的な考え方、計画

策定の手順及び内容を具体的に示した公園施設

長寿命化計画策定指針案を作成するとあります

が、久場第１児童公園はどういった策定を考え

ていますか。 

○議長 與那覇朝輝 都市建設課長 新垣 正。 

○都市建設課長 新垣 正 お答えします。 

 現在、平成29年度の公園長寿命化計画の中で

６カ所遊具の申請を今、県のほうに行っている

最中です。ただ先ほども答弁しましたけれども、

あくまでもある施設を撤去して公園長寿命化計

画にのっかってやっていきますので、それと補

助率が２分の１、50％補助なものですから、

3,000万円あるとすれば、1,500万円の単費が出

ます。これは財政的にも担保を取られますので、

その辺の担保なしには新規の事業は厳しいかな

と思っています。いずれにしろ、ことしでこの

遊具がどうなるか、ことしいっぱいで決定する

運びになっています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 3,000万円のお金を

使って、できない部分がありまして先ほどおっ

しゃった維持管理の遊具をちょっと調べて、木

で腐食していますので、危険性もあるものです

から、撤去ではなくて児童公園というのは、子

供たちの遊び場ですので、遊具がないとだめで

すので、そこをまた撤去したら、修繕でもよろ

しいですので、そういった計画をぜひつくって

もらいたいなと思います。それで公園管理費は

今後、久場自治会と調整をしながらバックネッ

トの問題、それから遊具の問題、バスケットの

コートの施設の問題とかありますので、そこら

辺またそういった計画の策定の中で一緒に調整

をしながら進めてください。 

 次、大枠２番ですね。子供の貧困対策につい

て、①から④まで一括で質問します。 

 全国では６人に１人の子供が貧困のもとで暮

らしており、さらに深刻なことに育児放棄を含

む児童虐待の対応件数は年間７万件に及んでい

ます。放課後、塾に行けない子供がいる一方で、

放課後は塾にも行けず、家に帰っても誰もいな

い子供たちもいます。塾に行ける子供とそうで

はない子供の学力の差が大きく異なってきてい

ます。貧困の子供たちは学校では周りの学年に

ついていけず、不登校になったり、自分自身の

自信を失い、将来の展望を失うケースもありま

す。そのために子供貧困対策は重要であります。

子供の貧困対策の推進に関する法律の基本理念

は先ほど福祉課長から答弁がありましたように、

４つの支援がありますので、①教育の支援、②

生活の支援、③保護者の就労の支援、④経済的

支援があります。この４つの支援について、お

伺いします。①教育の支援として、認定こども

園があります。認定こども園とは、どのような

施設ですか。そして本村には幾つありますか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 認定こども園とは、どういったものかという

ことですけれども、認定こども園とは就学前の

児童の教育、保育を提供する、いわば幼稚園と

保育所のよさを両方合わせ持った施設でありま

す。そこで都道府県から認定された施設になり

ます。中城村内には南上原に２施設ございます。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 沖縄県では子供貧困対

策の資料からですけれども、県では５施設あり

ますね。その中に中城村は中城村南幼稚園・保

育園ですね。それからクリスチャン教育セン

ター幼稚園、２施設あります。沖縄県の中で５

施設ある中で、２施設は中城村にありますので、

非常にすばらしいことだなと思っています。村

長を初め、課長、職員の努力に敬意を表します。
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この認定こども園の施設は父子家庭、母子家庭

や所得の低い親に対しての保険料の減免などが

ありますか。もし保険料の減免の措置がない場

合は減免する考えはありますか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１４時５８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１４時５８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えい

たします。 

 認定こども園の保育料は減免制度ではなくて、

所得に応じて、その保育料を決めていきます。

ですから所得の低い方は低い保育料となってい

きます。このような制度でございます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 次に、就学援助制度に

ついて質問します。 

 準要保護の小学生、中学生に対し、衛生日用

品の学校用品代、給食費、その補助額は国基準

額75％から平成28年度は国基準額に拡充し、支

給しています。本村は先ほど村長から答弁があ

りましたように貧困対策に非常に前向きに取り

組んでおります。それで準用保護者からの皆さ

んからも大変喜ばれています。次に平成28年度

の各学校の要保護、準用保護者は何名いますか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えいたします

けれども、平成28年度ということがありますけ

れども、平成28年度はこれからまた申請になり

ますので、平成27年度でお答えしたいと思いま

す。平成27年度のまず要保護世帯は中学校で３

名、小学校で２名、計５名となっています。準

要保護の世帯は中学校で65名、小学校で106名、

合わせて171名となっています。その中で給食

費の未納者ですけれども、１月末現在で中学校

16名、小学校16名となっています。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 平成27年度各学校の要

保護、準用保護以外の一般の保護者の給食費の

未納者は小学生何名、中学生何名、合計何名い

ますか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えし

ます。 

 準用保護、要保護以外の方々の未納でありま

すけれども、１月末現在で中学校108名、小学

校176名、計284名の未納者がいらっしゃいます。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 今の教育総務課長から

の答弁にありましたように一般の保護者の給食

費未納者は284名います。保護者には給食費、

学校用品代を補助する就学援助制度を知らない

人が多いのでは。さらに申請書類は窓口担当者

自身が書類の行政用語は一般の人に読みにくい

と思うと漏らすほどであります。中学校の先生

が世間体を気にして申請しない人もいると。本

村の要保護、準用保護の申請はどのようになっ

ていますか。そして年何回実施していますか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えいたします。 

 要保護、準用保護の申請は各児童・生徒に説

明書を配付しまして、学校か教育委員会で申請

書を受け取ります。申請書を受け取りますと、

学校に申請することとなっております。申請は

最初は６月末で受け付けいたします。その後は、

随時受け付けをしております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 先ほど教育総務課長か

らの答弁がありましたように、申請は学校の事

務室にて行っています。それで私が聞きたいの

は、年１回なのか、年２回なのかというのが

ちょっと聞きたいです。それをちょっと答弁お

願いしていいですか。 
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○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 お答えいたします。 

 最初１回は６月に受け付けしております。そ

の後は随時受付しております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 那覇市の例なんですけ

れども、就学援助制度を多くの人に申請しやす

くするため、提出先は学校の事務室と教育委員

会窓口に提出しています。４月に申請できな

かった人のために、10月にも那覇市は申請を受

け付けています。教育委員会窓口に那覇市は提

出をやっています。なぜかと言ったら、学校で

申請ができない親もいるものですから、そう

いった意味で那覇市のほうは教育委員会の窓口

にも提出していますけれども、本村は貧困対策

について、そういった取り入れる考えはないで

しょうか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えし

ます。 

 現在の申請書の中に学校の意見を聞くという

ことがあります。それで学校に提出してもらっ

て、学校の意見を記入してもらってそれから教

育委員会が受け取るということになっておりま

すので、現在は学校のほうに提出となっており

ます。申請書のあり方について、これから検討

はしていきたいと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 税務課長に伺います。

先ほど給食未納者284名、この世帯の総所得証

明を調べて、村民らが非課税の方を調べること

は可能ですか。そして子供の貧困率として、平

均的な所得の半分を下回る世帯で暮らす18歳未

満の割合の貧困率のデータを出すことは可能で

しょうか。 

○議長 與那覇朝輝 税務課長 稲嶺盛昌。 

○税務課長 稲嶺盛昌 それではお答えいたし

ます。 

 ただいま議員の御質問はおおむね２点だと確

認いたします。まず給食費未納者の世帯の方々

の村民税が非課税かどうかということでありま

すが、まず個人村民税に関しましては個人個人

お一人お一人の課税かどうかというのは、すぐ

調べることができます。しかしながら各世帯の

この世帯が非課税世帯かどうかというのは、こ

の世帯ごとのおのおの個人個人のお父さんで

あったり、お母さんであったりおのおのの税情

報を非課税かどうかを確認しないといけないた

めに、一定の時間を要するものと考えます。あ

と１点は、子供の貧困率としての平均的な所得

を下回る世帯で18歳未満がどれぐらいいるかと

いうデータができるかという御質問ですが、子

供の貧困率の定義というものは先ほど福祉課長

から御説明があったとおりでありまして、その

統計のとり方につきましては、ちょっと数字の

とり方で全国的にもいろいろあるかと思います

が、ただいま税務課において、その持っている

データの中でこの18歳未満を特定するとか、先

ほど申したように、その世帯が非課税かである

かというのを一定の抽出条件をつけてやるとい

うことはちょっと現実的には厳しいかと考えて

おります。ただし、システム上いろいろな例え

ば各校区ごととか、津覇小学校、中城小学校と

かいろいろな抽出条件を入れていくと、そう

いったのは後々、将来的に事業の種類によって

も可能かと考えております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 給食費未納者284名の

世帯の家庭は非課税世帯に該当するかもしれま

せん。生活に困って給食費が払えないのか、実

態を調査することによって、就学援助制度に該

当する人もいると思いますので、調査分析をし

てください。一生懸命働いても給食費や学校品

代や制服の購入費が出せない家庭もあります。

就学援助制度がないと通常の義務教育も受けら

れない。義務教育は子供の可能性や尊厳を守る
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基本としてのどの子にも保障されなければなら

ない。子供が遠慮や引け目を感じなくて済むよ

うな仕組みが必要です。だから就学援助制度を

充実させることによって、子供の貧困対策につ

ながりますので、そういうことで調査研究をよ

ろしくお願いします。 

 次に県の子供貧困対策支援員の配置事業とし

て、中城中学校に２人配置します。小学校でも

いじめ、不登校の問題を解決するために県の子

供貧困対策支援配置事業を活用して支援員を配

置する考えはないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課長 名幸 孝。 

○教育総務課長 名幸 孝 それではお答えし

ます。 

 中学校に次年度から学校支援員として２名配

置いたします。どういったことをやるかといい

ますと、沖縄県は中学校の学力が低いためにこ

の貧困対策事業に高校の進学率アップと学力向

上を目的とした事業も加味されております。そ

こで中城村では授業中における教室に入らない

子供たちの指導、放課後の学習指導を主体とし

て、この学校支援員を配置していきたいと思っ

ております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 子供貧困対策支援員が

子供の貧困に関する各地域の現状を把握し、学

校や学習支援、施設、居場所づくりを行うＮＰ

Ｏなどの関係機関との情報共有や子供支援につ

ながるための調整をし、居場所づくりの準備を

行っています。那覇市は子供の居場所の運営支

援事業として、不登校、引きこもり支援、就労

支援などを実施する団体への業務委託金や補助

金を交付して居場所を運営しています。どう

いった内容かと申しますと、学習塾と業務委託

契約を交わして、子供の学習支援に努めていま

す。本村も取り入れるべきではないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 教育総務課主幹 伊波正

明。 

○教育総務課主幹 伊波正明 ただいまの質問

に中学校の部分でお答えします。 

 村では一括交付金の事業として放課後パワー

アップ事業ということで中学校へ学力向上支援

員を３名配置しております。その中で保護者に

向けて募集を行い、希望者は全てこの放課後の

学習教室に参加できると、つまり無料塾に準ず

るものが既にあるものと捉えております。以上

です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 子供たちが貧困という

ことがあるものですから、学校では少しレッテ

ルが張られているということで、学校の中で貧

困対策という学習支援ができないから、那覇市

は塾との業務委託契約を結んでいるんです。子

供たちが貧困対策ということで、集まって10名

ぐらい学校の中で勉強したらレッテルが張られ

るということで、そういうわけで那覇市は塾と

の業務契約をやっていますので、これも本村に

適用できるか、できないかはわかりませんので、

一応調査してまずはできるものだったらそう

いった業務委託契約をしながら、この子供たち

の貧困対策の子供たちに学習支援を取り入れた

らどうかなという思いですので、一応参考に

やってください。 

 次に生活支援について伺います。子供貧困対

策として、子育て支援コーディネーターを配置

しますが、どういった対策をするつもりですか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 福祉課のほうに配置する子供支援専門嘱託員

としてお答えします。 

 専門嘱託員は、子供の貧困の現状把握に努め、

学校や地域及び関係機関との情報共有により、

本村の実態を把握します。対象である子供を教

育委員会が実施する学習支援、食事の提供、生

活の指導につなげていくことであります。周り

の子供たちから貧困と悟られないように気をつ
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けながら支援していきたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 子育て支援コーディ

ネーターに求められているのが妊婦健診や乳幼

児健診、こんにちは赤ちゃん事業、乳児家庭全

戸訪問などの既存の事業でそういった課題が掘

り起こせるかが、家庭の課題等を見抜く力と丁

重なかかわりが支援側に求められています。子

育て支援コーディネーターのそういったのを少

し参考にしながらこういった事業を進めてくだ

さい。それで保護者への就労支援ということで、

ひとり親世帯の親に対して、仕事に有利な資格、

取得のための授業費用や養成期間、就業中の生

活費の助成及び就職への入学準備や資格取得後

の就職準備に要する費用の貸し付けとして、自

立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付

金、ひとり親家庭高等職業訓練貸付金事業など

の就労事業がありますけれども、そういった事

業はどういった内容でしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 就労準備支援事業としまして、県のほうで

行っていますが、社会とのかかわりに不安があ

る。ほかの人とのコミュニケーションがうまく

とれず、直ちに就職につけない方々に６カ月か

ら１年間のプログラムに沿って就労支援に向け

た基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就

労機会の提供を行うことであります。中城村は

社会福祉協議会に生活困窮者支援事業を委託し

ておりまして、現在、２月までに300件の相談

が寄せられています。そのうち生活困窮に関す

る相談が117件、必要に応じてフードバンクや

緊急物資の支援、法外援護金の支給ということ

を実施しています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 就職の困難者、それか

ら生活困窮者、生活保護受給者及び準用保護に

対しての就労支援として中城村就職・生活支援

パーソナル・サポート・センター（仮称）です。

それを設置して、人材は子育て支援を充てて、

自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就

労訓練事業、一時生活支援事業、生活困窮世帯

の子供の学習支援などに充てたら貧困対策につ

ながると思います。中城村就職・生活支援パー

ソナル・サポート・センター（仮称）です。そ

ういったものを設置する考えはないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 中城村就職・生活支援

パーソナル・サポート・センターは、中部福祉

事務所が管轄となっており、中部の町村は福祉

事務所が窓口であります。現在、先ほども述べ

ましたとおり社会福祉協議会に事業を委託して

おり、生活困窮者に関する相談が117件、その

うち６件はパーソナル・サポート・センターの

ほうへつないで支援を行っています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 今、福祉課長から答弁

がありましたように、那覇市とか沖縄市とかそ

ういった大きいところがこういったのをやって

います。支援員を配置してできないものかなと

いう提案です。こういったものができたら少し

貧困対策の親たちの就職につながるんじゃない

かなと思っていますので、今おっしゃっている

のは那覇市とか沖縄市がやっています。中城村

でもそういったものができたらちょっと就職に

つながるじゃないかなということですので、そ

れで秋吉春子氏、シングルマザーのフォーラム

おきなわ代表の談話にひとり親世帯の貧困率を

確実に下げることができる施策として、４カ月

に支給されている児童手当を毎月に支給するこ

とが上げられています。調査で家賃の支払いを

滞納している世帯は４世帯中１世帯にも上がっ

た。就労収入が低く、児童手当で何とか暮らし

ているのに、４カ月に一度の支給ではそれ以外

の３カ月はひとすら我慢している。支給月は一

気に滞納を支払うことの繰り返しで、毎月の家
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計管理に苦しむ現状である。毎月の支給の実施

に向けて検討してほしいという談話がありまし

た。本村は毎月の支払いの取り組みは可能で

しょうか。 

○議長 與那覇朝輝 福祉課長 仲松範三。 

○福祉課長 仲松範三 お答えします。 

 児童手当は国の制度であります。児童手当法

の中で支給月は２月、６月、10月とうたわれて

いますので、各月の支給は困難だと思います。

県のほうに問い合わせはしてみたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 あくまでもそういった

困っている親からの提言です。そういった形で

困っている人たちの実際にやっている人たちの

提言ですので、それも先ほど福祉課長からあり

ましたように県と調整して、村が県を動かす。

村が国を動かすかもしれませんので、一応はそ

ういった提案です。これも参考になされてくだ

さい。貧困とは、経済的な貧しさと孤立による

困難があわせられる言葉です。貧しさを学校や

地域が解消することは正直なところ難しい。こ

れは社会や制度で手を入れていかないといけな

い。しかし、困っていることは学校や地域の力

で解決することが可能であります。憲法第26条

に全て国民は法律の定めるところに、その能力

に応じて等しく教育を受ける権利を有するとあ

ります。そして、子供貧困対策の推進法の第１

条目的に、子供の将来が生まれ育った環境に

よって左右されることがないよう、貧困の状況

にある子供たちが健やかに育成される環境を整

備するとあります。貧困対策として、先ほど

言った教育支援、生活支援、保護者の就労支援、

経済的支援などを行政、学校、家庭、それから

福祉、地域が一丸となって取り組むことによっ

て、一歩一歩子供貧困対策につながると思いま

すので、そういうことで今後、今からのスター

トですので、少しみんなで課題を見つけて貧困

対策に取り組んでいきましょう。 

 次、大枠３番にいきます。吉の浦公園を活用

しての村民のスポーツ人口を普及するビジョン。

キャンプ誘致の効果ということで、メリット、

デメリットです。Ｕ－14九州中学校交歓サッ

カー大会に出て、中城中学校が準優勝しました。

すばらしい結果だと思います。サッカーキャン

プを誘致しての効果が表れて、そして去年から

高江洲先生というサッカー専門の先生が来てい

る。そういった指導力もあったおかげだなと

思っています。それで先ほど企業立地・推進課

長からありましたように将来的にはＪリーグの

選手を育成したいというすばらしい夢だなと

思っています。それで、中城中学校の生徒たち

が将来、プロサッカー選手になるためにサッ

カーを誘致した監督や選手からサッカー教室、

講演会などを開催する。名古屋グランパス春季

キャンプ記念講演会が３月10日南風原町立中央

公民館で名古屋グランパス社長の久米一正氏の

講演会が開催されました。選手は常に注目され、

子供たちの夢を裏切らない存在であるべきとし、

挨拶や身だしなみなどの規律こそが重要だとし

た。プロ選手こそ言いわけをせず、自分自身に

負けない精神を持つことが重要と説明する。南

風原町に感謝するとともに、2016年のシーズン

の飛躍を誓った。本村もプロ選手からのサッ

カー教室とか、こういった講演会を開催するこ

とはできないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 企業立地・観光推進課長 

屋良朝次。 

○企業立地・観光推進課長 屋良朝次 ではお

答えしたいと思います。 

 サッカー教室やキャンプ誘致した監督の講演

ということですが、本村においては平成25年度

からサッカーキャンプを実施しております。今

年で３年目になります。この間、本村の小学生

チーム、ＦＣ護佐丸クラブというのがあります。

それから中城中学校サッカー部もあります。そ

ういうチームを対象にサッカー教室やトレーニ
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ングマッチにおいてのお手伝い、それから握手

会、写真撮影会など中城村でしかできない地域

特性というんですか、フレンドリー的に我々の

ほうは選手と子供たちが触れ合っているという

ことは今までやって来ておりますので、これか

らも続けていきたいと思います。ただ講演会に

ついては、御検討させていただきたいと思いま

す。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 サッカーキャンプ期間

中、サッカーの練習を終えたら午後５時から午

後５時半ごろにはごさまる陸上競技場の正面は

鍵をかけて村民が利用できないようにしていま

す。陸上競技場は午後５時から中城中学校陸上

部や小学生の陸上クラブが練習をやっています。

それで大人の皆さんも仕事を終えてからジョギ

ングや陸上練習をやっています。なぜごさまる

陸上競技場の正面の鍵を閉めるのか、理由を説

明してください。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 お

答えいたします。 

 この件については、正面スタンドの正面がメ

インゲートですか、そこの扉だと思います。当

然、公園を管理する者としては開放ではありま

すけれども、やはり門は閉めておかないといけ

ません。というのは、そこに例えば不審者が入

るとか、バイク等が入ると困ります。ですから

今後、管理棟の１カ所は開放してもらって、そ

こからトラック内に誘導したいと思っています。

毎日、ほとんど中学校のサッカー部、そして陸

上部が使っていますので、それに関しては、

しっかりまた調整して、その場所から入るよう

ということで、指示したいと思います。それと

同時に一般の皆さんにもいわゆる掲示ですね、

開放で使ってもいいんですけれども、管理棟側

から入ってくださいということで誘導したいと

思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 ②のほうに行きたいと

思います。一括交付金を活用しての本村のス

ポーツ振興を図る取り組みです。教育長に伺い

ますので、一括交付金を活用して、棒高飛びの

マットを整備し、練習したおかげで中城中学校

の島袋 滴君が九州中学校陸上競技大会におい

て、九州で３位の成績をおさめました。高校生

では新垣大志君、浦添工業３年生、津覇出身で

す。彼も棒高跳びでチャンピオンです。またご

さまる陸上競技場を整備したおかげで、山内り

やさん、中城中学校３年生が100メートルで沖

縄１位になりました。上原忠雄先生、現在、本

土の実業団大学生を沖縄合宿へ斡旋している先

生が吉の浦公園ウオーキングコース1,200メー

トル、600メートルの全天候型コースにしたら、

大学生、実業団の陸上部も合宿可能だと約束し

てくれました。サッカーキャンプ期間中はごさ

まる陸上競技場が利用できない場合は、中城村

の子供たちは全天候型のコースの練習ができま

す。将来の中城村を背負う子供たちの競技力の

向上を図る意味からも一括交付金を活用して吉

の浦公園1,200メートル、600メートルウオーキ

ングコース全天候型コースにする考えはないで

しょうか。 

○議長 與那覇朝輝 生涯学習課長兼生涯学習

係長 新垣一弘。 

○生涯学習課長兼生涯学習係長 新垣一弘 お

答えいたします。 

 これまでも先ほどの答弁にもしましたように、

今まで施設、そして野球場の照明灯を一括交付

金を使って整備をしてまいりました。現在、ウ

オーキングコースということで、今質問されて

いますけれども、12月の議会でしたか、その時

点でもその質問はあったと思います。その中で

恐らく一括交付金ですから、目的合致ですか、

それも十分精査して合致するのであればその道
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もあるし、そしてまたその中でお互い財政的に

これが負担がかからないように村としてもこれ

は順序というのがあります。どれからやってい

くのか、やはり教育委員会としては、ウオーキ

ングコース、それも必要だと思います。順次

追って検討したいと思います。 

 それとあと１点ですけれども、今、全体的に

吉の浦公園に関しては、建物、東屋、そういう

のが老朽化しまして、建てかえの時期に来てい

るのではないかと私は思っています。それも十

分に含めて検討させていただきます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 ③ですね。吉の浦公園

は、子供からお年寄りまで憩える施設にするた

めのビジョンです。一括交付金を活用してキャ

ンプ誘致して、施設を整備する。施設を整備し

たら村民のスポーツ普及振興を図る。新都心や

県総合運動公園、全天候型ウオーキングコース

ではたくさんの人がウオーキングやジョギング

を楽しんでいます。吉の浦公園もウオーキング

コースを全天候型にすると中城中学校陸上部だ

けではなく、各部部活動の生徒たちの競技力の

向上にもつながることは間違いなしです。小学

生も同じだと思います。高齢者の方々は、膝の

負担も軽くなり、ウオーキングやジョギングを

する人がふえると村民の健康増進が図られると

思います。人間で一番大切なのは健康です。健

康で生き生きと暮らせるほどすばらしい宝物は

ないと思います。 

 それで最後に、村長に伺います。一括交付金

を活用して健康村中城村、村長の施政方針、住

みたい村、住みよい村、住み続けたい村づくり

に邁進できると思います。健康づくり、住みた

い村づくりのために、いつでも誰もが手軽にで

きるウオーキングコースを全天候型コースにす

る考えはないでしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 村長 浜田京介。 

○村長 浜田京介 お答えいたします。 

 気持ちは十分伝わっております。今までも

キャンプ誘致に係るいろいろなスポーツ振興、

スポーツ施設の整備をやってまいりました。そ

れが結果的に村民の健康増進につながっている

という事実が現にありますので、今議員がおっ

しゃるように端的にジョギングコースを取り上

げて、そこを整備するということになると、や

はり一括交付金の対象にはならないのかなと単

純に思います。その延長線上でスポーツの振興、

キャンプ誘致も含めたスポーツの振興の結果、

ジョギングコースの全天候型につながって、そ

れで村民の健康増進につながるという。いうな

れば道筋的な部分をこれから十分検討していく

価値はあると思っております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 吉の浦公園のウオーキ

ングコースを全天候型にすることによって、た

くさんの村民が、ウオーキング、ジョギングを

なさいます。そうすることによって、「とよむ

中城村」につながり村民のスポーツ普及振興が

図られ、住み続けたい村づくりになります。村

民のための施設、村民が利用しやすい環境整備

をやる。城をつくったらそこに人を集めて、人

づくりをやらないといけません。人こそ大切。

人こそが中城村の未来をつくる、中城村のすば

らしい未来をつくるには人材育成なくして、中

城村の未来はなし。常に村民が住んでよかった、

住みたい村をつくるためには結の心が大切。ス

ポーツにはその力があります。「結の輪の中で

人が育つ」、「結の輪が人を育てる」この吉の浦

公園を子供からお年寄りまで、憩える施設にす

るためには、行政の皆さんの力が必要です。ぜ

ひ今後とも行政の皆さんと一緒に村民福祉のた

めに努めていきましょう。 

 最後に生涯学習課長には、長年の間、役場業

務にかかわり、生涯学習課長として社会、文化、

体育、生涯教育に御尽力なされたことに対して

敬意を表します。御苦労さまでした。また、退
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職後も健康には留意なされて、今後とも行政で

培った知識と経験を活用して、村民福祉のため

に頑張ってください。これで私の一般質問を終

わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣貞則議員の一

般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで散会いたします。御苦労さまで

した。 

  散 会（１５時３９分） 
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○議長 與那覇朝輝 おはようございます。こ

れより本日の会議を開きます。 

  （１０時００分） 

 日程第１ 議案第１号 中城村行政不服審査

会条例を議題とします。 

 本件について委員長報告を求めます。 

 総務常任委員長 新垣博正。 

○総務常任委員長 新垣博正 皆さん、おはよ

うございます。それでは読み上げて委員会審査

の報告を行います。 

 

平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

総務常任委員会 

 委員長 新 垣 博 正 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第１号 中城村行政不服審査会条例 原案可決 

 

 

○議長 與那覇朝輝 これで委員長報告を終わ

ります。 

 これから議案第１号 中城村行政不服審査会

条例の委員長報告に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第１号 中城村行政不服審査会

条例を採決いたします。 

 本案における委員長報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第１号 中城村行政不服審査

会条例は委員長報告のとおり可決されました。 

 日程第２ 議案第３号 中城村行政不服審査

法の規定による提出資料等の写し等の交付に係

る手数料に関する条例を議題とします。 

 本件について委員長報告を求めます。 

 総務常任委員長 新垣博正。 

○総務常任委員長 新垣博正  
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平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

総務常任委員会 

 委員長 新 垣 博 正 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第３号 
中城村行政不服審査法の規定による提出資料等

の写し等の交付に係る手数料に関する条例 
原案可決 

 

 

○議長 與那覇朝輝 これで委員長報告を終わ

ります。 

 これから議案第３号 中城村行政不服審査法

の規定による提出資料等の写し等の交付に係る

手数料に関する条例の委員長報告に対する質疑

を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第３号 中城村行政不服審査法

の規定による提出資料等の写し等の交付に係る

手数料に関する条例を採決いたします。 

 本案における委員長報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第３号 中城村行政不服審査

法の規定による提出資料等の写し等の交付に係

る手数料に関する条例は委員長報告のとおり可

決されました。 

 日程第３ 議案第14号 中城村護佐丸歴史資

料図書館の設置及び管理に関する条例を議題と

します。 

 本件について委員長報告を求めます。 

 文教社会常任委員長 新垣德正。 

○文教社会常任委員長 新垣德正 議案第14号

の審査の結果を読み上げて報告したいと思いま

す。 
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平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

文教社会常任委員会 

   委員長 新 垣 德 正 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第14号 
中城村護佐丸歴史資料図書館の設置及び管理に

関する条例 
原案可決 

 

 

○議長 與那覇朝輝 これで委員長報告を終わ

ります。 

 これから議案第14号 中城村護佐丸歴史資料

図書館の設置及び管理に関する条例の委員長報

告に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第14号 中城村護佐丸歴史資料

図書館の設置及び管理に関する条例を採決いた

します。 

 本案における委員長報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第14号 中城村護佐丸歴史資

料図書館の設置及び管理に関する条例は委員長

報告のとおり可決されました。 

 日程第４ 議案第22号 平成28年度中城村一

般会計予算を議題とします。 

 本件について委員長報告を求めます。 

 総務常任委員長 新垣博正。 

○総務常任委員長 新垣博正  
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平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

総 務 常 任 委 員 会 

委員長 新 垣 博 正 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算 原案可決 

 

 なお、その委員会審査経過の中で、委員より下記のとおり意見がありましたので報告します。 

 ・２款１項１目１節の嘱託員報酬（2,400千円）については、警察官ＯＢを採用し職員をサ

ポートする旨の説明があったが、業務内容が不透明との意見がありました。 

 ・２款１項４目13節の新庁舎基本設計等委託費（100,000千円）については、予定地が確定

していない段階であり、基本設計費等の計上は時期尚早との意見がありました。 

 ・１款１項１目９節（県外旅費）議会の政策立案能力と議案審議に資するため、所管事務調

査費分を計上し綿密かつ積極的に調査能力を高める必要があるとの意見がありました。 

 

 以上、３点の意見をつけ加えて報告いたしま

す。 

○議長 與那覇朝輝 これで委員長報告を終わ

ります。 

 次に、本案に対しては新垣善功議員、また大

城常良議員及び仲松正敏議員より、お手元に配

付しました修正動議が提出されております。し

たがって、これを本案と合わせて議題とします。 

 まず初めに、新垣善功議員から説明を求めま

す。 

 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 おはようございます。

それでは議案第22号に対しての修正動議につい

て提出いたします。お手元に配付してある文書

を読み上げて提出提案といたします。 
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平成28年３月29日 

 

中城村議会 

議長 與那覇 朝輝 殿 

 

 

発議者 中城村議会 

     議員  新 垣 善 功 

賛成者 中城村議会 

     議員  外 間 博 則 

 

議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算に対する修正動議 

 

 上記の動議を、地方自治法第115条の３及び会議規則第17条第２項の規定により別紙の修正案

を添えて提出します。 

 

議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算に対する修正案 

 

 議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算の一部を次のように修正する。 

 

 第１条中「6,621,442千円」を「6,521,442千円」に改める。 

 第１表歳入歳出予算の一部を次のように改める。 

 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 金   額 

18 繰入金 

 
38,348 

138,348 

２ 基金繰入金 
38,347 

138,347 

歳  入  合  計 
6,521,442 

6,621,442 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 金   額 

２ 総務費  
829,816 

929,816 
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款 項 金   額 

２ 総務費 １ 総務管理費 
660,209 

760,209 

歳  出  合  計 
6,521,442 

6,621,442 

  

 

 提案理由といたしまして、新庁舎建設につい

ては喫緊の課題で、早期に建設しなければなら

ないことは十分認識していますが、新庁舎建設

は村にとっては50年に一度の最重要事業で、村

民、議会に対しての説明もなく、また建設場所

も決定していない中、基本設計委託料１億円を

計上することは時期尚早である。建設場所につ

いては、村民や議会に対して説明会を開催し、

村民や議会の意見、要望等を聴取し、それに基

づき決定した後に早目に発注していくべきであ

り、村民や議会に説明のないまま予算計上する

ことは到底理解できない。まさしく村民不在、

議会軽視であると思います。その意味からも提

案しております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 次に、大城常良議員より

修正動議が出されております。 

 議員の説明を求めます。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 議案第22号 平成28年

度中城村一般会計予算に対する修正動議を読み

上げて提案いたします。 

 

 

平成28年３月29日 

 

中城村議会 

議長 與那覇 朝輝 殿 

 

 

発議者 中城村議会 

     議員  大 城 常 良 

賛成者 中城村議会 

     議員  安 里 ヨシ子 

 

議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算に対する修正動議 

 

 上記の動議を、地方自治法第115条の３及び会議規則第17条第２項の規定により別紙の修正案

を添えて提出します。 
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議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算に対する修正案 

 

 議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算の一部を次のように修正する。 

 

 第１条中「6,621,442千円」を「6,619,042千円」に改める。 

 第１表歳入歳出予算の一部を次のように改める。 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 金   額 

18 繰入金 

 
135,948 

138,348 

２ 基金繰入金 
135,947 

138,347 

歳  入  合  計 
6,619,042 

6,621,442 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 金   額 

２ 総務費 

 
927,416 

929,816 

１ 総務管理費 
757,809 

760,209 

歳  入  合  計 
6,619,042 

6,621,442 

  

 

 

 提案理由といたしまして、議案第22号の２款

１項１目１節、嘱託員報酬について、警察ＯＢ、

相談役、嘱託員は、村役場関係機関におけるク

レーム対応時相談及び巡回パトロール、警察の

連携、相談、その他防犯灯の相談とありますが、

中城村において事件・事故、あるいは防犯の件

数等を考えると、喫緊に必要性があるとは思え

ません。さらに議会への説明もないままに予算

計上され、予算計上をする前に議会に対して説

明してから計上するのが筋だと認識いたしまし

て、修正動議を出した次第でございます。以上

でございます。 

○議長 與那覇朝輝 次に、仲松正敏議員より

出されました修正動議についての説明を求めま

す。 

 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 皆さん、おはようござ

います。議案第22号 平成28年度中城村一般会

計予算に対する修正案を読み上げて提出いたし

ます。 
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平成28年３月29日 

 

中城村議会 

議長 與那覇 朝輝 殿 

 

 

発議者 中城村議会 

     議員  仲 松 正 敏 

賛成者 中城村議会 

     議員  仲 座   勇 

 

議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算に対する修正動議 

 

 上記の動議を、地方自治法第115条の３及び会議規則第17条第２項の規定により別紙の修正案

を添えて提出します。 

 

議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算に対する修正案 

 

 議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算の一部を次のように修正する。 

 

 第１条中「6,621,442千円」を「6,622,207千円」に改める。 

 第１表歳入歳出予算の一部を次のように改める。 

 

（歳 入） （単位：千円） 

款 項 金   額 

18 繰入金 

 
139,113 

138,348 

２ 基金繰入金 
139,112 

138,347 

歳  入  合  計 
6,622,207 

6,621,442 

 

（歳 出） （単位：千円） 

款 項 金   額 

１ 議会費  
101,380 

100,615 
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款 項 金   額 

１ 議会費 １ 議会費 
101,380 

100,615 

歳  出  合  計 
6,622,207 

6,621,442 

  

 

 提案理由といたしまして、地方分権が進む中、

議会機関である議会は多様な市民の多様な意見

をより把握して、これまで以上の公平性、公正

性、透明性及び信頼性のある議会運営や開かれ

た議会づくりを推進する必要がある。村民への

情報の提供と共有化を図りながら、村民の積極

的な参加を求め、議員同士が自由闊達な討議を

通し、論点や課題を明らかにし、村民本位の立

場をもってその執行を監視し、さらには課題可

決のために政策立案、政策提言を積極的に行っ

て改革の取り組みを行うものである。 

 以上、御提案します。また具体的な項目の詳

細や金額の修正につきましては、添付されてお

ります資料を参照していただきたいと思います。

以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で修正動議の説明を

終わります。 

 これから委員長報告及び３つの修正案に対す

る質疑を行います。 

 まず初めに、委員長報告に対する質疑を行い

ます。 

 休憩します。 

休 憩（１０時２８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時２８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 委員長報告に対する質疑を自席のほうで行い

ますので、よろしくお願いします。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 質疑を行いたいと思い

ます。 

 議案第22号、２款１項１目１節、嘱託員報酬

について質疑をしたいと思います。障害対策委

員報酬ということで警察ＯＢの相談役と言いま

すが、那覇市や沖縄市同様、中城村に必要だと

いう要望が村内の住民からあったのか。また村

役場、関係機関に対し警察を介するクレームが

あったのか伺います。これは委員会の中でそう

いう話が出たのかどうか。それも伺います。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１０時２９分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１０時３０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 総務常任委員長 新垣博正。 

○総務常任委員長 新垣博正 お答えします。 

 委員会の中では住民からのクレームの訴えと

かというのは、審査の中では出ておりません。

事例等も、特にそれは審査の中では議論をして

おりません。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今の委員長の答弁に関

しまして、そういう要望がないにもかかわらず

その予算を通したということに関しては、どう

いう判断でその予算を通されたのか。そこを

伺っていいですか。 

○議長 與那覇朝輝 総務常任委員長 新垣博

正。 

○総務常任委員長 新垣博正 お答えします。 

 当局からの説明では、今回の予算、あと施政
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方針等でも触れられておりますが、子供の貧困

対策、あるいはまた大人も含めての貧困対策

等々で家庭訪問とか地域を回る機会がふえるこ

とが想定されているという説明でありました。

そして、夜間についても訪問をする時間がこれ

までどおりふえるだろうと。村長も議会答弁の

中で、町の施政じゃなくて、一歩踏み込んで貧

困に対する救済措置ができないか対策を講じて

いくために職員をサポートするという役割を担

うというような説明は受けております。以上で

す。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 私が一番この問題で懸

念しているのは、どうしても予算が先になって

しまって、議会に対しての説明責任が果たされ

ていないということが、私は一番危惧している

わけなんです。何事に対しても、我々議会議員

というのは説明をしていただかないと、村民に

対しても説明がつかないし、村民からの付託を

受けている以上は、我々も村民に対してはどう

いう状況でこうなったという説明が必要だと思

いますので、ぜひそこも踏まえてのこれからの

議会、委員会態勢に備えても、ぜひ十分認識し

ていただきたいと思います。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに質疑はありません

か。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 次に、新垣善功議員より提出されました修正

案に対する質疑を行います。 

 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 平成28年度庁舎建設の

件でありますが、提出者の議員は、庁舎建設は

喫緊の課題と言っております。なぜそういう修

正案を出したのか。また現庁舎が老朽化してい

るのは重々承知の上だと思いますが、この場所

決定も基本計画、基本設計がないままには、場

所決定してから基本計画、基本設計をすぐに行

わないといけないと思います。その上で基本計

画が進む中で、早急にまた実施設計に移らない

といけないと考えますが、その件についてまた

どういうふうに取り組む予定なのか、ぜひ場所

が決まったら早期に基本設計に取り組んでいた

だきたいと思い、質問いたします。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 答弁します。 

 これは、建設についてはお互い議員、みんな

一緒だと思います。喫緊の課題だというのは認

識しておりますが、やはりプロセスというのか

な。それを踏まえてほしい。ちゃんとそういう

基本検討委員会で、そういう諮問を受けた検討

委員会の中でちゃんと報告書もある。その報告

書についても議会に何の検討委員会の報告もな

い、村民に対してもない。やはりそういう大き

な事業をする場合は、これは当然、村民や議会

には説明を求めていくべきだと思いますし、そ

して設計する場合、場所がどこであるかはわか

らないで基本設計できるのかどうか。その地形

によって全然違ってくると思うんです。基本設

計も。別に基本設計だけの予算だったら、私は

認めていたかもしれませんけれども、これの中

に総括、みんな包括化して建設基本設計及び実

施設計、そしてボーリング調査まで全部入って

いるんですよ。全部認めることになる。もう建

設を認めてしまうことになるんです。やはり場

所の設定については、議会の同意も３分の２の

同意を得ないといかないし、もし同意が得られ

なかった場合は全部おじゃんになるんです。だ

から、それは事前に、お互いに綿密に議会とも

協調しながら、村民とも協調しながらその建設

は進めるべきだと思います。それで時期尚早だ

ということです。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 傍聴席は静かにお願いし

ます。金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 今、新垣議員がおっ

しゃったのは、場所を決定して基本計画ですよ
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ね。行政も場所決定と同時に基本計画、基本設

計はやらないといけないと私は思っております。

それに庁舎建設は15年前から基金も積み立てて、

これまでずっと取り組んできた課題であります。

どうして今、この建設基金が積み上がった段階

でこの設計、実施設計の予算を、場所が決定し

ないということで今修正案を出すのか。場所の

決定も答申から上がって何カ所かに絞られたと

思います。その中からの選定でありまして、住

民に説明会は、実際、別の町村でも決定して、

基本計画もでき上がった段階で住民説明会を

行っている現状でありますけれども、今までそ

ういう場所を議会で選定したりとか、そういう

議論をこれまでどうして出さなかったのか。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 議会は住民から付託

されていますので、一応、住民が場所を決めて

ほしい。それはこれから住民がこの役所という

のは使うし、住民が便利な場所、交通の便利な

場所、そういうのを村民に選んでもらって議会

で同意するかは、またお互いの中でやるべきで

あって、確かに委員がおっしゃる建設について

は15年前、新垣村長のときから当然ありました。

しかし、財政がない、ないということで延び延

びになってきました。しかし、今回、なぜ急に

出てきたのか。その要因は何なのかというと、

私の考えですが、これは沖縄電力から寄附が

あったから基金が10億円になったわけです。で

あるならば、この沖縄電力からの寄附は事前に

予知していたことと思うんです。そうであれば、

もっと前から場所だけは決定できたと思います。

そういうことです。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 確かに今の答弁のとお

り、場所は決定できたと思います。それ以前に

今議会でこの予算を出す前は、予算はやはり執

行部が上げてきたのは基金ができ上がったから

出してきた。しかし、場所も検討委員会で絞ら

れたことは皆さん、多分重々承知のことと思い

ます。一部の議員しか知らないということでは

なくて、この庁舎建設は以前からずっと話し合

いに出ているものであります。ぜひこの修正案

を撤回してもらいたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 我々は庁舎をつくる

ということは15年前から課題だということは十

分認識しています。しかし、諮問機関である検

討委員会で行われた経過報告も何もない。議会

に報告がない。それでいいのかどうか。我々も

別に反対ではない。手順を踏んで、しっかりと

お互いに議会と行政は両輪のごとくと言いなが

ら、もう相談もなくどんどん出してきたら困る

と。やっぱり両輪のごとくいくんだったら、事

前に、お互いに議会にも、村民にも話し合って、

協働のまちづくりをするのが当然だと思うんで

す。口では協働のまちづくりと言いながら、

やっていることは私は逆だと思う。まさしく村

民不在であり、我々議会を軽視しているとしか

言いようがないと思っております。撤回はでき

ません。以上。 

○議長 與那覇朝輝 以上で金城 章議員の質

疑を終わります。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 議案第22号 平成28年

度中城村一般会計予算に関する修正動議につい

て、私の考えを述べさせていただきたいと思い

ます。 

 先ほどからお話を聞いている限り、今回の１

億円という庁舎建設にかかる建設費用、そのこ

とが大分問題になっていると思っておりますが、

ちょっと確認したいことがあります。この１億

円という金額が問題なのか。それとも先ほどか

ら言われるように、議会軽視ということが問題

なのかということに関しましてお答えいただけ

ますか。 
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○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 ですから、私はつく

ることには問題ないと、反対ではないんです。

ただ、そういうプロセスを踏んでほしいと。行

政単独でどんどん進められたら困るんですよ。

特にこの庁舎建設のものは、やっぱり村民の交

通の利便、いろんなものを考えてやらないと、

村民に本当に役に立つような場所につくってほ

しい。利便性のあるところに。それだけです。

だから、この予算についてもこの中に実施設計

やボーリング調査は全て入っているんですね、

ほとんど。であるならば行政当局が言うように、

もし説明する、基本設計だけだったら、これは

私は賛成したかもしれません。基本設計だった

ら。我々にそれを説明するために。それもない

まま一括してやるというのはいかがなものかと

思うし、そしてまた今回、課長会議の中で３回

も開いてやったんだけれども、決めきれなかっ

たと。それとまた今度はプロジェクトチームを

つくっていくと。役場をつくるのに、なぜ行政

だけでつくるんですか。これは村民も議会も、

三者一体となった取り組みで私はつくるべきだ

と思って、今回、今出している予算、計上して

いるものについては削除してもらって、この基

金というのはいつでも取り崩せますので、説明

して場所が決定した時点で臨時会を開いて、そ

して取り崩して計上しても別に私は遅くはない

と考えております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 善功議員がおっしゃる

ことも、全くそのとおりだと私も認識はしてい

るんですが、皆さんはよく総論賛成、各論反対

という話をされますが、まさにそのとおりかな

と思っています。この１億円、先ほど傍聴席の

ほうからも1,000円ではないんだ、１億円だよ

という声もありましたが、この１億円というも

のは、この庁舎建設に関しましての１億円でご

ざいまして、それだけのものが設計の段階でか

かるということでございます。そして、先ほど

基金の話もありましたが、これはずっと以前か

ら私たちの先輩議員でありますとか、その方々

からもそういう話が、早目の庁舎建設は要望さ

れてきていたと聞いております。それで今基金

のめども、その電力関係からの寄附もあったと

いうことで、その基金のめども立ったというこ

とで、執行部のほうはその予算を計上してきた

と思うんです。だったら、この１億円を今修正

動議をかけて3,000万円にしたときに、後々こ

の１億円というのはかからないで済むのかとい

うことになりますと、多分そうではないと思う

んです。結局、またその１億円は同じように上

がってくるわけなんですから、喫緊を要すると

いうことでありましたら、それほどそこに目く

じらを立てるほどのことではないかと私自身は

思っているんですね。この庁舎自体が、本当に

もう皆さんよく御存じのように、この議場もそ

うなんですが、あちこちでひび割れがあったり

とか、本当に早期の建設に取りかかる必要があ

ると思います。そのことからして、早目のそう

いう予算計上になったのではないかなと私自身

は思っておりますので、そこで皆さんと共通認

識として持って、ぜひその予算は通していただ

きたいなと私自身は思っております。以上でご

ざいます。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 やっぱり世の中でこ

ういう物事をやるときには手順等を踏んでいか

ないと、後で問題が起きてからはどうしようも

ないんです。ですから、しっかりとみんなの同

意を得ながら、議会の同意も得ながら、ちゃん

としないと、ただ総括的に答弁、行政当局が答

弁しているように、基本設計をつくってからや

りますということを言っていますが、これは信

用するしないの問題じゃなくて、やはりちゃん

と場所も決めて、議会の同意も得て、それから

村民にも説明をして、村民のある程度の同意を
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得る。100％賛成というのはあり得ないと思い

ますが、しかし、そういうのを踏まえてちゃん

とやらないと、後で取り返しのつかないことに

なっちゃうんですよ。これはまさしく火葬場の

建設の問題もそうですよ。私はあれもそういう

プロセスをしっかり踏んでおれば、そんな大き

な問題にはならなかったと考えております。で

すから、今後は行政も議会も両輪のごとくとい

うのであれば、協調性を持っていかないと、も

う行政単独でどんどん進めてもらったら困ると。

我々議会としてはそれをチェックする機関です

ので、そしてちゃんと自治法にもうたわれてい

るように、同意をとらなきゃいけないんですよ。

もし仮にこれが予算を上げて同意がとれなけれ

ばどうなるんですか、皆さん。そういう意味で

も、我々もそれは反対しているわけではないん

です。手順を踏んでやってもらえれば異存はな

いです。これはいつでも取り崩しできる予算で

すので、基金ですので、あなたが心配している

ようなことはないと思います。我々も決して建

設に絶対反対というわけではありません。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣德正議員の質

疑を終わります。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 それでは議案第22号 

平成28年度中城村一般会計予算に対する修正動

議について質疑をしていきます。 

 今、発議者の方は村民の意見がとられていな

いというお話をしておりましたけれども、実際

に庁舎建設委員会というのを走らせて、それに

基づいて村民の一部の意見とはいえども、通常

はこういうパターンで委員会を走らせて答申を

するわけです。諮問をするわけです。そこら辺

について委員はどのようにお考えですか。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 今、委員がおっしゃ

ることは当然のことです。諮問については異論

はありません。その後が問題だということです。

検討委員会で検討した結果をなぜ説明しないか、

それだけの問題ですよ。以上。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 そういうことで、答申

については新聞にも載っていたとおり、当局か

らも一部答申については３カ所の案が出ました

という答申を得ましたと、具体的にここですよ

と出てきたら、ここですよで決まっていたかも

しれませんけれども、今回は３カ所に絞られた

という答申がありました。それをこの議会でも

報告されているんです。だから、実際報告はし

ているわけです。 

 次に基本計画についてもう少し聞いてみたい

と思いますけれども、こういう公共工事の場合

においては、基本計画というのをつくっておか

ないと、当事者である地主、地権者とか、そう

いうところに交渉に行けないわけです。要する

に、仮了解もとれない、基本計画がなければ、

その土地代を収用したときに所得税の控除が受

けられなくなるわけです。ですから、当然、基

本計画は一番最初につくっていくということに

なるわけです。今回、１億円を全部削るという

ことは、基本計画をするなというニュアンスに

もなります。あるいはおくらせるということに

なるわけです。だから、そういうことも含める

と、これを丸々削ること自体はおかしいと思い

ますが、どうですか。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 説明は基本計画をつ

くってから説明を言っていますけれども、そう

いう説明をするための基本計画だったらいいで

すよ。なぜあえて実施計画まで、ボーリング調

査まで入れていくのか。基本設計をつくる場合

でも、やはり場所がどこだということは決めな

いと、つくられるんですかね。そして、今おっ

しゃった地主との交渉についても場所が決まら

ないと、どこの地主と交渉するんですか。やは
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り場所を決めて、この場所によっては道路のい

ろんな周囲の環境、状況もありますから、それ

に沿ったように設計をすべきであって、設計は

まず場所がないと設計ができないと私は思いま

す。まずは建設場所を決めてから、ちゃんとし

た設計をして地主とも交渉をすれば、それでも

私は大丈夫だと考えております。ですから、最

初からこの実施設計とかボーリング調査まで全

部入れてしまってあるものですから、基本設計

の分だけだったら賛成した可能性がありますよ。

しかし、一旦戻してから改めて出していただき

たいということです。 

○議長 與那覇朝輝 石原昌雄議員。 

○１番 石原昌雄議員 場所の決定が先という

ことですが、確かに場所の決定は先になると思

います。もう今、当局に対しては答申が出て、

３カ所から選んでほしいという答申がもう出て

いるわけですから、当然３カ所から選ぶと。そ

の選んだ場所について、早速にしても基本計画

を走らせないとできないわけですから、当然基

本計画が必要になります。そういう面で、今回

の全部削除というのはいかがなものかと思って

質疑を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 以上で石原昌雄議員の質

疑を終わります。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 仲座 勇議員。 

○１３番 仲座 勇議員 質疑をさせていただ

きます。 

 やっぱり提出者の考えが正解だと思っていま

す。と言いますのは、説明にもありましたけれ

ども、15年ぐらい前から提案されて、前の首長

のときはなかったのに、予算ができたからそん

なに急ぐことはないんじゃないかという考えを

しています。場所ももう決まっているんです。

答申で３カ所に絞られたということは聞いてい

ますけれども、そこも含めてやっぱり議会説明、

住民への説明が大事だと思いますし、そういう

時間にまだ余裕といいますか、時間はまだ十分

あると思います。私も修正動議に賛成というこ

とで、以上です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 先ほど石原委員から、

答申が出ているということですけれども、答申

が全てではないと私は思うんです。答申が出た

からには、その答申が正しいかどうかは、やっ

ぱり議会にも、住民にも説明して、そして了解

を取るべきじゃないかと考えております。決し

て建設に反対ではない。そしてその基本設計を

するもの、だからプロセスというのを大事にし

てほしいと。手順を、手続を。行政というのは、

これは法律に基づいて行政を執行しないといけ

ないし、そのためにいろんな法律や条例がある

わけですから、その手順を踏んでいただければ

別に建設については異存ではないということで

す。ただ、今回のこれについては一旦は収めて

おいて、それから臨時会を開いてぱっぱっと

やっていけば、そんなに急いでやる必要はない

と思います。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに質疑はありません

か。 

 討論は後で設けてありますので、質疑でやっ

ていただきたいと思います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 休憩します。 

休 憩（１０時５７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時０７分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 次に、大城常良議員から提出されました修正

案に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 次に、仲松正敏議員から提出されました修正
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案に対する質疑を行います。 

 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 中城村の一般会計予算

の修正案に質疑をいたします。 

 この76万5,000円の増ですが、これはどうい

う計算でそうなったのか。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 これは今まで所管事務

調査費というのはなかったわけです。いろいろ

全国各自治体でこの議会改革という、いろんな

議論がされております。自分たち議員もいろい

ろ研修をしてきた経緯から、本村もぜひこれま

で途絶えていた所管事務調査を行い、議会改革

に、村民に開かれた議会を目指すということで、

今回、ぜひ調査を行うという意味で計上してお

ります。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 計上はよくわかります。

この76万5,000円を計上した、要するにどうし

てこの金額になったかだけ。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時１２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時１２分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 これは１委員会、各常

任委員会５名と、それに事務局１人、計６名で

すかね。それを例えば東京のほうに研修に行っ

たと、２泊３日の予定での計算になっておりま

す。 

○議長 與那覇朝輝 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員 まだ委員会ごとにこの

所管事務の行動、何をするかがまだ決まってい

ない状態でどうなるか。また議論をして、逆に

補正で考えられないものなのか。また３委員会

が、その所管の方法さえまだ決まっていないと

きにこの予算が計上されて、また全議員で検討

して議論をしてからその予算を上げてもいいん

じゃないかと思いますけれども。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 先ほどの76万5,000円、

これは今言った人数でやると確かに少しオー

バーします。しかし、それは余ったら余ったで

また基金に入れると。それからまだそういう所

管の提案内容もない中ということですけれども、

所管事務調査というのはいろいろ各３常任委員

会ですね。それから議運の中で議論をするのは

当然であります。これはいろいろ案を出して、

それを議長に出して、それを議長のお許しが出

ればそれができると思いますけれども。 

○議長 與那覇朝輝 以上で金城 章議員の質

疑を終わります。 

 新垣光栄議員。 

○１１番 新垣光栄議員 それでは議案第22号 

平成28年度中城村一般会計予算に対する修正動

議について質疑を行います。 

 今回、この修正した繰入金ですね。繰入金の

中の２項、基金繰入金になっています。これは

たしか人材育成基金だと思いますけれども、こ

の内容を周知しているか。これは規則では中城

村に在住、または中城村の学校等へ在学する者

が次の各項のいずれかに該当するときは予算の

範囲内において助成を行うものとする。この予

算からの繰り入れはちょっとまずいのではない

かということです。そしてもう一つ、先ほどプ

ロセスと言っているんですけれども、この所管

事務調査に関しては、私たちが政務調査をやっ

たときにしっかりとした条例、それから規定を

つくって、特別委員会をつくってちゃんとした

手順でこれは予算化してきました。いきなりぽ

んと修正動議をして予算を変えれというのは、

ちょっといかがなものかと。その件に関して、

もう一度この上げてきた趣旨がどういう趣旨で

上げてきたのか。私も、確かに所管事務は必要

だと思います。これは大賛成です。議員の資質
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向上のために。このプロセスを踏まないで、何

でこういう予算の修正動議までかけて、上げて

まで、それで子供たちの人材育成基金から取り

崩して議員のために入れないといけないのか、

その辺の所見を伺います。 

○議長 與那覇朝輝 光栄議員、１問目は財政

調整基金からの繰り入れですので、質疑を認め

られません。 

 新垣光栄議員。 

○１１番 新垣光栄議員 この基金の件に関し

ては取り消します。その財政調整交付金に関し

ては先ほど言われたように、政務活動費の私た

ちは交付に関する条例をしっかりつくって、そ

して規定をつくってやってきました。もし所管

事務調査費を計上するのであれば、しっかり委

員会をつくって、プロセスを踏んでやるべきで

はないか。その辺の所見を伺います。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 ただ、この議会改革等

に早急にその所管事務調査を行い、本村の議会

改革をする必要があると。議会改革の本来の目

的は、議会制民主主義をより時代に合った形に

成熟させることである。その現代の地方議会に

求める要素として、まず１つ目に開かれた議会。

それから２つ目に自立と議会。３つ目に効率的

な議会。そこで議会基本条例ですね。の主旨を

生かしながら、既存の地方議会制度の行いにお

いて、時代に合った適合した議会を目指すとい

うことで、今回その動議を提出いたしました。 

○議長 與那覇朝輝 新垣光栄議員。 

○１１番 新垣光栄議員 思いはわかるんです

けれども、先ほど言われたようにプロセスを踏

んで、ちゃんと条例をつくって、規約もつくっ

て、個別で特別委員会で議論をして上げたほう

が私はスムーズに通るのではないかと思ってお

りますので、もう一度考えてください。以上で

す。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣光栄議員の質

疑を終わります。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時２２分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 それでは議案第22号

の修正案に対して質疑を行います。 

 所管事務調査に係る費用を捻出するというよ

うな答弁でありましたが、我々議会のほうでは

所管事務調査については、費用は議会費予算に

定める費用弁償の範囲内とすると明記されてお

ります。それを修正しない状態で予算を勝手に

計上することは、議会そのものを無視するよう

な手続になると思いますが、その認識はいかが

でしょうか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１１時２４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１１時２５分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 先ほど述べた議会基本

条例も制定されていない。それで今回は会議規

則にのっとって提案したということであります。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 それであれば、そう

いった取り決め事項というのを改めていくとい

う手続を踏まえるということは、基本だと私は

思っております。 

 もう１点、閉会中の議員の派遣については、

１．沖縄県町村議会議長会主催による議員研修

会、２．中部地区町村議会議長会主催による議

員研修会、３．本議会主催による議員研修会と

なっています。これは基本的には県内、あるい

は村内を想定されている議員の研修であります。

そういったものも修正とか、あるいはまたつけ
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加える文言というのは、やはり全協なり、また

光栄議員が先ほど言いましたように、特別委員

会を立ち上げて、しっかりと議論をして、文言

を調整して、全会一致を諮ってこれらは議決す

べき案件だと私は思いますが、その点に対して

多数決ででも乗り切るというような考え方があ

るのかどうなのかを伺います。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 多数決で決行するとか、

強行するとか、そういう考えはありません。例

えば、おっしゃるように全協に諮って、その委

員をつくるという手順でこれからまた考えてい

きたいと思います。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 多数決ではないとい

うのであれば、この案件は取り下げるべきだと

いうふうに私は認識します。ぜひ取り下げの考

えがないかどうか、お伺いします。 

○議長 與那覇朝輝 仲松正敏議員。 

○５番 仲松正敏議員 その件に関しては、議

員皆さんの、全員の考えを反映させる意味で、

議決による判断といたします。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣博正議員の質

疑を終わります。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず委員長報告に賛成の発言を許します。委

員長報告に対する発言、討論ありますか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。 

 続いて、新垣善功議員からの修正案に賛成の

発言を許します。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 新垣善功議員から出さ

れました修正案に関して、賛成の立場で討論い

たします。 

 本委託料は、議会に対し一切の説明もないま

まに予算化され、さらに建設検討委員会から出

された答申にもある。議会、村民への情報公開

と意見収集に努め、議理解を得ながら場所の選

定も含め進めてほしいとの答申書も無視し、村

民の付託を受けている議会も軽視していると言

わざるを得ない。以上で賛成の討論を終わりま

す。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに討論ありませんか。

賛成の討論です。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 続きまして、大城常良議員からの修正案に賛

成の発言を許します。 

 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 大城議員の修正動議

について、それにつきましては提案理由の説明

の中にもあったとおりでございまして、私もそ

れに賛成する立場です。果たして、今これが必

要かどうか。お互い議会はその必要性と、本当

にこれを検討する、予算を検討すべきであって、

議会が、行政側が計上したからこれを追認する

ということはいかがなものかと思っております。

よって、私は大城議員の修正動議に賛成します。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに討論ありませんか。 

 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 大城議員から出さ

れたその修正動議に対して、私は賛成の立場で

あります。 

 これは先ほどのお話でも、クレームが今まで

一度もない中を、今後はクレームがあるという

ふうに想定しているのか。巡回パトロールと

おっしゃっていますけれども、何のための巡回

パトロールなのか。大変疑問であります。警察

との連携、相談とあります。これは防犯関係が

主なものになってくるんじゃないかなと。教育

委員会、学校とか、そういったものに学校教育、
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そういったものに権力の介入を許さないという

のが私たちの方針でありますので、何もその警

察のＯＢじゃなくしても、いろいろと相談でき

る人はいると思います。職員と一緒にパトロー

ルをするという話ですけれども、職員をサポー

トするという名目もあるんですが、このパト

ロールに対して誰を対象にしているのか、そう

いったもので子供たち、子供の貧困とかそう

いったものについて取り締まりをするというイ

メージが拭えませんので、私はこれを権力介入

と思っておりますので、大城議員の出された修

正動議に賛成をいたします。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで討論を終わります。 

 以上で大城常良議員からの修正案に対する討

論を終わります。 

 続いて、仲松正敏議員からの修正案に賛成の

発言を許します。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 仲松正敏議員から出さ

れました修正動議に対して、賛成の立場で意見

を述べさせていただきます。 

 所管事務調査は、常任委員会の中では必要で

あり、委員会の専門的な知識を高めるためにも

予算措置をしていたただき、調査に支障が出な

いようにしていただきたい。以上であります。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第22号 平成28年度中城村一般

会計予算について採決いたします。 

 まず本案に新垣善功議員から提出された修正

案について、起立によって採決いたします。修

正案に賛成の方は起立願います。 

（賛否同数） 

○議長 與那覇朝輝 採決の結果、賛成・反対

が同数です。したがって、地方自治法第116条

第１項の規定によって、議長が本案に対して採

決いたします。 

 議案第22号 平成28年度中城村一般会計予算

に対する修正案については、議長は否決としま

す。したがって、新垣善功議員から提出された

修正案は否決されました。 

 次に、大城常良議員から提出された修正案に

ついて、起立によって採決いたします。修正案

に賛成の方は起立願います。 

（起立少数） 

○議長 與那覇朝輝 「起立少数」です。した

がって、大城常良議員から提出された修正案は

否決されました。 

 次に、仲松正敏議員から提出された修正案に

ついて、起立によって採決いたします。修正案

に賛成の方は起立願います。 

（起立少数） 

○議長 與那覇朝輝 「起立少数」です。した

がって、仲松正敏議員から提出された修正案は

否決されました。 

 お諮りします。本案の委員長報告は原案可決

です。委員長報告のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第22号 平成28年度中城村一

般会計予算は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 日程第５ 議案第23号 平成28年度中城村国

民健康保険特別会計予算を議題とします。 

 本件について委員長報告を求めます。 

 文教社会常任委員長 新垣德正。 

○文教社会常任委員長 新垣德正 読み上げて

報告いたしたいと思います。 
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平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

文教社会常任委員会 

委員長 新 垣 德 正 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第23号 平成28年度中城村国民健康保険特別会計予算 原案可決 

 

 

 以上です。 

○議長 與那覇朝輝 これで委員長報告を終わ

ります。 

 これから議案第23号 平成28年度中城村国民

健康保険特別会計予算の委員長報告に対する質

疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第23号 平成28年度中城村国民

健康保険特別会計予算を採決いたします。 

 本案における委員長報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第23号 平成28年度中城村国

民健康保険特別会計予算は委員長報告のとおり

可決されました。 

 日程第６ 議案第24号 平成28年度中城村後

期高齢者医療特別会計予算を議題とします。 

 本件について委員長報告を求めます。 

 文教社会常任委員長 新垣德正。 

○文教社会常任委員長 新垣德正 読み上げて

報告いたしたいと思います。 
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平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

文教社会常任委員会 

委員長 新 垣 德 正 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第24号 平成28年度中城村後期高齢者医療特別会計予算 原案可決 

 

 

 以上です。 

○議長 與那覇朝輝 これで委員長報告を終わ

ります。 

 これから議案第24号 平成28年度中城村後期

高齢者医療特別会計予算の委員長報告に対する

質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第24号 平成28年度中城村後期

高齢者医療特別会計予算を採決いたします。 

 本案における委員長報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第24号 平成28年度中城村後

期高齢者医療特別会計予算は委員長報告のとお

り可決されました。 

 日程第７ 議案第25号 平成28年度中城村土

地区画整理事業特別会計予算を議題とします。 

 本件について委員長報告を求めます。 

 建設常任委員長 金城 章。 

○建設常任委員長 金城 章 では、読み上げ

て報告にかえます。 
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平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

建 設 常 任 委 員 会 

 委員長 金 城 章 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第25号 
平成28年度中城村土地区画整理事業特別会計予

算 
原案可決 

 

 

○議長 與那覇朝輝 これで委員長報告を終わ

ります。 

 これから議案第25号 平成28年度中城村土地

区画整理事業特別会計予算の委員長報告に対す

る質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第25号 平成28年度中城村土地

区画整理事業特別会計予算を採決いたします。 

 本案における委員長報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第25号 平成28年度中城村土

地区画整理事業特別会計予算は委員長報告のと

おり可決されました。 

 日程第８ 議案第26号 平成28年度中城村公

共下水道事業特別会計予算を議題とします。 

 本件について委員長報告を求めます。 

 建設常任委員長 金城 章。 

○建設常任委員長 金城 章 読み上げて報告

にかえます。 
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平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

建 設 常 任 委 員 会 

 委員長 金 城 章 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第26号 平成28年度中城村公共下水道事業特別会計予算 原案可決 

 

 

○議長 與那覇朝輝 これで委員長報告を終わ

ります。 

 これから議案第26号 平成28年度中城村公共

下水道事業特別会計予算の委員長報告に対する

質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第26号 平成28年度中城村公共

下水道事業特別会計予算を採決いたします。 

 本案における委員長報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第26号 平成28年度中城村公

共下水道事業特別会計予算は委員長報告のとお

り可決されました。 

 日程第９ 議案第27号 平成28年度中城村汚

水処理施設管理事業特別会計予算を議題としま

す。 

 本件について委員長報告を求めます。 

 建設常任委員長 金城 章。 

○建設常任委員長 金城 章 読み上げて報告

にかえます。 
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平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

建 設 常 任 委 員 会 

委員長 金 城 章 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第27号 
平成28年度中城村汚水処理施設管理事業特別会

計予算 
原案可決 

 

 

○議長 與那覇朝輝 これで委員長報告を終わ

ります。 

 これから議案第27号 平成28年度中城村汚水

処理施設管理事業特別会計予算の委員長報告に

対する質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第27号 平成28年度中城村汚水

処理施設管理事業特別会計予算を採決いたしま

す。 

 本案における委員長報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第27号 平成28年度中城村汚

水処理施設管理事業特別会計予算は委員長報告

のとおり可決されました。 

 日程第10 議案第28号 平成28年度中城村水

道事業会計予算を議題とします。 

 本件について委員長報告を求めます。 

 建設常任委員長 金城 章。 

○建設常任委員長 金城 章 読み上げて報告

します。 
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平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

建 設 常 任 委 員 会 

 委員長 金 城 章 

 

委 員 会 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第77条の規定

により報告します。 

記 

 

事件の番号 件      名 審査の結果 

議案第28号 平成28年度中城村水道事業会計予算 原案可決 

 

 

○議長 與那覇朝輝 これで委員長報告を終わ

ります。 

 これから議案第28号 平成28年度中城村水道

事業会計予算の委員長報告に対する質疑を行い

ます。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから議案第28号 平成28年度中城村水道

事業会計予算を採決いたします。 

 本案における委員長報告は原案可決です。本

案は委員長報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、議案第28号 平成28年度中城村水

道事業会計予算は委員長報告のとおり可決され

ました。 

 日程第11 陳情第１号及び日程第12 意見書

第４号については関連しますので、一括審議に

していきたいと思いますが、御異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、日程第11 陳情第１号 軽度外傷

性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険

性や予後の相談の出来る窓口などの設置を求め

る陳情及び日程第12 意見書第４号 軽度外傷

性脳損傷・脳しんとうの周知と予防及びその危

険性や予後の相談可能な窓口などの設置を求め

る意見書を一括議題とします。 

 本件について、委員長の報告及び委員長の趣

旨説明を求めます。 

 文教社会常任委員長 新垣德正。 
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○文教社会常任委員長 新垣德正 文教社会常

任委員会に付託されました陳情案件１号につき

まして、読み上げて報告をいたしたいと思いま

す。 

 

平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

文教社会常任任委員会 

委員長 新 垣 德 正 

 

陳 情 審 査 報 告 書 

 

 本委員会に付託された陳情を審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第95条の規定に

より報告します。 

 

記 

 

受理番号 
付 託 
年月日 

件      名 審査の結果 

陳情第１号 ３月７日 

軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知

と予防、その危険性や予後の相談の出

来る窓口などの設置を求める陳情 

採択 

 

 

 

 続きまして、採択に伴って意見書第４号を読

み上げて報告したいと思います。 

 

 

意見書第４号 

平成28年３月29日 

 

中城村議会 

 議長 與那覇 朝輝 殿 

 

提出者 

    文教社会常任委員会 

     委員長 新 垣 德 正 
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  軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防及びその危険性や予

後の相談可能な窓口などの設置を求める意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第14条２項の規定により提出します。 

 

 提案理由 

本委員会に付託された、陳情第１号を採択するにあたり、意見書を提案する旨、委員会

にて決定したため。 

 

軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防及びその危険性や予後の 

相談可能な窓口などの設置を求める意見書（案） 

 

 脳しんとうは、軽度の外傷性脳損傷であり、頭が衝撃や打撲を受けたり、激しく揺さぶられる

ことによって、あるいは身体への強打によって、頭と脳が前後左右に急速に動かされることに

よって生じます。この突然の動きによって、文字通り脳は頭蓋骨内で跳ねまわされ、よじられ、

脳細胞が引っ張られて損傷を受け、脳内に科学的な変化を生じます。脳しんとうを受傷しても通

常、生命を脅かすことはありませんが、治療を必要とする重篤な症状を引き起こす場合もありま

す。 

 主な症状は損傷後、記憶障害、錯乱、眠気、だるさ、めまい、物が二重に見えるあるいはぼや

けて見える、頭痛または軽度の頭痛、吐き気、嘔吐、光や騒音に対する過敏性、バランス障害、

刺激に対する反応が鈍化、集中力の低下等、複数かつ多彩であり、また症状は、すぐに始まるこ

ともあれば、損傷後数時間、数日、数週間、あるいは数ヵ月間発症しないこともあります。（一

般的な認識の「意識消失」は、脳しんとうの中で10％以下（ＩＲＢ脳震盪ガイドライン）でしか

見られません。） 

 特に、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、てんかんなどの意識障

害、半身まひ、視野が狭くなる、匂い・味が分からなくなるなどの多発性脳神経まひ、尿失禁な

どが発症した場合、症状が消失するには数ヶ月かかることがあり、まれには、永続的な身体的、

感情的、神経的、または知的な変更が発生します。さらに、脳しんとうを繰り返すと、永久的な

脳損傷を受ける可能性が高くなりますし、死に至る場合（セカンドインパクト症候群）もあるの

で、繰り返し脳しんとうを受けることは、避けるべきです。 

 この病態は、Scat2やScat3において客観的な診断方法が確立されており、既に、国際オリン

ピック委員会を始め、ＦＩＦＡ，ＩＩＨＦ、ＩＲＢ、Ｆ－ＭＡＲＣ等で採用され、PocketScat2に

於いては各種スポーツ団体で脳しんとうを疑うかどうかの指標として使用されています。 

 平成24年７月に文部科学省が「学校における体育活動中の事故防止について」という報告書を

まとめ、更には平成25年12月には、社団法人日本脳神経外科学会から「スポーツによる脳損傷を

予防するための提言」が提出され、同月には、文部科学省より、「スポーツによる脳損傷を予防 
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するための提言に関する情報提供について」の事務連絡が出されていますが、実際の教育現場や

家庭では、まだまだ正確な認識と理解が進まず、対応も後手に回ってしまい、再就学・再就職の

タイミングを失ってしまい、生活全般に不安・不便・孤独を感じ、最悪うつ状態に陥ってしまう

人も多く、特に羅患年齢が低年齢であれば発症障害とみなされ見過ごされ、引きこもるか施設に

預けられるかの２者択一になっているのが現状でございます。 

 また、重篤な事案となった場合にも事故の初動調査の遅れがちになることにより、事案の経緯

が明確にならないため、介護・医療・補償問題をも後手に回ってしまい、最悪家庭の崩壊へと

陥っている家族も多く、事故調査を蔑ろにしてしまうがために、同様の事故を繰り返し起こして

しまっているのが現状です。 

 そこで、国におかれましては、上記の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措置を講じる

よう、強く要望します。 

 

記 

 

脳しんとう及び軽度外傷性損傷への対応について 

１―〈教育機関での周知徹底と対策〉 

各学校などの教師・保健師・スポーツコーチ及び救急救命士・救急隊員に、〈PocketSCAT2〉の

携帯を義務付けること。 

併せて、むち打ち型損傷、若しくは頭頸部に衝撃を受けたと推測される事故・事案が発生した

場合は、本人の訴えだけではなく、症状を客観的に正確に観察して判断を下すとともに、家

庭・家族への報告も義務付け、経過観察を促すこと。 

 

２―〈専門医による診断と適切な検査の実施〉 

脳しんとうを疑った場合には、直ちに脳神経外科医の診断を受け、ＣＴ／ＭＲＩだけではな

く、神経学的検査の受診も義務付けるとともに、〈Scat3（12歳以下の場合はChildScat3）〉を

実施し、対応できる医療連携体制の構築を進めること。 

 

３―〈周知・啓発・予防措置の推進と相談窓口の設置〉 

脳しんとうについて、各自治体の医療相談窓口等に対応の出来る職員を配置し、医療機関はも

とより、国民、教育機関への啓発・周知・予防をより一層図ること。 

 

４―〈園内・学校内で発生した重大事故の繰り返しの防止〉 

保育園・幼稚園及び学校内で発生した事案が重篤な場合は、直ちに保護者へ連絡するとともに

第三者調査機関を設置し迅速に事故調査及び開示を行うこと。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 
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2016年３月29日 

沖縄県中城村議会 

 

（宛先） 

衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  厚生労働大臣  文部科学大臣 

 

 以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 休憩いたします。 

休 憩（１２時１０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時１１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 これで委員長報告及び趣旨説明を終わります。 

 これから陳情第１号 軽度外傷性脳損傷・脳

しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相

談の出来る窓口などの設置を求める陳情の委員

長報告に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから陳情第１号 軽度外傷性脳損傷・脳

しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相

談の出来る窓口などの設置を求める陳情を採決

いたします。 

 本案における委員長報告は採択です。本案は

委員長報告のとおり決定することに御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、陳情第１号 軽度外傷性脳損傷・

脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の

相談の出来る窓口などの設置を求める陳情は委

員長報告のとおり採択されました。 

 続いて意見書第４号 軽度外傷性脳損傷・脳

しんとうの周知と予防及びその危険性や予後の

相談可能な窓口などの設置を求める意見書に対

する質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す意見書第４号は、会議規則第39条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第４号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから意見書第４号 軽度外傷性脳損傷・

脳しんとうの周知と予防及びその危険性や予後

の相談可能な窓口などの設置を求める意見書を

採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第４号 軽度外傷性脳損

傷・脳しんとうの周知と予防及びその危険性や

予後の相談可能な窓口などの設置を求める意見

書は原案のとおり採択されました。 
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 休憩いたします。 

休 憩（１２時１４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時１４分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 日程第13 発議第１号 専決処分事項の指定

についてを議題とします。 

 本件について提出者の趣旨説明を求めます。 

 建設常任委員長 金城 章。 

○建設常任委員長 金城 章  

 

発議第１号 

 平成28年３月29日 

 

中城村議会 

 議長 與那覇 朝輝 殿 

 

提出者 

   中城村議会 建設常任委員会 

      委員長 金 城 章 

 

専決処分事項の指定について 

 

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第６項及び第７項並びに会議規則第14条第３

項の規定により提出します。 

 

（提案理由） 

 地方自治法第180条第１項の規定により、議会の権限に属する軽易な事項で、特に指定した事

項について村長に専決処分させることができることになっており、議会運営上及び行政執行上能

率的運用を図るため本案を提出する。 

 

専決処分事項の指定について 

 

 中城村議会の権限に属する事項中、次の事項は、地方自治法第180条第１項の規定により、村

長の専決処分事項に指定する。 

 

１ 議会の議決を経た工事請負契約について契約金額の400万円以内の変更 

 

○議長 與那覇朝輝 これで提出者の趣旨説明

を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１２時１８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 
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再 開（１２時２０分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す発議第１号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、発議第１号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから発議第１号 専決処分事項の指定に

ついてを採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、発議第１号 専決処分事項の指定

については原案のとおり採択されました。 

 日程第14 決議第１号 閉会中の所管事務調

査についてを議題とします。 

 本件について提出者の趣旨説明を求めます。 

 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員  

 

 

決議第１号 

平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

 提 出 者 

中城村議会議員 新 垣 貞 則 

 賛 成 者 

中城村議会議員 新 垣 博 正 

中城村議会議員 仲 松 正 敏 

 

閉会中の所管事務調査について 

 

 上記の議案を別紙のとおり、中城村議会会議規則第14条第１項の規定により提出します。 

 

閉会中の所管事務調査について 

 

  本議会は閉会中に、下記の所管事務調査を実施することを決議する。 
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１，調査の目的 

（１）常任委員会 

 本村及び他市町村の実態を調査し、村政の伸展に寄与することを目的とする。 

（２）議会運営委員会 

 議会運営の実態を調査し、議会の円満かつ積極的な運営を図ることを目的とする。 

 

２，調査事項 

 常任委員会  

（１）行財政運営等に関する事項 

（２）学校教育及び社会教育に関する事項 

（３）監査及び選挙に関する事項 

（４）福祉等に関する事項 

（５）環境衛生等に関する事項 

（６）健康保険等に関する事項 

（７）商工観光の振興に関する事項 

（８）農林水産業の振興及び農地等に関する事項 

（９）土地開発等に関する事項 

（10）住宅、道路及び河川等に関する事項 

（11）都市計画等に関する事項 

（12）上下水道整備等に関する事項 

（13）安全・安心・防災に関する事項 

（14）その他上記以外の村政に関する事項 

 議会運営委員会  

（１）定例会及び臨時会の会期日程等の議会運営に関する事項 

（２）議会会議規則、委員会条例等に関する事項 

（３）議長の諮問に関する事項 

 

３，時期及び方法 

 平成28年度の閉会中に調査を行うこととし、その方法については各委員会において、それぞ

れ決定する。 

 

４，調査費用 

 議会費予算の定める費用弁償の範囲内とする。 

 

平成28年３月29日 

沖縄県中城村議会 
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○議長 與那覇朝輝 これで提出者の趣旨説明

を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 先ほどの動議でもあ

りましたが、この所管事務調査とは何ですか。

これを決議する必要があるのか。予算もないの

に、皆さん方は。あなたもそれに反対した１人

として、所管事務調査費の計上については。こ

れはどういう意味ですか。これを決議する必要

はないと私は見ています。皆さん方は反対した

でしょう。所管事務調査には。よく考えてよ、

みんな。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１２時２５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時２５分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 閉会中の所管事務調査

ということであります。今後、私たちも少しそ

ういった勉強をしながらやっていこうというこ

とで、議会費、予算の定める費用弁償の範囲内

ということでやっています。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 最後の調査費用は、

議会費予算の定める費用弁償の範囲内とすると

あるが、これは当然ですよね。当然と思います

よ。だから、予算がないからお互いは予算を計

上しようということで修正動議を出したわけ。

当然、それは予算の範囲内でしかお互いは活動

できませんよ。違いますか。だから、今予算書

には費用弁償がないから、それを計上してやろ

うとしたら、皆さん方が反対したでしょう。あ

なたも。これはどう説明するのか。そして、そ

れは議決する必要はないと見ていますけれども。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１２時２７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時２８分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 この件に関しては、議

会運営委員会とかそういった全協でも一応決定

してやっています。それで先ほど話したように、

特別委員会を設けてそういった調査をやってい

きます。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１２時２８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時２９分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 ただいまの質疑に対し

ては、県内の旅費に関しての回答です。 

○議長 與那覇朝輝 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 県内の、どういうの

をやろうとしているのか、皆さん方は。調査は。

予算はどこにあるのか。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１２時３０分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時３３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 そういう矛盾したも

のだと私は考えているけれども、提案者として

はどう考えているのか。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 先ほど言ったように、

これは学校とかそういったときの委員会の費用

弁償とかであります。それで先ほど言ったよう

に、そういった県外のほうも特別委員会を立ち

上げてやったほうがいいと思っております。 

○議長 與那覇朝輝 以上で新垣善功議員の質

疑を終わります。 
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 ほかに質疑はありませんか。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 質疑をいたします。 

 ４番の調査費用ということがあるんですけれ

ども、その議会費、予算の定める費用弁償の範

囲内ということがあるんですが、今聞いてみた

ら500円ということであるんですけれども、こ

れはいつごろから決められた500円なのか、そ

このほうもわかるのであれば答弁をお願いしま

す。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１２時３３分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時３４分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 中城村議会議員の報酬

及び費用弁償などに関する条例に載っています。

別表１です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 ただいま別表にあった

ということなんですが、これは例えば中城村内

で小学校に行った、あるいはまたどこかで調査

をしたというところと、恐らく次はまた那覇に

行って調査をして戻ってきたという場合も同じ

費用弁償だと思うんです。県内は全部一緒なの

か、それは間違いなく一緒ですか。ほとんども

う費用弁償は500円ということで。 

○議長 與那覇朝輝 新垣貞則議員。 

○６番 新垣貞則議員 間違いなく500円です。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 今、委員会から所管事

務調査費についてということで500円が出てい

るんですけれども、これはやっぱり近いところ、

遠いところとそれぞれあると思いますので、ぜ

ひひとつ近いところは500円でこれは別に構わ

ないんですが、遠いところに行った場合にはそ

れなりに費用弁償は必要ではないかと思ってい

るので、そこはまた検討してお願いしたいと

思っております。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 以上で大城常良議員の質

疑を終わります。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す決議第１号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、決議第１号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

 新垣善功議員。 

○１４番 新垣善功議員 ただいまの決議に賛

成の立場で討論しましょうね。というのは、こ

ういう所管事務調査をする場合は、確かに費用

弁償は１日日当500円ついていますけれども、

これはあくまでも基本的には県内ですよね。

我々議員の質を高めるためにも、県外費用まで

も計上すべきだと私は考えております。しかし、

今回予算に修正をかけたんだけれども、否決さ

れましたが、やはり今後はお互い真剣にこの所

管事務調査については考え、議会の質を上げる

ように努めていくことを要望いたしまして、賛

成します。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに討論ありませんか。 

 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員 私も本件に関しまして

は、賛成の立場で討論をさせていただきたいと

思います。 

 先ほどから皆さん議論をなされているように、

我々議員は個人の部分と、それと各常任委員の

部分がありまして、それぞれ皆さん、それなり

の活動は今までやってきていると思いますが、
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今回、とてもすばらしい提案がなされているの

ではないかと思います。その活動をなお一層強

固なものにするためにも、その活動費というの

はどうしても必要不可欠なものがあるのかと

思っておりますので、その部分は今後、議員一

人一人、そして議会においても検討を重ねなが

ら、その方向性で進めていただければと思って

おりますので、この件に関しましては賛成とい

うことで答弁いたしたいと思いました。以上で

す。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから決議第１号 閉会中の所管事務調査

についてを採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、決議第１号 閉会中の所管事務調

査については原案のとおり採択されました。 

 日程第15 決議第２号 閉会中の議員派遣に

ついてを議題とします。 

 本件について提出者の趣旨説明を求めます。 

 新垣德正議員。 

○９番 新垣德正議員  

 

 

決議第２号 

平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 

 

提 出 者 

中城村議会議員 新 垣 德 正 

賛 成 者 

中城村議会議員 新 垣 光 栄 

中城村議会議員 大 城 常 良 

 

閉会中の議員派遣について 

 

 上記の議案を別紙のとおり、中城村議会会議規則第14条第１項の規定により提出します。 

 

閉会中の議員派遣について 

 

 本議会は、閉会中に下記の諸研修会へ全議員参加することを決議する。 

 

記 
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１， 沖縄県町村議会議長会主催による議員研修会 

  （平成28年度沖縄県町村議会議長会事業計画に基づく諸研修会） 

 

２， 中部地区町村議会議長会主催による議員研修会 

  （平成28年度中部地区町村議会議長会事業計画に基づく諸研修会） 

 

３， 本村議会主催による議員研修会 

  （平成28年度中に開催される諸研修会） 

 

平成28年３月29日 

沖縄県中城村議会 

 

 以上です。 

○議長 與那覇朝輝 これで提出者の趣旨説明

を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１２時４４分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時４９分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す決議第２号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、決議第２号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから決議第２号 閉会中の議員派遣につ

いてを採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、決議第２号 閉会中の議員派遣に

ついては原案のとおり採択されました。 

 日程第16 意見書第１号 日米地位協定の見

直しに関する意見書を議題といたします。 

 本件について提出者の趣旨説明を求めます。 

 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員  

 

意見書第１号 

平成28年３月29日 
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中城村議会 

議長 與那覇 朝輝 殿 

 

提出者 

  中城村議会 議員  新 垣 博 正 

賛成者 

  中城村議会 議員  安 里 ヨシ子 

  中城村議会 議員  外 間 博 則 

 

日米地位協定の見直しに関する意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第14条２項の規定により提出します。 

 

提案理由 

 日米地位協定は、昭和35年に締結されて以来、50年以上もの間改正されてなく、これまで運用

改善や環境補足協定の締結がなされているものの、米軍基地から派生する様々な事件・事故等か

ら村民･県民の生命・財産と人権を守るためには日米地位協定を抜本的に見直す必要がある。 

 

日米地位協定の見直しに関する意見書（案） 

 

 我が国には、日米安全保障条約に基づく日米地位協定によって、31の都道府県に131施設、約

10万２千ヘクタールの米軍基地施設が所在している。 

 米軍基地を抱える全国の町村は、我が国の防衛、安全保障の一翼を担う一方、米軍基地の存在

による住民生活への過重な負担を抱えている。 

 特に、全国の米軍専用施設の約74％を占める沖縄県においては、米軍基地から派生する事件・

事故や航空機騒音、環境問題、並びに米軍人・軍属等による犯罪が、戦後70年を経た今日におい

てもなお後を絶たず、地域住民の生活に多大な影響を及ぼしている。 

 日米地位協定は、日米を取り巻く安全保障体制や我が国の社会環境が大きく変化しているにも

かかわらず、昭和35年に締結されて以来、50年以上もの間、１度も改正されていない。 

 これまで運用改善や環境補足協定の締結がなされてはいるものの、米軍基地から派生する様々

な事件・事故等から国民の生命・財産と人権を守るためにはまだ不十分で、根本的な解決のため

には日米地位協定を抜本的に見直す必要がある。 

 よって、日米地位協定を抜本的に見直しされるよう、強く要請する。 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 
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平成28年３月29日 

沖縄県中城村議会 

 

あて先 

 内閣総理大臣・外務大臣・防衛大臣・内閣官房長官・ 

 沖縄及び北方対策担当大臣・外務省沖縄特命全権大使・沖縄防衛局長 

 

 以上です。 

○議長 與那覇朝輝 これで提出者の趣旨説明

を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 休憩いたします。 

休 憩（１２時５５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１２時５７分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す意見書第１号は、会議規則第39条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第１号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 本意見書に賛成の立場

で討論をいたします。 

 平成27年11月11日に、全国町村議長会で初め

て日米地位協定見直しの特別決議が採択されま

した。我が沖縄県においては、全国の74％の米

軍基地が集中しており、米軍による犯罪事故、

航空機の騒音、さまざまな環境問題、さらには

米軍人、軍属による犯罪が全く後を絶ちません。

1960年に地位協定が締結されてから56年もの間、

改正されていない現状で、事件・事故が起こる

たびに運用改善というその場しのぎの対応で、

県民、村民の不安と怒りは増すばかりでありま

す。県民、村民の生命・財産・人権を守るため

には、まだまだ不十分であり、日米地位協定の

抜本的な見直しを強く求め、早急な対応を望み

たいと思います。以上でございます。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから意見書第１号 日米地位協定の見直

しに関する意見書を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第１号 日米地位協定の見

直しに関する意見書は原案のとおり採択されま

した。 

 日程第17 意見書第２号 沖縄県の道路網の

整備促進に関する意見書を議題とします。 

 本件について提出者の趣旨説明を求めます。 

 金城 章議員。 

○７番 金城 章議員  
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意見書第２号 

平成28年３月29日 

 

中城村議会 

議長 與那覇 朝輝 殿 

 

提出者 

    中城村議会 議員  金 城 章 

賛成者 

  中城村議会 議員  仲 座   勇 

  中城村議会 議員  外 間 博 則 

 

沖縄県の道路網の整備促進に関する意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第14条２項の規定により提出します。 

 

提案理由 

沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づき､必要な道路網が計画的かつ着実に整備されるよう

要求する必要があるため。 

 

沖縄県の道路網の整備促進に関する意見書（案） 

 

 沖縄県においては、昭和47年の復帰以降４次にわたる振興計画により着実に道路整備が進めら

れ、道路は、県民のくらし、経済、文化等、あらゆる分野の向上・発展に大きな役割を果たして

きたところである。 

 また、平成15年には沖縄都市モノレールが開業したものの、依然として陸上交通のほとんどが

道路交通に大きく依存している状況である。 

 このため、那覇空港・那覇港等の広域交流拠点に連絡する幹線道路ネットワークの構築及び慢

性的な都市部の交通渋滞への対応とともに、観光振興・地域活性化の支援、災害対策など、増

大・多様化する交通需要への対応が求められており、なお一層の道路網の体系的整備と質的向上

が必要である。 

 ついては、今後とも「沖縄21世紀ビジョン基本計画」に基づき､引き続き必要な道路が計画的

かつ着実に整備されるよう、下記事項について特段のご配慮を強く要望する。 

 

 

 

 



― 327 ― 

記 

 

１．那覇空港等広域交流拠点や主要拠点へのアクセス性を向上させ、産業振興や人、物の交流の

迅速化を図るため、那覇空港自動車道（小禄道路）、沖縄西海岸道路、名護東道路（数久田

～許田間）、南部東道路及びスマート・追加インターチェンジ等ハシゴ道路ネットワークの

早期整備 

２．都市部における交通渋滞を緩和し、環境改善や健全な市街地の形成を図るため、国道329号

西原バイパスを始めとする幹線道路の整備や主要交差点の改善整備 

３．大型ＭＩＣＥ施設の建設位置がマリンタウン地域に決定したことに伴い、更なる交通需要が

見込まれるため、国道329号西原バイパスの北伸に位置する、（仮称）中城バイパスの早期事

業化及び整備促進 

４．中北部地域までの定時・定速の公共交通ネットワークを形成するため沖縄都市モノレールに

ついて、首里駅から沖縄自動車道までの延長整備促進 

５．離島における生活圏域の広域化、一体化を促し、定住化の促進を図るため離島架橋等の整備

促進 

６．沖縄は台風常襲地帯であり、過去の電柱倒壊等の甚大な被害を踏まえ、防災機能の向上を図

るとともに、質の高い観光・リゾート地の形成を図るための無電柱化、美しい道路景観の創

出・保全、良質な道路緑化等の推進 

 

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

平成28年３月29日 

沖縄県中城村議会 

 

あて先 

 内閣総理大臣・国土交通大臣・財務大臣・内閣官房長官・ 

 沖縄及び北方対策大臣・沖縄総合事務局長 

 

○議長 與那覇朝輝 これで提出者の趣旨説明

を終わります。 

 これから質疑を行います。 

 休憩します。 

休 憩（１３時０６分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時０７分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 質疑ありませんか。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す意見書第２号は、会議規則第39条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。
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したがって、意見書第２号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから意見書第２号 沖縄県の道路網の整

備促進に関する意見書を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第２号 沖縄県の道路網の

整備促進に関する意見書は原案のとおり採択さ

れました。 

 日程第18 意見書第３号 米軍人による女性

暴行事件に関する意見書及び日程第19 決議第

３号 米軍人による女性暴行事件に関する抗議

決議については関連しますので、一括審議にし

ていきたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、日程第18 意見書第３号 米軍人

による女性暴行事件に関する意見書及び日程第

19 決議第３号 米軍人による女性暴行事件に

関する抗議決議を一括議題とします。 

 本件について提出者の趣旨説明を求めます。 

 新垣光栄議員。 

○１１番 新垣光栄議員 それでは意見書第３

号、そして決議第３号を一括して提案いたしま

す。 

 

 

意見書第３号 

平成28年３月29日 

 

中城村議会 

議長 與那覇 朝輝 殿 

 

提出者 

    中城村議会 議員 新 垣 光 栄 

賛成者 

  中城村議会 議員   仲 松 正 敏 

  中城村議会 議員   外 間 博 則 

 

米軍人による女性暴行事件に関する意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第14条２項の規定により提出します。 

 

提案理由 

村民、県民の人権・生命・財産を守る立場から、今回の事件に対し厳重に抗議するため。 
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米軍人による女性暴行事件に関する意見書（案） 

 

 去る３月13日、沖縄県警は同日未明に那覇市内のホテルで発生した女性暴行事件について、

キャンプ・シュワブ所属の米海軍１等水兵を準強姦罪の容疑で緊急逮捕した。女性に対するこの

ような行為は、肉体的、精神的苦痛を与えるだけではなく、人間としての尊厳をじゅうりんする

極めて悪質な犯罪である。 

 沖縄県における復帰後の米軍構成員等による犯罪件数は、平成27年12月末時点で5896件にも上

り、本村議会は、事件・事故が発生するたびに、綱紀粛正、再発防止及び関係者への教育等を徹

底するよう米軍等に強く抗議してきたところである。それにもかかわらず、今回、またもやこの

ような事件が発生したことは、米軍における再発防止への取り組みや軍人への教育のあり方が機

能していないと言わざるを得ず、激しい憤りを禁じ得ない。 

 よって、本村議会は、村民、県民の人権・生命・財産を守る立場から、今回の事件に対し厳重

に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。 

 

記 

 

１．被疑者に対する厳正な対応と、被害者への謝罪並びに完全な補償を行うこと。 

２．米軍人・軍属等の綱紀粛正、人権に関する教育の徹底を図るとともに、村民、県民が安心し

て生活できる、実効性のある抜本的な再発防止策を講じること。 

３．日米地位協定の抜本的な見直しを行うとともに、在沖米軍基地を整理・縮小すること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

 

平成28年３月29日 

沖縄県中城村議会 

 

（宛先） 

 衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  外務大臣 

 防衛大臣  沖縄及び北方担当大臣 

 

決議第３号 

平成28年３月29日 

 

中城村議会議長 與那覇 朝輝 殿 
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提 出 者 

中城村議会議員  新 垣 光 栄 

賛 成 者 

中城村議会議員  仲 松 正 敏 

中城村議会議員  外 間 博 則 

 

米軍人による女性暴行事件に関する抗議決議 

 

 上記の議案を別紙のとおり、中城村議会会議規則第14条第１項の規定により提出します。 

 

提案理由 

村民、県民の人権・生命・財産を守る立場から、今回の事件に対し厳重に抗議するため。 

 

米軍人による女性暴行事件に関する抗議決議（案） 

 

 去る３月13日、沖縄県警は同日未明に那覇市内のホテルで発生した女性暴行事件について、

キャンプ・シュワブ所属の米海軍１等水兵を準強姦罪の容疑で緊急逮捕した。女性に対するこの

ような行為は、肉体的、精神的苦痛を与えるだけではなく、人間としての尊厳をじゅうりんする

極めて悪質な犯罪である。 

 沖縄県における復帰後の米軍構成員等による犯罪件数は、平成27年12月末時点で5896件にも上

り、本村議会は、事件・事故が発生するたびに、綱紀粛正、再発防止及び関係者への教育等を徹

底するよう米軍等に強く抗議してきたところである。それにもかかわらず、今回、またもやこの

ような事件が発生したことは、米軍における再発防止への取り組みや軍人への教育のあり方が機

能していないと言わざるを得ず、激しい憤りを禁じ得ない。 

 よって、本村議会は、村民、県民の人権・生命・財産を守る立場から、今回の事件に対し厳重

に抗議するとともに、下記の事項が速やかに実現されるよう強く要求する。 

 

記 

 

１．被疑者に対する厳正な対応と、被害者への謝罪並びに完全な補償を行うこと。 

２．米軍人・軍属等の綱紀粛正、人権に関する教育の徹底を図るとともに、村民、県民が安心し

て生活できる、実効性のある抜本的な再発防止策を講じること。 

３．日米地位協定の抜本的な見直しを行うとともに、在沖米軍基地を整理・縮小すること。 

 

 上記のとおり決議する。 
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平成28年３月29日 

沖縄県中城村議会 

 

（宛先） 

米国大統領  米国国防長官  米国国務長官 

駐日米国大使  在日米軍司令官  在日米軍沖縄地域調整官 

在沖米海軍艦隊活動司令部司令官  在沖米国総領事 

 

 以上です。 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１３時１５分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時１５分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 これで提出者の趣旨説明を終わります。 

 これから意見書第３号 米軍人による女性暴

行事件に関する意見書に対する質疑を行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す意見書第３号は、会議規則第39条第３項の規

定によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第３号は委員会付託を省略

します。 

 これから討論を行います。 

 安里ヨシ子議員。 

○１０番 安里ヨシ子議員 ただいまの意見書

第３号について、賛成の立場で討論をいたしま

す。 

 米軍人による女性暴行事件で被害を受けた女

性に対して、本当に肉体的・精神的な苦痛は大

変なものがあり、激しい憤りを感じます。この

ような女性の人権を無視した事件はたびたび繰

り返され、今度の事件も氷山の一角であると思

います。米軍はこのような事件が繰り返される

たびに、綱紀粛正を叫びますが、一向に改善さ

れない。基地あるがゆえに県民の命や財産が脅

かされている。私は全ての基地を撤去する以外

にそういった事件はなくならないと思っており

ます。意見書に賛成であります。以上です。 

○議長 與那覇朝輝 続きまして、大城常良議

員。 

○３番 大城常良議員 本意見書に対して、賛

成の立場で討論をさせていただきます。 

 ３月13日に那覇市内で起きた米海軍兵による

暴行事件は、女性の尊厳を踏みにじる蛮行であ

り、強い憤りを覚える。県民女性の人権をじゅ

うりんし、植民地意識で沖縄に駐留する米兵は

沖縄に要らない。復帰後、米軍構成員などによ

る犯罪件数が2015年末で5,896件にも上がる。

また、在沖米軍による女性に対する暴行事件の

摘発件数も昨年末までに129件、147人と後を絶

たない。潜在的な事件を考えると、どれほどに

なるのか。３月21日の新聞報道にも60年前米兵

暴行、姉の屈辱を胸に辺野古へという報道がな

されました。男性は問う。沖縄は日本ですか。

戦後71年、事件・事故のたびに綱紀粛正、再発

防止を強く抗議してきたが、全く機能しておら

ず、激しい怒りを禁じ得ない。事件に対し満身

の怒りを込めて抗議し、旅行者、県民、村民の

安心・安全な日常の暮らしを守るためにも、実

効性のある対策を強く求め、抗議します。以上



― 332 ― 

です。 

○議長 與那覇朝輝 ほかに討論ありませんか。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから意見書第３号 米軍人による女性暴

行事件に関する意見書を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、意見書第３号 米軍人による女性

暴行事件に関する意見書は原案のとおり採択さ

れました。 

 続いて日程第19 決議第３号 米軍人による

女性暴行事件に関する抗議決議に対する質疑を

行います。 

（「質疑なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 質疑ないものと認め、質

疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま議題となっておりま

す決議第３号は、会議規則第39条第３項の規定

によって委員会付託を省略したいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、決議第３号は委員会付託を省略し

ます。 

 これから討論を行います。 

（「討論なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「討論なし」と認めます。

これで討論を終わります。 

 これから決議第３号 米軍人による女性暴行

事件に関する抗議決議を採決いたします。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定する

ことに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。

したがって、決議第３号 米軍人による女性暴

行事件に関する抗議決議は原案のとおり採択さ

れました。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 議長、動議を求めたい

と思います。提出いたします。よろしいですか。 

 総務常任委員会に付託中の請願第１号につい

て、本請願は１年以上にわたり、何の音沙汰も

なく閉会中継続審議という形で過ごしてまいり

ましたが、私は議会に対し、住民の意思を反映

させ、重要な問題を審査し、住民の願望である

請願の趣旨の実現に努めるよう、議会がどのよ

うな判断、あるいは請願に対しどういう結果を

出すのか、そこが第一だと思います。請願に対

し賛成議員３名は甚だ遺憾であり、受け入れら

れるものではありません。なぜ議題に上げない

のか、伺いたいと思います。よって、会議規則

第47条第１項の規定によって、委員会の中間報

告を求めたいと思います。以上です。 

（「賛成」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 ただいま大城常良議員か

ら総務常任委員会に付託中の請願第１号につい

て、委員会の中間報告を求めることの動議が提

出されました。この動議は１人以上の賛成者が

ありますので、成立しております。 

 お諮りします。この動議を日程に追加して議

題にすることに御異議ありませんか。 

（「異議あり」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 異議がありますので、提

出された動議について採決いたします。 

 提出されました中間報告を求める動議につい

て、賛成の方は起立願います。 

（賛否同数） 

○議長 與那覇朝輝 休憩します。 

休 憩（１３時２７分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時２７分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 
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 これは議題に載せるかどうかの動議ですので、

採決の結果は賛成・反対が同数であります。し

たがって、地方自治法第116条第１項の規定に

よって、議長が本案に対して採決いたします。 

 請願第１号について、議長は否決と採決いた

します。 

 休憩します。 

休 憩（１３時２８分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３１分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 ちょっと現状までの流

れを教えていただきたいんですけれども、これ

は委員会の委員長にできますか。今までの流れ

をどういう状況で今回議題に出さなかったのか、

そこまで聞けるのであればお願いしたいんです

けれども。 

○議長 與那覇朝輝 委員長はどういうお考え

でしょうか。 

 総務常任委員長 新垣博正。 

○総務常任委員長 新垣博正 総務常任委員会

では審査をしておりませんので、審議未了とい

う形をとらせていただいております。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 これは請願というのは

陳情と違って、それだけ重要な問題を村民から

出されているわけで、それを審議未了というの

は甚だ遺憾であるんですけれども。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 皆さん、新聞報道と

今議会の村長の答弁、副村長の答弁等にも正式

にありましたとおり、白紙撤回、そして検討委

員会そのものも解散したということになれば、

願意がなくなったと、願意は満たされたものだ

という解釈になるので、今議論をするテーマが

もうなくなったというのがこの請願であります。

よって、請願は願意が自動的に満たされている

ものですから、我々が審査するテーマがもうな

くなったということで、審議未了という形に

なっております。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 これは議会として、ど

うしても村民、それから賛成議員３名もいるな

かで審議を尽くしたとは全然見受けられない。

ただ、成り行きを待って、そこで終わったから

請願も終わりですというふうな捉え方しかでき

ないものですから、請願が出たのであればこれ

を採択、不採択するのは当然の話であって、そ

ういうものはきっちりやっていただきたいと私

は思っております。 

○議長 與那覇朝輝 新垣博正議員。 

○１２番 新垣博正議員 この請願は総務常任

委員会に付託された以上は、総務常任委員会に

取り扱いの権限があるものだと私は解しており

ます。 

○議長 與那覇朝輝 大城常良議員。 

○３番 大城常良議員 だから、最初で総務常

任委員会で、恐らく採決があったと思います。

その中で不採択ということで、全然これは、

我々もこういうふうな長い間待っているわけで

もありませんし、委員会で採択、不採択出たの

であれば、そこで即決していただきたかった。

それで終わります。 

○議長 與那覇朝輝 これで日程を終了します。 

 休憩します。 

休 憩（１３時３１分） 

～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

再 開（１３時３３分） 

○議長 與那覇朝輝 再開します。 

 お諮りします。会議規則第45条の規定により

議決の結果生じた条項、字句、数字、その他の

整理を要するものについては、その整理を議長

に一任してよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と言う声あり） 

○議長 與那覇朝輝 「異議なし」と認めます。
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したがって、条項、字句、数字、その他の整理

を要するものについては議長に一任することに

決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれで閉会いたします。大変御苦労さ

までした。 

  閉 会（１３時３４分） 

 

 地方自治法第123条第２項の規定によりここ

に署名する。 

 

中城村議会議長 與那覇 朝 輝 

 

中城村議会議員 新 垣 博 正 

 

中城村議会議員 仲 座   勇 

 




